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第 1 章  総  則 
 

第 1 節 計画の考え方 

1．計画の目的 

豊浦町地域防災計画は、町の地域の災害予防、災害応急対策及び災害復旧対策について行う事項

を定め、町民や地域団体、事業所と、町及び防災関係機関が協働してこれらの防災活動を円滑に行

うことにより、災害の被害軽減と拡大防止に努め、町民の生命、身体及び財産を災害から守ること

を目的として策定する。 

 

 

 

2．計画の位置づけ 

豊浦町地域防災計画は、災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）第 42条の規定に基づき、豊

浦町防災会議が策定する計画である。 

この計画の上位計画等の関係は以下の図のとおりである。 

 

 

 

指定行政機関 
指定公共機関 

（内閣府中央防災会議） 

（北海道防災会議） 

（豊浦町防災会議） 

災害対策全体を体系化し、総合的かつ計画的な防災行

政の整備及び推進を図ることを目的した法律 

国の災害対策の根幹をなす防災分野の最上位計画で、

地域防災計画の重点事項や作成基準を定める 

災害対策基本法 

防災基本計画 

北海道地域防災計画 

豊浦町地域防災計画 

防災業務計画 
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3．計画の基本理念 

豊浦町地域防災計画は、町の防災対策について、以下の基本理念に基づいて策定する。 

 

(1) 「減災」の視点に立った町民の安全対策 

災害の発生を完全に防ぐことは不可能であることから、災害時の被害を最小化する「減災」の

考え方を防災の基本方針とし、たとえ被災したとしても人命が失われないことを最重要視する。

また、できる限り経済的被害が少なくなるよう、様々な対策を組み合わせて日頃から少しずつ災

害に備えることとする。 

 

(2) 自助・共助・公助の協働による減災 

防災対策は、自助（町民が自らの安全を自らで守ることをいう。）、共助（町民等が地域にお

いて互いに助け合うことをいう。）及び公助（町及び防災関係機関が実施する対策をいう。）の

協働により推進するという理念の下、町民・地域・町及び防災関係機関を豊浦町地域防災計画の

実施主体として位置づけ、各主体は豊浦町地域防災計画に基づきそれぞれが担うべき防災活動

を実施することとする。 

 

(3) 多様な主体の参画による減災体制の確立 

減災に関する政策・方針決定過程等における女性や高齢者、障がい者などの参画を拡大し、地

域の生活者の多様な視点を取り入れた防災対策によって地域防災力の向上を図ることとする。 
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4．計画の構成及び内容 

（1）計画の構成及び内容 

豊浦町地域防災計画の構成及び内容は、次のとおりである。 

 

豊

浦

町

地

域

防

災

計

画
 

 基本・地震津波 
災 害 対 策 編 

  
総 則 

計画の考え方や前提、及びこれらを踏まえ

て、町民、町及び防災関係機関等が行うべき

防災活動の概要について定める 
   
      

 

 

  

災 害 予 防 計 画 

災害時の被害を最小限に抑え、災害応急対

策を迅速かつ円滑に行うために、平時に理解

し、取り組むべき災害への備えについて定め

る 

 
  

      

 
 

  
災害応急対策計画 

災害が発生、または発生するおそれがある場

合に、被害を防止、または拡大させないため

に取り組む応急活動について定める 
   
      

 
 

  
災害復旧対策計画 

被災後早期に社会生活を取り戻すための、生

活再建や経済活動の復旧を支援する対策に

ついて定める 
   
      

個別災害対策編 
  

火山災害対策計画 
火山噴火災害に特有の防災対策について定
める 

   
     

 
 

  
風水害対策計画 

 

風水害に特有の防災対策について定める 

 
   

      

 
 

  
土砂災害対策計画 

 

土砂災害に特有の防災対策について定める 

    
      

 
 

  
事故災害対策計画 

 

事故災害に特有の防災対策について定める 

    

      

 
 

  
停 電 対 策 計 画 

 

停電時に特有の対策について定める 

    
      

附 属 資 料 
  災害対策時における支援に活用するため、各編に必要な基本データ

等の参考資料を添付する    
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（2）各編の策定方針 

豊浦町地域防災計画は、「基本・地震津波災害対策編」「個別災害対策編」の 2編で構成され

る。各編は、以下の考え方に基づき策定している。 

1）基本・地震津波災害対策編 

町で起こり得る自然災害への対策のうち、災害種別に関わらず共通で実施すべき対策につ

いて、町民に最も大きな被害を及ぼす可能性がある地震・津波災害への対策をもとに整理し、

一連の災害への対策の重要性と応急対策における時系列がわかりやすいよう定める。 

2）個別災害対策編 

火山災害、風水害、土砂災害、事故災害、停電についての防災対策は、基本的に「基本・

地震津波災害対策編」を準用するが、各災害の地震・津波災害とは異なる特殊要素に応じた

必要事項について本編で定める。 

 

（3）「基本・地震津波災害対策編」各章の策定方針 

基本・地震津波災害対策編は、「総則」「災害予防計画」「災害応急対策計画」「災害復旧対

策計画」の 4章で構成される。各章は、以下の考え方に基づき策定している。 

1）総 則 

町民、地域団体、事業所、町及び防災関係機関が、町の防災対策に関わる方針や前提につ

いて共通理解を図ることを目指している。 

2）災害予防計画 

平時から取り組むべき防災対策に関する事項について、重要度が高いものから順に定め、

各主体が協働のもと取り組みを推進することを目指している。 

3）災害応急対策計画 

緊急時の行動マニュアルとして活用できるよう、初動期から概ね時系列に則り記載してい

るが、平時から内容を把握しておくことによって、緊急時の迅速かつ的確な対応行動が得ら

れることを目指している。 

4）災害復旧対策計画 

災害による直接的な脅威が概ね過ぎ去ったのち、町民の生活の復旧・復興のために活用で

きる各種支援等の制度や法律等を記載し、迅速な対応を行うことを目指している。 
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5．計画の修正 

豊浦町地域防災計画は、災害対策基本法第 42 条の規定に基づき毎年検討を加え、必要に応じて

修正を行うものとする。 

 

 

6．用 語 

豊浦町地域防災計画において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

 

基 本 法 災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号） 

救 助 法 災害救助法（昭和 22年法律第 118号） 

水 防 法 水防法（昭和 24年法律第 193号） 

町 防 災 会 議 豊浦町防災会議 

災 害 対 策 本 部豊浦町災害対策本部 

本 部 長 豊浦町災害対策本部長 

町 防 災 計 画 豊浦町地域防災計画 

道 防 災 計 画 北海道地域防災計画 

防 災 関 係 機 関豊浦町防災会議条例（昭和 37年条例第 20号）第 3条に定める委員の属する機関 

災 害 災害対策基本法第 2条第 1号に定める災害 

  要 配 慮 者  高齢者、障がい者、乳幼児その他災害時に特に配慮を要する者をいう。 

    避 難 行 動 要 支 援 者 要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避

難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に

支援を要する者をいう。 
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第 2 節 実施責任 

1．町の防災に関わる各主体の責務 

町民及び地域団体、事業所、町及び防災関係機関は、災害から町民の生命、身体及び財産を守る

ため、それぞれの責務に基づき主体的に行動し、協力・支援体制を確立し、災害予防・応急・復旧

対策にあたることとする。 

なお、各主体別の具体的な行動・活動については、第 2章 第 2節「災害に強い人づくり・組織

づくり」を参照のこと。 

 

（1）町民及び地域団体 

「町民」は、主に豊浦に在住する町民、「地域団体」は町内会や自治会、自主防災組織、その

他の地域住民組織等を総称するものである。 

町民は「自らや家族の安全は自らが守る」、地域団体は「自らの地域の安全は地域で守る」と

の考えを基本に、町や防災関係機関と協力して平時から災害の発生に備える意識を高め、災害教

訓の伝承や災害に関する知識の習得、災害への備えを行うとともに、災害時には自主的な防災活

動に努めるものとする。 

1）平常時の備え 
 

○避難の方法（避難路、避難場所等）及び家族との連絡方法の確認 

○3日分の食料、飲料水、携帯トイレ、トイレットペーパー等の備蓄、非常持出品 

（救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池等）の準備 

○隣近所との相互協力関係のかん養 

○災害危険区域等、地域における災害の危険性の把握 

○防災訓練、研修会等への積極的参加による防災知識、応急救護技術等の習得 

○要配慮者への配慮 

○自主防災組織の結成 

 

2）災害時の対策 
 

○地域における被災状況の把握 

○近隣の負傷者･要配慮者の救助救出 

○初期消火活動等の応急対策 

○避難所等での自主的活動 

○防災関係機関の活動への協力 

○自主防災組織の活動 
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（2）事業所 

「事業所」は、町内に事務所や施設等をもつ、または町内で営業機能をもつ団体・会社等を指

す。 

事業所は、勤務する従業員や施設等利用者の安全確保や二次災害の防止に努めるとともに、地

域社会の一員としての自覚を持ち、事業の継続、地域への貢献・地域との共生等、事業所が果た

す役割を十分に認識し、道、町、防災関係機関、及び自主防災組織等の地域住民が行う防災対策

に協力するなど、防災活動の推進に努めるものとする。 

1）平常時の備え 
 

○災害時行動マニュアル及び事業継続計画（ＢＣＰ）の策定・運用 

○防災体制の整備及び事業所の耐震化・耐浪化の促進 

○防災訓練の実施及び従業員等に対する防災教育の実施 

○燃料・電力等重要なライフラインの供給不足への対応 

○取引先とのサプライチェーンの確保 

 

2）災害時の対策 
 

○事業所の被災状況の把握 

○従業員及び施設利用者への災害情報の提供 

○施設利用者の避難誘導 

○従業員及び施設利用者の救助救出 

○初期消火活動等の応急対策 

○事業の継続または早期再開・復旧 

○ボランティア活動への支援等、地域への貢献 

 

（3）豊浦町 

「豊浦町」は、地方公共団体として町における行政を担う組織を指す。 

豊浦町は、基本法第 5条の規定に基づき、防災の第一次的責任を有する基礎的な地方公共団体

として行政区域並びに町民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、道、指定地方行政機

関、指定（地方）公共機関及び公共的団体等の協力を得て防災活動を実施する。 

 

（4）指定地方行政機関 

「指定地方行政機関」は、国の出先機関で、町の行政区域を所管するものを指す。指定地方行

政機関は、基本法第 3条の規定に基づき、自ら及び他の指定地方行政機関と相互に協力して防災

活動を実施するとともに、町の防災活動が円滑に実施できるよう協力する。 
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（5）北海道 

「北海道」は、基本法第 4 条の規定に基づき、北海道の地域並びに道民の生命、身体及び財産

を災害から保護するため、防災関係機関及び他の地方公共団体の協力を得て防災活動を実施す

るとともに、町の防災活動を援助し、かつ、その総合調整を行う。 

 

（6）指定公共機関及び指定地方公共機関 

「指定公共機関」及び「指定地方公共機関」は、町内の通信・交通・医療・ライフライン等の

公共性の高い事業を行う機関・団体を指す。指定公共機関及び指定地方公共機関は、基本法第 6

条の規定に基づき、その業務の公共性または公益性を考慮し、自ら防災活動を積極的に実施する

とともに、町の防災活動に協力する。 

 

（7）公共的団体及び防災上重要な団体 

「公共的団体」及び「防災上重要な団体」は、町内で活動する農協、漁協、商工会等をはじめ、

緊急時に避難所等に指定されている施設の管理者等、平時の防災対策や緊急時の防災活動に重

要な役割を果たす組織・団体を指す。公共的団体及び防災上重要な施設の管理者は、基本法第 7

条第 1 項の規定に基づき、平素からそれぞれの業務に応じた災害予防体制を整備するとともに、

災害時には防災業務を行い、町の防災活動に協力する。 
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2．町及び防災関係機関が行う業務の大綱 

町防災会議の構成機関及び公共的団体、その他防災上重要な施設の管理者が防災上処理すべき

事務または業務の大綱は次のとおりである。 

 

（1）豊浦町 

町長部局 

・町防災会議に関すること 

・災害対策本部の設置及び組織の運営に関すること 

・防災に関する組織の整備及び資機材の備蓄、その他災害予防措置の実
施に関すること 

・町の所掌に係る災害予防、災害応急対策及び災害復旧対策の実施に関
すること 

豊浦町教育委員
会 

・災害時における被災児童及び生徒の救護、並びに応急的な教育の指導
の実施に関すること 

・文教施設及び文化財の保全対策の実施に関すること 

・教育施設の被害調査及び報告に関すること 

 

（2）消防機関 

西胆振消防組合 
伊達消防署 
豊浦支署 
（豊浦消防団） 

・消防職員及び消防団員の招集に関すること 

・消防資材の確保に関すること 

・災害情報の収集及び警報の発令並びに予防警報に関すること 

・被災地における人命救助及び避難誘導等に関すること 

 

（3）指定地方行政機関 

北海道開発局 
室蘭開発建設部 
有珠復旧事務所 

・管轄する道路についての災害調査の実施、災害情報の伝達及び災害応

急措置並びに災害復旧工事の実施に関すること 

北海道農政事務
所 

・災害時における米穀の確保、応急配給及び緊急輸送に関すること 

・災害応急飼料対策に必要な措置に関すること 

後志森林管理署 

・所轄国有林につき保安林の配置の適正化と施業の合理化に関するこ

と 

・所轄国有林の復旧治山並びに予防治山の実施に関すること 

・林野火災の予防対策に関すること 

・災害応急対策用木材の供給に関すること 



基本・地震津波災害対策編 

第 1 章 総  則 

12 

室蘭地方気象台 

・気象、地象、水象の観測及びその成果の収集、発表を行う。 

・気象、地象(地震にあっては、発生した断層運動による地震動に限る)、

水象の予報・警報等の防災情報発表、伝達及び解説を行う。 

・気象業務に必要な観測、予報及び通信施設の整備に努める。 

・地方公共団体が行う防災対策に関する技術的な支援・助言を行う。 

・防災気象情報の理解促進、防災知識の普及啓発に努める。 

 

（4）北海道 

胆

振

総

合

振

興

局

 

地域創生部 
地域政策課 

・総合振興局内非常配備体制の確認及び災害応急措置等の連絡調整に

関すること 

・市町長の実施する応急措置の調整等に関すること 

・指定公共機関の出先の長等に対する応急措置の実施要請等に関する

こと 

・自衛隊の災害派遣要請に関すること 

保健環境部 
（室蘭保健所） 

・災害時における水質衛生、食品衛生、死亡獣畜処理等の衛生対策に

係る指導助言に関すること 

・災害時における防疫措置に関すること 

・災害時における医療関係機関との連絡調整に関すること 

・災害時における地域医療の確保に関すること 

室蘭建設 
管理部 

・水防技術の指導に関すること 

・災害時の関係河川の水位、雨量情報の収集及び報告に関すること 

・災害時の関係公共土木被害調査及び災害応急対策の実施に関するこ

と 

・被災地の交通情報の収集及び交通路の確保に関すること 

森林室 
豊浦事務所 

・所轄道有林につき保安林の配置の適正化と施業の合理化を図ること 

・所轄道有林の復旧治山及び予防治山を行うこと 

・林野火災の予防対策を立て、その未然防止を行うこと 

・災害時において、町の要請があった場合可能な範囲において緊急復

旧用材の供給を行うこと 
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（5）北海道警察 

伊達警察署 
 豊浦駐在所 
 大岸駐在所 
 礼文華駐在所 

・災害時における町民の避難誘導及び救急救助並びに緊急交通路の確

保に関すること 

・災害情報の収集に関すること 

・被災地、避難所、危険箇所等の警戒に関すること 

・犯罪の予防、取締り等に関すること 

・危険物に対する保安対策に関すること 

・自治体等の防災関係機関が行う防災業務の協力に関すること 

・関係機関と連携した広報活動に関すること 

 

（6）自衛隊 

陸上自衛隊 
第 7師団 
第 71戦車連隊 

・町及び防災関係機関等の行う防災訓練に必要に応じ部隊等の協力に

関すること 

・災害に関する情報の伝達、収集に関すること 

・災害派遣要請に基づく部隊等の派遣に関すること 

 

（7）指定公共機関 

豊浦郵便局 
大岸郵便局 
礼文郵便局 

・災害時における郵便輸送の確保及び郵政業務運営の確保を図ること 

・郵便貯金及び簡易保険等の取扱いに関する非常措置を行うこと 

・郵便施設内の掲示板等を利用した災害情報の伝達、広報に関すること 

北海道旅客 
鉄道株式会社 
室蘭保線所 

・災害時における鉄道輸送の確保を行うこと 

・災害時における救援物資の緊急輸送及び避難者の輸送等について関

係機関の支援を行うこと 

東日本電信電話
株式会社北海道
支店 
委任機関： 
NTT 東日本-北海
道室蘭支店 

・気象官署からの警報を市町村に伝達すること 

・非常及び緊急通信の取扱いを行うほか、必要に応じ電話電報の利用制

限を実施し、重要通信の確保を図ること 

北海道電力 
株式会社 
室蘭支店 

・電力施設の防災管理・対策に関すること 

・災害時における電力の円滑な供給に関すること 

・電力施設の災害と復旧見込み等の周知に関すること 

 

（8）指定地方公共機関 

一般社団法人 
胆振西部医師会 

・災害時における応急医療、医療関係機関との連絡調整、及び防疫対策

に関すること 



基本・地震津波災害対策編 

第 1 章 総  則 

14 

一般社団法人 
室蘭歯科医師会 

・災害時における応急歯科医療及び歯科医療関係機関との連絡調整に

関すること 

公益社団法人 
室蘭地区 
トラック協会 

・災害時における緊急物資及び災害対策用資材等の緊急輸送の協力に

関すること 

 

（9）公共的団体及び防災上重要な団体 

とうや湖農業協
同組合豊浦支所 

・被災組合員に対する融資、斡旋及び生活物資を確保すること 

・共同利用施設の災害応急対策及び災害復旧対策の実施に関すること 

いぶり噴火湾 
漁業協同組合 
豊浦支所 

・被災組合員に対する融資、斡旋及び生活物資を確保すること 

・共同利用施設の災害応急対策及び災害復旧対策の実施に関すること 

豊浦町商工会 

・災害時における物価の安定及び救援物資の確保並びに斡旋を行うこ

と 

・被災商工業者に対する経営指導及び資金の融資並びに斡旋を行うこ

と 

胆振西部森林組
合豊浦支所 

・林野火災に対する予消防等に関すること 

NPO 法人豊浦観光
ネットワーク 

・観光施設における防災上必要な教育、訓練に関すること 

・災害時における観光客の救護に関すること 

豊浦町社会福祉
協議会（ボラン
ティアセンター） 

・災害時におけるボランティアの受け入れに関すること 

・災害時におけるボランティアが行う救援活動の連絡調整に関するこ

と 

豊浦町防火協会 ・防災に関する訓練の実施、広報に関すること 

危険物関係施設
の 
管理者 

・災害時における危険物の保安に関する措置を行うこと 

道南バス株式会
社洞爺営業所 

・災害時におけるバスによる輸送の確保に関すること 

・救援物資の緊急輸送、避難者の輸送等についての関係機関への支援に

関すること 

 

（10）協力及び関係団体 

日本水難救済会 
豊浦救難所 

・海難事故及び災害時における救済活動等の協力に関すること 

豊浦町建設協会 ・災害復旧工事に必要な作業員、機械、器具等の確保に関すること 
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豊浦町 
赤十字奉仕団 

・災害時における救援物資の供給に関すること 

・防災ボランティア（民間団体及び個人）が行う救助活動の連絡調整に
関すること 

・災害義援金品の受領、配分及び募集に関すること 

豊浦町婦人団体 
及び豊浦町 
自治会連合会 
（自主防災組織） 

・災害時における町民連携及び相互の奉仕協力に関すること 

・町及び防災関係機関等が実施する防災訓練等への協力及び防災予防
に関すること 

・非常食等の炊出し及び保育等ボランティア活動に関すること 
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3．豊浦町防災会議 

町防災会議は、町における防災に関する基本方針と、それに基づく町防災計画を作成し、その実

施の推進を図るとともに、災害に関する情報を収集し、関係機関相互の連絡調整等を行うものであ

る。町長を会長とし、基本法第 16条第 6項の規定に基づく豊浦町防災会議条例（昭和 37年条例第

20号）第 3条第 5項に定める者を委員として組織する。 

（附属資料 p.資 1「豊浦町防災会議条例」参照） 

 

その組織及び運営の概要は、次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1－1 町防災会議組織図 

 

（附属資料 p.資 3「豊浦町防災会議委員名簿」参照） 

室蘭開発建設部有珠復旧事務所長 

室 蘭 地 方 気 象 台 次 長 

地域創生部地域政策課主幹 

保健環境部（室蘭保健所）室長 

室蘭建設管理部洞爺出張所

長 長 

伊 達 警 察 署 長 

副 町 長 

 

総 務 課 長 

豊浦町教育委員会教育長 

西 胆 振 消 防 組 合 豊 浦 消 防 団 長  

北海道旅客鉄道（株）室蘭保線所長 

東日本電信電話（株）北海道事業部 室蘭支店長 

北海道電力（株）室蘭支店長 

 

会 

長 
 

豊 

浦 

町 

長 

 
西胆振消防組合伊達消防署豊浦支署長 

胆 振 

総 合 

振興局 

指定地方行政機関の職員 

北海道知事部局内の職員 

北 海 道 警 察 の 警 察 官 

町 長 部 局 内 の 職 員 

指 定 公 共 機 関 の 職 員 

自 主 防 災 組 織 
学 識 経 験 者 
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（1）町防災会議の運営 

町防災会議の運営は、豊浦町防災会議条例（昭和 37年 11月 1日条例第 20号）の定めるとこ

ろによる。 

 

（2）町防災会議の所掌事務 

以下の豊浦町防災会議条例の規定に基づき、次の事務を処理する。 
 

○豊浦町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

○町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。 

○前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。 

○前 3 号に掲げるもののほか、法律またはこれに基づく政令によりその権限に属する

事務。 

 



基本・地震津波災害対策編 

第 1 章 総  則 

18 

第 3 節 町の地勢と災害環境 

1．自然条件 

（1）地 勢 

豊浦町は、北海道の南西部に位置し、東経 140度 31分、北緯 42度 33分にあって、東西 17.0km、

南北 16.5km、面積 233.54km2で、南は内浦湾（噴火湾）に面し、東は洞爺湖町、西は長万部町と

接し、昆布岳連峰を境として真狩村、ニセコ町、それに昆布川に沿って黒松内町、蘭越町とも隣

接している。 

地勢は、北部山岳地帯から内浦湾に向かって緩く傾斜し丘陵地帯が海岸線まで迫っているが、

内浦湾に注ぐ貫気別川、小鉾岸川、礼文華川の 3つの主要河川に沿って平坦地が広がり、それぞ

れの海岸部に集落を形成している。一部山岳地帯を除いて農耕地、牧野などの農用地を中心に土

地利用が進んでいる。 

 

（2）地 質 

町内に露出する最も古い地層は、洞爺カルデラの南西側から続いている小花井山の山地を作

る前期中新世（2,200～1,500 万年前）の火山岩である。小鉾岸川や礼文華川の両側に沿った山

地には、海岸部まで中～後期中新世（1,500～700万年前）の火山岩類が露出している。その中に

は小規模な金鉱脈があり、大岸鉱山として採掘していた。また、海底での火山活動の産物もある。

これらはいずれも古いため火山の地形は残っていない。 

昆布岳は鮮新世（700～170万年前）後期の成層火山であり、浸食が進んでいる。昆布川の西側

にも同じ年代の火山岩類が分布している。この年代の堆積岩が貫気別川の支流の谷底近くに露

出している。貫気別川と小鉾岸川に挟まれて北西―南東方向に伸びる丘陵地には、前期更新世

（170～70 万年前）の火山岩類が露出している。11 万年余り前には現在の洞爺湖の位置で巨大な

火砕流を発生する噴火が起こり、洞爺カルデラができた。この時流れ広がった洞爺火砕流は周辺

の大地を埋め尽くし、内浦湾のみならず、昆布岳の山麓から長万部方面、そして遠く日本海にま

で流入した。貫気別川の上流部は深い谷に刻まれた多くの支流がある地形となっている。これは

いったん洞爺火砕流に埋められて広がった台地を、その下にある地層まで河川が削って作り上

げた地形である。小鉾岸川と礼文華川の河口から奥深くまでは、完新世（11,700年前以降）の堆

積物で埋められた平坦な低地となっている。 
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（3）気候風土 

気候は、内浦湾に面し海洋の影響を受けるが、太平洋の気象条件とも異なり親潮、黒潮の影響

よりもむしろ日本海から津軽海峽を通過して湾内に流れ込む対馬海流（暖流）の影響を強く受け

るため、夏は涼しく冬も比較的温暖なことから北海道の湘南地方と呼ばれ、年間を通じてさわや

かな気象条件となっている。 

 

表 1-1 気象記録（平成 27年 1～12月） 

最高気温（℃） 30.1 最深積雪（㎝） 73 

最低気温（℃） －13.6 日照時間（ｈ） 1,656.4 

最大風速（m/s） 9.1   

 

区 分 平均気温(℃) 平均風速(m/s) 降水量(mm) 日照時間(h) 

1月 -2.4 2 71.5 99.9 

2月 -1.3 2.3 28.5 89.4 

3月 2.3 2.0 100.5 120.1 

4月 5.9 2.0 145.5 150.6 

5月 10.9 1.6 62.5 166.5 

6月 15.0 1.2 92.5 134.6 

7月 19.4 1.2 105.5 149.7 

8月 21.2 1.3 55.0 139.0 

9月 16.8 1.6 225.5 127.0 

10月 8.9 2.2 113.0 141.7 

11月 4.9 2.0 147.0 85.7 

12月 0 2.1 86.0 72.4 

年 計 年平均 8.5 年平均 1.8 1,233.0 1,656.4 

 

観測所名：大岸地域気象観測所 

 



基本・地震津波災害対策編 

第 1 章 総  則 

20 

2．社会条件 

（1）人口推移 

住民基本台帳による平成 25 年 3 月末日の人口は 4,373 人、世帯数が 2,298 世帯、1 世帯当た

り人員が 1.90 人であり、近年の推移は、人口は減少の一途をたどっているが、世帯数の減少率

は人口減少率に比べて緩やかである。 

平成 25年の年齢別人口の構成比率は、15歳未満 10.6％、15～64歳 56.3％、65歳以上 33.1％

である。年少人口の減少及び高齢者人口の増加が年々進んでおり、約 3 人に 1 人が 65 歳以上の

高齢者となる超高齢社会を迎えている。 

今後も核家族化や少子化により、高齢者の単身世帯の増加が予想され、このような高齢者に対

する対策が重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1－2 人口と世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1－3 年齢別人口の構成比の推移 

11.9 % 11.3 % 10.3 % 10.4 % 10.3 % 10.6 %

58.6 % 58.0 % 57.5 % 57.2 % 56.9 % 56.3 %

29.5 % 30.7 % 32.2 % 32.5 % 32.8 % 33.1 %

0%

20%

40%

60%

80%

100%

H15 H17 H19 H21 H23 H25

0～14歳 15歳～64歳 65歳～ 各年3月末日現在 （資料：住民基本台帳）
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1,000

2,000
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5,000

6,000
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男 女 世帯数

人口 (人) 世帯数

各年3月末日現在 （資料：住民基本台帳）
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（2）土地利用 

平成 24 年の土地利用は、総面積 233.54Km2のうち、山林が 60.8％と過半数を占め、次いで原

野が 12.6％、畑 7.6％、牧場が 4.6％の利用となっている。 

 

 

図 1－4 地目別土地面積 

 

 

（3）産 業 

平成 22 年の国勢調査によると、総就業者数は 2,047 人であり、これは総人口の約 45.20％に

該当する。産業別には、第一次産業就業者数が 536人（26.2％）、第二次産業就業者数が 273人

（13.3％）、第三次産業就業者数が 1,238 人（60.5％）となっている。経年的には、第一次産業

及び第二次産業就業者数の減少率が高く、第三次産業就業者数の割合は増加している。 

農業の主な栽培作物は水稲、馬鈴薯、いちご、てん菜、スイートコーン、豆類である。肉用牛

や豚の飼育、酪農などの畜産業も行われている。水産業の中心となっているのはホタテで、全漁

獲生産額の約 8割を占めている。 

 

 

図 1－5 産業別就業者数 

952 907 

703 645 
560 536 605 608 

1,104 

507 
379 

273 

1,285 1,290 

1,604 

1,278 1,311 
1,238 

0 

500 

1,000 

1,500 

2,000 

S60 H2 H7 H12 H17 H22

第一次産業人口

第二次産業人口

第三次産業人口

人

各年10月1日現在

（資料：国勢調査）

田

2.27 

畑

17.69 

宅地

1.93

山林

141.94 

牧場

10.63 

原野

29.36 

雑種地

1.15

その他

27.57 

平成24年1月1日現在 単位：㎢

（資料：税務課 「固定資産の価格等概要調書」）
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3．災害履歴 

（1）災害履歴 

町において明確に記録のある戦後の災害履歴は次のとおりである。 
 

年 月 日 種別 災 害 の 概 要 

昭和 29年 9月 台 風 台風第 15号による被害で救助法の適用を受ける 

昭和 36年 7月 豪 雨 集中豪雨災害、農作物・道路・橋に被害 

昭和 36年 7月、8月 台 風 台風第 10号による集中豪雨災害 

昭和 50年 8月 台 風 台風第 5号，第 6号による集中豪雨災害 

昭和 52年 9月 噴 火 有珠山噴火による降灰で農作物・水道に被害 

昭和 56年 8月 台 風 
台風第 15号による集中豪雨災害、住宅・農作物・家畜・道
路・河川・治山被害 

平成 05年 7月 地 震 北海道南西沖地震で震度 4を記録する 

平成 16年 9月 台 風 台風第 18号による被害で住宅･農林水産業などで被害 

平成 23年 3月 津 波 東北地方太平洋沖地震に伴う津波による被害 

 

 

（2）東日本大震災の状況 

平成 23 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震では、北海道太平洋沿岸西部に大津波

警報が発表され、町においても 700世帯 1,500人に避難勧告を発令、町沿岸部に 3.4ｍの津波が

襲来し、住居の浸水被害やホタテ養殖施設といった漁業施設等に大きな被害が生じた。 

この地震に伴う災害（東日本大震災）の町における被害状況は、次のとおりである。 

 

種 類 被 害 状 況 

人 的 被 害 無 し 

床 上 ・ 床 下 浸 水 
住宅床上 住宅床下 物置倉庫等床上 事業所床上 

15棟 10棟 25棟 漁協豊浦支所 

車 両 被 害 35台 （軽 18台、普通 17台） 

漁 業 被 害 
漁港施設、共同利用施設、養殖施設等 
334,957千円 
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第 2 章  災害予防計画 
 

災害予防計画は、町民・事業所・地域・町行政・防災関係機関等が協働して、日頃から安全な地

域社会とまちを形成することにより、災害時の被害を最小限に抑えるとともに、災害時の応急対策

活動を迅速かつ的確に行うことができるよう、各主体の共通理解のもと、事前の準備を行うための

計画である。 

災害予防計画は以下の事項について定めている。 

 

 

第 1節 

 豊浦町で起こり得る地震・ 

 津波災害の想定 

1．豊浦町で起こり得る地震の想定 

2．豊浦町で起こり得る津波の想定と危険区域 

3．地震に伴う二次災害の想定と危険区域 

第 2節 

 災害に強い人づくり・組織づくり 

1．自主防災活動の推進 

2．防災訓練の推進 

3．関係機関との協力体制及び広域連携体制の整備 

第 3節 

 災害に強いまちづくり 

1．建築物等災害への備え 

2．津波災害への備え 

3．火災への備え 

4．危険物等災害への備え 

5．地震等に伴う土砂災害への備え 

6．ライフライン施設等の備え 

7．積雪・寒冷対策 

8．復旧対策基地等の整備 

第 4節 

 円滑な応急対策への備え 

1．情報伝達体制の整備 

2．避難環境の整備 

3．要配慮者対策 

4．食料・生活必需品の備蓄及び物資供給体制の整備 

5．緊急輸送・交通路等の整備 

6．医療・救援活動の環境整備 

7．建築物等応急対策の整備 

8．学校における安全対策の推進 

9．窓口体制の整備 

10．廃棄物処理体制の整備 

11．業務継続計画（BCP）の策定 
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第 1 節 豊浦町で起こり得る地震・津波災害の想定 

1．豊浦町で起こり得る地震の想定 

豊浦町で起こり得る地震は、千島海溝や日本海溝から陸側へ潜り込むプレート境界付近やアムー

ルプレートの衝突に伴って日本海東縁部付近で発生する海溝型地震と、その結果圧縮された陸域

で発生する内陸型地震の大きく 2 つに分けることができる。海溝型地震はプレート境界で発生す

るプレート間の大地震と、1993 年釧路沖地震のようなプレート内部のやや深い地震からなる。内

陸型地震として想定しているものは、主に内陸に分布する活断層や地下に伏在していると推定さ

れる断層による地震、過去に発生した内陸地震などである。 

北海道で起こり得る地震のうち、周期性が見られ比較的震源の位置や規模が予想しやすい海溝

型地震について、単独または連動することによって直接の地震動や地震に伴う二次的災害等が町

に災害をもたらす可能性のある地震の概要を以下に示す。 

 

（1）千島海溝南部・日本海溝北部 

プレート間地震は、過去の地震の震源域や現在の地震活動から見て、三陸沖北部、十勝沖、根

室沖、色丹島沖及び択捉島沖の各領域で発生する地震に区分される。いずれもプレート境界で発

生する逆断層タイプの大地震～巨大地震である。これらの地震については地震調査研究推進本

部の長期評価が出され、中央防災会議からは強震動と津波に関する評価が示されている。なお、

千島海溝における M（マグニチュード：以下同様）8 クラスのプレート間地震の平均発生間隔は

72.2年とされている。 

1）三陸沖北部 

三陸沖北部では、1856 年 M7.5、1968 年 M7.9（1968 年十勝沖地震）、1994 年 M7.6（三陸

はるか沖地震）の地震が発生しており，この領域は M8クラスの地震が繰り返し発生している

領域と考えられる。 

2）十勝沖 

十勝沖では、1952年 M8.2、2003年 M8.0の十勝沖地震が発生している。これらの地震の震

源域については、強震動を発するアスペリティ（固着域）はほとんど同じであるが、津波の

状況からみると、1952年の地震は釧路沖の領域に一部またがって発生したと考えられている。

この領域は M8クラスの地震が繰り返し発生している領域である。今後 30年以内の地震発生

確率は 0.7～4％とされている。 

3）根室沖 

根室沖では、1894 年 M7.9、1973 年 M7.4 の地震が発生している。津波の高さの分布から、

1894年の地震は釧路沖を含む地域で発生した可能性が大きいと考えられている。この地域で

は M7～8クラスの地震が発生すると考えられ、1973年根室沖地震が比較的規模が小さかった

こと、1973 年から約 30年経過していること、2003 年十勝沖地震では釧路沖の領域が破壊せ

ずに残っていることから、1973年よりも規模の大きな地震が発生する可能性が高いと考えら

れており、30年以内の地震発生確率は 50％程度とされている。 
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4）色丹島沖 

色丹島沖では、1893年 M7.7、1969年 M7.8とほぼ同じ規模の地震が発生している。過去の

資料が少ないが、M8 クラスの地震が繰り返し発生する領域と考えられる。今後 30 年以内の

地震発生確率は 60％程度とされている。 

5）択捉島沖 

択捉島沖の領域では、1918 年 M8.0、1963 年 M8.1 とほぼ同じ規模の地震が発生している。

過去の資料が少ないが、M8 クラスの地震が繰り返し発生する領域と考えられる。今後 30 年

以内の地震発生確率は 60～70％程度とされている 

 

（2）500年間隔地震 

根室地域から十勝地域にかけての津波堆積物調査の結果、この地域では過去約 6,500 年間に

10 数回の巨大津波が発生したことが確認されている。この約 500 年間隔の津波堆積物に対応し

た地震（「500 年間隔地震」）についての地震動は明らかではないが、津波の資料から見れば、

この地震は根室半島から十勝沖の領域までまたがって繰り返し発生したプレート間地震と考え

られている。中央防災会議によれば、M8.6の超巨大地震が予想されている。直近のものは 17世

紀初めに発生しており、既に約 400年経過していることから、ある程度切迫性があるとみられて

いる。 

（3）日本海東縁部 

日本海の東縁部にもプレート境界があると考えられており、その境界には東西方向の圧縮力

のために「歪み集中帯」と呼ばれる活断層・活褶曲帯が形成されている。ここでは，北海道南西

沖、積丹半島沖及び留萌沖の領域で歴史地震があり、逆断層型の地震が起きている。これらの領

域とサハリン西方沖の間の北海道北西沖は歴史的に大地震が知られていない領域である。なお、

これらは太平洋側の海溝型地震に比べ発生間隔は長いと考えられている。 

1）北海道南西沖 

北海道南西沖では、1993 年に M7.8 の地震が発生している。地震に由来する海底堆積物の

解析などから、地震は 500年～1,400年程度の間隔で発生すると想定されている。 

2）積丹半島沖 

積丹半島沖では、1940 年に M7.5 の地震が起きている。地震に由来する海底堆積物の解析

などから、1,400年～3,900年程度の間隔で発生すると想定されている。北海道南西沖及び積

丹半島沖の地震は直近の発生からの経過時間が短いため、切迫性は小さいとみられている。 

3）留萌沖 

留萌沖では、1947 年に M7.0 の地震が起きている。また、1792 年後志の津波（M7.1）もこ

の地域で発生した可能性が大きいと考えられ、M7クラスの地震が発生する領域とみられてい

る。 

4）北海道北西沖 

北海道北西沖は，歴史地震などの記録はない。具体的な地域の特定が難しいが、利尻トラフ
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の地震性堆積物（タービダイト）の解析から 3,900 年程度の間隔で発生すると想定されてい

る。直近の発生は 2,100年程度前とされ、M7.8程度の地震が発生すると考えられている。 

 

（4）プレート内のやや深い地震 

陸側プレートの下に沈み込んだ海洋プレートが、深さ 100km ほどのところで破壊して発生す

る地震で、釧路沖の 1993年 M7.5や北海道東方沖 M8.2の地震などがある。震源域を同じくする

繰り返し発生は確認されておらず、同様のメカニズムで発生する陸域近くのやや深い領域の地

震として、釧路沖、厚岸直下、日高中部が想定されている。 

 

なお、国（地震調査研究推進本部地震調査委員会）における、道内で起こり得る海溝型地震の

地震発生確率等の長期評価については、以下の通りである。 

表 2-1 道内で起こり得る海溝型地震の長期評価 

【海溝型地震】 

領域または地震名 
地震規模 

(マグニュチュード) 

地震発生確率 平均発生 
間隔 

最新発生 
時期 10年以内 30年以内 50年以内 

千
島
海
溝
沿
い 

択捉島沖 8.1前後 20％程度 60～70％ 90％程度 72.2年 52.5年前 

色丹島沖 7.8前後 10～20％ 60％程度 80～90％ 72.2年 46.7年前 

根室沖 7.9程度 連動 
8.3 
程度 

6～10％ 50％程度 80％程度 72.2年 42.8年前 

十勝沖 8.1前後 ほぼ0％ 0.7～4％ 20～30％ 72.2年 12.6年前 

三
陸
～
房
総
沖 

東北地方 
太平洋沖型 

Mw8.4～9.0 ほぼ0％ ほぼ0％ ほぼ0％ 600年程度 5.1年前 

三陸沖から 
房総沖陸の 
海溝寄り 
（津波地震） 

Mt8.6-9.0前後 9％程度 30％程度 40％程度 103年 － 

三陸沖北部 
8.0前後 

Mt8.2前後 
ほぼ0～
0.9% 

1～20% 40～50％ 約97.0年 47.9年前 

宮城県沖 7.4前後 不明 不明 不明 － － 

日
本
海
東
縁
部 

北海道北西沖
の地震 

7.8程度 
0.002～
0.04% 

0.006～
0.1% 

0.01～
0.2% 

3,900年程度 
約2,100年

前 

北海道西方沖
の地震 

7.5前後 ほぼ0％ ほぼ0％ ほぼ0％ 
1,400～ 

3,900年程度 
75.7年前 

北海道南西沖
の地震 

7.8前後 ほぼ0％ ほぼ0％ ほぼ0％ 
500～ 

1,400年程度 
22.8年前  

青森県西方沖
の地震 

7.7前後 ほぼ0％ ほぼ0％ ほぼ0％ 
500～ 

1,400年程度 
32.9年前 

(注)平成 28年 4月 1日現在 
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2．豊浦町で起こり得る津波の想定と危険区域 

北海道内では、1993年の北海道南西沖地震や 2003年の十勝沖地震をはじめ、津波による多くの

犠牲者と甚大な被害が発生している。町の最近の津波災害では、2011 年の東日本大震災において

一部の沿岸地域に被害を生じている。 

このため、津波発生時における避難対策の強化を図るとともに、海域の地震による津波に対する

対策の強化を図るため、津波堆積物調査などの科学的知見によって想定される最大クラスの地震

津波に対応した詳細な津波浸水予測及び被害想定を行い、その対策を講じることとする。 

 

（1）基本的な考え方 

2011年 3月 11 日の東日本大震災では、高さ 3.3ｍの津波が町沿岸部に襲来し、海上では養殖

施設の流失・破損、陸上では住宅・事務所など建物への浸水によって甚大な被害が生じた。 

この東日本大震災を教訓として、地震・津波の想定を行うに当たっては「あらゆる可能性を考

慮した最大クラスの巨大地震・津波を検討する」こととし、この地震・津波を町防災計画の対象

津波としている。 
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（2）豊浦町の想定津波 

町では、東日本大震災の教訓を踏まえて、「発生頻度は極めて低いものの、発生すれば甚大な

被害をもたらす最大クラスの津波」を想定した対策に取り組むこととし、道が公表した太平洋沿

岸西部地域で発見された津波堆積物を再現できる津波浸水予測について、町独自で津波波源域、

断層長や断層幅などの断層パラメータを用いて独自に津波シミュレーションを行い、町防災計

画の立案や津波ハザードマップの作成に必要な津波到達時間、津波高、浸水域・浸水深分布など

の基礎資料を整備した。 

 

1）津波波源域の設定 

道が公表した津波波源域は、図 2－1 に示すように西端（a 点）の東経 142.3333 度、北緯

40.7755度から東端（b点）の東経 147.5584度、北緯 42.4135度までの長さ 420km、幅 140km

の矩形域である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2－1 道が想定した津波波源域と断層配置図 

 

この波源域は、500 年間隔地震と三陸沖北部地震との連動発生を考慮したもので、津波堆積

物調査などの科学的知見によりあらゆる可能性を検討した上、現時点で考え得る最大クラスの

津波を想定したものである。 
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2）想定断層モデルと津波初期波形分布 

道は、過去の津波堆積物による痕跡資料に基づき図 2－1 に示す大きさ 70km×70km の要素

断層を 12個連ねた断層モデルを想定した。断層モデルは基準位置、断層長さ、断層面上縁深

さ、断層幅、すべり量、走向、傾斜角、すべり角の 8つの断層パラメータでモデル化される。

図 2－2 にこれらのパラメータに基づきマンシンハ・スマイリーの方法や岡田の方法を適用

して、図 2－1に示す走査線ＡＢ上に位置する海底の隆起・沈降量を示す。2012年に道が行っ

た解析例では変動量が沖側で最大約 14ｍの隆起、陸側では最大約 4.5ｍの沈降を示している。

この地盤変動量が津波発生時の波形を表すものと仮定し、津波の平準化過程での時間的・空

間的変化を求めるための初期条件として用いられる 

 

 

図 2－2 断層モデルによる海底の隆起・沈降量 
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3）豊浦町に到達する津波 

2）で記述した想定波源を用いて豊浦町海岸線付近の津波到達時間、最大水位、浸水深、最大

遡上高を津波シミュレーションによって求めた。 

本津波シミュレーションの計算条件を下記の表 2-2に示す。 

 

表 2-2 津波シミュレーション手法 

項 目 内   容 

基 礎 式 と 解 法 

波源から沿岸の津波伝播計算、陸上への遡上計算：第１波の再現

性を高めるため非線形分散長波式を基礎式とし、リープ－フロッ

グ法を使用。地盤変位量はマンシンハ・スマイリー法による。 

計 算 格 子 間 隔 
波源から沿岸：1,280、640、320、160、80、40、20ｍ 

遡上域 本町地区 1ｍ、大岸・礼文華地区 20ｍ 

大格子と小格子

の 接 続 方 法 

空間：波源から遡上域までの計算領域を接続して流量フラックス

を連続させ、水位で検証する。 

時間：差分スキームの安定条件から 0.2秒～0.01秒の可変 

計 算 時 間 地震発生から 20時間以上で最大 30時間 

 

本町地区における遡上計算では、狭小な海岸低平地の後背にある急峻な丘陵斜面の影響を予

測結果に反映させるため計算格子間隔は 1ｍとした。この計算格子を適用した結果、建物の大

小・階数・密集度が津波に与える影響を表現することが容易となり、浸水域・浸水深分布、最

大遡上高をより正確に予測することができる。 

本津波シミュレーションで得られた町における第一波津波到達時間・海岸線最大水位・最大

遡上高を表 2-3に示す。 

 

表 2-3 豊浦町における第一波津波到達時間・海岸線最大水位・最大遡上高 

地 区 
第一波到達時間 

（分） 
海岸線最大水位 

（ｍ） 
最大遡上高 
（ｍ） 

本 町 81 8.9 7.4 1) 

大 岸 82 6.2 8.0 2) 

礼 文 華 82 6.9 7.5 3) 

※平成 24 年度 豊浦町津波シミュレーションによる 

 

1）本 町 地 区 ：地域交流センター「とわにー」付近の最大遡上高を示す。 

2）大 岸 地 区 ：国道 37号と芝伏川との交差付近の最大遡上高を示す。 

3）礼文華地区 ：道道 608号と礼文華川の最接近部付近の最大遡上高を示す。 
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4）豊浦町の浸水予測 

本津波シミュレーションでは、本町地区では最大 8.9ｍの津波が到達し、海岸町・幸町・浜

町・高岡における総浸水面積は 3.5km2で、その最大浸水深は 5ｍ以上に達し、浸水域内の避

難者は 1,100 人を超える。大岸地区では最大 6.2ｍの津波が到達し、浸水面積は 8.6km2とな

り、町では最大の浸水面積を呈する。礼文華地区では最大 6.9ｍの津波が襲来し、浸水面積

は 2.2km2である。大岸・礼文華地区の浸水域はほぼ居住地全域に相当するため、避難者は大

岸地区約 550人、礼文華地区約 400人の全住民が該当する。 

 

（3）津波災害に備える対策 

今回の津波浸水想定調査により、根室半島南方沖から日高南方沖までを波源とする津波によ

り、町の沿岸部では総面積 14.3km2が浸水し、浸水域内の 2,000人を越える町民に被害が及ぶお

それがあることが明らかになった。 

今後発生の可能性がある津波災害の具体的内容を知って、町民、地域、行政の防災担当者が当

事者意識を持ち、自ら能動的に自助、共助、公助等の努力を行うことが防災対策上最も重要なこ

とである。これを踏まえて、町及び防災関係機関は町民、地域の防災力の向上に積極的に協力す

るとともに、町民の利便に配慮した応急対策を講ずることが可能な体制を整備する。 

本津波シミュレーションの結果や安全対策の概要は、平成 24 年度に作成された「豊浦町津波

ハザードマップ」とその付属読本「防災ハンドブック 地震・津波編」に詳細が示されている。 

 

（附属資料 p.資 4「豊浦町津波ハザードマップ」参照） 
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3．地震に伴う二次災害の想定と危険区域 

大規模な地震の発生に伴い、津波のほか様々な二次災害の危険が指摘されている。町においては、

これらの二次災害を防止するため以下の各災害を想定し、これらの防災対策を講じる。ここでは、

起こり得る災害とその対策の概要を記載するが、各災害に対する防災対策の詳細は、第 3節「災害

に強いまちづくり」に示している。 

 

（1）余震に伴う災害 

規模の大きな地震では、震源域やその周辺でその後も地盤の崩壊等が進み、数時間から数年間

のうちに、最初の地震と同規模か、場合によってはそれ以上の規模の余震が発生する可能性があ

る。特に最初の地震で地盤が緩んだり、建物に亀裂が入る等の被害があったときに余震が発生す

ると、比較的弱い揺れでも道路の寸断や建物が崩壊する危険性が高まるため、避難中でも余震に

は十分に警戒することが必要である。 

 

（2）火 災 

地震による揺れで火気を扱う設備の転倒や引火が発生し、大きな火災となる場合がある。また、

住宅のみならず、火気を扱う事業所や電気機器のショートなどによって火災が発生する場合も

ある。1923 年の関東大震災では、地震による直接の被害よりもその後に発生した火災で多くの

人命が失われている。したがって、地震動がある程度収まったら、まずは家庭内の火気に注意を

払い、火災の発生を予防してから避難を行う等の対策が必要である。 

また、地震等にともなって停電が発生した場合、電気が復旧して通電すると同時に電気機器が

ショートして火災が発生する、いわゆる通電火災も近年発生していることから、地震後に避難等

を行う場合には、電気ブレーカーを確実に切ってから避難する等の対策が必要となる。 

 

（3）危険物災害 

劇薬や毒物、揮発性の燃料などを扱う事業所等では、地震動に伴ってこれらの危険物が流れ出

て周辺地域に被害が生じる場合がある。危険物を扱う事業所はこれらに留意して平時から十分

な対策を講じるとともに、緊急時の対応マニュアル等を整備し、万全に取り扱うことが求められ

る。 

 

（4）土砂災害 

地震によって、急傾斜地等の岩盤が崩落し、土砂災害が発生する場合がある。急傾斜地の周辺

の住宅や事業所では、これらに留意し、強い地震動を感じた場合には、すぐに土砂災害の危険の

ある場所から離れることが必要となる。また、建築物のない山間部でがけ崩れ等が発生し、川な

どを堰き止めると、いわゆる天然ダムがつくられ、その後、溜まった水とともに一気に斜面を流

れ下り、大規模な土石流が発生することもある。道が公表している土砂災害危険箇所図をもとに、

土砂災害の危険のある地域では、大雨への警戒とともに、地震動による土砂災害の危険性を十分
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認識し、平時から必要な対策や緊急時の対応行動を取り決めておくことが必要である。 

 

（5）ライフライン等の災害 

日常生活に不可欠な電気、ガス、上下水道をはじめ、交通に不可欠な道路、公共交通機関など

は「ライフライン」と呼ばれ、地震やその他二次的災害によってサービスが停止することがある。

生命の維持に不可欠な飲料水や特に冬季間に必要な暖房設備等が使用不可になった場合、直接

的な生命への危険が伴うとともに、発災後の復旧・復興段階においてもライフラインの停止は深

刻な問題となる。町民や町では、これらの場合に備えて、発災後に最低限必要となる物資の備蓄、

ライフライン停止時の対策を講じておくなどの取り組みが必要である。 
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第 2 節 災害に強い人づくり・組織づくり 

災害による被害を軽減するためには、防災施設や設備等の整備とともに、町民の迅速かつ的確

な行動が不可欠である。そのためには、各主体が防災への意識を持ち、必要な知識を身につけ備

えるとともに、組織的な取り組みを平時から推進し、またそれらを家庭、地域へと広めていくこ

とが重要となる。 

本節では、災害時に町民の安全を確保するために必要な備えや組織づくりについて、その具体

的な内容と方策を定める。 

 

1．自主防災活動の推進 

（1）町民、地域団体、事業所への防災思想・知識の周知広報及び教育 

災害時において安全確保のための行動をする主体は町民自身である。したがって、町は、町に

関わる防災情報の収集及び調査研究に努め、その結果を整理した上で、あらゆる機会をとらえて

町民、地域団体、事業所に周知広報を行い、防災知識の習得の支援を行う。 

周知広報及び教育の推進に当たって、配慮すべき事項、方法、重点事項は次のとおりである。 

1）配慮すべき事項 

①東日本大震災をはじめとする、我が国の大規模災害の教訓等を踏まえ、複合災害時におけ

る町民の災害予防及び災害応急措置等に関する知識の普及・啓発に努める。 

②高齢者、障がい者、外国人、乳幼児、妊産婦等の要配慮者に十分配慮し、地域において要

配慮者を支援する体制が確立されるよう努めるとともに、被災時の男女のニーズの違い等

男女双方の視点に十分配慮するよう努める。 

③公民館等の施設の活用や社会教育活動の機会の活用など、地域コミュニティにおける多

様な主体の関わりの中で防災に関する教育の普及推進を図るものとする。 

2）周知広報及び教育の方法 
 

○各種防災訓練の参加普及 

○ラジオ、テレビ、有線放送施設、インターネットの活用 

○新聞、広報誌（紙）等の活用 

○映画、スライド、ビデオ等の作成及び活用 

○広報車両の利用 

○テキスト、マニュアル、パンフレットの配布 

○研修、講習会、講演会等の開催 

○その他 
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3）重点事項 
 

○町地域防災計画の概要 

○災害（地震・津波災害）に関する基礎知識 

○災害情報の正確な入手方法について 

○警戒情報と避難勧告・指示に関する事項について 

○避難場所、避難路及び避難方法等、避難対策に関する事項 

○日頃から町民が実施し得る対策の内容 

・生活必需品・緊急医療品の備蓄 

・建物の耐震診断と補強、家具の固定、ガラスの飛散防止等 

○地震発生時の心得 

・出火の防止及び初期消火 

・救助救出、救護、応急手当 

・水道、電力、ガス、電話などの対応 

・要配慮者への配慮について 

・自動車運転時の心得 

・船舶等の避難措置 

 

 

 

（2）自主防災活動への支援 

1995年の阪神・淡路大震災や 2011年の東日本大震災の経験では、近隣住民同士の声かけや救

助救出活動、応急手当などが多くの人の生命を救う結果となった。災害の規模が大きくなれば、

町や警察、消防、自衛隊といった避難誘導や救援にあたる組織の活動も多岐にわたり、細部まで

十分な支援を行うには限りがある。したがって、災害発生の防止や災害発生時の被害軽減を図る

ためには、町民、地域団体、事業所のそれぞれが「自分や家族、地域は自分たちの手で守る」と

いう精神のもとに、自主防災活動を積極的に行うことが不可欠である。 

町は、町民の自主防災活動が活性化されるよう、地域の代表者等と密なリスク・コミュニケー

ションを図りながら、自主防災活動に必要な情報を提供するとともに、地域で生じたニーズを把

握し、支援を行う。また、活動のさらなる充実のため、各地域で組織的な防災活動が行われるよ

う、自主防災組織の設立及び活動の推進・支援に努める。 
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【町民の役割】 

災害時において、自らや家族、地域の人々の安全を確保するための行動をする主体は、

町民自身です。災害はいつ発生するかわかりませんが、いざ発生した時に情報を収集し、

避難の準備を行い、安全を確保するための行動を迅速かつ的確に行うことは容易ではあり

ません。したがって、平時に自分たちに降りかかり得る災害のことを知り、災害時にどの

ように情報収集や行動を行うかを考え、準備しておくことが大切になります。 

町民は町からの防災知識に関わる広報等をはじめ、さまざまな機会で自ら積極的に防災

知識の習得に努め、平時から必要な備えと災害時の行動をイメージします。また、町や地

域の人々の協力のもと、各家庭において以下のような備えを行います。 
 

○地域の避難場所や家族間の連絡方法を家族で話し合い確認をする。 

○崖崩れ、津波、出水等の危険性に留意する。 

○建物の補強、家具等の固定をする。 

○火気器具の点検や火気周辺の可燃物に注意する。 

○消火器等の用意をする。 

○非常用食料、飲料水、救急用品、非常用持出品等を準備する。 

○防災講演会、研修会等や地域の防災訓練に参加する。 

○配布される広報紙、防災ハンドブック、ハザードマップ等をよく読む。 

○隣近所と災害時の協力等について話し合う。 

 

 

【地域団体の役割】 

災害時において町民一人ひとりができる行動は限られますが、町民同士が互いに助け合

う組織的な対応によって、地域全体の安全を確保することが可能となります。また、平時

から町民同士や地域の事業所等と顔の見える関係を構築することによって、緊急時により

安全・安心な防災が図られることにもなります。したがって町では、町民それぞれが「自

分たちの地域は自分たちで守る」という共助の精神のもとに連携し、平時や災害時の安全

対策を組織的に行うことを推進します。町内会をはじめとする｢地域団体｣では、平時から

共同で防災知識の習得を図り、災害時の組織的な行動等の取り決めを行っておくことが求

められます。 

なお、地域における自主防災活動では、地域に暮らす要配慮者への支援に留意するとと

もに、地域住民の様々なニーズに対応するため、特に女性の参画を促進するよう努めるこ

ととします。 
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【事業所の役割】 

多数の人が利用、または従事する施設や、危険物を取り扱う事業所のうち、自衛消防組

織が法令により義務づけられている一定の事業所については、消防関係法令の周知の徹底

を図るとともに防災要員等の資質の向上に努めます。 

その他の事業所についても、自主的な防災組織の設置などによって防災要員の育成を図

り従業員や顧客等の安全確保を行うとともに、地域の一員であるという自覚を持ち、平時

には地域の防災活動へ積極的に参加し、災害時には地域住民の安全確保やその他必要な支

援を行うことが求められます。 

（1）平時の備え 

事業所は平時から以下のような事項に積極的に取り組み、災害時の迅速かつ的確な安

全確保及び地域貢献に資するよう努めます。 
 

○災害時行動マニュアル及び事業継続計画（ＢＣＰ）の策定・運用 

○防災体制の整備及び事業所の耐震化・耐浪化の促進  

○防災訓練の実施及び従業員等に対する防災教育の実施 

○燃料・電力等重要なライフラインの供給不足への対応 

○取引先とのサプライチェーンの確保 

 

（2）災害時の対応 

事業所は、災害の危険が迫った際や災害発生時には以下のようなことに留意して、地

域の災害を最小限に留めるよう防災活動に協力することとします。 
 

○従業員や利用者の安全の確保 

○事業所の被災状況の把握、被害の拡大防止、二次災害の防止 

○従業員及び施設利用者への災害情報の提供 

○施設利用者の避難誘導 

○従業員及び施設利用者の救助救出 

○初期消火活動等の応急対策 

○事業の継続、または早期再開・復旧 

○ボランティア活動への支援等、地域への貢献 
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（3）自主防災組織設立の推進 

町民が地域の防災力を向上させるために、一定地域内の町民が支え合い、組織的に自主防災活

動を行う仕組みが自主防災組織である。町民一人ひとりでは十分に対応しきれない防災対策上

の課題や相互支援に関する課題の解決を、近隣住民と話し合い、あらかじめ取り決めを行ってお

くとともに、緊急時に円滑に活動できるよう、防災に関する研修や訓練などを自主的に実施して

いく。また、緊急時には、組織の成員同士が協力して、町民の避難誘導や避難支援、初期消火や

救出・救護活動を担う。 

町では、町民の自助・共助による防災対策を推進するため、組織設立のための相談や支援を行

う。また、設立された自主防災組織が自主的な防災活動を行う際の講師の派遣等の支援を行い、

各組織による積極的な防災活動の推進を図る。 

 

 

【地域団体の役割】 

(1)自主防災組織の結成 

「共助」は地域で組織的に行われることが効果的です。町では、地域ごとの自主防災

組織の設置及び育成に努め、地域住民が一致団結して、消防団と連携を行い、初期消火

活動や救出・救護活動の実施、要配慮者の避難の誘導等の防災活動が効果的に行われる

よう協力体制の確立を図っています。自主防災組織は、地域住民同士で話し合い、平時

から地域で備えておくべきことや、災害時に組織的に情報収集や避難誘導、要配慮者等

の避難支援などの活動を行うための役割分担などを決めておくとともに、定期的に防災

訓練や研修などを行って、地域の継続的な安全確保に努めます。 

なお、組織の編成に当たっては、地域の実情に応じて次の点に留意します。 
 

○自主防災組織は、地域住民相互の緊密な連携のもとに活動することが必要と

されるため、町民が連帯感を持てるよう適正な規模で編成するものとし、大規

模な組織にあっては、いくつかのブロックに分ける。 

○他地域への通勤者が多い地域は、昼夜間の活動に支障のないよう組織を編成

する。 

○自主防災組織の編成に当たっては、要配慮者や女性など、地域住民の多様な

ニーズに対応するため、特に女性の参画と女性リーダーの育成に配慮する。 
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(2)自主防災組織の活動 

自主防災組織の活動には、平時に行うべき事項と災害時に行うべき対応があります。以

下にその例を挙げます。 

1）平時の活動 

①防災知識の普及 

災害の発生を防止し、被害の軽減を図るためには、町民一人ひとりの日頃の備え

及び災害時の的確な行動が大切ですので、集会等を利用して防災に対する正しい知

識の普及を図ります。 

②情報の収集伝達 

自主防災組織は、あらかじめ次の事項を取り決め、災害時に町民の不安を解消し、

的確な応急活動を実施することとします。 
 

○連絡をとる機関（行政機関・事業所・地域団体等） 

○機関と確実に連絡をとるための手段 

○機関の情報を地域住民に伝達する責任者及びルート 

③防災訓練の実施 

災害が発生したとき、町民一人ひとりが適切な措置をとることができるよう、日

頃から繰り返し訓練を実施し、防災活動に必要な知識及び技術を習得します。訓練

には、個別訓練やこれらをまとめた総合訓練があり、個別訓練としては通例次のよ

うなものが考えられます。なお、訓練を計画する際には地域の特性を考慮します。 
 

○情報収集伝達訓練 

防災関係機関から情報を正確かつ迅速に地域住民に伝達し、地域における被

害状況等を関係機関へ通報するための訓練を実施する。 

○消火訓練 

火災の拡大・延焼を防ぐため消防用器具を使用して消火に必要な技術等を習

得する。 

○避難訓練 

避難の要領を熟知し、避難場所まで迅速かつ安全に避難できるよう実施する。 

○救出・救護訓練 

家屋の倒壊や崖崩れ等により下敷きとなった者の救出活動及び負傷者に対す

る応急手当の方法等を習得する。 

○図上訓練 

市町村の一定の区域内における図面を活用して、想定される災害に対し、地区

の防災上の弱点等を見いだし、それに対処する避難方法等を地域で検討し実

践する、地域住民の立場に立った図上訓練を実施する。 
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④防災点検の実施 

家庭及び地域においては、災害が発生したときに被害の拡大の原因となるものが

多く考えられるので、町民各自が点検を実施するほか、自主防災組織としては、期

日を定めて一斉に防災点検を行います。 

⑤防災用資機材等の整備・点検 

自主防災組織が災害時に速やかな応急措置をとることができるようにするために

は、活動に必要な資機材を、組織としてあらかじめ準備しておくことが望ましく、

また、これら資機材は日頃から点検して非常時にすぐ使用できるように整備してお

きます。 

2）非常時及び災害時の活動 

①情報の収集伝達 

自主防災組織は、平時に取り決めた事項をもとに、災害時には地域内に発生した

被害の状況を迅速かつ正確に把握して町や防災関係機関等へ報告するとともに、防

災関係機関の提供する情報を地域の町民に伝達して不安を解消し、的確な応急活動

を実施します。 

また、避難場所へ避難した後についても、地域の被災状況、救出活動の状況等を

必要に応じて報告し、混乱や流言飛語の防止にあたります。 

②出火防止及び初期消火 

家庭では火の始末など出火防止のための措置を講ずるとともに、火災が発生した

場合には、地域住民が協力して消火器などを使い初期消火に努めるようにします。 

③救出・救護活動の実施 

崖崩れ、建物の倒壊などにより下敷きになった人が発生したときには、すぐに町

や関係機関等に通報するとともに、二次災害に十分注意して救出活動に努めるよう

にします。また、負傷者に対しては、応急手当を実施するとともに、医師の介護を必

要とするときには救護所等に搬送します。 

④避難の実施 

町から避難勧告や避難指示が出された場合には、町民に対して周知徹底を図り、

火災、崖崩れ、地すべり等に注意しながら迅速かつ円滑に避難場所へ誘導します。

なお、避難行動要支援者に対しては、地域住民の協力のもとに避難の支援を行いま

す。 

⑤給食・救援物資の配付及びその協力 

被害の状況によっては、避難が長期間にわたり、被災者への炊出しや救援物資の

支給が必要となる場合があります。これらの活動を円滑に行うためには、組織的な

活動が必要で、町や関係機関等が実施する給水、救援物資の配布活動に協力します。 
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（4）学校等教育関係機関における防災思想・知識の普及・啓発及び教育の推進 

学校においては、児童生徒等に対し、災害の現象、災害の予防等の知識の向上及び防災の実践

活動（災害時における避難、保護の措置等）の習得を積極的に推進する。 

1）学校における体系的な防災教育に関する指導内容の整理、防災教育のための指導時間の確

保など、防災に関する教育の充実に努めるものとする。 

2）学校において、外部の専門家や保護者等の協力の下、防災に関する計画やマニュアルの策

定が行われるよう促すものとする。 

3）児童生徒等に対する防災教育の充実を図るため、教職員等に対する防災に関する研修機会

の充実等に努める。 

4）防災教育は、学校等の種別、立地条件及び児童生徒等の発達段階等の実態に応じた内容の

ものとして実施する。 

5）社会教育においては、PTA、成人学級、青年団体、女性団体等の会合や各種研究集会等の

機会を活用し、災害の現象、防災の心構え等の防災知識の普及に努める。 

 

（5）町職員に対する防災教育 

町は、災害時には第一に町民の安全を守り、町民の財産を保護するための対応を行う責任を負

う。したがって、災害時に迅速かつ的確に判断及び対応行動ができるよう、町職員に対して様々

な機会をとらえて防災教育を行うとともに、町民や防災関係機関との間で緊密なリスク・コミュ

ニケーションを図り、災害時の円滑な対応に努める。 

町職員が習得すべき主な防災知識とその方法を以下に示す。 
 

○町職員としての防災対策に関わる意識と果たすべき役割について 

○災害（地震災害・津波災害）に関する一般的な知識 

○町の災害に対する危険度と地域特性 

○各災害対策部の役割分担と非常配備の対応内容 

○予防・応急・復旧対策活動の概要と時系列に応じてとるべき具体的な行動 
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（6）津波に関する防災意識の普及・啓発 

町においては、記録上、過去に大きな津波災害の履歴はないが、2011 年 3 月の東日本大震災

では浸水等の被害が発生しており、新たに道が試算した津波災害想定では、町においても甚大な

被害が予想されている。 

これに伴い、町では今後、特に津波災害に対する防災意識の向上と防災知識の普及が急務であ

る。町及び防災関係機関は、広報誌等を活用して津波警戒に関する次のような事項についての周

知徹底を図る。 

1）町民等に対して周知を図る事項 
 

○強い地震（震度 4程度以上）を感じたとき、または弱い地震であっても長い時間ゆっ

くりとした揺れを感じたときには、直ちに海浜等から離れ、高台等の安全な場所に自

主的に避難する。 

○地震を感じなくても、津波警報・注意報が発表されたときは、直ちに海浜等から離

れ、高台等の安全な場所に自主的に避難する。 

○ラジオ、テレビ、広報車などから正しい情報を入手することに努める。 

○津波注意報でも、海水浴や磯釣りは危険なので行わない。 

○津波は繰り返して襲ってくるので、警報・注意報の解除まで警戒をゆるめず、海浜等

に近づかない。 

 

2）船舶関係者に対し、周知を図る事項 
 

○強い地震（震度 4程度以上）を感じたとき、または弱い地震であっても長い時間ゆっ

くりとした揺れを感じたときには、直ちに港外に避難する。 

○地震を感じなくても、津波警報・注意報が発表されたときは、直ちに港外に退避す

る。 

○ラジオ、テレビ、関係機関の無線などを通じて正しい情報を入手することに努める。 

○港外退避できない小型船は、高い所に引き上げて固縛するなど、津波到達までの猶予

時間内で最善の措置をとる。 

○津波は繰り返して襲ってくるので、警報・注意報解除まで警戒をゆるめず、海浜等に

近づかない。 

※港外：水深の深い、広い海域へ。 

※港外退避、小型船の引き上げ等は、時間的余裕がある場合にのみ行う。 
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2．防災訓練の推進 

町は、防災に関する意識や知識を災害時に確実に活かし、災害時の円滑な対応行動が行われる

ようにするため、防災行動に関する技能や対応力の向上を目指して防災訓練の実施を推進する。 

（1）訓練実施機関 

訓練は、町及び防災関係機関等が自主的に訓練計画を作成し、それぞれまたは他の防災関係機

関等と共同して実施する。また、学校、自主防災組織、民間企業、ボランティア団体、要配慮者

を含めた地域住民等の地域に関係する多様な主体と連携した訓練を実施するよう努めるものと

する。 

なお、災害対応業務に習熟するための訓練に加え、課題を発見するための訓練の実施に努める

とともに、訓練後において評価を行い、それを踏まえた体制の改善について検討する。 

1）町職員を対象とした訓練 

町は、発災時に防災対応にあたる町職員に対して防災訓練等を通じて継続的な防災対応力向

上に努めるものとする。 

2）相互応援協定に基づく訓練 

町及び防災関係機関等は、協定締結先と相互応援の実施についての訓練を実施する。 

3）地域住民や民間団体と連携して行う訓練 

町及び防災関係機関等は防災の日や防災週間等を利用し、協力団体、自主防災組織、非常通

信協議会、ボランティア及び要配慮者を含めた地域住民等と連携した訓練を実施する。また、

津波防災避難訓練を実施する場合は、避難対象地域に所在する学校（児童生徒等）を含めて訓

練を実施するよう努める。 

 

（2）訓練の種類 

1）消防訓練 

消防活動の円滑な遂行を図るため、「西胆振消防組合消防計画」に基づき実施する。 

2）地震防災訓練 

地震に伴う二次的災害から逃れるため、町民の初期消火、同時多発火災避難訓練、津波警報

伝達訓練等を行う。 

3）災害通信連絡訓練 

災害に関わる予警報の伝達及び災害情報の通報等を迅速かつ的確に実施するため、第 3章 第

3節「災害情報の収集と伝達」に基づき訓練を行う。 

4）避難救出訓練 

災害時に町民の身体生命を保護するため、第 3章 第 4節「避難対策」に基づき、町民を安全

な場所に避難救出するため訓練を行う。 

5）非常招集訓練 

災害時において迅速に配備体制を整え得るよう非常招集の発令、伝達及び通信連絡について
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訓練を行う。 

6）総合訓練 

各種訓練を組み合わせた総合的な訓練を行う。実施機関は、災害対策本部が主体となり、関

係防災機関が協力する。 

 

 

【地域団体の役割】 

災害時には、地域における町民の相互の支え合い、助け合いが重要です。自主防災組織

（町内会）や周辺住民一人ひとりが積極的に参加し、町や防災関係機関と連携しながら、

警察や消防関係機関の協力のもとに、消火訓練、応急救護、避難等の基本的な訓練を行い

ます。また、この訓練により、地域の防災に対する意識の高揚やコミュニティーの連携の

強化を図ります。 

以下は、地域が行う防災訓練の一例です。 
 

○初期消火訓練 

○応急救護訓練 

○避難誘導訓練 

○炊き出し訓練 

○高齢者や障がい者の把握 

 

【事業所・施設等の役割】 

事業所や学校・病院・社会福祉施設等は、避難・誘導、救助救出等以下にあるような事

項について定期的な訓練を実施します。 
 

○消火訓練 

○通報訓練 

○避難・誘導訓練 

○救助救出訓練 
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3．関係機関との協力体制及び広域連携体制の整備 

町は、災害発生時に各主体が迅速かつ効果的な災害応急対策等が行えるよう、平常時から他の市

町村等と相互に協定を締結するなど、連携強化に努めるとともに、企業、NPO 等に委託可能な災害

対策に係る業務については、あらかじめ企業等との間で協定を締結しておくなど、そのノウハウや

能力等の活用に努めるものとする。 

また、大規模災害が発生した際に、被災市町村への応援を迅速かつ的確に実施できるよう、防災

総合訓練などにおいて応援体制を検証し、さらなる連携の強化を図るとともに、災害の規模や被災

地のニーズに応じて円滑に他の地方公共団体及び防災関係機関から応援を受けることができるよ

う、応援計画や受援計画を策定し、それぞれ防災業務計画や町防災計画等に位置付けるよう努める

ものとする。 

 

（1）道や他の市町村への応援要求が迅速に行えるよう、あらかじめ災害対策上必要な資料の交換を

行うほか、道や他の市町村と連絡先の共有を徹底するなど、受援体制を整えておくものとする。 

（2）必要に応じて、被災時に周辺市町村が後方支援を担える体制となるよう、あらかじめ相互に協

定を結び、それぞれにおいて、後方支援基地として位置付けるなど、必要な準備を整えるものと

する。 

（3）相互応援協定の締結に当たっては，近隣の市町村に加えて、大規模な災害等による同時被災を

避ける観点から、遠方に所在する市町村との間の協定締結も考慮するものとする。 

 

 

町が締結している応援協定を、附属資料 p.資 8「協定書関係一覧」に示す。また、各協定の詳細

内容については、附属資料 p.資 9～48を参照。 

 

 

【事業所・施設等の役割】 

事業所や学校・病院・社会福祉施設等は、災害時に備えて町との協定や相互応援体制の

構築に協力し、地域や町民の安全確保に貢献するよう努めます。 
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第 3 節 災害に強いまちづくり 

1．建築物等災害への備え 

二次的災害からの建築物等の防御に関する事項は、次のとおりである。 

 

（1）木造建築物の防火対策の推進 

町は、木造建築物について延焼のおそれがある外壁等の不燃化及び耐震化の促進を図る。 

 

（2）既存建築物の耐震化の促進 

町は、現行の建築基準法に規定される耐震性能を有さない既存建築物の耐震診断及び耐震改

修を促進するため、耐震改修促進計画に基づき、耐震診断及び耐震改修に対する支援や建築関係

団体と連携した相談体制、情報提供の充実など所有者等が安心して耐震化を行うことができる

環境整備を図る。 

1）町は、耐震改修促進計画において設定された建築物の耐震改修等の具体的な目標の達成のた

めに、既存建築物の耐震診断・耐震改修を促進する施策を積極的に推進する。 

2）防災関係機関及び多数の者が使用する施設、並びに学校及び医療機関等の応急対策上重要な

施設管理者は、非構造部材の耐震対策を含めた耐震性の確保に積極的に努めるとともに、避難

所等に指定されている施設については、あらかじめ必要な諸機能の整備に努める。 

3）町は、住宅をはじめとする建築物の耐震性の確保を促進するため、建築基準法等の遵守の指

導等に努める。 

 

（3）施設の安全対策 

公共施設、医療施設、宿泊施設等の不特定多数の者が利用する施設の管理者は、地震発生時に

おける安全性の確保の重要性を考慮し、これら施設における耐震性の確保と安全確保及び発災

時の応急体制の整備を徹底するよう努める。 

町は、災害対策の拠点となる庁舎及びその機能を確保するための情報通信設備や自家発電装

置など主要な機能の充実と災害時における安全性の確保を図るとともに、物資の供給が困難な

場合を想定し、必要な期間に対応する食料、飲料水、暖房及び発電用燃料などの適切な備蓄、調

達、輸送体制の整備を図るものとする。 

 

（4）窓ガラス等の落下物対策 

町は、多数の人が通行する市街地の道路等に面する建物のガラス、屋外広告物等で落下のおそ

れのあるものについて、耐震性等を考慮し、必要な改善指導を行う。 
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【町民の役割】 

木造建築物、ブロック塀など耐震性が不足する住宅や、がけ地近接危険住宅などの所有

者及び管理者等は、災害の危険性がある場合には、関係機関等と相談のうえ、耐震補強・

改修工事等によって危険物の耐震化を図るよう努めます。 

 

【事業所・施設等の役割】 

事業所や学校・病院・社会福祉施設等は、建築物災害の予防のために必要な措置を講じ、

施設等の利用者の安全を確保するよう努めます。 
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2．津波災害への備え 

地震に伴う津波災害の予防・防災に関する事項は、次のとおりである。 

 

（1）基本的な考え方 

津波災害対策の検討に当たっては、以下の 2つのレベルを想定する。 
 

○発生頻度は極めて低いものの、発生すれば甚大な被害をもたらす最大クラスの津波 

○最大クラスの津波に比べて発生頻度が高く、津波高は低いものの大きな被害をもた

らす津波 

 

最大クラスの津波に対しては、町民等の生命を守ることを最優先とし、町民等の早期避難を実

現するための町民の防災意識の向上、避難場所や避難路・避難階段の整備・確保などの警戒避難

体制の整備、津波浸水想定を踏まえた土地利用・建築規制などを組み合わせるとともに、臨海部

の産業・物流機能への被害軽減など、地域の状況に応じた総合的な対策を講じる。 

また、比較的頻度の高い一定程度の津波に対しては、人命保護に加え、町民財産の保護、地域

の経済活動の安定化、効率的な生産拠点の確保の観点から、防災対策を進める。 

 

（2）津波災害に対する予防対策 

津波の発生を予知し、それを完全に防御することは現在のところ極めて困難であるが、国、道

及び町は、過去の被害状況や調査研究して作成した「津波浸水予測図」などを参考に、護岸・防

潮堤等の施設の整備を図る。 

町は、避難場所・避難路や同報系防災行政無線など町民に対する多重化、多様化された情報伝

達手段の整備を図るとともに、町民が安全かつ迅速な避難行動をとることができるよう、津波避

難計画や津波ハザードマップの作成及び周知徹底に努める。また、地震・津波防災上必要な教育

及び広報を継続的に推進する。 

 

1）津波情報、避難指示等の伝達体制の整備 

町は、沿岸地域住民、海浜来場者、船舶関係者等の早期、かつ、迅速な避難・退避の実施を

確保するため、地域団体、漁業協同組合等との協調連絡体制を強化し、緊急を要する場合は、

自主的に避難誘導措置がとれるよう指導する。 

実施に当たっては以下のことに留意して整備を行う。 
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①津波情報の迅速かつ確実な伝達 
 

○町民等に対する津波警報等の伝達手段として、走行中の車両、運行中の列車、船舶、

海水浴客、釣り人、観光客等にも確実に伝達できるよう、防災行政無線、北海道防災

情報システム、全国瞬時警報システム（J-ALERT）、テレビ、ラジオ（コミュニティ

ＦＭ放送を含む。）、携帯電話（緊急速報メール機能を含む。）、ワンセグ等のあら

ゆる手段の活用を図るとともに、海浜地での迅速かつ確実な伝達を確保するため、サ

イレン、広報車等多様な手段を整備する。 

○沿岸部に多数の人出が予想される施設の管理者（漁業協同組合、海水浴場の管理者

等）、事業者（工事施行管理者等）及び自主防災組織の協力を得て、津波警報等の伝

達協力体制を確保する。 

 

②津波防災意識の啓発、広報、訓練に関する対策 
 

○町民等に対し、講演会など各種普及啓発活動を通じ、津波に対する防災意識の高揚を

図るとともに、防災関係機関、地域住民、事業所等が一体となり要配慮者にも配慮し

た津波予報の伝達、避難誘導、避難援助等の実践的訓練を実施する。 

○津波警報等を迅速かつ的確に伝達するため、北海道防災会議が行う災害情報伝達訓

練に積極的に参加するほか、独自に訓練を企画し実施する。 

○沿岸地域を重点とした津波避難、誘導訓練には、町民の積極的な参加を促す。 

○学校等の教育関係機関は、児童生徒が津波の特性を正しく理解するため、防災教育の

一環として、津波防災教育を行うとともに避難訓練等を積極的に実施する。 

○「地震が起こったら、津波が発生する危険性があるかどうかを確認する」という認識

が、沿岸地域に限らず、全町民の津波に対する共通意識として定着するよう、あらゆ

る機会を通じて啓発に努め、その周知を徹底する。 

○広報紙、防災パンフレット、テレビ、ラジオ等の広報媒体を活用するとともに、防災

訓練等の機会をとらえて、津波に関する正しい知識、認識の啓発、対策の周知等を積

極的に広報する。 

 

2）避難対策 

①津波災害に対応する「避難所」の指定 

町は、津波による被害が想定される町民が安全を確保し、また、一定の期間、避難生活を

送るための「避難所」（または「指定避難所」という。）を指定する（第 2章 第 4節 第 2

項「避難環境の整備」参照）。 

②「一時避難場所」の指定 

町は、津波による浸水が想定される区域で、地理的・身体的条件等の理由により、浸水想

定区域外にある指定避難所へ避難することが困難と考えられる住民については、地震発生
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から浸水が解消し、地上を安全に歩行できるまでの期間、一時的に高所に避難するための中

層建物を「一時避難場所」として指定する。 

③津波災害における避難行動の周知徹底 

津波からの避難の際は、まずは「高台」（津波浸水想定区域よりも標高が高く、見晴しの

良い大地）へ移動し、そのうえで、津波到達時刻までに時間的猶予がある場合には、その時

間に応じて指定避難所へ避難することについて、平時から町民等への周知徹底を図る。 

 

※「高台」「指定避難所」「一時避難場所」を総称し、「避難場所」という。 

 

3）交通規制の整備 

伊達警察署及び道路管理者（室蘭開発建設部、胆振総合振興局室蘭建設管理部、町）は、津

波災害の被害状況等を想定し、交通規制の範囲や方法などについて検討する。 

 

 

【町民の役割】 

津波による被害の危険性がある地域に暮らす町民は、平時から町や防災関係機関等が行

う津波防災に関わる広報等の情報を把握し、発災時に自らや家族が安全確保を確保できる

よう備えます。また、平時に津波災害に対して町が指定する安全な避難所等を確認し、家

族間で安否確認等の方法を取り決めておくなど、自らや家族間でできる範囲内の防災対策

に努めます。 

 

【地域団体の役割】 

津波災害は時間が切迫する中で確実に避難することが求められます。したがって、地域

の中で互いに防災情報を伝え合い、避難に支援が必要な人を助けあうことが大切です。災

害の危険性を伝え合う仕組みや、災害時に支援が必要な人を助け合う仕組みを、地域住民

同士や町の職員などとともに話し合い、取り決めておくとともに、「共助」の精神をもっ

て地域内の町民の安全を確保するよう努めます。 

 

【事業所・施設等の役割】 

事業所や施設では、従業員や職員の安全確保について、最も安全に避難できる方法を検

討するとともに、客や来訪者などを安全に避難させる措置をあらかじめ講じておきます。

また、津波災害に対して確実に安全な建物をもつ事業所や施設等では、避難者等を受け入

れたり、非常物資の支給を行うことについても、町とともに検討していきます。 
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3．火災への備え 

地震に伴う火災の予防及び防止に関する事項は、次のとおりである。 

 

（1）火災の予防 

地震に起因して発生する多発火災及び大規模火災の拡大を防止するため、地震時における出

火の未然防止、予防査察、初期消火の徹底など町民の自主的予防及び協力体制の確立指導等、防

災思想の普及に努める。ただし、津波等さらなる災害の危険が予想される場合には、状況に応じ

て初期消火より避難を優先するものとする。 

1）予防査察及び指導啓発 

予防査察については、特殊防火対象物の防火管理体制の整備指導及び幼児、老人、身体障害

者等からの焼死者防止対策の徹底等を目的として、消防法に規定する立入検査を対象物の用途、

地域等に応じて計画的に実施し、常に消防対象物の状況を把握し、火災発生危険の排除に努め、

予防対策の万全な指導を図る。 
 

○消防対象物の用途、地域等に応じ計画的に立入検査を実施する。 

○消防用設備等の自主点検の充実及び適正な維持管理の指導を強化する。 

 

2）火災予防の徹底 

地震時の火災発生は、使用中の火気設備等によるものが多いことから、町は、地震時の火の

取り扱いについて指導啓発するとともに、火災予防条例に基づく火気の取り扱い及び耐震自動

消火装置付石油ストーブを使用するよう指導を強化する。 

①一般家庭に対する啓発 

一般家庭に対し、予防思想の啓発に努め、消火器の設置促進、消防用水の確保を図るとと

もに、これらの器具等の取り扱い方を指導し、地震時における火災の防止と初期消火の徹底

を図る。 

②地域及び事業所に対する啓発 

火災による被害を最小限に食い止めるためには、初期消火が重要であることから、町は、

地域ぐるみ、職場ぐるみの協力体制と強力な消防体制の確立を図る。また、防災思想の啓発

や災害の未然防止に着実な成果をあげるため、地域の自主防災組織、婦人防火クラブ、少年

消防クラブ等の設置及び育成指導を強化する。 

また、一定規模以上の防火対象物に対し、法令の基準による消防用設備等の設置を徹底す

るとともに、自主点検の実施及び適正な維持管理の指導を強化する。 

 

（2）消防・救急体制の整備 

1）消防力の整備 

近年の産業、経済の発展に伴って、危険物を取扱う施設や住宅密集地等が増加し、火災発生
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時の人命の危険度も増大していることから、町は、消防施設及び消防水利の整備充実を図ると

ともに、消防職員の確保、消防技術の向上等により、消防力の整備充実を図る。 

あわせて、地域防災の中核となる消防団員の確保、育成強化及び装備等の充実を図り、消防

団活動の活性化を推進する。 

消防組織は、平時における消防機関の日常業務を円滑かつ迅速に行うための機構で、西胆振

消防組合消防本部及び消防署設置等に関する条例（昭和 45年条例第 4 号）、西胆振消防組合消

防団の設置等に関する条例（昭和 45年条例第 5号）、西胆振消防組合消防団の組織等に関する

規則（平成 10年規則第 5号）の定めるところによる。 

消防の組織は、次のとおりである。 

 

 

 

図 2－3 西胆振消防組合組織図 

 

管 理 者

副 管 理 者

消 防 本 部
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消 防 課

伊達消防署
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第 2 分 団

第 3 分 団
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2）消防計画の整備 

町の消防機関は、防火活動の万全を期するため、消防計画を作成し、火災予防について次の

事項に重点を置く。 
 

○消防力等の整備 

○災害に対処する消防地理、水利危険区域等の調査 

○消防職員及び消防団員の教育訓練 

○査察その他の予防指導 

○その他火災を予防するための措置 

 

西胆振消防組合消防計画は、町の消防力の現勢を正しく把握し、消防力の整備指針（平成 12

年消防庁告示第 1 号）改正平成 20 年消防庁告示第 2 号及び消防水利の基準（昭和 40 年消防庁

告示第 1号）等に準拠して予想される災害の規模、態様等あらゆる災害事象に対応できる消防力

の増強及び更新等の整備計画であり、長期計画に基づき実施する。 

 

（3）消防水利・資機材の確保 

大規模火災発生時、確実な消火用水を確保するため、町及び消防機関は、震災時の火災に備え

耐震性の防火水槽の設置、河川等の自然水利等を活用した消防水利の整備等多様な水利の確保

に努める。 

1）耐震性の防火水槽の整備 

木造や老朽化した建物の密集地域や延焼拡大の危険性が高い地域等を中心に、耐震性の防

火水槽の整備を推進する。 

2）民間水利の活用 

民間施設の貯水槽やプール施設、一般家庭の浴槽の活用法について普及・啓発を行うなど、

民間水利の活用を図る。 

3）河川水や海水の活用 

状況に応じて、河川水、海水等を消防水利として利用するため、取水位置や取水方法につ

いて調査・検討し、取水をするための施設整備の推進を図る。 

4）消防用資機材の確保 

大規模地震発生時には、大量の資機材が必要となり、町で所有している消防用資機材だけ

では、不足することが考えられる。そのため、周辺自治体をはじめ各協定に基づく応援体制

を充実する。 

 

 

（附属資料 p.資 49「町の消防施設と車両等」参照） 
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【町民の役割】 

地震に起因する火災を防止するためには、平時からの消防設備の点検・整備や発災時の

安全な消火が重要となります。町民は各家庭における平時からの火災予防とともに、地震

時の火災の危険性を考慮した設備の点検・整備に努めます。 

 

【地域団体の役割】 

地震による火災の被害を最小限に食い止めるには初期消火が重要であることから、地域

内で最低限の初期消火活動が実施できる備えをしておくことが大切です。町内会や自主防

災組織等で消火用の資機材を整備したり、定期的な消火訓練等を行い、初期消火力を高め

るよう努めます。 

 

【事業所・施設等の役割】 

危険物を扱う事業所や福祉施設、病院、大規模店舗など一定規模以上の防火対象物の管

理者をはじめ、その他事業所や施設等では、平時からの火災予防に努めるとともに、地震

発生時に火災が発生する可能性のある設備等の定期的な点検・整備を行い、地震に起因す

る火災の発生を予防します。また、火災が発生した際には初期消火が重要であることから、

火災の発生をいち早く感知する体制の整備と、消火訓練等によって初期消火力を高めるよ

う努めます。 
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4．危険物等災害への備え 

地震時における危険物、火薬類、高圧ガス等の爆発、飛散、火災等による災害の発生の予防に関

する事項は、次のとおりである。 

 

（1）事業所等に対する指導の強化 

危険物等による災害の予防を促進するため、町及び関係機関は、事業所に対し、次の事項につ

いて指導に努める。 
 

○事業所等に対する設備、保安基準遵守事項の監督、指導の強化 

○事業所等の監督、指導における防災関係機関の連携強化 

○危険物等保安責任者制度の効果的活用による保安対策の強化 

○事業所等における自主保安体制の確立強化 

○事業所等における従業員に対する安全教育の徹底指導 

○事業所等の間における防災についての協力体制の確立強化 

○危険物保管施設の耐震性の確保に関する事業所等への指導の強化 

 

（2）危険物保安対策 

町や関係機関は、消防法の規定に基づき、保安検査、立入検査を行い、法令の規定に違反する

場合は、許可の取消等の措置命令を発する。 

また、事業者の自主保安体制確立を図るため、予防規程の作成、従事者に対する保安教育の実

施、自衛消防組織の編成、危険物保安監督者の選任等について指導を行う。 

 

（3）火薬類保安対策 

町や関係機関は、火災予防上の観点から事業所の実態を把握し、消防用施設等の保守管理、防

火管理者等による自主保安体制の確立等適切な指導を行う。 

 

（4）高圧ガス保安対策 

町や関係機関は、火災予防上の観点から事業所の実態を把握し、消防施設等の保守管理、防火

管理者等による自主保安体制の確立等適切な指導を行う。 

 

（5）毒物・劇物災害対策 

町や関係機関は、火災予防上の観点から事業所の実態を把握し、消防用設備等の保守管理、防

火管理者等による自主保安体制の確立等適切な指導を行う。 
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（6）放射性物質災害対策 

町や関係機関は、火災予防上及び消防活動上の観点から、消防用設備等の状況、放射線測定機

器等の保有状況、汚染検査・除染体制の状況等、事業所の実態を把握し、消防用設備等の保守管

理、防火管理者等による自主保安体制の確立等適切な指導を行う。 
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【事業所の役割】 

（1）危険物を使用、または保管する事業所 

消防法の定める設備基準、保安基準を遵守するとともに、予防規程の作成、従業者に

対する保安教育の実施、自衛消防組織の設置、危険物保安監督者の選任等による自主保

安体制の確立を図ります。 

危険物の流出その他の事故が発生したときは、直ちに流出及び拡散の防止、危険物の

除去その他災害の発生の防止のための応急の措置を講じるとともに、消防機関、警察へ

通報することとします。 

（2）火薬類を使用、または保管する事業所 

火薬類取締法の定める設備基準、保安基準を遵守するとともに、危害予防規程の作成、

保安教育計画の作成、火薬類製造保安責任者の選任等による自主保安体制の確立を図り

ます。 

火薬庫が近隣の火災その他の事情により危険な状態になり、または火薬類が安定度に

異常を呈したときは、法令で定める応急措置を講じるとともに、火薬類について災害が

発生したときは、直ちに警察に届け出ることとします。 

（3）高圧ガスを使用、または保管する事業所 

高圧ガス保安法の定める設備基準、保安基準を遵守するとともに、危害予防規程の作

成、保安教育計画の作成、高圧ガス製造保安統括者の選任等による自主保安体制の確立

を図ります。 

高圧ガスの製造施設等が危険な状態になったときは、高圧ガス保安法で定める応急措

置を講じるとともに、高圧ガスについて災害が発生したときは、直ちに知事（胆振総合

振興局長）または警察に届け出ることとします。 

（4）毒物や劇物を使用、または保管する事業所 

毒物及び劇物取締法の定める設備基準、保安基準を遵守するとともに、従業者に対す

る危害防止のための教育の実施、毒物劇物取扱責任者の選任等による自主保安体制の確

立を図ります。 

毒劇物が飛散する等により不特定または多数の者に保健衛生上の危害が生ずるおそ

れがあるときは、直ちにその旨を胆振総合振興局保健環境部（室蘭保健所）、警察署ま

たは消防機関に届け出るとともに、必要な応急の措置を講じることとします。 

（5）放射性物質を扱う事業所 

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の定める設備基準、保安基準

を遵守するとともに、放射線障害予防規程の作成、必要な教育訓練の実施、放射線取扱

主任者の選任等による自主保安体制の確立を図ります。 

放射線障害のおそれがある場合、または放射線障害が発生した場合は、放射性同位元

素等による放射線障害の防止に関する法律で定める応急措置を講ずるとともに、直ちに

文部科学大臣、消防署等関係機関へ通報することとします。 

 



基本・地震津波災害対策編 

第 2 章 災害予防計画 

59 



基本・地震津波災害対策編 

第 2 章 災害予防計画 

60 

5．地震等に伴う土砂災害への備え 

地震等に伴う土砂災害の予防に関する事項は、個別災害対策編 第 3章 第 1節「土砂災害予防対

策」の定めるところの他、次のとおりである。 

 

（1）地震に伴う土砂災害の危険性の周知 

土砂災害危険区域において、立っていられないほどの強い地震が起こった場合には、直ちに危

険区域から離れて避難場所へ避難するなど、地域の実情に応じた町民のとるべき行動について、

周知徹底に努める。 

 

 

【町民の役割】 

土砂災害危険区域に暮らす町民は、平時から土砂災害の危険性を念頭に緊急時の安全な

行動を検討するとともに、周辺で土砂災害に関わる異常を発見した場合には、直ちに町ま

たは消防機関に通報します。また、強い地震が発生したときには、特にがけ地や急傾斜地

に隣接する地域では、がけ崩れや地滑り等の災害の危険性が飛躍的に高まることから、で

きるだけ速やかに安全な避難場所に避難するよう、家族や近隣住民と話し合っておきま

す。 

 

【事業所の役割】 

土砂災害危険区域にある事業所では、平時から土砂災害の危険性と安全な行動について

従業員への周知・啓発に努めるとともに、周辺で土砂災害に関わる異常を発見した場合に

は、直ちに町または消防機関に通報します。また、強い地震が発生したときには、特にが

け地や急傾斜地に隣接する事業所では、がけ崩れや地滑り等の災害の危険性が飛躍的に高

まることから、できるだけ速やかに安全な避難場所に避難するよう、従業員に周知・啓発

するとともに、観光施設や店舗等ではお客様の安全確保の方法について十分検討し、訓練

等を行っておくことで災害に備えます。 
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6．ライフライン施設等の備え 

町、防災関係機関及びライフライン事業者は、簡易水道・下水道、電気、ガス、電話等のライフ

ライン施設、営農飲雑用水等のライフライン代替施設の機能の確保を図るため、主要設備の耐震化、

震災後の復旧体制の整備、資機材の備蓄等に努める。 

町は、関係機関と密接な連携を取りつつ、ライフライン共同収容施設としての共同溝、電線共同

溝等の整備等に努める。 

 

（1）通信施設の対策 

東日本電信電話株式会社北海道支店は、防災業務計画に基づき、防災知識の普及や防災訓練の

実施等、職員に対する防災教育等の実施に努める。また、災害時の電話の輻輳等により防災活動

に支障をきたさぬよう、重要な回線の災害時優先電話としての指定や非常用交換機等の設置体

制の整備を実施する。また、災害時に家族や友人が安否確認等を行う際に有効な災害用伝言ダイ

ヤル「171」の利用、さらに、インターネットによる災害用伝言板サービスの操作法について町

民等への周知に努める。 

防災関係機関は、地震・津波災害時において円滑な災害情報の収集及び伝達が実施できるよう

通信施設の整備強化を図るものとする。主要な通信施設等の整備に当たっては、災害対応に必要

なネットワークの範囲を検討するとともに、設備の耐震性の確保や必要に応じて、二重化を図る

などして、耐災害性の強化に努めるものとする。 

町は、非常災害時の通信の確保を図るため、通信回線の複線化や代替回線の準備、非常用電源

設備などの整備を推進するとともに、無線設備や非常用電源設備の保守点検の実施と的確な操

作の徹底、専門的な知見・技術をもとに耐震性のある堅固な場所への設置等を図る。 

 

（2）簡易水道・下水道施設の対策 

災害時の迅速な応急給水や簡易水道・下水道施設の早期応急復旧の実施が図られるよう、対応

マニュアルを作成しておくとともに、日本水道協会北海道地方支部内の災害時応援協定や豊浦

町建設協会等の協力による応援体制を確立する。 

 

（3）電力施設の対策 

北海道電力株式会社室蘭支店は、防災業務計画に基づき、防災知識の普及や防災訓練の実施等、

職員に対する防災教育等の実施に努める。また、災害時に備え、施設の被害情報収集等の連絡体

制を確立しておくとともに、迅速な応急復旧活動が図られるよう、活動体制を整備する。 

 

（4）ガス施設の対策 

社団法人北海道エルピーガス協会は、防災業務計画に基づき、防災知識の普及や防災訓練の実

施等、職員に対する防災教育等の実施に努める。また、災害時に備え、施設の被害情報収集等の

連絡体制を確立しておくとともに、迅速な応急復旧活動が図られるよう、活動体制を整備する。
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さらに、単独での応急復旧活動が困難な場合に備え、ガス供給他社等の協力が得られるよう応援

体制を確立する。 

 

（5）鉄道施設の対策 

ＪＲ北海道及びＪＲ貨物は、各防災業務計画に基づき、防災知識の普及や防災訓練の実施等、

職員に対する防災教育等の実施に努める。また、災害時に備え、施設の被害情報収集等の連絡体

制を確立しておくとともに、迅速な応急復旧活動が図られるよう、活動体制を整備する。 

 

 

【町民の役割】 

災害によりライフラインの供給が停止した場合に備えて、各家庭では以下の対策を行い

ます。 
 

○電話の途絶やつながりにくくなった場合に備えて、家族の集合場所等を決め

ておきます。 

○停電に備えて、電池式の電気器具と乾電池を準備します。また、特に冬季や夜

間の停電に備えて、電気を使わない暖房器具や燃料を備蓄することも有効で

す。 

○ガスの供給停止に備えて、カセットコンロや簡易調理器具を確保しておきま

す。 

○断水に備えて必要な飲料水（3 日間分）を備蓄するとともに、生活用水は風呂

水等を活用して確保しておきます。 
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7．積雪・寒冷対策 

積雪・寒冷期において災害が発生した場合、他の季節に発生する災害に比べて、積雪による被害

の拡大や避難場所・避難路の確保等に支障を生じることが懸念される。このため、町、道及び防災

関係機関は、積雪・寒冷対策を推進することにより、積雪・寒冷期における災害の軽減に努める。 

（1）積雪対策の推進 

積雪期における災害対策は、除排雪体制の整備、雪に強いまちづくり等、総合的・長期的な雪

対策の推進により確立される。このため、町、道及び防災関係機関は、「豊浦町雪害対策実施要

綱」に基づき、相互に連携協力して実効ある雪対策の確立と災害の軽減に努める。 

1）家屋倒壊の防止 

町及び道は、住宅の耐震性を確保し、屋根雪荷重の増大による地震時の家屋倒壊等を防止

するため、建築基準法等の遵守の指導に努める。また、自力での屋根雪処理が不可能な世帯

に対して、ボランティアの協力体制等、地域の相互扶助体制の確立を図る。 

2）積雪期における避難場所・避難路の確保 

町、道及び防災関係機関は、積雪期における避難場所・避難路の確保に努める。 

 

（2）交通の確保 

1）道路交通の確保 

災害発生時には、緊急輸送等の災害応急対策の円滑な実施を図るため、道路交通の緊急確

保を図ることが重要となる。このため、町、道、北海道開発局等の道路管理者は、除雪体制

を強化し、日常生活道路の確保を含めた面的な道路交通確保対策を推進する。 

①除雪体制の強化 

a. 道路管理者は、一般国道、道道、市町村道及び高速自動車国道の整合のとれた除雪体制

を強化するため、相互の緊密な連携の下に除雪計画を策定する。 

b. 道路管理者は、除雪の向上を図るため、地形や積雪の状況等自然条件に適合した除雪機

械の増強に努める。 

2）航空輸送の確保 

道及び防災関係機関は、地震による道路交通の一時的なマヒにより、豪雪山間地では孤立

する集落の発生が予想されることから、ヘリコプター等による航空輸送の確保を図る。 

①緊急時ヘリポートの確保 

町は、孤立が予想される集落のヘリポート確保を促進するとともに、除雪体制の強化を図

る。 

 

（3）寒冷対策の推進 

1）避難所等対策 

町は、避難所等における暖房等の需要の増大が予想されるため、電源を要しない暖房器具、
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燃料のほか、積雪期を想定した資機材の備蓄に努める。また、電力供給が遮断された場合に

おける暖房設備の電源確保のため、非常電源等のバックアップ設備等の整備に努める。 

2）被災者及び避難者対策 

町は、被災者及び避難者に対する防寒用品の整備、備蓄に努める。また、応急仮設住宅は、

積雪のため早期着工が困難となることや避難生活が長期化することが予想されることから、

被災者、避難者の生活確保のための長期対策を検討する。 

 

（附属資料 p.資 50「豊浦町雪害対策要綱」参照） 

 

 

【町民の役割】 

町民は、積雪・寒冷期における地震等災害の発生を想定し、在宅避難時や避難場所への

避難時に必要な防寒・暖房・燃料などの設備・備蓄等の備えをします。 

 

【地域団体の役割】 

地域で共有して使用する設備・備蓄等については、地域で協力して備えるよう努めます。

また、地域にある避難場所や避難路が使用できるよう、積雪期には協力して除雪に努めま

す。 
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8．復旧対策基地等の整備 

町は、震災後の復旧拠点基地、救護基地となる公園、グラウンド等の整備に努め災害復旧・復興

を円滑に行うために必要な備えを行う。 
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第 4 節 円滑な応急対策への備え 

1．情報伝達体制の整備 

災害時を想定した情報伝達体制の整備に関する事項は、次のとおりである。 

（1）災害情報等の収集・伝達体制の整備 

1）緊急地震速報の伝達体制 

町は、迅速な緊急地震速報の伝達のため、その伝達体制及び通信施設、設備の充実を図る

よう努めることとし、全国瞬時警報システム（J-ALERT）等を通じて受信した緊急地震速報

を町防災行政無線等によりいち早く町民等への伝達に努めるものとする。 

2）災害情報伝達手段の多様化 

町及び防災関係機関は、自ら情報を入手することが困難である要配慮者や、災害により孤

立化するおそれのある地域住民に対しても、迅速かつ確実に情報が伝わるよう情報伝達体

制の整備を図るものとする。また、被災により情報通信設備が使用不能となるおそれがある

ことから、情報伝達経路・伝達手段の多重化・多様化を推進する。 

町では以下の情報伝達手段を中心に整備するとともに、それらの活用方法や携帯ラジオの

常備について平時から町民に周知・啓発を行う。 
 

○防災行政無線 

○北海道防災情報システム 

○全国瞬時警報システム（J-ALERT） 

○緊急速報メールサービス 

携帯電話各社と協力し、配信エリア内の携帯電話利用者に災害情報を一斉同報配信

することができる 

○コミュニティ FMラジオ放送 

伊達市を中心に周辺市町で地域に密着したきめ細かい情報を提供できるラジオ放送

と協定し、災害時には周辺で発生している災害状況や避難等の安全確保に関する情

報、災害後の復旧や生活情報等を配信することができる 

○テレビ局、ラジオ局との連携 

広域での災害発生状況や避難等に関する情報をテレビ局、ラジオ局の協力のもと、情

報提供を行う 

 

3）報道関係機関及び町民との連携体制 

放送事業者、通信事業者等は、被害に関する情報、被災者の安否情報等について、情報の

収集及び伝達に係る体制の整備に努める。町は、安否情報の確認のためのシステムの効果的、

効率的な活用が図られるよう、町民に対する普及啓発に努めるものとする。 

4）防災関係機関との連携 

防災関係機関は、それぞれが有する情報組織、情報収集手段、通信ネットワーク等を全面

的に活用し、迅速・的確に災害情報等を収集し、相互に交換するものとする。また、災害情



基本・地震津波災害対策編 

第 2 章 災害予防計画 

67 

報の連絡等について必要な組織、連絡窓口及び連絡責任者を定め、あらかじめ情報を交換す

るものとする。 

 

（2）災害情報伝達訓練の実施 

津波警報等を迅速かつ的確に伝達するため、町及び防災関係機関は、北海道防災会議が行う災

害情報伝達訓練に積極的に参加するほか、独自に訓練を企画し実施する。 

 

 

【町民の役割】 

町民等は、町が整備する緊急時の災害情報等の伝達方法を理解し、発災時、または災害

の危険が切迫していると思われるときには、これらの伝達手段によって伝えられる災害情

報に注目するようにします。特に、避難時に逐次情報を入手できるよう、携帯電話や携帯

ラジオ等を日頃から準備していつでも持ち出せるようにしておきます。 

 

【地域・事業所の役割】 

地域や事業所等では、上記のような伝達手段を用いても災害情報を入手できない、また

は入手していない町民等が近隣にいることを想定し、町内会組織、自主防災組織、事業所

内の連絡網等を用いて、できるだけ多くの人に災害情報が伝わるよう、その体制整備に努

めます。 
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2．避難環境の整備 

災害時に町民の生命、身体を保護するための避難環境の整備に関する事項は、次のとおりである。 

 

（1）避難に関する施設・場所の定義について 

町では、以下の 3箇所を総称して「避難場所」という。また、「避難所及び一時避難場所」を

「避難所等」という。 

1）「避難所」（または「指定避難所」という） 

一定の期間、避難生活を送るための施設で、町が指定した建物をいう。 

2）「一時避難場所」 

津波による浸水が想定される区域内で、地理的・身体的等の理由により、浸水想定区域外

にある避難所に避難することが困難と考えられる住民について、地震発生から浸水が解消

し、地上を安全に歩行できるまでの期間、一時的に高所に避難するための施設で、町が指定

した建物をいう。 

3）高台 

津波浸水想定区域よりも標高が高く、見晴しの良い大地をいう。 

 

（2）避難所等の選定、確保及び標識の設置 

町は、災害からの避難や、災害による家屋の倒壊、焼失、流失等により住居での生活に支障の

あるものを収容するための避難所や、避難所まで避難するいとまがない場合、一時的に高所に避

難するための一時避難場所をあらかじめ選定・確保し、整備を図る。 

なお、大規模広域災害時に円滑な広域避難が可能となるよう、避難所を指定する際にあわせて

広域一時滞在の用にも供することについても定めるなど、他の市町村からの被災者を受け入れ

ることができる施設等をあらかじめ決定しておくよう努めるものとする。 

1）指定避難所の選定要件 
 

○救援、救護活動を実施することが可能な地域であること。 

○津波、浸水、他災害等の被害のおそれがないこと。 

○給水、給食等の救助活動が可能であること。 

○地割れ、崖くずれ等が予想されない地盤地質条件の地域であること。 

○耐震構造で倒壊、損壊などのおそれがないこと。 
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2）津波災害時における避難所等の指定の留意事項 

町は、津波災害時の避難所等の指定に当たっては、特に要配慮者の避難に十分配慮するほか、

次の事項に留意する。 
 

○予想される浸水の深さ及び耐浪性に対する安全性を考慮したものであること。 

○津波の到達が予想される時間内において避難するべき者が到達可能な施設であるこ

と。 

 

3）町は、避難所等に案内標識を設置する等、緊急時に速やかな避難が確保されるよう整備す

る。 

4）津波災害では、地域によって社会条件や災害の様態が異なることから、地域ごとの「津波

避難計画」を町民とともに検討・策定し、地域特性に応じた円滑かつ確実な避難体制の構

築に努める。 

（附属資料 p.資 52「避難所等一覧」参照） 

 

（3）避難所等の周知 

町は、町民や施設等に対し次の事項の周知徹底を図る。 

1）避難所等の周知 

次の事項について、町民や施設等に対する周知徹底に努める。 
 

○避難所等の名称・所在地 

○避難対象世帯、施設等の地区割り 

○避難時の携行品等の留意すべき事項 

 

2）避難のための知識の普及 
 

○平時における避難のための知識：避難路、家族の集合場所や連絡方法（学校であれ

ば、児童生徒の保護者への連絡方法）など 

○避難時における知識：安全の確保、移動手段、携行品など 

○避難後の心得：集団生活、避難先の登録など 

 

（4）避難体制の整備 

1）避難情報伝達手段の検討と確保 

町及び防災関係機関は、町民が災害時に迅速な避難活動を行えるよう避難情報の伝達手段

を検討し、整備する。 
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○防災行政無線による情報伝達 

○広報車の活用 

○報道機関（テレビ・ラジオ等）の活用 

○消防団・自主防災組織（町内会）等による情報伝達 

○コミュニティＦＭ放送の活用 

○パソコン・携帯電話のメールサービスの活用 

○町のホームページ等の活用 

 

2）避難計画の作成 

町は、町民、特に要配慮者が災害時において安全かつ迅速な避難を行うことができるよう、

あらかじめ避難計画を作成する。また、これら避難に関する情報と被災想定などを視覚的に

表したハザードマップを作成し、町民への周知に努める。 

また、道の津波避難計画策定指針を参考に、これまで個別に進めてきた津波対策を点検し、

新たに津波避難計画（全体計画・地域計画）の策定に取り組むとともに、自主防災組織等の

育成を通じて避難体制の確立に努める。 

 

（5）避難環境及び避難所等運営体制の整備 

1）避難所等の管理 

避難所等は、平時には他の用途に用いられていることから、施設の管理及び開設に関して、

以下のことをあらかじめ取り決め、町と施設管理者間で共有する。 
 

○避難所等となる施設の運営責任者 

○避難所等として開設する場合の開設責任者とその緊急連絡先 

○休日・夜間等における避難所等開設時の措置 

○避難所等となる施設が他の用途で利用されている場合の措置 

 

2）避難所等の開設 

通常、避難所等の開設・運営の際には町から避難所担当職員が派遣されるが、緊急を要す

る場合、または派遣のいとまがなく避難者が受入れを求めてくる場合がある。これらのケー

スにも対応できるよう、あらかじめ避難所運営責任者を定めておき、避難所等の開設や避難

者受入れ措置の委任を行う等、避難所等開設体制を強化しておく。 

3）避難所等運営体制 

避難所等の開設当初は、町から避難所担当職員が派遣され、町職員と避難所運営責任者を

中心とした運営を行うが、避難が長期に及ぶ場合等には、避難者自らが主体となり、それぞ

れの役割分担等を行い、自主的な運営へと移行していくものとする。 
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4）避難所外避難者対策 

①対象範囲 

避難所外避難者は、指定した避難所等以外で避難生活を送る住民のことで、以下の人が対

象となる。 

a. 要配慮者等、避難所等での避難生活が困難なため自宅で避難生活を送る住民 

b. ライフラインの停止等により各種支援を必要としながら自宅で生活を送る住民 

c. 自宅が危険区域内にある、または損壊等により居住ができないため、知人宅、車両、屋

外等で避難生活を送る住民 

②対策 

避難所外避難者に食料や飲料水、生活必需品の配布ならびに情報等の提供が行えるよう、

町は避難所外避難者の登録制度や支援ルールについてあらかじめ整備を行っておくととも

に、避難所外避難者となった場合の対応について町民に周知・啓発を行う。 

 

 

【町民の役割】 

町民は、発災時に避難が必要な場合を想定し、あらかじめ自らや家族が向かう避難場所、

避難路、持ち出し品等を決めて準備しておきます。特に緊急的な避難が必要な津波災害で

は、通信手段の途絶や積雪期の避難、道路の渋滞等の可能性があることから、家族間であ

らかじめどこに避難するかについて互いに把握しておくことによって、避難先での安否確

認や連絡等を円滑に行うことができます。 

 

【地域・事業所の役割】 

避難時に周囲の人の支援が必要な高齢者、障害のある者、外国人、妊産婦等の要配慮者

は、地域の中で互いに支援し合う「共助」が必要です。地域の中で、要配慮者を、いつ、

誰が、どのように助けるのかということについて平時から話し合い、取り決めておきます。

また、事業所は従業員の安全を確保するとともに、地域と協力し、事業所の能力を活かし

た避難の支援活動を行います。 

これらは町と協力の上、地域ごとに避難計画を策定し、地域住民への周知・啓発に努め

ます。 
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3．要配慮者対策 

障害のある者、病弱者、高齢者、外国人、妊産婦等は、災害発生時の移動、災害状況・情報の把

握等が困難であり、災害対応力の弱い「要配慮者」といえる。今後の高齢化社会においては要配慮

者が急増し､災害予防・避難・救出等の面で多くの懸案となる課題が予想される。 

要配慮者の安全を確保するため、町は、防災担当部局と福祉担当部局との連携の下、地域、事業

所、消防団及び平時から要配慮者と接している社会福祉協議会職員、民生委員、介護保険制度関係

者、障害者団体等の福祉関係者と協力して、要配慮者の避難支援の体制を整備し、要配慮者に関す

る情報の共有、避難支援計画の策定等に努める。 

 

 (1) 避難行動要支援者名簿の作成、利用、情報伝達等 

1) 名簿の作成 

町は、避難行動要支援者の把握を目的とした名簿を作成し、その情報を共有するなど平時か

ら避難体制を構築する。 

2) 対象者の把握 

町は、避難行動要支援者名簿を作成するにあたり、避難行動要支援者に該当する者を把握す

るため、町で把握している要介護高齢者や障がい者等の情報を集約する。 

また、難病患者に係る情報等、町で把握していない情報の取得が避難行動要支援者名簿の作

成のため必要であると認められるときは、知事その他に対して、情報提供を求めることができ

る。 

3)名簿に登載する者 

登載対象者は、下記の要件を総合的に勘案して決定する。なお、個別計画の登載要件につい

ては別途定める。 

また、下記の要件に該当しないと思われる場合でも、本人または避難支援等関係者が、町長

に対し名簿への掲載を求める事ができる。 

①警報や避難勧告・指示等の災害関連情報の取得能力 

②避難そのものの必要性や避難方法等についての判断能力 

③避難行動を取るうえで必要な身体能力 

④同居親族や社会福祉施設等への入所の有無 

⑤災害計画区域、浸水想定区域、土砂災害警戒区域等の分布状況 

⑥その他必要な事項 

4)名簿の記載事項 

名簿には、避難行動要支援者に関する次の事項を記載する。 

①氏名 

②生年月日 
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③性別 

④住所又は居所 

⑤電話番号その他連絡先 

⑥避難支援等を必要とする事由 

⑦その他避難支援等の実施に関し町長が必要と認めた事項 

5)既存名簿の準用について 

4)の内容と実質的に相当性のある名簿が既に存在している場合、町はそれを避難行動要支援

者名簿とすることができる。 

6)名簿の管理、更新 

町は、適正な情報管理が行われるよう、情報セキュリティ対策を徹底するとともに、町の機

能が著しく低下したときにおける名簿のバックアップ体制を築いておく。 

また、名簿の作成に係る関係部局の連携を密にし、避難行動要支援者に関する情報を適時に

共有するとともに、定期的に名簿を更新する。 

(2)名簿情報の利用及び提供 

1)町における名簿情報の利用 

町は、次に掲げる避難支援等の実施に必要な限度で名簿情報を内部利用することができる。

なお、この場合、基本法第 49条の 11第 1項の規定により本人の同意を得ることを要しない。 

①名簿情報の外部提供に関する本人同意を得るための連絡 

②防災訓練への参加呼びかけなど防災に関する情報提供 

③災害発生時又は発生のおそれがある場合の情報伝達及び避難支援 

④災害発生時の安否確認及び救助 

⑤その他避難支援等に関し必要と認められる事項 

2)平時における名簿情報の外部提供 

町は、避難支援等の実施に必要な限度で、名簿情報の提供について同意が得られた者の名簿

情報を避難支援等関係者へ提供する。 

3)災害発生時等における名簿情報の外部提供 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合であって、避難行動要支援者の生命、身体を

保護するために特に必要があると認められるときは、町長は、基本法第 49条の 11第 3 項の規

定により本人の同意を得ることを要せずに、名簿情報を避難支援等関係者へ提供することがで

きる。 

(3)避難支援等関係者における名簿情報の適正管理 

町は、名簿情報の外部提供に際し、避難支援等関係者が適正な管理を図るよう必要な措置を

講ずる。 
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1)漏えい防止のための措置 

①当該避難行動要支援者を担当する区域の避難支援等関係者に限り提供すること。 

②組織の内部で名簿情報を取り扱う者を限定すること。 

③必要以上の名簿情報の複製はしないこと。 

④施錠可能な場所へ名簿を保管するよう指導すること。 

⑤その他必要な事項 

2)情報の安全管理 

個人情報の提供を受けた避難支援等関係者は当該提供を受けた個人情報の安全管理のために

必要かつ適切な措置を講じなければならない。 

3)利用及び提供の制限 

避難支援等関係者は、避難支援等の用に供する目的以外の目的のために、その管理し、閲覧

し、又は取り扱う個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。 

4)守秘義務 

避難支援等により知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。支援活動を行わなくなったと

きもまた、同様とする。 

(4)避難のための情報伝達 

1)避難準備情報等の発令、伝達 

避難準備情報等の発令、伝達にあたっては、次の点に留意する。 

①高齢者や障がい者にもわかりやすい言葉や表現、説明などにより、一人ひとりに的確に伝

わるようにすること。 

②同じ障がい者であっても、必要とする情報伝達の方法等は異なること。 

③高齢者や障がい者に合った、必要な情報を選んで流すこと。 

2)多様な手段の活用による情報伝達 

自然災害発生時、特に地震に伴い発生する津波の発生時においては、緊急かつ着実な避難指

示が伝達されるよう、防災行政無線や広報車による情報伝達に加え、緊急速報メールを活用す

る等多様な手段で行う。 

(5)個別計画の策定 

町は、災害時の避難支援等を実効性のあるものとするため、避難支援等関係者と連携を図り、

地域の実情を踏まえつつ、名簿情報に基づき、避難行動要支援者本人やその家族とともに避難

方法等についての個別計画を策定するよう努める。 

(6)在宅要配慮者への対策 

1)要配慮者への防災教育・訓練の充実 

町は、要配慮者やその介護者に対して、要配慮者の態様に応じた防災教育や防災訓練参加等
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の相談や助言指導に努める。  

①対象者及びその家族に対する指導助言 
 

○日常生活において、常に防災に対する理解を深め、また日頃から対策を講じておくこ

とについて 

○災害発生時には近隣の協力が得られるよう日常的に努力することについて 

○地域で防災訓練等が実施される場合は、積極的に参加することについて 

 

②寝たきり高齢者、ひとり暮らし高齢者等に対する指導助言 
 

○火気設備等の安全確保や防災用具の普及・使用方法、、災害時の避難誘導等について 

○防火診断の徹底や、地震時における家具の転倒や器具等の落下防止に関する対策等

について 

○町防災行政無線、テレビ、ラジオ等による災害情報の把握や救援等を依頼できる近隣

関係の確保について 

 

2）要配慮者対策の普及啓発 

町は、要配慮者をはじめ、その家族や地域住民に対する防災知識について広報紙等を通

じて普及啓発を行うほか、防火・防災ガイドブック等を作成・配布することにより、日頃

から防災に対する意識の高揚を図る。また、防災訓練などの実施に当たっては、自主防災

組織を中心とした要配慮者に対する訓練を実施するなど、防災行動力の向上に努める。 

3）要配慮者情報ネットワークの対策 

町は、災害時における要配慮者の安全確保を図るため、緊急通報システムの推進を図り、

要配慮者からの連絡・通報が迅速かつ確実に実行できるよう体制を整備する。 

4）要配慮者支援体制の構築 

町は、要配慮者が日頃から地域の人々との良好な近隣関係を築き、相互に協力し合える体

制づくりについて以下のことを指導し、近隣住民を中心とした支援体制の確立に努める。ま

た、ホームヘルパー、保健師、民生委員等に対する防火安全教室の開催などを通して、高齢

者等に対する緊急時避難誘導体制の促進を図る。 
 

○地域住民による防災組織等において、地域居住の要配慮者の把握に努め、その支援体

制について日頃から協力を依頼する 

○災害発生時には、対象者の安全確保について協力する 

○地域における防災訓練等に、対象者及び家族が参加するよう働きかける 
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(7)社会福祉施設の対策 

福祉施設には、寝たきりの高齢者や手足の不自由な高齢者、あるいは身体・心身に障害を抱え

た成人といった災害発生時には自力で避難できない人が多く入所・通所しており、これらの人々

の安全を図るために、次の防災対策を講じておく。 

1)備蓄品の確保 

施設管理者は、要配慮者に必要な物資の備蓄を確保しておく。 

2)施設・設備の整備点検 

施設管理者は、電気・水道等の供給停止に備えて、施設入所者が最低限度の生活維持に必要な

食料・飲料水・医薬品等の備蓄に努めるとともに、施設の機能の応急復旧等に必要な防災資機材

の整備に努める。また、災害発生時に施設自体が損傷しないように施設や付属危険物を常時点検

し、特に火気については日頃より安全点検を行う。 

3)施設管理者との協力体制の確立 

施設管理者は、あらかじめ防災組織を整え、災害時における施設職員の任務分担・動員計画・

緊急連絡体制等を明確にしておく。特に、夜間における消防機関等への通報連絡や入所者の避難

誘導体制に十分配慮した組織体制を確保する。 

4)情報伝達体制の充実 

施設管理者は、消防機関等への早期通報が可能な非常通報装置を設置するなど、緊急時におけ

る情報伝達の手段・方法を確立するとともに、施設相互の連携協力の強化に資するため、町の指

導の下に緊急連絡体制を整える。また、災害発生時には、保護者または家族と確実に連絡がとれ

るよう緊急連絡先の整備を行う。 

5)応急対策マニュアルの作成 

施設管理者は、災害発生時に遅滞なく対応するため、職員の任務分担､動員体制等防災組織の確

立、保護者への緊急連絡、地域との連携等を網羅した具体的な応急対策マニュアルを作成する。 

6)訓練の実施 

施設管理者は、施設職員や入所者が災害等に関する基礎的な知識や災害時にとるべき行動等に

ついて理解や関心を深めるため、防災教育を定期的に実施する。また、応急対策マニュアル等に

基づき、施設職員や入所者が災害時に適切な行動がとれるよう、各々の施設の構造や入所者の判

断能力・行動能力等の実態に応じた防災訓練を定期的に実施する。特に、自力避難が困難な者等

が入所している施設においては、夜間における防災訓練も定期的に実施するよう努める。 

7)地域社会との連携 

福祉施設の入所（通所）者は、自力での避難が困難である者が多く、介護が必要となることが

予想される。施設管理者は、平時から施設相互並びに他の施設、近隣住民及びボランティア組織

等との連携を密にし、災害発生時に協力が得られる体制づくりを行う。 
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(8)避難体制の確立 

1)避難支援等関係者 

町は、実効性のある避難支援を計画するため、町長が必要と認める団体と協力し、地域の実

情により避難行動要支援者の避難支援等の実施に携わる避難支援等関係者を確保する。 

また、多くの者を確保するため、年齢要件にとらわれず、地域住民の協力を幅広く得るよう

努める。 

①消防機関 

②警察機関 

③民生委員 

④社会福祉協議会 

⑤自治会・自主防災組織 

⑥事前に協定を締結した避難支援等の実施に携わる関係団体 

2)避難支援等関係者の安全対策 

町は、避難支援等関係者が地域の実情や災害の状況に応じて、可能な範囲で避難支援等を行

えるよう、安全確保に十分配慮する。 

3)介護者等の確保 

町は、要配慮者の避難後の生活援助を行うため、必要に応じて介護者の確保を図るほか、個

人ボランティアや団体等へ協力を依頼する。 

4)避難所等・避難路の対策 

町は、避難所等・避難路の指定・整備に当たっては、車椅子でも通行できるよう段差解消な

どバリアフリーに努めるほか、要配慮者の実態に合わせ利便性や安全性に十分配慮する。 

5)福祉避難所の指定 

町は総合保険福祉施設やまびこを、各避難所での避難生活及び保護が困難な要配慮者の受け

入れを行う福祉避難所とする。 

6)災害時施設間避難協定の締結促進 

町は、災害発生時に高齢者及び障がい者が、利用する社会福祉施設等と同種若しくは類似の

施設、またはホテル等、適切な介護環境を持つ避難先を確保するため、社会福祉施設等間で施

設利用者の受入れに関する災害協定が締結されるよう指導に努める。 

(9)外国人への対策 

町は、言語・生活習慣・防災意識の異なる外国人をいわゆる「要配慮者」として位置付け、災

害発生時に迅速かつ的確な行動がとれるよう環境づくりに努めるとともに、様々な機会をとら

えて防災対策についての周知を図る。 

また、町は、関係機関と連携のうえ、避難場所の防災情報や避難標識等の情報について外国

語を併記するなど、分かり易い標記となるよう努める。 
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(10)旅行者等に対する対策 

1)情報伝達方法の充実 

町は、観光案内所や公共施設、屋外観光施設などに、地域に不慣れな旅行者にも分かり易く

避難場所を明記した掲示板や避難標識等を設置したり、ハザードマップを閲覧できるようにす

るなど、旅行者への防災情報の提供を積極的に行う。 

2)避難体制の確立 

町は、町内関係事業者と事前に旅行者等に対する避難誘導について協議しておく。 

 

 

【要配慮者及びその家族・介護者等の役割】 

要配慮者本人や家族、介護者は、災害時の安全確保や円滑な避難を行うため、日頃から

家屋内の耐震・防火等に関する点検・整備を行うとともに、近隣住民とのコミュニケーショ

ンを深め、発災時に地域住民から必要な支援を受けられるよう話し合っておきます。 

 

【地域団体の役割】 

要配慮者の安全確保や避難の支援は、町内会組織や自主防災組織等が主体となって地域

の中で行います。これらの組織では、平時に要配慮者に関する情報を収集するとともに、

支援が必要と思われる町民への声かけや、避難等に関する要望等を把握し、あらかじめ支

援者を決めておくなどの支援体制を整備します。 

 

【事業所の役割】 

町外からの旅行者や来訪者が多く訪れる宿泊施設やその他観光施設等の事業者は、発災

時に要配慮者となり得る旅行者等の安全確保や避難の支援を行います。日頃から発災時に

はどこにどのように避難誘導するのかを把握・理解し、円滑な避難誘導の方法や手順を取

り決めておくようにします。 
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4．食料・生活必需品の備蓄及び物資供給体制の整備 

町は、災害時において最低限の町民の生活を確保するため、食料その他物資の確保に努めるとと

もに災害発生時における応急対策活動を円滑に行うため、防災資機材等の備蓄・整備に努める。 

 

（1）町による必要物資の備蓄 

1）食料・生活必需品の確保 

町は、あらかじめ食料関係機関及び保有業者と食料調達に関する協定を締結するなど、食料・

飲料水・燃料及び毛布等生活必需品の備蓄・調達体制を整備し、災害時における食料その他の

物資の確保に努める。町による必要物資の備蓄は、2,000人を避難対象として、1人につき飲料

水 1.5リットル、1日分の食料の確保を推進する。 

なお、食料の備蓄に当たっては、アレルギー対応の品目の確保に十分留意することとする。 

2）防災資機材の整備 

町は、避難施設における暖房等の需要の増大が予想されるため、電源を要しない暖房器具、

燃料のほか、積雪期を想定した資機材の備蓄・調達体制の整備に努める。また、電力供給が遮

断された場合における暖房設備の電源確保のため、非常電源等のバックアップ設備等の整備に

努める。 

このほか、あらかじめ資材業者と協定し、緊急時に調達し得る数量を確認して災害に備えて

おく。 

3）備蓄計画の策定 

町は、上記 1）及び 2）の備蓄方針に基づく備蓄計画を定め、計画的な物資の確保に努める。 

4）備蓄倉庫等の整備 

町は、防災資機材倉庫等の整備に努める。 

 

（2）家庭内備蓄の推進 

町は、各家庭で最低限必要な飲料水や食料等を備蓄するよう、広報紙や報道機関等を通じて町

民へ普及・啓発を行う。備蓄量の目安は次のとおりとする。 
 

○1人 1日 3 リットルの水（生活用水含む）と食料を、家族構成に応じて 3日分 

 

（3）民間業者等との協定による備蓄の確保 

町は、災害時の水や食料等の生活物資を確保するため、民間業者との協定を推進し、安定した

備蓄の確保に努める。また、生鮮食料品や飲料水及び生活必需品の提供と斡旋に関する相互応援

協定については、さらに連携を強化する。 

 

（附属資料 p.資 54「食料品・資材等の購入先一覧」参照） 
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【町民の役割】 

大規模な災害が発生した直後は、ライフラインや緊急輸送路の途絶、行政等の機能が一

時的に不足するなどの状況が予想されます。過去の大規模な災害では、物資の支援や救助

までに最大で 3 日間を要していることから、こうした状況でも最低限の生活を送ること

ができるよう、町民は「1 人 1 日 3 リットルの水と、食料を 3 日分」を目安に、家族構

成人数分の備蓄を行っておくように努めます。 

また、過去の災害の事例では、緊急輸送の途絶等によって避難所等への物資供給が一時

的に停止したために、避難所等でも食料等の物資が避難者に行きわたらない事態が発生し

ています。避難所等への避難を要する場合には、持ち出せる範囲で、これらの備蓄物資を

持参することが推奨されます。 

 

【事業所の役割】 

食料品や災害時の応急復旧に役立つ資機材を扱う事業所は、町との協定や協力体制の構

築に積極的に協力し、大規模災害時の避難者等の安全確保に寄与します。 
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5．緊急輸送・交通路等の整備 

道及び関係機関で構成される緊急輸送道路ネットワーク計画等策定協議会及び北海道警察等は、

災害時の緊急輸送に備え、救護・救援等に使用する緊急車両による輸送をはじめとする応急活動の

円滑化を図るため、緊急輸送路等を指定している。 

国や道、町などの各道路管理者は、災害時に円滑な応急活動が実施できるよう、指定された道路

の整備推進を図る。また、使用する車両については、災害時に速やかに公安委員会から基本法施行

規則第 6条に規定する標章及び証明書の交付を受けられるよう準備しておく。 

 

（1）緊急輸送道路の指定 

緊急輸送道路ネットワーク計画等策定協議会は、道路の重要性・代替性を考慮し、緊急輸送道

路を第 1次～第 3次に分けて指定しており、町及び防災関係機関は、災害時には、優先順位に従

い、緊急輸送を円滑に実施するための路線として活用する。 

 

（2）緊急交通路の指定 

伊達警察署は、災害時の緊急輸送、罹災者の救護・救援等に向かう警察の救助部隊、救急車、

消防車、自衛隊及び町等の機関の緊急自動車が通行する道路として、緊急交通路等を指定し、緊

急輸送を円滑に実施するための路線として活用する。 

 

区 分 摘  要 

緊 急 交 通 路 
災害の発生直後において、り災者の救護、避難誘導のために救助に向かう
警察の救助部隊、救急車、消防車、自衛隊及び町等の機関の緊急自動車が
通行する道路 

う 回 路 緊急交通路が部分的に使用不能となった場合の道路 

 

（3）その他の緊急交通路 

災害の発生直後において、警察を始め各関係機関による緊急交通路の確保は、救援・救助及び

傷病者・避難者を輸送するため極めて重要である。この際、このような手段が滞る状況が発生し

た場合は、空路・海路の輸送手段を速やかに講じ被害の軽減を図る。 

 

 

【町民の役割】 

緊急交通路に指定されている道路は、救急救命及び救援・緊急物資輸送、避難者の輸送

等極めて重要な道路です。したがって、町民は大きな地震が発生した場合や津波の発生の

危険性が高まり避難を要する場合でも、これらの道路上に車を放置しないこととします。 
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6．医療・救援活動の環境整備 

大規模な地震などによる災害が発生したときは、建物倒壊や火災等による負傷者が多数発生す

るおそれがある。また、災害により医療施設が被害を受け、通常時に行われている治療ができなく

なるという事態も想定される。 

町は、日赤北海道支部や胆振西部医師会等と連携し、医療救護活動体制の強化、医療用資機材の

調達方法の確立を図る。また、西胆振消防組合伊達消防署豊浦支署は、応急手当の方法について町

民や自主防災組織等への普及啓発を行い、救護活動の推進を図る。 

（1）高度救急・救命体制の整備 

町は、消防組合と連携のもと、高度な応急処置を行うことができる救急救命士の養成、高規格

救急車の整備を図るとともに、医療機関等の受入体制の充実化について働きかける。 

 

（2）医療用資機材の調達方法の確立 

町は、災害時に医療用資機材が不足する場合を考慮し、胆振総合振興局保健環境部（室蘭保健

所）、日赤北海道支部及び胆振西部医師会等と連携し、保健所や各病院等との間に資機材の調達

に関する協力体制を確立する。 

 

（3）災害時医療体制マニュアルの整備 

町は、日赤北海道支部や胆振西部医師会等と連携し、医療スタッフの動員体制や災害時の情報

伝達手段の確保、医療救護所における傷病者のトリアージ（治療の優先度の判定）に関するマ

ニュアル等を作成し、平時から訓練を行うなど、医療体制の強化を図る。 

 

（4）応急手当の方法に関する普及・啓発 

西胆振消防組合伊達消防署豊浦支署は、消防団及び町民等が救急患者の応急手当ができるよ

う救急救命講習の開催や指導者の育成、普及・啓発を図る。 

 

 

【町民・地域団体の役割】 

災害発生時の負傷者等の救急救命には、救急車等の到着までの間の現場での応急手当が

極めて重要です。町民一人ひとりや町内会・自主防災組織等では、応急手当を自ら行うこ

とができるよう、救急救命講習の受講などに積極的に参加し、自助・共助による防災力の

一層の強化に努めます。 
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7．建築物等応急対策の整備 

地震などによる建物の罹災状況は全壊・半壊等にわけられるが、町民による識別は難しく、専門

家の知識を必要とする。罹災した建物は、見かけ以上に破壊が進んでいる場合があり、余震による

落下物や新たな倒壊による二次災害の危険性が高まる。 

町は、道及び各関係機関と連携をとり、応急危険度判定の体制づくりを行う。また、長期的な避

難生活に備えて町営住宅の提供の体制を整備するとともに、応急仮設住宅の建設候補地の検討に

努める。 

 

（1）応急危険度判定士の育成・登録制度の確立 

道は、北海道震災建築物応急危険度判定士認定制度要網に基づき、応急危険度判定士の養成及

び登録を行っている。町は、これらの制度を活用し、発災後に迅速に応急危険度判定を実施でき

るよう体制の整備を行う。 

 

（2）応急危険度判定士の派遣要請 

町は、災害時において、罹災建物の応急危険度判定に備え、速やかに派遣要請ができる体制を

整えておく。 

 

（3）避難が長期に及ぶ場合の環境整備 

1）旅館やホテルとの提携 

町は、災害の規模、被災者の避難及び収容状況、避難の長期化等を考慮し、必要に応じて旅

館やホテル等への移動を避難者に促すため、旅館やホテルとの提携等の環境整備に当たる。 

2）公営住宅の提供 

町は、避難が長期にわたる場合、町営住宅を中心とした公営住宅を活用して応急的な住宅提

供が行えるよう、あらかじめ公営住宅の選定及び環境整備を行う。 

3）仮設住宅建設候補地の検討 

町は、罹災で公営住宅の提供が困難となった場合でも迅速な住宅提供が行えるよう、平時か

ら応急仮設住宅の建設候補地の検討に努める。 
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8．学校における安全対策の推進 

児童生徒の安全確保を図るため、学校施設における安全対策を推進する。 

 

（1）学校施設内の安全対策の推進 

教材・備品等の転倒落下防止や実験用の薬品、実験・実習で用いる危険物等の安全管理の徹底

等、定期的に安全点検を行い、危険箇所あるいは要補修箇所の早期発見に努めるとともに、これ

らの改善を図る。 

 

（2）教職員の動員体制の整備 

災害発生時に迅速かつ適切な対応を図るために、各学校では平素から災害に備え職員等の任

務の分担、相互の連携、時間外における職員の参集等についての体制を整備する。 

 

（3）児童生徒等の安全確保 

1）在校（園）中の安全確保 

在校（園）の中の児童生徒等の安全を確保するために、児童生徒等に対して防災上必要な安

全教育を行うとともに、災害発生時に迅速かつ適切な行動を取ることができるよう防災訓練等

の実施に努める。 

さらに、教職員の研修会等を開催し、防災教育に関する指導力や防災対応能力を高める。 

2）登下校時の安全確保 

登下校時の児童生徒等の安全を確保するため、情報の収集や伝達の方法、児童生徒等の誘導

方法、保護者との連携方法、緊急通学路の設定及びその他登下校時の危険を回避するための方

法等について計画を立てるとともに、あらかじめ教職員、児童生徒等、保護者及び関係機関に

周知徹底を図る。 
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9．窓口体制の整備 

大規模な地震・津波などが発生し、多くの罹災者が出たときは、罹災証明書の発行や各種手続き

業務に混乱が生じないよう留意する必要がある。町、公共職業安定所、豊浦町社会福祉協議会及び

日赤北海道支部は、このような手続きを行う窓口について、担当部局の役割を事前に明確にするこ

とで、窓口業務の円滑な実施を図り、罹災者の生活の早期回復と自力復興を１日も早く実現できる

よう体制の整備を推進する。 

 

窓 口 担当部局 支援内容等 

罹災証明書発行 企 画 財 政 班 罹災状況を現認し、罹災証明書を発行する。 

ボランティアの 

受 け 入 れ 
救 護 班 

一般ボランティア、専門ボランティアに分けて

受け入れ、現場のニーズを考慮し派遣する。 

職 業 の 斡 旋 公共職業安定所 
災害により仕事を失った、罹災者へ職業を斡旋

する。 

災害義援金の支給 庶 務 班 義援金配分基準に基づいた支給を行う。 

生活相談・心のケア 救 護 班 

専門相談員や専門ボランティアを配置し、罹災

者の生活全般に係わる不安や問題点の相談を受

け付ける。 

各 種 資 金 の 

貸 付 等 の 相 談 
救 護 班 

災害援護資金や生活福祉資金の貸付について、

窓口を一本化し、各関係部局の協力を得て、罹

災者の生活復興に尽力する。 
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10．廃棄物処理体制の整備 

災害時には、避難生活等による多量のごみの発生や、住宅などの損壊によるがれき類等の発生が

予想される。また、停電や断水、下水道施設の被災により水洗トイレの使用に支障をきたすおそれ

がある。 

町は、災害時の多量のごみの排出を想定した収集・処理体制及びごみストックヤード（堆積場）

の設置を検討するとともに、避難所や病院等の防災拠点を中心に、仮設トイレを迅速に設置するた

め、仮設トイレ供給業者との協定締結等の対策を推進する。 

 

（1）ごみ収集・処理体制の整備 

町は、多量のごみを処理するため、ごみの収集、運搬体制の整備を図るとともに、ごみ処理施

設を確保するなど、ごみの処理対策を確立する。 

 

（2）ごみ堆積場候補地の選定 

災害時に大量に発生するごみを処理するため、一時的なごみストックヤード（堆積場）設置の

候補地をあらかじめ選定する。 

 

（3）仮設トイレ供給業者との協定 

避難所でトイレ不足が深刻となることが予想されるため、事前に仮設トイレ供給業者と協定

を締結し、仮設トイレ供給体制の強化を図る。 
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11．業務継続計画（BCP）の策定 

町及び事業者は、災害発生時に優先度の高い通常業務の継続を確保するため、業務継続計画（Ｂ

ＣＰ：Business Continuity Plan) の策定に努めるものとする。 

 

（1）業務継続計画の概要 

業務継続計画（ＢＣＰ）とは、災害発生時に町及び事業者自身も被災し、人員、資機材、情報

及びライフライン等利用できる資源に制約がある状況下においても、優先度の高い業務を維持・

継続するために必要な措置を事前に講じる計画として策定するものであり、災害に即応した要

員の確保、迅速な安否確認、情報システムやデータの保護、代替施設の確保などを規定したもの

である。 

 

（2）業務継続計画の策定 

町は、災害応急活動及びそれ以外の行政サービスについて、継続すべき重要なものは一定のレ

ベルを確保するとともに、すべての業務が早期に再開できるよう、災害時においても町の各部局

の機能を維持し、被害の影響を最小限にとどめ、非常時に優先度の高い業務の維持・継続に必要

な措置を講じるための業務継続計画を策定するよう努めるとともに、策定した計画の持続的改

善に努める。 

 

（3）庁舎等の災害対策本部機能等の確保 

町は、災害対策の拠点となる庁舎及びその機能を確保するための情報通信設備や自家発電装

置など主要な機能の充実と災害時における安全性の確保を図るとともに、物資の供給が困難な

場合を想定し、必要な期間に対応する食料、飲料水、暖房及び発電用燃料などの適切な備蓄、調

達、輸送体制の整備を図る。 

 

 

【事業所の役割】 

事業者は、事業の継続など災害時に企業の果たす役割を十分に認識し、各事業者におい

て災害時に優先度の高い業務の維持・継続に必要な措置を講じるための業務（事業）継続

計画を策定・運用するよう努めます。 

 

 

 

 



基本・地震津波災害対策編 

第 3 章 災害応急対策計画 

88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3 章  災害応急対策計画 
 



基本・地震津波災害対策編 

第 3 章 災害応急対策計画 

89 

第 3 章  災害応急対策計画 
 

災害応急対策計画は、災害が発生、または発生するおそれがある場合に、災害発生を防御、また

は災害の拡大を防止するための計画で、基本法第 50 条第 1項及び第 2項に定める事項について定

めるものとする。 

災害が発生し、救助法が発動された場合においては、救助法第 23 条に規定する救助について知

事（胆振総合振興局長）が救助の実施責任者となるものであることから、町長は知事（胆振総合振

興局長）の行う応急活動を補助するものであるが、救助法第 30 条に基づき救助法施行規則（昭和

31 年 10 月 10 日北海道規則第 142 号）により委任された職種の一部については、自らの責任にお

いて救助を実施する。 

災害応急対策計画は以下の事項について定めている。 

 

 

第 1節 
 災害応急体制 

1．非常配備計画 
2．災害対策本部 
3．動員計画 
4．協力要請 

第 2節 
 地震・津波に関する情報 

1．地震に関する情報 
2．津波に関する情報 

第 3節 
 災害情報の収集と伝達 

1．災害情報等の伝達系統及び方法 
2．災害情報等の収集及び報告 
3．災害情報の記録 
4．災害情報等の発表及び広報の方法 
5．被災者相談所の開設 

第 4節 
 避難対策 

1．実施責任 
2．警戒区域の設定 
3．避難勧告・指示 
4．避難誘導体制 
5．避難所等の運営 
6．広域一時滞在対策 

第 5節 
 要配慮者対策 

1．町が行う支援 
2．町民・自主防災組織・ボランティア等の協力 
3．社会福祉施設における対策 

第 6節 
 救助救出活動 

1．実施責任 
2．救助救出活動 

第 7節 
 消防活動 

1．消防活動 
2．相互応援協力の推進 

第 8節 
 災害警備対策 

1．災害に関する警察の任務 
2．災害警備体制の確立 
3．応急対策の実施 
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第 9節 
 応急医療・救護 

1．実施責任 
2．応急医療体制の確立 
3．傷病者の搬送 
4．医薬品等の確保 
5．保健活動とメンタルヘルス対策（災害時こころの

ケア） 

第 10節 
 給水対策 

1．実施責任 
2．応急給水体制の整備・確保 
3．給水対象者 
4．給水方法 
5．応援の要請 
6．給水施設の応急復旧 

第 11節 
 食料・生活必需品等物資供給対策 

1．食料の供給対策 
2．衣料・生活必需品等物資供給対策 

第 12節 
 交通応急対策 

1．交通応急対策の実施 
2．道路の交通規制 
3．海上交通安全の確保 

第 13節 
 緊急輸送対策 

1．実施責任 
2．輸送の対象 
3．車両等による輸送 
4．緊急輸送道路の確保 
5．緊急車両の申請 
6．海上輸送の確保 

第 14節 
 ヘリコプターによる航空輸送の確
保 

1．基本方針 
2．要請手続き等 
3．消防防災ヘリコプターの活動内容 
4．ヘリコプター離着陸場の確保 
5．安全対策 

第 15節 
 応援要請 

1．要請の決定 
2．道に対する応援要請 
3．他市町村に対する応援要請 
4．指定地方行政機関に対する応援要請 
5．派遣職員の身分取扱 

第 16節 
 自衛隊災害派遣要請 

1．災害派遣要請基準 
2．災害派遣要請の要領等 
3．派遣活動 
4．災害派遣部隊の受入体制等 
5．派遣部隊の撤収要請 

第 17節 
 災害救助法の適用 

1．実施責任 
2．救助法の適用基準 
3．救助法の適用手続き 
4．救助法による救助内容 

第 18節 
 安否確認及び遺体の処理・埋葬 

1．実施責任 
2．安否確認と行方不明者の捜索 
3．遺体の処理・埋葬 

第 19節 
 災害ボランティアの受入れ 

1．災害ボランティア団体等の協力 
2．災害ボランティアの受入れ 
3．災害ボランティア活動の内容 
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第 20節 
 被災建築物・宅地の応急危険度判定 

1．建物の応急危険度判定 
2．被災宅地危険度判定 

第 21節 
 住宅対策 

1．実施責任 
2．住宅の応急修理 
3．応急仮設住宅 
4．災害公営住宅の整備 
5．資材等の斡旋、調達 
6．住宅の応急復旧活動 

第 22節 
 ライフライン施設の応急対策 

1．簡易水道施設の応急対策 
2．下水道施設の応急対策 
3．電力施設の応急対策 
4．ガス施設の応急対策 
5．通信施設の応急対策 
6．鉄道施設の応急対策 

第 23節 
 二次災害の防止対策 

1．道路・橋梁・河川・港湾・海岸施設の応急対策 
2．がけ地・急傾斜地等の応急対策 

第 24節 
 生活救護対策 

1．災害見舞金の支給 
2．義援金の受入れ・配分 
3．救援物資の受入れ・配分 

第 25節 
 文教対策 

1．応急教育 
2．文化財等の応急対策 

第 26節 
 応急飼料対策 

1．実施責任 
2．応急飼料の確保 

第 27節 
 防疫対策 

1．実施責任 
2．実施組織 
3．感染症の予防 
4．避難所等の防疫等 
5．家畜・畜舎の防疫 
6．防疫資機材等の調達 

第 28節 
 廃棄物処理等対策 

1．実施責任 
2．廃棄物の処理方法 

第 29節 
 障害物除去対策 

1．実施責任 
2．障害物除去の対象 
3．障害物除去の方法 
4．障害物の集積場所 
5．障害物の保管等 
6．費用及び期間 
7．放置車両の除去 

第 30節 
 飼養動物対策 

1．実施責任 
2．飼養動物の取扱い 
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第 1 節 災害応急体制 

災害の発生が予想される場合、または災害が発生した場合において、災害対策を迅速かつ的確

に実施するための災害応急体制に関する事項は、次のとおりである。 

 

1．非常配備計画 

（1）非常配備体制 

町は、発災時ないしそのおそれがある場合に、非常配備体制を整える。ただし、災害対策本部

が設置されない場合であっても非常配備に関する基準により配備の体制をとることがある。 

1）非常配備の基準 

 

表 3-1 非常配備の基準 
 

種 別 配 備 内 容 配  備  時  期 

第 1 

非常配備 

災害の発生に備え、情報収集、関

係機関との連絡調整等災害応急活

動のための諸準備を開始するとと

もに、さらに第 2 非常配備に移行

しうる体制とする。 

1．震度 4以上の地震が発生したとき 

2．本部長が当該配備体制を指示したとき 

第 2 

非常配備 

災害の発生とともに関係各班所要

の人員を以て直ちに災害応急活動

が開始できる体制とする。 

1．震度 5弱以上の地震が発生したとき 

2．津波注意報が発表されたとき 

3．局地的な災害の発生が予想されるとき、
または災害が発生したとき 

4．その他必要により、本部長が当該配備体
制を指示したとき 

第 3 

非常配備 

災害の状況により災害対策本部の

配備要員全員をもってそれぞれの

災害応急活動ができる体制とす

る。 

1．震度 5強以上の地震が発生したとき 

2．津波警報または大津波警報が発表された
とき 

3．広域にわたる災害の発生が予想されると
き、または被害が特に甚大であると予想
されるときにおいて、本部長が当該非常
配備を指示したとき 

4．予想されない重大な災害が発生したとき 

 

（備考）災害の規模及び特性に応じ、上記基準によりがたいと認められる場合においては、臨機応変な配

備体制を整える。 

 

2）災害対策本部の配備体制 

災害対策本部の配備要員は、非常配備の基準に応じて第 1 非常配備から第 3 非常配備までと

し、次のとおりとする。 
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 防災対策部

 交通防災班

 広報班

総務対策部  庶務班

 総務対策部長 （庶務係）

（総務課長）  財政班

（財政係）

　　救護対策部

 救護対策部長  救護班

（総合保健福祉施設事務長） （総務係、保健センター、保険福祉係、

包括支援センター）

　　環境衛生避難対策部

 環境衛生避難対策部長  環境衛生班

（町民課長）

 避難対策班

（子育て支援係、税務係）

農林対策部

 農林対策部長  農林班

（農林課長） （農林係、バイオガスプラント係）

 

水産商工対策部

 管理班

　　建設対策部

 建設対策部長  土木班

（土木係）

 建築班

（建築係）

 輸送班

（車両係）

 簡易水道・下水道対策班

（水道下水道係）　

　　生涯学習対策部  学校教育班

 生涯学習対策部長 （学校教育係）

（生涯学習課長）  社会教育班

（社会教育係）

 給食センター対策班

（学校給食センター）

　　医療対策部

 医療対策部長  医療班

　　支援対策部

 支援対策部長  支援班

（会計管理者、議会事務局長） （出納係、議会事務局）

（建設課長）

（国民健康保険病院事務長） （総務係）

 水産商工対策部長

第１非常配備 第２非常配備

（地方創生推進係、交通防災係）

（広報統計係）

（町民係）

（管理係）

第３非常配備

 水産商工班

（課長補佐・係長等）

（地方創生推進室長）

 農業委員会事務局長

(課長等)

（水産商工観光課長）

（係員）

（商工観光係、水産係）

 防災対策部長

 

図 3－1 災害対策本部非常配備図 
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（2）非常配備体制の活動要領 

1）第 1非常配備体制の活動の要点 

○防災対策部長は、胆振総合振興局その他の関係機関と連絡をとり、気象情報、対策通

報、雨量、水位等を災害対策本部に報告するとともに、各部より現地の状況を収集す

る。 

○その他の部長は、防災対策部長からの情報または連絡に即応して、情勢に対処する措

置を検討するとともに、随時待機する職員に必要な指示を行うものとする。 

 

2）第 2非常配備体制の活動の要点 

○災害対策本部の機能を円滑ならしめるため、必要に応じて本部員会議を開催する。 

○防災対策部長その他関係部長・班長は、情報の収集、伝達体制を強化する。 

○防災対策部長は、関係部長・班長及び町防災会議関係機関、道本部、地方本部と相互

連絡を密にし情勢を把握するとともに、緊急措置について本部長に報告するものと

する。 

○各部長・班長は次の措置をとり、その状況を報告するものとする。 

・事態の重要性を部下職員に徹底させ、所要の人員を非常の業務につかせるものと 

 する。 

・関係部及び災害対策に関係ある外部機関との連絡を密にし、活動体制を整備する 

 ものとする。 

 

3）第 3非常配備体制の活動の要点 

○各部長は災害対策活動に全力を集中するとともに、その活動状況を随時本部長に報

告するものとする。 

 

 



基本・地震津波災害対策編 

第 3 章 災害応急対策計画 

95 

2．災害対策本部 

町長は、町の区域内に災害が発生、または発生するおそれがある場合において、防災の推進を図

る必要があると認められるときは、基本法第 23条の 2 の規定及び豊浦町災害対策本部条例に基づ

き災害対策本部を設置する。 

（附属資料 p.資 55「豊浦町災害対策本部条例」参照） 

 

（1）災害対策本部の組織 

災害対策本部は町長を本部長とし、次のとおり組織する。 

 

水産商工対策部長 水産商工班

環境衛生避難対策部長

農林対策部長

農業委員会事務局長

広報班

本
部
長

副
本
部
長

防災対策部長

総務対策部長

交通防災班

庶務班
財政班

救護対策部長 救護班

環境衛生班
避難対策班

農林班

協力組織

生涯学習対策部長

医療対策部長

学校教育班

給食センター対策班

本部員会議
  本部長
　副本部長
　各対策部長

支援対策部長

社会教育班

医療班

支援班

管理班
土木班
建築班

伊達消防署豊浦支署西胆振行政事務組合

建設対策部長

簡易水道・下水道対策班
輸送班

 

 

図 3－2 豊浦町災害対策本部組織図 
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（2）災害対策本部の事務分掌 

1）本部員会議 

本部員会議は、本部長が必要と認めた場合に開催し、副本部長並びに本部員（各対策部長）

で構成する。また、会議には次の事項を諮るものとする。 

①報告事項 

○気象情報または災害情報 

○配備体制 

○各対策部の措置事項 

 

②協議事項 

○応急対策への指示 

○各対策部間の調整事項の指示 

○他市町村応援要請の要否 

○自衛隊災害派遣要請の要否 

○救助法適用申請の要否 

○被害状況視察隊編成の決定 

○被害者に対する見舞金給付の決定 
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2）災害対策本部の業務分担 

災害対策本部の各部の業務分担は、次のとおりとする。 
 

部 班 所    掌    事    務 

防
災
対
策
部 

交
通
防
災
班 

 1．町防災会議に関すること 

 2．災害対策本部の設置・運営に関すること 

 3．部長の指揮命令の伝達に関すること 

 4．災害対策の企画及び各部との連絡調整に関すること 

 5．避難の指示勧告に関すること 

 6．防災無線及び防災気象観測施設に関すること 

 7．非常警報、避難勧告、避難解除等に係わる広報に関すること 

 8．被害調査及び被害状況の記録に関すること 

 9．防災関係機関等に対する災害情報、気象情報の収集伝達に関すること 

10．災害に係わる国、道への報告書等の作成に関すること 

13．国、道その他関係機関への陳情等に関すること 

14．特命事項に関すること 

15．罹災証明に関すること 

16．自主防災組織の育成指導に関すること 

17. 災害時の交通状況調査及び交通関係機関の連絡等に関すること 

広
報
班 

1. 被災地の広聴活動、報道機関との連絡調整に関すること 

2. 災害時の記録写真等収集に関すること 

総
務
対
策
部 

庶
務
班 

 1．関係市町村及び関係機関との連絡調整並びに自衛隊の出動要請に関する

こと 

 2．職員の招集、出動及び解散に関すること 

 3．動員職員の出動状況の記録に関すること 

 4．動員職員に対する食料等の調達及び供給に関すること 

 5．関係団体、住民組織等への出動要請に関すること 

 6．その他、他の部・班に属さない事項に関すること 

財
政
班 

1．公共施設等の被害調査に関すること 

2．災害時における物品の供給、貸借及び工事等の契約に関すること 

3．災害時における現金の出納及び用品の受払いに関すること 

4．災害時における緊急資材置場及び応急施設用地の確保に関すること 

5．庁舎内の電力及び電話通信の管理及び確保に関すること 

6．災害対策の予算措置及び経理に関すること 
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救
護
対
策
部 

救
護
班 

 1．被災者の救援活動に関すること 

 2．救援用資機材の調達に関すること 

 3．応急救援食品の調達配分に関すること 

 4．応急救援被服、寝具等生活必需物資の調達配分に関すること 

 5．被災者の警備に関すること 

 6．救援活動の記録に関すること 

 7．社会福祉施設入所者の避難救助に関すること 

 8．救助活動に対する豊浦町社会福祉協議会との連絡調整に関すること 

 9．要配慮者家庭の安全確保に関すること 

10．所管施設の被害状況調査及び災害応急対策並びに復旧対策に関すること 

11．所管施設の避難･誘導に関すること 

12．日赤救助活動の連絡調整に関すること 

13．被災者の生活救援に関すること 

14．被災者の生活援護相談に関すること 

15．民間の協力団体及び個人協力者（ボランティア活動者）の受付及び連絡

調整に関すること 

環
境
衛
生
避
難
対
策
部 

環
境
衛
生
班 

 1．被災地の防疫に関すること 

 2．災害時の防疫班の編成及び応急防疫活動に関すること 

 3．被災地の廃棄物処理及び死亡獣畜の処理に関すること 

 4．災害による汚染水の流出防止等及び公害調査に関すること 

 5．遺体の収容安置及び埋葬に関すること 

 6．被災保育園児等の収容に関すること 

避
難
対
策
班 

1．被災者の避難誘導に関すること 

 2．避難所等における避難者の介護に関すること 

 3．被災者の避難状況の記録及び報告に関すること 

 4．避難所等設置の確認に関すること 

農
林
対
策
部 

農
林
班 

 1．農業の被害調査及び応急対策に関すること 

 2．被害農作物の病害虫防除に関すること 

 3．家畜飼料の確保に関すること 

 4．農業用施設の被害調査及び応急対策並びに災害復旧対策に関すること 

 5．家畜、畜産施設等の被害調査及び応急対策並びに災害復旧対策に関する

こと 

 6．被害家畜の防疫及び死亡家畜の処理に関すること 

 7．農業被害応急対策に係る町内関係各業者の協力要請に関すること 

 8．被災農家の援護に関すること 

 9．農業被害関係資金等の斡旋に関すること 

10．災害時の家畜の緊急避難・収容等に関すること 

11．林業の被害調査及び応急対策に関すること 

12．治山施設の被害調査及び災害復旧対策に関すること 

13．林道の交通不能箇所の調査及び危険表示に関すること 

14．林業被害応急対策に係る町内関係業者の協力要請に関すること 

15．林野火災予防対策に関すること 
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水
産
商
工
班 

1．水産業の被害調査及び応急対策に関すること 

 2．漁港、水産施設の被害調査及び災害復旧対策に関すること 

 3．漁業被害応急対策に係る町内関係業者の協力要請に関すること 

 4．漁業被害関係資金等の斡旋に関すること 

5．商工業者の被害調査、応急対策及び応急対策並びに災害復旧対策に関す

ること 

6．商工観光被害関係資金等の斡旋に関すること 

7．観光客の避難誘導に関すること 

8．観光施設の被害調査、応急対策及び災害復旧対策に関すること 

9．公園施設の被害調査及び災害復旧対策に関すること 

建
設
対
策
部 

管
理
班 

 1．道路、橋梁、河川、海岸及び港湾に係わる被害調査に関すること 

 2．応急作業に必要な資材の確保及び作業従事者の応援要請に関すること 

 3．水防警戒区域等の警戒巡視に関すること 

土
木
班 

 1．災害を受けた道路、橋梁、河川、海岸及び港湾の応急対策に関すること 

 2．河川等の排水作業及び流木、土砂等の除去作業に関すること 

 3．住宅地の浸水防止対策に関すること 

 4．通行不能箇所の調査及び危険表示並びに通行路線の決定に関すること 

 5．障害物の除去及び応急措置に関すること 

 6．災害危険区域の巡回、調査に関すること 

建
築
班 

 1．公共施設（建築物）の被害調査及び応急対策に関すること 

 2．被災公営住宅の応急対策に関すること 

 3．応急仮設住宅の設置に関すること 

 4．災害時における建築物、工作物の災害復旧指導に関すること 

 5．仮設避難所の設営に関すること 

 6．被災建物、被災宅地の危険度判定に関すること 

輸
送
班 

 1．輸送車両の確保に関すること 

 2．救助物資及び避難者の輸送に関すること 

 3．救助物資及び避難者の輸送記録に関すること 

簡
易
水
道 

・
下
水
道
対
策
班 

 1．災害時の飲料水の確保に関すること 

 2．水道施設の応急処理及び災害復旧作業に関すること 

 3．下水道施設の被害状況調査及び応急対策に関すること 

 4．災害時の排水の水質検査に関すること 

 5．応急対策に係る町内指定業者の協力要請に関すること 

生
涯
学
習
対
策
部 

学
校
教
育
班 

 1．学校教育課所管施設における避難所等の設営に関すること 

 2．学校との連絡調整に関すること 

 3．被災児童生徒の避難、救助、収容等に関すること 

 4．災害時における児童生徒、父母等への災害情報等の周知に関すること 

 5．被災幼稚園児の避難、救助、収容等に関すること 

 6．被災児童生徒に対する給食及び学用品等の供与に関すること 

 7．学校教育施設に係わる被害調査、応急対策に関すること 

 8．教職員等に対する応援要請に関すること 

 9．災害時の応急教育に関すること 

10．被災児童生徒の医療、防疫に関すること 

11．所管施設の衛生管理対策に関すること 

水
産
商
工
対
策
部 
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社
会
教
育
班 

 1．社会教育施設及び文化財の被害調査並びに応急対策に関すること 

 2．災害時の社会教育施設の応急利用に関すること 

 3．社会教育施設利用者の避難、救助、収容等に関すること 

 4．社会教育課所管施設における避難所の設営に関すること 

給
食
セ
ン
タ
ー
対
策
班 

 1．被災者及び本部員、救援活動協力者の給食炊き出しに関すること 

医
療
対
策
部 

医
療
班 

 1．応急医療及び助産に関すること 

 2．応急救護対策に関すること 

 3．医療品、衛生材料の確保に関すること 

 4．救護班編成に関すること 

 5．救護所開設に関すること 

 6．避難所等における避難者の健康管理に関すること 

 7．被災者に対する心身健康相談、栄養指導に関すること 

 8．病院施設、その他所管施設等の被害状況調査及び応急対策並びに復旧対

策に関すること 

 9．所管施設の避難･誘導及び収容者の情報提供に関すること 

10．所管施設への被災者の一時収容に関すること 

支
援
対
策
部 

支
援
班 

 1．本部長の指示による各班の業務支援に関すること 

 2．特命事項に関すること 
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（3）災害対策本部の設置 

1）災害対策本部の設置基準 

基本法第 23条の 2の規定により、次の一つに該当し、町長が必要と認めたときは、災害対策

本部を設置するものとする。 
 

災害種別 設 置 基 準 

地 震 津 波 

○町内に震度 5弱以上の地震が発生したとき 

○北海道太平洋沿岸西部に「津波警報・大津波警報」が発表された
とき 

○町内に地震・津波による大規模な被害が発生したとき、または発
生するおそれがあるとき 

火 山 災 害 
○居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が発生、あるいは発生が予想
されるとき 

風 水 害 

土 砂 災 害 

○多くの住家や人的被害が発生し、被害の拡大が予想されるとき 

○多くの地域で避難勧告や孤立集落等が発生し、応急対策が必要な
とき 

○多くの交通機関の障害、生活基盤の被害が発生し、応急対策が必
要なとき 

海 上 災 害 

○大量の油等が流出し、漁業や環境に大規模な被害が発生したと
き、または発生が予想されるとき 

○人命の救助救出活動の難航が予想されるとき 

○多くの死傷者が発生したとき 

航 空 災 害 
○航空機が消息を絶ったとき 

○人命の救助救出活動の難航が予想されるとき 

林 野 火 災 
○火災が複数の市町村にわたり消火活動の難航が予想されるとき 

○人命の救助救出活動の難航が予想されるとき 

鉄 道 災 害 

道 路 災 害 

危 険 物 等 災 害 

大規模な火事災害 

停 電 

○被害が大規模なとき 

○人命の救助救出活動の難航が予想されるとき 

そ の 他 

○大規模な災害が発生するおそれがあり、その対策を必要とすると
き 

○災害が発生し、その規模または範囲からして特に対策を必要とす
るとき 

○非常配備体制の必要が認められるとき 
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2）公 表 

災害対策本部を設置したときは、直ちにその旨を各部長並びに町防災会議関係機関、胆振総

合振興局その他防災関係機関及び町民に対し、防災行政用無線、電話、文書その他の方法で通

知及び公表する。 

 

（4）災害対策本部の廃止 

1）災害対策本部の廃止 

町長は、予想された災害の危険が解消したと認められるとき、または災害発生後における応

急対策措置が概ね完了したと認められるときは、災害対策本部を廃止するものとする。 

2）公 表 

災害対策本部を廃止したときは、直ちにその旨を各部長並びに町防災会議関係機関、胆振総

合振興局その他防災関係機関及び町民に対し、防災行政用無線、電話、文書その他の方法で通

知及び公表する。 
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3．動員計画 

災害応急対策活動に必要な要員を早急に招集し、確実に行うための動員系統及び人員等に関す

る事項は、次のとおりである。 

 

（1）動員の伝達系統 

1）本部員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2）消防団員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災対策部長 

（地方創生推進室長） 

 

各  部  長 

（各課長等） 

 

各  班  長 

（各係長等） 

班     員 

災 害 情 報 

副 本 部 長 

（副町長・教育長） 

配 備 の 決 定 

各対策部長に伝達 

各班長に伝達 

各班員に伝達 

本  部  長 

（町  長） 

配 備 の 要 請 本  部  長 

（町  長） 

団   員 

豊浦消防団長 

各分団長 

西胆振消防組合 
伊達消防署豊浦支署 
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（2）伝達方法 

第 1系統～電話により行う。 

第 2系統～電話が途絶したときは自動車、自転車等により行うものとする。 

細部にわたる伝達方法は、各対策部長があらかじめ定めておくものとする。 

 

（3）休日・時間外の動員・配備 

1）休日または退庁後の伝達 

警備員は、次に掲げる情報を察知したときは、総務課長に連絡して必要な措置を講ずる。 
 

○災害発生のおそれのある気象情報等が関係機関から通知されたとき。 

○自ら災害発生の事実を察知し、緊急措置を実施する必要があると認められるとき。 

○災害が発生し、緊急に応急措置を実施する必要があると認められるとき。 

○災害発生のおそれのある異常現象の通報があったとき。 

 

2）職員の参集 

職員は、勤務時間外、休日等において登庁の指示を受けたとき、また、災害が発生し若しく

は災害の発生のおそれがあるとの情報を察知したときは、災害の状況により所属の長または職

員相互に連絡のうえ、または自らの判断により登庁するものとする。 

なお、災害対策本部が設置された場合は、電話または口頭等により職員に連絡し、これを受

けた職員は直ちに登庁する。 
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4．協力要請 

災害時における応急対策活動には、本部長指揮下の町職員が当たるが、人員、資材等の不足、そ

の他の理由により必要があるときは、本部長は町防災計画の定めるところにより、警察、その他の

町防災会議構成機関、住民組織等の協力を要請して応急対策活動に万全を期するものとする。 

 

（1）警察官に対する協力要請 

伊達警察署（伊達市館山町 10番地 22 Tel.22-0110） 

 

主として次の事項につき、協力を要請する。 
 

○被害情報の収集 

○被災者の救出、負傷者等の応急的救護及び遺体の捜索、収容等 

 

（2）自衛隊に対する協力要請 

主として次の事項につき、応援を必要とするときに派遣を要請する。 
 

○被害状況の把握 

○避難の援助 

○遭難者等の捜索救助活動 

○水防活動 

○消防活動 

○道路または水路の啓開 

○応急医療、救護及び防疫 

○人員及び物資の緊急輸送 

○炊飯及び給水 

○物資の無償貸付または譲与 

○危険物の保安及び除去 

○その他 

 

本部長は、自衛隊の派遣を要請しようとするときは、知事（胆振総合振興局経由）に対して行

う。ただし、緊急やむを得ないときは、直接自衛隊に派遣を要請する（本章 第 16節「自衛隊災

害派遣要請」参照）。 

 

（3）町防災会議構成機関に対する協力要請 

主として次の事項につき、協力を要請する。 
 

○消防、水防、防疫、その他の応急活動に必要な技術、労力、または資材の提供等 
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（4）住民組織に対する協力要請 

主として次の事項につき、協力を要請する。 
 

○災害現場における応急手当てと患者の搬出 

○避難場所内での手伝い、罹災者の世話 

○要配慮者の支援 

○義援金品の募集及び整理 

○災害対策本部が行う人員、物資の輸送 

○その他救援活動に必要で町が協力を求めた事項 

 

（附属資料 p.資 56「住民組織の名称及び連絡系統」参照） 
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第 2 節 地震・津波に関する情報 

地震が発生したり、津波の発生が予想される場合には、防災関係機関から地震情報や津波情報等

が発表される。これらの情報に関する事項は、次のとおりである。 

 

1．地震に関する情報 

（1）地震動警報及び地震動予報 

表 3-2 地震動警報及び地震動予報 

警報・予報の種
類 

発表名称 内容等 

地震動特別警報 

緊急地震速報（警報）

または緊急地震速報 

最大震度 5 弱以上の揺れが予想されたときに、強い揺

れが予想される地域に対し、地震動により重大な災害

が起こるおそれのある旨を警告して発表する緊急地

震速報。このうち、震度 6 弱以上の揺れが予想された

ときには、地震動特別警報と位置づける。 
地震動警報 

地震動予報 緊急地震速報（予報） 
最大震度 3 以上またはマグニチュード 3.5 以上等と

予想された時に発表する緊急地震速報 

地震動警報について 

気象庁は、地震動により重大な災害が起こるおそれのある場合は、強い揺れが予想される地域に対し、

緊急地震速報（警報）※を発表す３るとともに、これを報道機関等の協力を求めて町民等へ周知する。

札幌管区気象台は、緊急地震速報の利用の心得などの周知・広報に努める。 

 

※緊急地震速報（警報）は、地震発生直後に震源に近い観測点で観測された地震波を解析することによ

り、地震の強い揺れが来る前に、これから強い揺れが来ることを知らせる警報である。ただし、震源

付近では強い揺れの到達に間に合わないことに留意する必要がある。 

 

（2）地震に関する情報の内容 

表 3-3 地震に関する情報の内容 

地震情報の 
種類 

発表基準 内  容 

震 度 速 報 震度 3 以上 

地震発生約 1 分半後に、震度 3 以上を観測

した地域名（全国を約 188 地域に区分）と

地震の揺れの発現時刻を速報 

震源に関する

情 報 

震度 3 以上 

（津波警報または注意報を発表した

場合は発表しない） 

地震の発生場所（震源）やその規模（マグ

ニチュード）を発表 

「津波の心配がない」または「若干の海面

活動があるかもしれないが被害の心配は

ない」旨を付加 
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震源・震度に関

す る 情 報 

以下のいずれかを満たした場合 

・震度 3 以上 

・津波警報または注意報発表時 

・若干の海面変動が予想される場合 

・緊急地震速報（警報）を発表した場

合 

地震の発生場所（震源）やその規模（マグ

ニチュード）、震度 3 以上の地域名と市町

村名を発表 

震度 5 弱以上と考えられる地域で、震度を

入手していない地点がある場合は、その市

町村名を発表 

各地の震度に

関 す る 情 報 
震度 1 以上 

震度 1 以上を観測した地点のほか、地震の

発生場所（震源）やその規模（マグニチュー

ド）を発表 

震度 5 弱以上と考えられる地域で、震度を

入手していない地点がある場合は、その地

点名を発表 

その他の情報 
顕著な地震の震源要素を更新した場

合や地震が多発した場合など 

顕著な地震の震源要素更新のお知らせや

地震が多発した場合の震度 1 以上を観測

した地震回数情報等を発表 

推 計 震 度 

分 布 図 
震度 5 弱以上 

観測した各地の震度データをもとに、1km

四方ごとに推計した震度（震度 4 以上）を

図情報として発表 

遠 地 地 震 に 

関 す る 情 報 

国外で発生した地震について以下の

いずれかを満たした場合等 

・マグニチュード 7.0 以上 

・都市部など著しい被害が発生する

可能性がある地域で規模の大きな地

震を観測した場合 

地震の発生時刻、発生場所（震源）やその

規模（マグニチュード）を概ね 30 分以内

に発表 

日本や国外への津波の影響に関しても記

述して発表 

 

1）地震活動に関する解説情報等 

地震情報以外に、地震活動の状況等をお知らせするために気象庁本庁及び管区・地方気象台

等が関係地方公共団体、報道機関等に提供し、ホームページなどでも発表している資料は次の

とおりである。 

①地震解説資料 

担当区域内の沿岸に対し大津波警報・津波警報・津波注意報が発表された時や担当区域内

で震度 4 以上の揺れを観測した時等に防災等に係る活動の利用に資するよう緊急地震速報、

大津波警報・津波警報・津波注意報並びに地震及び津波に関する情報や関連資料を編集した

資料。 

②管内地震活動図及び週間地震概況 

地震及び津波に係る災害予想図の作成やその他防災に係る関係者の活動を支援するため

に管区・地方気象台等で月毎または週毎に作成する地震活動状況等に関する資料。気象庁本

庁及び管区気象台は週毎の資料を作成し（週間地震概況）、毎週金曜日に発表 

 

（3）地震に関する情報に用いる地域名称、震央地名 

緊急地震速報において予想される震度の発表に用いる地域のうち、町が該当する地域名は次

のとおりである。 
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緊急地震速報で用いる 
府県予報区の名称 

緊急地震速報や震度速報で 
用いる区域の名称 

郡市区町村名 

北海道道南 胆振地方西部 
伊達市、虻田郡の一部（豊浦町、洞

爺湖町）、有珠郡(壮瞥町) 
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図 3－3 緊急地震速報で用いる区域等の名称 

 

 

図 3－4 震央区域名及び地域名称 
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2．津波に関する情報 

（1）津波警報・注意報 

気象庁は、地震が発生した時には地震の規模や位置をすぐに推定し、これらをもとに沿岸で予

想される津波の高さを求め、地震が発生してから約 3分を目標に、大津波警報、津波警報または

津波注意報を、津波予報区単位で発表する。なお、大津波警報については、津波特別警報に位置

づけられる。 

この時、予想される津波の高さは、「表 3-4 津波警報・注意報の発表内容」のとおり、通常

は 5段階の数値で発表する。ただし、地震の規模（マグニチュード）が 8を超えるような巨大地

震に対しては、精度のよい地震の規模をすぐに求めることができないため、その海域における最

大の津波想定等をもとに津波警報・注意報を発表する。その場合、最初に発表する大津波警報や

津波警報では、予想される津波の高さを「巨大」や「高い」という言葉で発表し、非常事態であ

ることを伝える。このように予想される津波の高さを「巨大」などの言葉で発表した場合には、

その後、地震の規模が精度よく求められた時点で津波警報を更新し、予想される津波の高さも数

値で発表する。 

 

 

 

図 3－5 津波警報の情報発表の流れ 

 

  

M8を超える(※)

巨大地震の場合
高さの予想は「巨大」

「高い」で発表

巨大地震

以外の場合

高さの予想は

5段階の数値で発表

地震発生

津波警報第1報

（およそ3分後）

津波警報更新報

（およそ15分後）

高さの予想は

5段階の数値で発表

※マグニチュード（M8）はあくまで目安であり、

地震規模が把握できない大きな地震は「巨大地震の場合」の流れになる
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表 3-4 津波警報・注意報の発表内容 

種
類 

発表基準 

発表される津波の高さ 想定される被害 

数値での発表 
（津波の高さ予想の区分） 

巨大地震の
場合の発表 

取るべき行動 

大

津

波

警

報 

予想される津波の高

さが高いところで 3ｍ

を超える場合 

10ｍ超 

(10ｍ＜予想高さ) 

巨 大 

木造家屋が全壊・流失し、人は津

波による流れに巻き込まれる 

10ｍ 

(5ｍ＜予想高さ≦10ｍ) 
ただちに海岸や川沿いから離れ、

高台や避難ビルなど安全な場所

へ避難する 
5ｍ 

(3ｍ＜予想高さ≦5ｍ) 

津

波

警

報 

予想される津波の高

さが高いところで 1ｍ

を超え、3ｍ以下の場

合 

3ｍ 

(1ｍ＜予想高さ≦3ｍ) 
高 い 

標高の低いところでは津波が襲

い、浸水被害が発生します。人は

津波による流れに巻き込まれる 

ただちに海岸や川沿いから離れ、

高台や避難ビルなど安全な場所

へ避難する 

津

波

注

意

報 

予想される津波の高

さが高いところで 0.2

ｍ以上、1ｍ以下の場

合であって、津波によ

る災害のおそれがあ

る場合 

１ｍ 

(0.2ｍ≦予想高さ≦1ｍ) 

（表記しな

い） 

海の中では人は速い流れに巻き

込まれ、また、養殖いかだが流失

し小型船舶が転覆する 

ただちに海から上がって、海岸か

ら離れる 

 

図 3－6 津波予報区名（北海道） 
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（2）津波情報 

気象庁は、津波警報・注意報を発表した場合には、津波の到達予想時刻や予想される津波の高

さなどを津波情報で発表する。 

 

表 3-5 津波情報の発表内容 

情報の種類 発表内容 

津波到達予想時刻・予想され
る津波の高さに関する情報 

各津波予報区の津波の到達予想時刻※や予想される津波の高さ

（発表内容は津波警報・注意報の種類の表に記載）を発表 
 
※この情報で発表される到達予想時刻は、各津波予報区でもっとも早く津

波が到達する時刻であり、場所によっては、この時刻よりも１時間以上遅

れて津波が襲ってくることもある 

各地の満潮時刻・津波到達予
想時刻に関する情報 

主な地点の満潮時刻・津波の到達予想時刻を発表 

津波観測に関する情報（※1） 沿岸で観測した津波の時刻や高さを発表 

沖合の津波観測に関する 
情報(※2） 

沖合で観測した津波の時刻や高さ、及び沖合の観測値から推定

される沿岸での津波の到達時刻や高さを津波予報区単位で発表 

 

（※1）津波観測に関する情報の発表内容について 

沿岸で観測された津波の第１波の到達時刻と押し引き、その時点までに観測された最大波の観測時

刻と高さを発表する。 

津波は繰り返し襲い、あとから来る波の方が高くなることがあるため、観測された津波が小さいか

らといって避難を止めてしまうと危険である。そのため、最大波の観測値については、大津波警報ま

たは津波警報が発表中の津波予報区において、観測された津波の高さが低い間は、数値ではなく「観

測中」の言葉で発表して、津波が到達中であることを伝える。 

 

（※2）沖合の津波観測に関する情報の発表内容について 

沖合で観測された津波の第１波の観測時刻と押し引き、その時点までに観測された最大波の観測時

刻と高さを観測点ごとに発表する。また、これら沖合の観測値から推定される沿岸での推定値※（第

１波の推定到達時刻、最大波の推定到達時刻と推定高さ）を津波予報区単位で発表する。 

最大波の観測値及び推定値については、沿岸での観測と同じように避難行動への影響を考慮し、一

定の基準を満たすまでは数値を発表しない。大津波警報または津波警報が発表中の津波予報区におい

て、沿岸で推定される津波の高さが低い間は、数値ではなく「観測中」（沖合での観測値）または「推

定中」（沿岸での推定値）の言葉で発表して、津波が到達中であることを伝える。 
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表 3-6 沿岸で観測された津波の最大波の発表内容 

警報・注意報の発表状況 観測された津波の高さ 内  容 

大津波警報を発表中 
1ｍ超 数値で発表 

1ｍ以下 「観測中」と発表 

津波警報を発表中 
0.2ｍ以上 数値で発表 

0.2ｍ未満 「観測中」と発表 

津波注意報を発表中 （すべての場合） 
数値で発表（津波の高さがごく小さい場
合は「微弱」と表現） 

 

表 3-7 沖合で観測された津波の最大波（観測値及び沿岸での推定値※）の発表内容 

警報・注意報の発表状況 
沿岸で推定され
る津波の高さ 

内  容 

大津波警報を発表中 

3ｍ超 沖合での観測値、沿岸での推定値とも数値で発表 

3ｍ以下 
沖合での観測値を「観測中」、沿岸での推定値を

「推定中」と発表 

津波警報を発表中 

1ｍ超 沖合での観測値、沿岸での推定値とも数値で発表 

1ｍ以下 
沖合での観測値を「観測中」、沿岸での推定値を

「推定中」と発表 

津波注意報を発表中 
（すべての場

合） 
沖合での観測値、沿岸での推定値とも数値で発表 

 

※沿岸からの距離が 100km を超えるような沖合の観測点では、津波予報区との対応付けが難しいた

め、沿岸での推定値は発表しない。また、観測値についても、他の観測点で観測値や推定値が数値

で発表されるまでは、「観測中」と発表する。 

 

 

（3）津波予報 

気象庁は、地震発生後、津波による災害が起こるおそれがない場合には、以下の内容を津波予

報で発表する。 

表 3-8 津波予報の発表内容 

発表される場合 内  容 

津波が予想されないとき 津波の心配なしの旨を地震情報に含めて発表 

0.2ｍ未満の海面変動が予想

されたとき 

高いところでも 0.2ｍ未満の海面変動のため被害の心配はな

く、特段の防災対応の必要がない旨を発表 

津波注意報解除後も海面変動

が継続するとき 

津波に伴う海面変動が観測されており、今後も継続する可能性

が高いため、海に入っての作業や釣り、海水浴などに際しては

十分な留意が必要である旨を発表 
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第 3 節 災害情報の収集と伝達 

災害が発生、または発生するおそれがある場合には、迅速かつ的確な情報の収集、報告及び伝達

が重要となる。災害情報の収集・伝達に関する事項は、次のとおりである。 

 

1．災害情報等の伝達系統及び方法 

（1）地震・津波に関する情報の伝達 

1）伝達系統 

気象官署の発する地震・津波に関する情報は次の系統図により伝達する。 

 

 注 1 対策通報の町に対する通知（道庁 → 総合振興局 → 町） 

  2 ＮＴＴ東日本（仙台センタ）には、津波警報と津波警報解除のみ通知する。 

  3 法定伝達は太線、その他は細線。 

 

図 3－7 地震・津波に関する情報伝達系統図 

 

①注意報及び警報は総務課が受領する。ただし、夜間・休日の場合は警備員が日誌に登載し、
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直ちに総務課長に連絡しその指示に従う。 

②総務課長は町長、副町長等に連絡し、副町長の指示に従う。 

③職員への伝達は総務課企画財政防災係より各課長へ連絡、課長から係へ連絡するすると

ともに、関係機関、団体、学校及び町民に対し警報発表に伴う必要な事項の周知徹底を図

るものとする。 

 

2）伝達方法 

気象台等から通知された地震・津波災害に関する予警報、または道（胆振総合振興局）が発

する対策通報を受けたときまたは自ら知ったときは、町が必要と認められるものについて、北

海道総合行政情報ネットワーク、電話、その他最も有効な方法により関係課長等及び関係機関

に通知する。特に、特別警報に位置づけられる大津波警報等について通知を受けたときまたは

自ら知ったときは、直ちに防災行政無線及び広報車などにより町民へ周知する。 

なお、北海道総合行政情報ネットワーク及びＦＡＸ等の故障により、発令文章がない場合は、

聞き取った内容を、「火山情報及び気象予警報等受理票」（附属資料 p.様 1）により総務課長

に報告する。 

 

（2）災害情報等の伝達 

災害時における情報の伝達並びに災害応急対策に必要な指揮命令の伝達等を迅速確実に行う

ための通信施設、系統及び通信途絶時における措置については、次のとおりとする。 

1）伝達系統 

災害時における情報の伝達並びに災害応急対策に必要な指揮命令の伝達は次ページの系統図

により伝達する。 

総務課長が関係各部長に連絡する場合、次の区分に応じて行う。ただし、状況により必要が

ないと判断したときは、情報の全部または一部について連絡を省略できるものとする。 

≪災害情報の連絡区分≫ 

災害情報の種類 連絡を要する者職名 

種類を問わず、すべての情報 町長、副町長、教育長、総務課長 

暴風雨等による災害に関する情報 全管理職員 

風水害に関する情報 建設課長、水産商工振興課長、農政振興課長 

地震に関する情報 全管理職員 
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図 3－8 災害情報伝達連絡系統図 

 

2）伝達方法 

災害対策本部から胆振総合振興局に対する連絡は、下記の系統により行う。 
 

第 1系統 ― 北海道防災行政無線 

第 2系統 ― 電 話 

第 3系統 ― 鉄道電話（豊浦駅～ＪＲ室蘭電務区～胆振総合振興局） 

第 4系統 ― 警察無線（豊浦駐在所～警察署～移動局～胆振総合振興局） 

 

  

北 海 道 

テレビ・ラジオ 

その他の報道機関 

関係課長 

陸上自衛隊 

第 71戦車連

隊 

豊浦消防団

長 

 

 

町  民 （ 自 主 防 災 組 織 ） 

室蘭開発建設部有珠復旧事務所 

室蘭地方気象台 

NTT東日本-北海道室蘭支店 

北 海 道 電 力 (株) 室蘭支店 

北海道旅客鉄道(株) 室蘭保線所 

その他関係機関 

広報車、電話

等 

胆振総合振興局 

地域創生部 

保健環境部（室蘭保健所） 

室蘭建設管理部洞爺出張所 

伊達警察署 

豊浦町防災会議 

町長（本部長） 

副町長・教育長（副本部

長）ａ））長） 

 
豊浦町災害対策本部 

総務課長 

（休日、夜間は警備員） 

消防車輌広報 

西胆振消防組合

伊達消防署 

豊浦支署 
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2．災害情報等の収集及び報告 

（1）情報の収集 

災害対策本部の総務対策部は、災害が発生、または発生するおそれがある場合には、速やかに

災害情報を収集し、所要の応急対策を講ずる。被害状況の把握及び応急対策の実施状況等の調査

収集は、各部が所管事項について責任をもって行い、集計等は総務対策部で取りまとめ、常に災

害情報等を把握しておく。 

災害情報の収集については、次の要領により行う。また、必要なときは、関係地区情報連絡責

任者を通じて迅速に調査収集する。 
 

○企画班派遣により、災害現場の情報収集及び写真撮影 

○報道機関その他関係機関及び町民等の取材による写真の収集 

○その他災害の状況に応じて職員の派遣による資料の収集 

 

 

図 3－9 災害発生情報収集連絡系統図 
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（2）異常現象発見時における措置等 

1）発見者の通報義務 

災害が発生した場合、または災害の発生するおそれのある異常現象を発見した者は、速やか

に豊浦町役場(総務課企画財政防災係)または警察（駐在所）若しくは消防署（支署または詰所

を含む）に通報する。 

2）警察官等の通報 

発見者から通報を受けた警察官、消防署員は、直ちにこれを確認し、豊浦町役場（総務課企

画財政防災係課）に通報するものとする。 

3）町から関係機関、町民等に対する通報 

町は、1）または 2）の通報を受けたときは、直ちにこれを確認し、必要に応じて「図 3－8 災

害情報伝達連絡系統図」に基づき胆振総合振興局その他の関係機関に通報し、町民に周知する。 

 

（3）地区情報連絡責任者 

災害が発生、または発生するおそれがある場合において、災害情報を把握するため地区情報連

絡責任者を置く。 

（附属資料 p.資 57「地区情報連絡責任者一覧表」参照） 
 

○地区情報連絡責任者は、町民に依頼したものをもって充てる。 

○地区情報連絡責任者は、平素より災害に対して関心をもち、特に異常時においては、

災害の早期発見に心がけ、災害または異常現象を発見したときは直ちに町やその他

の関係機関に連絡する。 

○各地区の町民は、災害または異常現象を発見したときは、直ちに当該地区情報連絡責

任者に連絡する。 

 

（4）災害情報等の内容及び通報の時期 

1）道への通報 

町及び防災関係機関は、発災後の情報等について、次により胆振総合振興局を通じて道に通

報する。 
 

災害情報等の種類 通報の時期 

災害の状況及び応急対策の概要 発災後、速やかに 

災 害 対 策 本 部 の 設 置 災害対策本部等を設置後、速やかに 

被害の概要及び応急復旧の見通し 
被害の全貌が判明するまで、または応急復旧が完了す
るまで随時 

被 害 の 確 定 報 告 被害状況確定後、速やかに 
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2）町からの報告 

①町は、震度 4以上を記録した場合、被災状況を胆振総合振興局を通じて道に報告する。な

お、消防庁長官から要請があった場合については、第 1報後の報告についても、引き続き

消防庁に報告するものとする。 

②町は、119番通報の殺到状況時には、その状況等を胆振総合振興局に報告する。 

③町は、自らの対応力のみでは十分な災害対策を講じることができないような災害が発生

したときは、速やかにその規模を把握するための情報を収集するよう特に留意し、被害の

詳細が把握できない状況にあっても、迅速に胆振総合振興局への報告に努める。 

 

（5）通報手段の確保 

○一般加入電話による通報 

○電気通信事業者の提供する通信手段による通報 

○電気通信事業法及び契約約款に定める非常、緊急通話または非常、緊急電報による通

報 

○非常通信協議会の提供する通信手段による通報 

○北海道総合行政情報ネットワークによる通報 

○孤立防止対策用衛星電話(Ku-1ch)による通報 

○通信回線の途絶による地域の孤立を防止するためＮＴＴが防災関係機関（市町村等）

に設置している孤立防止対策用衛星電話(Ku-1ch)を通じて通報するものとする。 

○衛星通信による通報 

○道は、災害が発生、または発生のおそれがある場合、通信が途絶のおそれがあり、緊

急に現地と各種情報連絡が必要な場合には、小型可搬地球局による通信連絡体制を

確保する。 

 

（6）災害情報及び被害状況報告 

災害が発生した場合、町は、別に定める「災害情報等報告取扱要領」（附属資料 p.資 58～63、

p.様 4～7）に基づき胆振総合振興局に報告する。 

なお、町は通信の途絶等により胆振総合振興局に報告することができない場合は、直接、国（消

防庁経由）に報告する。 

また、特に関係のある公共機関、団体等に対しても連絡するものとする。 
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【町民の役割】 

町民は、災害が発生した場合や災害が発生するおそれのある異常現象を発見した場合に

は、速やかに豊浦町役場（総務課企画財政防災係）または、警察（駐在所）若しくは消防

署に通報します。 

 

 

 

 

3．災害情報の記録 

各対策部及び防災関係機関は、災害情報について緊急度、優先度に応じて区分し、各関係機関に

伝達するとともに、正確に記録（記録写真等も含む）するよう努める。 
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4．災害情報等の発表及び広報の方法 

災害時における報道機関及び町民に対する災害情報の提供並びに広報活動は、次のとおりとす

る。 

 

（1）広報資料の収集要領 

災害情報の収集は、本章 第 3 節 第 2 項に定める「図 3－9 災害発生情報収集連絡系統図」

によるほか、次の要領により収集するものとする。 

○企画財政班派遣による災害現場の取材 

○町民、報道機関その他関係機関取材による資料の収集 

○その他災害の状況に応じて職員の派遣による資料の収集 

 

（2）町民に対する広報の方法及び内容 

1）広報の内容 

広報の内容は次のとおりとし、町民に対し災害情報及び応急措置の状況を具体的にわかりや

すくまとめて行う。また、高齢者、障害者等の要配慮者への伝達にも留意する。 

 

○津波に関する情報（注意報、警報、危険区域等） 

○避難について（避難勧告・指示の状況、避難所等の位置、避難路等） 

○交通・通信状況（交通機関運行状況・不通箇所・開通見込日時・通信途絶区域） 

○火災状況（発生箇所、避難等） 

○電気、簡易水道・下水道、ガス等公益事業施設状況（被害状況、復旧状況、営業状況、

注意事項等） 

○医療救護所の開設状況 

○給食、給水実施状況（供給日時、場所、量、対象者等） 

○衣料・生活必需品等供給状況（供給日時、場所、種類、量、対象者等） 

○道路・橋梁、河川、港湾等土木施設状況（被害状況、復旧状況等） 

○町民の心得等民生の安定及び社会秩序保持のため必要とする事項 

 

2）広報の方法 

あらゆる広報媒体（ラジオ、テレビ、新聞、広報車両、郵便局、インターネット、防災行政

無線等）を充実・強化し、迅速かつ適切な広報を行うものとし、誤報等による混乱の防止に万

全を期するものとする。また、要配慮者への伝達に十分配慮する。 

 

（3）報道機関に対する情報発表等の方法 

災害情報等の発表及び広報は、本部長の承認を得て総務課長がこれにあたり、次の事項を発表

する。 
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○災害の種別（名称）及び発生年月日 

○災害の発生場所または被害激甚地域 

○被害状況 

○救助法適用の有無 

○応急、恒久対策の状況 

○災害対策本部の設置及び廃止 

○その他判明した被災地の情報 

 

（4）災害対策本部職員に対する周知 

企画財政班は、災害情報の推移を各対策部長を通じて対策本部職員に周知し、各対策班に対し

て措置すべき事項及び伝達方法を連絡する。 

 

（5）各関係機関に対する周知 

企画財政班は、必要に応じて防災関係機関、公共的団体及び重要な施設の管理者等に対して災

害情報を提供する。 

 

 

【町民・地域団体の役割】 

町民及び地域団体は、災害が発生、または発生するおそれがある場合に、町から発表や

広報される災害情報または防災情報をあらゆる手段を用いて確実に入手するよう努めま

す。また、自らが情報をいち早く入手した場合には、家族や地域等の周囲の人々にその情

報を伝えるとともに、災害を回避するために必要な行動を迅速に行います。 

 

 

 

 

5．被災者相談所の開設 

本部長は、必要と認めたときは役場に被災者の福利厚生のため相談所を開設し、救護対策部が担

当するものとする。ただし、災害対策本部解散後にあっては、総括的なものを除き各担当課におい

て担当するものとする。 
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第 4 節 避難対策 

災害時において町民の生命及び身体の安全、保護を図るために実施する避難措置に関する事項

は、次のとおりである。 

 

1．実施責任 

 

発令者 避難勧告・指示を行う要件 根拠法令 

町 長 

・避難が必要と認める地域の居住者、滞在者、その他の者に対し、

避難のための立退きの勧告（指示）、立退先の指示を行うととも

に、避難所等の開設、避難者の収容等を行い、その旨を速やかに

胆振総合振興局長に報告する（避難解除の場合も同様）。また、

避難の指示等ができない場合は、警察官または海上保安官にそ

の指示を要請する。 

基本法 

第 60条 

 

水防法 

第 29条 

知事または
知事の命を
受けた職員 

・避難のため立退きが必要であると認められる区域の居住者に対

し立退きの指示をすることができる。また、知事は洪水、高潮、

地すべり以外の災害の場合においても、町長が行う避難、立退き

の指示について必要な指示を行うことができる。救助法が適用

された場合、避難所等の開設、避難者の収容等については町長に

委任する。 

・災害発生により町長が避難の勧告及び指示に関する措置ができ

ない場合は当該町長に代わって実施する。 

・胆振総合振興局長は、町長から避難の勧告、指示、立退先の指示

及び避難所等の開設等について報告を受けた場合は、町長と情

報の交換に努めるとともに、速やかに知事にその内容を報告し

なければならない。また、町長から遠距離、その他の理由により

必要な輸送手段の確保の要請があった場合は、本章第 13 節「緊

急輸送対策」の定めるところにより関係機関に協力を要請する。 

基本法 

第 60条・ 

第 72条 

 

水防法 

第 29条 

 

地すべり等 

防止法 

第 25条 

警 察 官 
ま た は 
海上保安官 

・町長から要請があったとき、または町長が立退指示ができないと

認めるときは、立退指示、立退先指示等を行うものとし、その場

合直ちに町長に通知する。 

・災害による危険が急迫したときは、警察官はその場の危害を避け

るため、その場にいる者を避難させることができる。この場合は

所属の公安委員会にその旨報告する。 

基本法 

第 61条 

 

警察官職務 

執行法 

第 4条 

自 衛 隊 

・災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、町長若しくはその委任

を受けて町長の職権を行う町職員、警察官及び海上保安官がそ

の場にいないときに限り措置をとることができる。 

・この場合において当該措置をとったときは、直ちにその旨を町長

に通知しなければならない。 

自衛隊法 

第 94条等 
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【町民・地域団体の役割】 

災害発生時、または災害の危険性が切迫している場合の避難は、町防災計画や法律に基

づいて、町や道、警察、自衛隊等により勧告や指示が行われますが、町民自らや町内会・

自主防災組織等の判断で避難を要すると判断される場合には、町などからの勧告や指示を

待たずに自主的に避難準備若しくは避難を行います。ただし、避難所等の開設は勧告や指

示に基づいて実施されるため、自主避難を行う場合には、その旨を町などに連絡してから

行動することを原則とします。 

 

 

 

 

2．警戒区域の設定 

地震などによる災害が発生し、またはまさに発生しようとしている場合で、町民の生命を守るた

めに特に必要があると認めたときは、次の者は警戒区域を設定し、災害応急対策従事者以外の立ち

入りを制限し、または禁止し、若しくは退去を命ずることができる。 

 

発令者 設定の要件 根拠法令 

町 長 
・町民の生命、身体に対する危険を防止するため、特に必要

があると認めるときるとき 
基本法第63条 

警 察 官 
ま た は 
海上保安官 

・上記の場合において、町長またはその委任を受けた町職員

が現場にいないとき、若しくは町長から要請があったとき

（その場合、警戒区域を設定した旨を直ちに町長に通知す

る） 

基本法第63条 

自 衛 隊 

・災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、町長若しくはそ

の委任を受けて町長の職権を行う町職員、警察官及び海上

保安官がその場にいないとき 

基本法第63条 

消 防 職 員 
・消防、水防活動の実施のため警戒区域の設定の必要がある

と認めるとき 
消防法第28条 
水防法第21条 

 

 

 



基本・地震津波災害対策編 

第 3 章 災害応急対策計画 

126 

3．避難勧告・指示 

（1）避難勧告・指示の基準 

避難勧告・指示は、災害の危険性の程度により、次の基準により発令する。避難勧告・指示は、

防災行政無線や広報車、報道機関等を通じ、災害状況等の十分な説明を加えて発令する。 
 

 発令時の状況 判断基準 町民に求める行動 

避
難
準
備
（
要
配
慮
者
避
難
）
情

報 

・要配慮者等、特に避難行動

に時間を要する者が避難

行動を開始しなければな

らない段階であり、人的被

害の発生する可能性が高

まった状況 

・避難勧告・指示が発令され

る前の段階において、次の

状況が確認されたとき 

①地震等による火災が発生

したとき 

②土砂災害の前兆現象が発

見されたとき 

③河川が一定時間後に警戒

水位に達すると予測され

るとき 

・要配慮者等、特に避難行動

に時間を要する者は、計画

された避難場所への避難

行動を開始（避難支援者は

支援行動を開始） 

・上記以外の者は、家族等と

の連絡、非常用持出品の用

意等、避難準備を開始 

避

難

勧

告 

・通常の避難行動ができる

者が避難行動を開始しな

ければならない段階であ

り、人的被害の発生する可

能性が明らかに高まった

状況 

・津波警報が発表されたと

き 

・津波警報等の情報が入手

できない場合であって、津

波発生の可能性があると

判断される震度を覚知し、

避難を要すると判断され

たとき 

・地震等による火災が延焼

拡大のおそれがあるとき 

・地すべり、崖崩れ、宅地崩

壊等のおそれがあるとき 

・河川が警戒水位を超え、な

お水位が上昇するおそれ

があるとき 

・通常の避難行動ができる

者は、計画された避難場所

等への避難行動を開始 

避

難

指

示 

・前兆現象の発生や現在の

切迫した状況から、人的被

害の発生する危険性が非

常に高いと判断された状

況 

・堤防の隣接地等、地域の特

性等から人的被害の発生

する危険性が非常に高い

と判断された状況 

・人的被害の発生した状況 

・津波、火災、洪水等による

被害の危険が目前に切迫

していると判断されると

き 

・避難勧告等の発令後で待

機中の町民は、確実な避難

行動を直ちに完了 

・未だ避難していない対象

住民は、直ちに避難行動に

移るとともに、そのいとま

がない場合は生命を守る

最低限の行動をとる 
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（2）避難勧告・指示の伝達事項 

避難の勧告・指示の発令時に関係住民に伝達する事項及び避難上の注意事項は、概ね次のとお

りとする。 
 

○避難勧告または指示の理由 

○避難先とその場所名 

○避難路 

○携行品 

・携帯品は最小限（例：食料、水、懐中電灯、携帯ラジオ、着替え、救急薬品、貴重

品等）とし、リュックサックなどで背負い、両手が自由になるようにする。 

・服装は行動しやすい軽装とし、帽子、頭巾、雨合羽、防寒用具等を携行する。 

○その他注意事項 

・家屋の補強及び家財道具を安全な場所へ移動する。 

・ガスコンロやストーブ等の火を消し、灯油・ガスの元栓を閉め、電気のブレーカー

を切る。 

・避難時の戸締りをする。 

 

（3）避難勧告・指示の伝達手段 

避難実施責任者は、次に掲げる事項のうち、災害の状況、地域の実情等を考慮し、2つ以上の

方法を併用して伝達する。 
 

伝達手段 詳  細 

防 災 行 政 
無 線 施 設 

町役場、消防署等に設置してある防災行政無線施設を利用し、伝達する 

広  報  車 
町の広報車、消防自動車により伝達する。また、必要がある場合は、警察

のパトロールカー等の出動を要請し伝達する。 

電 話 電話を通じ住民組織、会社及び工場等に伝達する。 

地 区 情 報 
連 絡 責 任 者 

第 3章 第 3節 第 2項の「地区情報連絡責任者」に電話等により連絡し、

町民の協力等により、その地域の町民に連絡してもらう。 

緊急速報メール 携帯電話事業者が行う災害情報等の配信サービスにより伝達する。 

テ  レ  ビ 
各報道機関の協力を得て、テレビ放送を使用できる場合は、これにより伝

達する。 

ラ  ジ  オ コミュニティＦＭ及び一般ラジオ放送により伝達する。 

戸 別 訪 問 

夜間、停電時、放送施設の被害や交通遮断により、上記の手段による伝達

が困難な場合は、消防団、または伝達班を編成し、戸別訪問による伝達を

する。 
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【町民・地域団体の役割】 

災害発生の危険性を感じた場合には、上記の情報に注意し、町などから避難準備情報、

避難勧告、避難指示の発令を受けた場合には、3 (1)の「町民に求める行動」にある行動

を可能な限り速やかに実行します。 
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4．避難誘導体制 

（1）避難の誘導 

避難の誘導は、避難対策部長が、消防職・団員及び警察官等の協力を得て、避難対策部の班員

をもって行う。その際、避難行動要支援者に関しては、事前に定めた援助者などと連携し、危険

が切迫する前に避難できるよう十分配慮する。また、町民が自主的に運用する地域別津波避難計

画に基づいて、住民組織と連携して行うものとする。 

 

（2）避難誘導の優先順位 

避難させる場合には要配慮者を優先的に避難させる。 

 

（3）避難誘導ルール 

町職員、消防職・団員、警察官など避難誘導にあたる者の危険を回避するため、津波到達時間

などを考慮した避難誘導に係る行動ルールを定める。 

 

（4）避難の方法 

避難の方法は次の区分とするが、町長は、災害の規模、避難開始の時期、交通状況等を考慮

し、状況に応じた有効・適切な避難方法を指示するものとする。 

1）自力避難 

原則は徒歩、地域の状況を踏まえて場合によっては車両（自家用車等）により、住民が自力

で、避難場所等へ避難するもの。 

2）救出避難 

災害によって、避難路の遮断や負傷のため自力での避難が困難となった住民を危険地帯から

救出し、避難場所等へ避難させるもの。 

3）集団避難 

一時避難場所、または臨時集合場所に集合した住民等を、災害対策輸送車両により、集団的

に、より安全な避難所及び地域へ避難させるもの。 

 

（5）移送の方法 

避難は各個に行うことを原則とする。ただし、避難者が自力で避難することが不可能な場合は

町において車両、船艇等によって行うものとする。被災地が広域で、大規模な避難、立退き移送

を要し、町において措置できないときは、町は、道に対し応援を求めて実施する。道は、前記要

請を受けたときは、関係機関に救援を要請する等適切な方法により措置する。 
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【町民及び地域団体の役割】 

地域と町との協議によって策定された地域別津波避難計画に基づき、地域住民同士の

「共助」で避難誘導及び避難支援を行います。また、町の職員や消防署員、消防団員及び

警察官等、地域で避難誘導にあたる職員に積極的に情報提供や協力などを行い、地域住民

の安全な避難に努めます。 
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5．避難所等の運営 

（1）避難所等の開設 

1）避難所等の開設 

町及び避難所運営責任者は、災害が発生し、避難勧告・指示の発令があったとき、または町

長が開設する必要があると認めた場合に、避難所等を開設する。避難所等は附属資料 p.資 52

「避難所等一覧」のとおりとする。なお、災害の発生状況に応じ必要があると認めるときは、

事業所等の協力を得て、臨時の避難所等を開設する。また、その地域全体が災害のため使用不

能のときは他地域の避難所等を使用する。 

 

①勤務時間内の避難所等開設 

勤務時間内に地震などによる災害が発生したときは、町は、町職員を各避難所等へ派遣し、

施設の安全性を確認した後、迅速に避難所等を開設する。町職員が派遣されるまでに、事態

が緊急を要し、避難所等の開設が必要であると考えられるときは、避難所運営責任者が避難

所等を開設する。 

②勤務時間外の避難所等開設 

休日や夜間等、勤務時間外に災害が発生したときは、指示を受けた町職員が、直接避難所

等へ参集し、施設の安全性を確認した後、迅速に避難所等を開設する。この際、参集した職

員が町へ避難所等を開設した旨を報告する。町職員が派遣されるまでに、事態が緊急を要し、

避難所等の開設が必要であると考えられるときは、避難所運営責任者が避難所等を開設す

る。 

 

（2）避難所等の実態把握 

1）連絡員の駐在 

避難所等を開設したときは、避難担当の所属職員を派遣して駐在し、避難住民の管理にあた

るものとする。 

2）避難住民の把握と災害対策本部との連絡 

各避難所等の連絡員は、附属資料 p.様 2「避難者カード」及び p.様 3「避難者名簿」により

避難所住民の把握と保護、避難所等の管理に努め、逐次、災害対策本部との情報連絡を行う。 

3）避難所外避難者の把握 

避難所外避難者は町に申請して登録を行うとともに、町は、自治会や社会福祉協議会等の協

力を得ながら、自力で登録が困難な要配慮者の調査を行い、避難所外避難者の所在地、人数、

支援の要否・必要とする支援内容の把握に努める。 

 

（3）避難所等の運営管理 

1）町は、各避難所等の適切な運営管理を行う。この際、避難所等における情報の伝達、食料、
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水等の配布、清掃等については、避難者、町民、自主防災組織等の協力が得られるように

努めるとともに、必要に応じ、他の市町村やボランティア団体等に対して協力を求める。 

2）町は、避難所等における生活環境に注意を払い、常に良好なものとするよう努める。その

ため、食事供与の状況、トイレの設置状況等の把握に努め、必要な対策を講じる。また、

避難の長期化等必要に応じて、プライバシーの確保状況、入浴施設設置の有無及び利用頻

度、洗濯等の頻度、医師や看護師等による巡回の頻度、暑さ・寒さ対策の必要性、ごみ処

理の状況など、避難者の健康状態や避難所等の衛生状態の把握に努め、必要な措置を講じ

るよう努める。また、必要に応じ、避難所等における家庭動物のためのスペースの確保に

努める。 

3）町は、避難所等の運営における女性の参画を推進するとともに、男女のニーズの違い等男

女双方の視点に配慮する。特に、女性専用の物干し場、更衣室、授乳室の設置や生理用品、

女性用下着の女性による配布、避難所等における安全性の確保など女性や子育て家庭の

ニーズに配慮した避難所等の運営に努める。 

4）町は、災害の規模、被災者の避難及び収容状況、避難の長期化等を考慮し、必要に応じて

旅館やホテル等への移動を避難者に促す。 

5）町は、災害の規模等を考慮し、必要に応じ、避難者の健全な住生活の早期確保のために、

応急仮設住宅の迅速な提供、公営住宅、民間賃貸住宅及び空家等利用可能な既存住宅のあっ

せん及び活用等により、避難所等の早期解消に努めることを基本とする。 

6）避難所外避難者に対する支援 

町は、あらかじめ設定した支援ルールに基づき、食料や飲料水、生活必需品の配布や情報提

供など、避難所外避難者が必要とする支援を行う。 

 

 

【町民及び地域団体の役割】 

避難所等開設当初は、町から避難所担当職員が派遣され、町職員と避難所運営責任者を

中心とした運営を行いますが、避難が長期に及ぶ場合等には、避難者自らが主体となり、

それぞれの役割分担等を行い、自主的な運営へと移行していきます。 
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（4）避難所等の仮設 

避難所等に適する施設がない地域、または避難所等が使用不能になった場合、あるいは避難所

等に収容しきれなくなった場合には他の地域の避難所等への移動や仮設避難所の設営を行う。

仮設避難所の設営は建設対策部が担当する。 

 

（5）知事及び関係機関への報告 

1）避難勧告及び指示の報告 

避難勧告及び指示をした場合は、直ちに知事（胆振総合振興局長）、警察等関係機関、及び

避難所等として利用する施設の管理者に、次の事項を記録してその旨報告する（町長以外の者

が発令したときは、町長経由で報告する）。また、町民が自主的に避難した場合にも（避難勧

告に至らない避難の要請、働きかけによるものをも含む）、避難者世帯数・人員、要請等また

は避難開始時期、避難完了時期、避難先等について報告する。 
 

○発令者 

○発令の理由 

○避難の対象区域 

○発令日時 

○避難先 

 

2）避難所等開設の報告 

避難所等を開設したときは、知事（胆振総合振興局長）及び警察等関係機関に、次の事項を

記録してその旨報告する。 
 

○避難所等開設の日時、場所及び施設名 

○収容状況、収容人員 

○炊き出し等の状況 

○開設期間の見込み 

 

（6）避難所等の統合及び廃止 

町は、災害の状況、収容している避難者数、ライフライン施設等の復旧状況等に応じて、災害

対策本部の指示のもと、避難所等を統合及び廃止する。 
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6．広域一時滞在対策 

町は、被災した町民の生命・身体を保護するため、被災した町民の居住の場所を町域外に確保す

る必要があるときは、道、防災関係機関と連携し、広域一時滞在に係る措置を実施する。 

 

（1）道内市町村間の一時滞在（避難、避難の受入れ） 

1）道内市町村へ避難する場合 

町は、被災した町民の生命・身体を災害から保護し、または居住の場所を確保することが困

難な場合で、他の市町村の区域における一時的な滞在（広域一時滞在）の必要があるときは、

その被災した町民の受入れについて、他の市町村（以下「協議先市町村」という。）に協議す

ることができる。 

①町は、被災状況等から受入れ可能と思われる他の市町村に、具体的な被災状況、受入れを

要する被災住民数その他必要な事項を示した上で協議する。このときあらかじめ知事（胆

振総合振興局経由）に協議しようとする旨を報告しなければならない（あらかじめ報告す

ることが困難なときは、協議開始後、遅滞なく報告する。）。 

②町は、協議先市町村から受入れを決定した旨の通知を受けたときは、速やかに次の措置を

行う。 
 

○協議先市町村からの通知の内容の公示 

○内閣府令で定める者（被災住民の支援に携わっている関係機関等）への通知 

○知事（胆振総合振興局長）への報告 

 

③町は、広域一時滞在の必要がなくなったときは、速やかに次の措置を行う。 
 

○協議先市町村への通知 

○内閣府令で定める者（被災住民の支援に携わっている関係機関等）への通知 

○広域一時滞在の必要がなくなった旨の公示 

○知事（胆振総合振興局長）への報告 

 

2）道内市町村からの避難を受け入れる場合 

町は、被災した道内市町村から広域一時滞在の協議を受けた場合には、被災住民を受け入れ

ないことについて次に例示するような正当な理由がある場合を除き、被災住民を受け入れるも

のとし、一時滞在の用に供するための公共施設その他の施設を決定し、直ちにその内容を当該

公共施設等の管理者その他内閣府令で定める者（被災住民の支援に携わっている関係機関等）

に通知しなければならない。 
 

○自らも被災していること 

○被災住民の受入れに必要となる施設が確保できないこと 

○地域の実情により要配慮者等特段の配慮が必要な被災者の支援に必要な体制が十分
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に整備できないこと 

○その他個別の災害における種々の状況を総合的に勘案してやむを得ない状況である

と判断されること 

 

①町は、上記の決定をしたときは、速やかにその内容を被災市町村に通知する。 

②町は、被災市町村から一時滞在の必要がなくなったと認める通知を受けたときは、その旨

を当該公共施設等の管理者その他内閣府令で定める者（被災住民の支援に携わっている関

係機関等）に通知しなければならない。 

 

（2）道域を越えた一時滞在（避難、避難の受入れ） 

1）道外へ避難する場合 

町は、知事（胆振総合振興局長）と協議を行い、被災住民について道外における一時的な滞

在（道外広域一時滞在）の必要があるときは、知事（胆振総合振興局経由）に対し、その滞在

先の都府県と被災住民の受入れについて協議することを求めることができる。 

①町は、知事（胆振総合振興局経由）に対して他の都府県と被災住民の受入れについて協議

することを求める際に、具体的な被災状況、受入れを要する被災住民数その他必要な事項

を示すものとする。 

②町は、知事（胆振総合振興局長）から被災住民を受け入れるべき公共施設等を決定した旨

の通知を受けたときは、速やかに次の措置を行う。 
 

○公共施設等を決定した旨の通知の内容の公示 

○内閣府令で定める者（被災住民の支援に携わっている関係機関等）への通知 

 

③町は、道外広域一時滞在の必要がなくなったときは、速やかに次の措置を行う。 
 

○知事（胆振総合振興局長）への報告 

○道外広域一時滞在の必要がなくなった旨の公示 

○内閣府令で定める者（被災住民の支援に携わっている関係機関等）への通知 

 

2）道外からの避難を受け入れる場合 

知事（胆振総合振興局長）は、他の都府県から被災住民の受入れについての協議を受けたと

きは、道内の被災状況を勘案の上、受入れが可能と思われる市町村に協議する。町は、知事（胆

振総合振興局長）から道外広域一時滞在の協議を受けた場合には、被災住民を受け入れないこ

とについて（1）－2）に例示するような正当な理由がある場合を除き被災住民を受け入れるも

のとし、他都府県被災住民の一時滞在の用に供するための公共施設等を決定し、直ちにその内

容を当該公共施設等の管理者その他内閣府令で定める者（被災住民の支援に携わっている関係

機関等）に通知する。 
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①町は、上記の決定したときは、速やかにその内容を道に報告する。 

②町は、知事（胆振総合振興局長）から道外広域一時滞在の必要がなくなったと認める通知

を受けたときは、その旨を当該公共施設等の管理者その他内閣府令で定める者（被災住民

の支援に携わっている関係機関等）に通知しなければならない。 

 

（3）広域一時滞在避難者への対応 

道及び町は、広域一時滞在により居住地以外の市町村に避難した被災住民に必要な情報や物

資等を確実に送り届けられるよう、被災住民の所在地等の情報を共有するなど、避難元と避難先

との連携に配慮する。 
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第 5 節 要配慮者対策 

災害発生時、または災害発生の危険性がある場合における要配慮者の安全の確保に関する事項

は、次のとおりである。 

 

1．町が行う支援 

（1）要配慮者の安全確保 

1）要配慮者の確認・早期発見 

町は、災害発生後、または災害発生の危険性が高まった場合、直ちに把握している要配慮者

の所在、連絡先を確認し、安否確認に努める。 

2）避難所への移送 

町は、要配慮者を発見した場合は、速やかに負傷者の有無や周囲の状況等を総合的に判断し

て以下の措置を講ずる。 
 

○福祉避難所への移動 

○病院への移送 

○施設等への緊急入所 

 

（2）生活必需品の供給、住宅等の斡旋 

町は、年齢や身体的ハンディ等を考慮し、要配慮者に対して生活必需品の供給を行うとともに、

避難生活が長期化したときは、各種在宅福祉サービス等の活用、公営住宅の斡旋及び施設への入

所等の措置を行う。 

 

（3）仮設住宅への優先的入居 

町は、応急仮設住宅への入居に当たり、要配慮者の優先的入居に努めるものとする。 

 

（4）在宅者への支援 

町は、在宅での生活が可能と判断された場合は、その生活実態を的確に把握し、適切な援助活

動を行う。 

 

（5）相談窓口の設置 

町は、避難所に要配慮者の相談窓口を設置し、避難所における生活、資金援助、介護者の確保

等各種相談に応じた対策を推進する。 
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（6）応援依頼 

町は、救助活動の状況や要配慮者の状況を把握し、適宜、道、近隣市町村等へ応援を要請する。 

 

 

2．町民・自主防災組織・ボランティア等の協力 

町は、町民、自主防災組織及びボランティア等の協力を得て、要配慮者の避難・誘導、救助救出、

救援物資の供給等の対策を実施する。 

 

 

3．社会福祉施設における対策 

老人福祉施設や障害者福祉施設の施設管理者は、災害が発生、または発生するおそれがある場合

には、町民及びボランティア等の協力を得て、身体的ハンディ等を考慮した避難・誘導、救助救出、

救援物資の供給等を行い、要配慮者の安全を確保することに努める。 

 

 

【町民の役割】 

町民は、避難準備情報・避難勧告・避難指示の発令時などにおいて、自らの安全を十分

確保した上で、家族や近隣の要配慮者の避難等の支援を行います。 

 

【地域団体の役割】 

要配慮者の避難等の支援は、地域において近隣住民同士が互いに助け合うことを原則と

しています。地域では、地域内の要配慮者が避難を要する場合などに、対象者の所在と体

調等の状況を把握し、対象者を避難させるのに十分な支援者をもって、自らの安全を十分

確保した上で、避難の支援を行います。また、必要に応じて、町や警察等に通報を行い、

要配慮者の避難支援の要請等を行います。 

 

【事業所の役割】 

町外からの旅行者や来訪者が多く訪れる宿泊施設やその他観光施設等の事業者は、旅行

者等の安全確保や避難の支援を行います。 
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第 6 節 救助救出活動 

災害により生命、身体の危険な状態になった者の救助救出に関する事項は、次のとおりである。 

なお、町などの救助機関は、迅速な救助活動を実施するとともに、活動に当たっては各機関相互

の情報交換、担当区域の割振りなど円滑な連携のもとに実施する。また、町民や自主防災組織等は、

自らの安全を確保した上で、可能な限り救助活動に参加し、被災者の救出に努める。 

 

1．実施責任 

災害により生命、身体が危険となった者の救助救出は、警察官、消防等の協力を得て、町長（救

助法の適用された場合を含む）が行う。負傷者については、速やかに医療機関または日本赤十字社

北海道支部の救護所に収容する。 

 

 

2．救助救出活動 

（1）被災地域における救助救出活動 

町は、警察、消防等と協力し、職員の安全確保を図りつつ、緊密な連携の下に被災地域を巡回

し、救助救出を要する者を発見した場合は、救助関係機関及び町民の協力を得て、被災者の救助

救出を実施する。特に、発災当初の 72 時間は、救命・救助活動において極めて重要な時間帯で

あることを踏まえ、人命救助及びこのために必要な活動に人的・物的資源を優先的に配分するも

のとする。 

 

（2）救助救出要員の要請 

町長は、町のみでは救助救出することが困難であると認めたときは、近隣市町村、道等に応援

を要請する。 

 

 

 

【町民・地域団体の役割】 

被災地域の町民や町内会・自主防災組織等の地域は、自らの安全を十分確保した上で、

可能な限り、救助救出を必要とする人を助けるよう努めます。 
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第 7 節 消防活動 

災害発生時には、建物等の倒壊をはじめ、火災の同時多発や市街地への延焼拡大などにより、多

大な人的・物的被害が発生するおそれがある。災害時の初期消火及び延焼拡大防止のための消防活

動に関する事項は、次のとおりである。 

 

1．消防活動 

震災時には同時多発的に火災が発生し、延焼が拡大するおそれがあるため、消防隊は次の基本的

活動事項をもって延焼防止に努める。 
 

活動項目 内  容 

情 報 の 収 集 

○延焼火災の状況 

○通行可能な道路 

○消防水利等の利用可能状況 

緊急交通路の 
確 保 

○警察及び道路管理者の情報を基に火災現場までの通行路を確保 

○必要に応じて交通規制及び道路啓開を要請 

消 防 活 動 

○風向き、建物分布等を考慮し、効率的な消火活動を実施 

○延焼火災が少ない地区の集中消火による安全地区の確保 

○延焼火災の多い地区は住民避難のため、避難路の確保 

○医療施設、避難所等、幹線道路、防災拠点施設等を優先的に消火 

○火災現場近くにいる被災者の優先救出 

○その他、西胆振消防組合消防計画による活動 

 

 

2．相互応援協力の推進 

町は、消防活動が円滑に行われるよう、次に掲げる応援協定により、必要に応じ相互に応援協力

をするものとする。 
 

○消防相互応援 

○広域航空消防応援 

○緊急消防援助隊による応援 
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【町民の役割】 

町民は平時から、暖房器具等からの出火防止に努めるとともに、積雪期に地震等が発生

した場合には、消防隊の到着が遅れることを念頭に、周囲の安全を確認した上で、直ちに

火気の遮断、初期消火活動などを行います。 

 

【地域団体の役割】 

自主防災組織等では、日頃の訓練を活かして、初期消火活動や救助救出活動などを行い

ます。また、積雪期には、近隣の消火栓・防火水槽等を点検して、雪で埋まっている場合

には直ちに除雪を行います。 
 

活動項目 内  容 

火気の遮断 ○ガス栓、プロパンガスのバルブ等を閉止 

初期消火活動 
○火災が発生した時は、消火器、くみおき水等を活用して消火

活動を実施 

救出救助活動 
○近隣に負傷者等を発見した場合は、防災機関に連絡するとと

もに、近所の人と協力して救助救出に努める 
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第 8 節 災害警備対策 

伊達警察署が実施する災害警備に関する事項は、次のとおりとする。 

 

1．災害に関する警察の任務 

伊達警察署は、災害が発生、または発生するおそれがある場合において、早期に警備体制を確立

して、災害情報の収集及び町民の生命、身体及び財産を保護し、被災地域における社会秩序の維持

に当たる。 

 

 

2．災害警備体制の確立 

伊達警察署は、災害の状況に応じて災害警備本部を設置し、災害警備体制の確立を図る。 

 

 

3．応急対策の実施 

（1）災害情報の収集・伝達 

伊達警察署は、町及び各関係機関と連携し、災害警備活動に必要な情報を収集・伝達する。 

 

（2）避難の指示等 

伊達警察署は、町長が指示できないとき、または町長から要求があったときは、災害対策基本

法第 61条に基づき、町民等に対して避難の勧告・指示を行う。 

 

（3）救助救出活動 

伊達警察署は、防災関係機関と協力して、被災者の救助救出活動を実施するとともに、死体見

分等に当たる。 

 

（4）交通規制 

伊達警察署は、道路管理者等と連携し、必要に応じて区域及び道路の区間を指定して緊急通行

車両及び規制対象車両以外の通行を禁止または制限する。また、通行禁止区域等において、車両

等が通行の妨害となるときは、所有者等に対し、移動等の措置を命ずる。 

 

（5）防犯パトロール及び広報 

伊達警察署は、住宅街や商店街等におけるパトロールを実施し、犯罪の予防及び取締りにあた

る。また、町や防災関係機関との連携のもとに、交通規制や犯罪予防等に関する広報活動を行う。 
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第 9 節 応急医療・救護 

災害のため、医療機関の機能が停止し、または著しく不足し、若しくは医療機構が混乱した場合

における医療及び助産等の実施に関する事項は、次のとおりである。 

 

1．実施責任 

救助法が適用された場合は、知事の委任を受けた町長が実施し、救助法適用に至らない災害の場

合は、救助法の規定に準じて町長の責任で実施する。 

なお、胆振西部医師会及び町内の医療機関と緊密な連絡協議のもとに実施する。 

 

 

2．応急医療体制の確立 

（1）医療救護所の設置 

1）町は、救護を必要とする地域ごとに医療救護所を設置するものとする。 

2）医療救護所は、学校、その他の公共施設を利用して設置するものとするが、当該地域に適

当な施設がない場合には、民家・バス等を利用することがある。 

3）医療救護所を設置したときは、直ちに当該地域の町民に周知するものとする。 

 

（2）医療対策部の措置 

1）町は、医療救護所を設置したときは、医療救護所ごとに救護班を派遣するものとする。 

2）救護班の編成は、医療班が災害の状況に応じ、概ね 1班につき医師、看護師、その他の補

助員をもって組織する。 

3）救護班の業務内容は、次のとおりとする。 
 

○トリアージ（患者の重症度・緊急度により治療の優先順位を決めること） 

○傷病者に対する応急処置及び医療 

○傷病者の医療機関への転送の要否及び転送順位の決定 

○助産救護 

 

（3）医療機関への協力要請 

町の医療機関の能力では十分な救護活動ができない場合においては、胆振西部医師会及び胆

振総合振興局を通じて日赤医療班、道立、国立病院等の応援要請を行う。 
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3．傷病者の搬送  

傷病者の搬送は、応急処置の後、必要に応じて救急指定病院等に移送するものとするが、負傷者

が多数に及ぶような場合は、道及び自衛隊等の応援を要請する。 

 

 

4．医薬品等の確保 

町は、医療救護活動に必要な医薬品・医療資機材、暖房用燃料等については、備蓄医薬品等の活

用、または業者等からの調達により確保する。ただし、医薬品等の不足が生じたときは、道または

関係機関にその確保について要請する。 

 

 

5．保健活動とメンタルヘルス対策（災害時こころのケア） 

被災地、特に避難所において生活環境の激変に対し、被災者が心身の健康に不調をきたす可能性

が高いため、被災者の健康管理を行う。 

 

（1）町は、被災者のニーズ等に的確に対応した健康管理を行うため、保健師等による保健指導及び

栄養指導を実施する。 

 

（2）町は、災害の状況に応じて、医療対策部の協力を得て保健所及び避難所にメンタルヘルスの相

談窓口を設置し、被災者の精神的な動揺や不安、特にＰＴＳＤ（心的外傷後ストレス障害）に対す

る相談に応じ、被災者の精神的な負担の軽減を図る。 

 



基本・地震津波災害対策編 

第 3 章 災害応急対策計画 

145 

第 10 節 給水対策 

災害による水道施設の損壊により、生活用水が枯渇して飲料に適する水を得ることができない

者に対する生活用水の供給及び給水施設等の応急復旧に関する事項は、次のとおりである。 

 

1．実施責任 

救助法が適用された場合は、知事の委任を受けた町長が実施し、救助法適用に至らない災害の

場合は、救助法の規定に準じて町長の責任で実施する。 

 

 

2．応急給水体制の整備・確保 

（1）生活用水の確保 

災害時の生活用水の水源として、被災地付近の浄水場の貯留水を主体とし、不足する場合は井

戸水、自然水（川、ため池等の水）、プール、受水槽、防火水槽等の水を浄化（ろ過、滅菌）し

て供給する。 

 

（2）給水資機材の確保 

町は、災害時に使用できる応急給水資機材の確保に努め、保有状況を常時把握し、被災地給水

人口に応じ、給水車、散水車及び消防タンク車を所有機関から調達して、給水にあたる。 

なお、北海道開発局（室蘭開発建設部）の災害対策用機械（給水車等）の支援制度（貸与）を

有効に活用するものとする。 

 

要請先：室蘭開発建設部有珠復旧事務所 Tel.76-2550 

 

（附属資料 p.資 64「町内水道施設及び給水用資機材」参照） 

 

 

3．給水対象者 

災害のため、現に飲料水を得ることができない者。ただし、自己の水道破損があっても他に飲料

水を得ることができるものは対象としない。 

 

 

4．給水方法 

（1）輸送による給水 

被災地の近隣地域に適当な補給水源がある場合は、給水車（給水タンク車、散水車、消防タン
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ク車等）により補給水源から取水し、被災地域内へ輸送の上、町民に給水するものとする。この

場合、散水車、消防タンク車等の使用に当たっては、事前にタンク内の清掃及び消毒を行う。 

 

（2）浄水装置による給水 

輸送その他の方法による給水が困難であり、付近に飲料目的ではない利用可能な水源がある

場合は、浄水装置その他の必要資材を用いてこれを浄化し、飲料水として町民に供給するものと

する。 

 

（3）家庭用井戸等による給水 

被災地付近の家庭用井戸水について水質検査の結果、飲料水として適当と認めたときは、その

付近の町民に飲料水として供給するものとする。 

なお、水質検査の結果、飲料に適さない水質のときは、消毒その他の方法により衛生上無害な

水質とした上で供給する。 

 

 

5．応援の要請 

町は、自ら飲料水の供給を実施することが困難な場合は、他市町村または道、自衛隊へ飲料水の

供給、またはこれに要する要員及び給水資機材の応援を要請する。 

 

 

6．給水施設の応急復旧 

在庫資材または発注資材をもって主要給配水管の配管工事を行い、共同で使用できる大口径の

給水栓または消火栓を適当な間隔に取り付け、被災者に飲料水を供給する。 
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第 11 節 食料・生活必需品等物資供給対策 

災害による被災者及び災害応急対策従事者等に対する、食料及び生活必需品等の物資供給に関

する事項は、次のとおりである。 

 

1．食料の供給対策 

（1）実施責任 

救助法が適用された場合は、知事の委任を受けた町長が実施し、救助法適用に至らない災害の

場合は、救助法の規定に準じて町長の責任で実施する。 

 

（2）供給の対象者 
 

○避難所等へ避難している被災者 

○家屋の被害やライフラインの停止等により、自炊ができない避難所外避難者 

○災害応急対策に従事している者 

○その他町長が必要と認めた者 

 

（3）供給方法 

1）町の備蓄を活用した供給 

町の備蓄品を避難所等及び避難所外避難者に供給する。 

2）食料の調達による供給 

①主食（米穀）の調達 

米穀の調達は、原則として米穀の小売りまたは卸売業者から購入して行うものとするが、

これによって必要数量を満たし得ない場合においては、知事（胆振総合振興局長経由）に要

請するものとする。 

②副食等の調達 

副食等の調達は、原則として町が直接調達するが、町内における調達が不可能であり若し

くは必要数量を満たし得ない場合等にあっては、道（胆振総合振興局経由）に対して供給を

依頼して行う。 

 

（附属資料 p.資 54「食料品・資材等の購入先一覧」参照） 
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3）配給及び炊き出しの実施 

被災者及び災害応急対策に従事している者に対する炊き出しは、給食センター対策班が担当

し、主食品等の調達配給にあたる救護対策部と緊密な連携を保ち、協力団体等の協力を得て行

う。 

なお、炊き出し等を実施する場合は、炊き出し受給者名簿等を整理し、必要な記録を行う。 

 

（附属資料 p.資 64「炊き出し施設」参照） 

 

（4）食料の輸送 

食料の輸送に当たって、車両等の輸送施設を必要とする場合は、本章 第 12 節「交通応急対

策」により措置するものとする。 

 

（5）要配慮者への供給対策 

要配慮者に対する食料品は、町の備蓄品を活用するほか、最寄りの食料品取扱店より調達する。

また、乳幼児に対する給食は、人工栄養を必要としてその確保が困難な者に対して、実状に応じ

て支給するものとする。 
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2．衣料・生活必需品等物資供給対策 

（1）実施責任者 

救助法が適用された場合は、知事の委任を受けた町長が実施し、救助法適用に至らない災害の

場合は、救助法の規定に準じて町長の責任で実施する。 

なお、災害時における災害救助用物資等については、知事（胆振総合振興局長）は町長等の要

請に基づき斡旋及び調達を行う。 

 

（2）供給の対象者 

町が、被災世帯調査票、物資受払簿等を作成し、被害状況及び世帯構成人員に応じて行うもの

とするが、状況により地区民生委員に委嘱して行うことがある。 
 

○避難所等へ避難している被災者 

○災害により生活必需品を亡失したため日常生活を営むことが困難な避難所外避難者 

○災害応急対策に従事している者 

○その他町長が必要と認めた者 

 

（附属資料 p.様 8「世帯構成員別被害状況」、p.様 9「物資購入（配分）計画書」 

p.様 10「物資受払簿」p.様 11「物資給与及び受領簿」参照） 

 

（3）供給品目 

被災者の生活を確保するため、町で順次整備を行っている備蓄品を活用するほか、災害応急対

策実施者が実施する物資供給の範囲は、次のとおりとする。 
 

○寝   具 ： 布団等 

○外   衣 ： 作業衣、洋服、子供服等 

○肌   衣 ： 肌着、シャツ等の下着 

○身の回り品 ： タオル、手拭、履物、傘等 

○炊 事 道 具 ： 鍋、炊飯器、包丁、ガス器具等 

○食   器 ： 茶わん、汁わん、皿、はし等 

○日 用 品 ： 石けん、ちり紙、歯ブラシ、歯磨き粉等 

○光 熱 材 料 ： マッチ、ローソク、石油、薪、木炭等 

○その他日常生活に欠くことができないと認められるもの 

 

（4）給（貸）与の期間 

給（貸）与の期間は原則として、避難所等の開設日から廃止日までとする。 
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（5）物資の調達 

救護対策部長は、被災者の状況に応じて配分計画を樹立し、最寄りの衣料品、日用品取扱店よ

り調達するものとする。 

 

（附属資料 p.資 54「食料品・資材等の購入先一覧」、p.資 64「生活必需品調達先」参照） 

 

（6）要配慮者への供給対策 

生活必需品の供給に当たっては、要配慮者に配慮する。 
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第 12 節 交通応急対策 

災害時における道路及び船舶交通の混乱を防止し、消防、避難、救助、救護等の応急対策活動を

迅速に実施するための道路交通等の確保に関する事項は、次のとおりである。 

 

1．交通応急対策の実施 

（1）伊達警察署 

1）災害が発生し、またはまさに発生しようとしている場合において、道路（高速道路を含む。）

における危険を防止し、交通の安全と円滑化を図るため必要があると認めるとき、また、

災害応急対策上、緊急輸送を行う必要があると認められるときは、区域及び道路の区間を

指定して緊急通行車両以外の車両の道路における通行を禁止、または制限する。 

2）通行禁止区域等において、車両その他の物件が緊急通行車両の妨害となることにより災害

応急対策の実施に著しい支障があると認められるときは、当該車両その他の物件の占有者、

所有者、管理者に対し、当該車両その他の物件の移動等の措置をとることを命ずることが

できる。 

3）2）による措置を命ぜられた者が当該措置をとらないとき、またはその命令の相手方が現

場にいないために当該措置をとることを命ずることができないときは、自らその措置を取

ることができる。この場合において、当該措置を取るためやむを得ない限度において車両

その他の物件を破損することができる。 

 

（2）室蘭海上保安部 

海上における船舶交通の安全を確保するため、必要に応じ海上交通の規制等を行う。 

 

（3）室蘭開発建設部 

一般国道（指定区間内）の路線に係る道路の構造の保全と交通の危険を防止するため、障害物

の除去に努めるものとし、必要と認められるときは、車両等の通行を禁止し、または制限すると

ともに迂回路等を的確に指示し、交通の確保を図る。 

 

（4）東日本高速道路株式会社 

東日本高速道路株式会社が管理している道路の構造の保全と交通の危険を防止するため、障

害物の除去に努めるものとし、必要と認められるときは、車両等の通行を禁止、または制限し、

交通の確保を図る。 
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（5）道 

1）道が管理している道路が災害による被害を受けた場合、速やかに被害状況や危険個所等を

把握するとともに、障害物の除去に努める。 

2）交通の危険を防止するため、必要と認めるときは、車両等の通行を禁止し、または制限す

るとともに迂回路等を的確に指示し、関係機関との連絡を密にしながら、交通の確保に努

める。 

3）道が管理している緊急通行車両のガソリン等の確保に努めるとともに、ガソリン等につい

て、町長等の要請に基づき斡旋及び調達を行うものとする。 

 

（6）西胆振消防組合伊達消防署豊浦支署 

1）町が管理している道路で災害が発生した場合は、道路の警戒に努めるとともに、交通の危

険を防止するため必要と認めるときは、その通行を禁止し、または制限するとともに迂回

路等を的確に指示し、関係機関との連絡を密にし、交通の確保に努める。また、市町村が

管理している緊急通行車両のガソリン等の確保に努めるものとする。 

2）消防職員は、警察官がその場にいない場合に限り、通行禁止区域等において、車両その他

の物件が緊急通行車両の妨害となることにより災害応急対策の実施に著しい支障があると

認められるときは、当該車両その他の物件の占有者、所有者、管理者に対し、当該車両そ

の他の物件の移動等の措置をとることを命ずることができる。 

3）消防職員は、2）による措置を命ぜられた者が当該措置をとらないとき、または、その命

令の相手方が現場にいないために当該措置をとることを命ずることができないときは、自

らその措置をとることができる。この場合において、当該措置をとるためやむを得ない限

度において車両その他の物件を破損することができる。 

 

（7）自衛隊 

災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、町長等、警察官及び海上保安官がその場にいない時

に限り次の措置をとることができる。 

1）自衛隊用緊急通行車両の円滑な通行を確保するため必要な措置を命じ、または自ら当該措

置を実施すること。 

2）警戒区域の設定並びにそれに基づく立ち入り制限・禁止及び退去を命ずること。 

3）現場の被災工作物等の除去等を実施すること。 
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2．道路の交通規制 

（1）道路交通網の把握 

災害が発生した場合、道路管理者及び北海道公安委員会（北海道警察）は、相互に綿密な連携

を図るとともに、関係機関の協力を得て、次の事項を中心に被災地内の道路及び交通の状況につ

いて、その実態を把握する。 

1）損壊、または通行不能となった路線名及び区間 

2）迂回路を設定し得る場合はその路線名、分岐点及び合流点 

3）緊急に通行の禁止、または制限を実施する必要の有無 

 

（2）交通規制の実施 

道路管理者及び北海道公安委員会は、次の方法により交通規制を実施する。 

1）交通規制を実施するときは、道路標識等を設置する。 

2）緊急を要し道路標識等を設置するいとまがないとき、または道路標識等を設置して行うこと

が困難なときは、現場警察官等の指示によりこれを行う。 

 

（3）関係機関との連携 

道路管理者及び北海道公安委員会が交通規制により通行の禁止制限を行った場合には関係機

関に連絡するとともに、あらゆる広報媒体を通じて広報の徹底を図る。 
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3．海上交通安全の確保 

室蘭海上保安部は、海上交通の安全を確保するため、次に掲げる措置を講ずる。 

（1）船舶交通の輻輳が予想される海域においては、必要に応じて船舶交通の整理・指導を行う。 

 

（2）海難の発生その他の事情により、船舶交通の危険が生じ、または生ずるおそれがあるときは、

必要に応じて船舶交通を制限し、または禁止する。 

 

（3）海難船舶または漂流物、沈没物その他の物件により船舶交通の危険が生じまたは生ずるおそれ

があるときは、速やかに必要な応急措置を講ずるとともに、船舶所有者等に対し、これらの除去

その他船舶交通の危険を防止するための措置を講ずるべきことを命じ、または勧告する。 

 

（4）水路の水深に異状を生じたと認められるときは、必要に応じて検測を行うとともに、応急標識

を設置する等により水路の安全を確保する。 

 

（5）航路標識が損壊し、または流出したときは、速やかに復旧に努めるほか、必要に応じて応急標

識の設置に努める。 
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第 13 節 緊急輸送対策 

災害時において、災害応急対策、復旧対策等に万全を期すため、町民の避難、災害応急対策要員

の移送及び救援若しくは救助のための資機材、物資の輸送（以下「災害時輸送」という。）を迅速、

確実に行うための輸送能力の確保に関する事項は、次のとおりである。 

 

1．実施責任 

災害時輸送は、災害応急対策を実施する機関の長が行う（基本法第 50 条第 2 項）。なお、災害

時輸送の総括は、避難対策部が行う。 

 

 

2．輸送の対象 

災害時の緊急輸送の対象は、おおむね次のとおりとする。 
 

○消防・水防活動等、災害の拡大防止のための人員及び資機材の輸送 

○救助救出、医療活動の従事者及び血液・医薬品等の輸送 

○医療機関への負傷者等の搬送 

○罹災地外への重傷者の搬送 

○食料、水、衣料等の生活必需品の輸送 

○公共施設（道路、橋梁、港湾）やライフライン等の応急復旧及び交通規制に必要な人

員・物資の輸送 

 

 

3．車両等による輸送 

災害時輸送は、一時的に自らの機関の車両を使用し、被災地までの距離や被害の状況等により自

らの機関の所有する台数では不足する場合は、他の機関に応援を要請し、または民間の車両の借上

げを行うなど対応を行う。 

（附属資料 p.資 65「車両等一覧」参照） 

 

 

4．緊急輸送道路の確保 

町は、被害状況及び復旧状況等以下の事項について集計・総括し、室蘭開発建設部、胆振総合振

興局室蘭建設管理部等の道路管理者、自衛隊及び伊達警察署へ報告するとともに、各関係機関の協

力を得て、道路の被害・渋滞等の情報を収集し、障害物の除去、道路施設の復旧を実施する。 
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○障害物の除去 

○緊急輸送道路（一次路線）・緊急交通路等の優先的な復旧 

○被害・復旧状況の集計・報告 

 

 

5．緊急車両の申請 

災害時において公安委員会により道路通行が禁止、または制限されたとき、町及び各防災関係機

関は、救援物資の輸送等の緊急車両を通行させるため、知事（胆振総合振興局長）または所轄の警

察署長に対し緊急通行車両確認証明書及び標章の交付を申請する。 

町及び各防災関係機関は、証明書及び標章の交付を受けたときは、証明書を携帯するとともに標

章を車両の見やすい箇所に掲示する。 

 

 

6．海上輸送の確保 

漁業協同組合等の協力並びに漁船の借上げをするほか、災害の規模に応じ、海上保安部、自衛

隊等の協力を得て輸送を行う。 
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第 14 節 ヘリコプターによる航空輸送の確保 

災害時におけるヘリコプターによる航空輸送の確保に関する事項は、次のとおりである。 

 

1．基本方針 

町内において災害が発生し、地上輸送が困難または不適当と判断されたとき、または山間へき地

などで緊急輸送の必要があるとき、迅速・的確な災害応急対策の実施のために「北海道消防防災ヘ

リコプター応援協定」の定めにより、広域かつ機動的に活動できる消防防災ヘリコプターの有効活

用を図る。 

 

2．要請手続き等 

（1）要請の要件 

町は、町内に災害が発生、または発生するおそれがある場合で、次の各号のいずれかに該当す

る場合は、西胆振消防組合を通じて、道に消防防災ヘリコプターの出動を要請する。 
 

○災害が隣接する町村に拡大し、または影響を与えるおそれがある場合 

○町の消防力等では災害応急対策が著しく困難な場合 

○その他消防防災ヘリコプターによる活動が最も有効と認められる場合 

 

（2）要請方法 

道に対する要請は、西胆振消防組合が電話により次の事項を明らかにして行うとともに、速や

かにＦＡＸにより消防防災ヘリコプター緊急運航伝票を提出する。 
 

○災害の種類 

○災害発生の日時及び場所並びに災害の状況 

○災害現場の気象状況 

○災害現場の最高指揮者の職・氏名及び災害現場との連絡方法 

○消防防災ヘリコプターの離着陸の所在地及び地上支援体制 

○応援に要する資機材の品目及び数量 

○その他必要な事項 

 

（3）要請先 
 

名  称 電話番号 FAX番号 

北海道総務部危機対策局危機対策課防災航空室 011-782-3233 011-782-3234 
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3．消防防災ヘリコプターの活動内容 

消防防災ヘリコプターは、次に掲げる活動で、ヘリコプターの特性を十分に活用することができ、

その必要性が認められる場合に運航する。 
 

○災害応急対策活動 

被災状況調査などの情報収集活動 

救援物資、人員、資機材等の搬送 

○救急・救助活動 

傷病者、医師等の搬送 

被災者の救助救出活動 

○火災防御活動 

空中消火 

消火資機材、人員等の搬送 

○その他 

ヘリコプター等の活用が有効と認める場合 

 

 

4．ヘリコプター離着陸場の確保 

町における災害発生時のヘリコプター離着陸場は、次のとおりである。 
 

施 設 名 所 在 地 広 さ 備 考 

豊浦町民グラウンド 豊浦町字船見町 93-1 8,140㎡ 110m×74m 

豊浦小学校グラウンド 豊浦町字船見町 95-3 9,064㎡ 142m×70m 

豊浦中学校グラウンド 豊浦町字船見町 123-2 17,906㎡ 164m×84m 

いずみの学校グラウンド 豊浦町字東雲町 92 14,100㎡ 150m×80m 

旧大岸中学校グラウンド 豊浦町字大岸 116 7,553㎡  75m×100m 

旧礼文華中学校グラウンド 豊浦町字礼文華 169 8,420㎡ 台形型(100m×70m) 

 

 

5．安全対策 

ヘリコプターの離発着に支障が生じないための必要な措置、地上の支援体制等を講じるものと

する。 
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第 15 節 応援要請 

大規模災害が発生した場合において、災害応急対策を円滑に実施するため、次のとおり相互に広

域応援対策を講ずるものとする。 

なお、広域応援のうち広域一時滞在については、本章 第 4節「6．広域一時滞在対策｣による。 

 

1．要請の決定 

各対策部長は、道、他市町村等に応援のため職員の派遣を要請する必要が生じた場合は、企画対

策部長を通じて本部長に報告する。本部長は、直ちに本部員会議を招集し、協議のうえ要請の可否

を決定する。ただし、そのいとまがない場合は、直接本部長が決定する。 

なお、職員の派遣を要請するときは、知事（胆振総合振興局長）または当該市町村長とあらかじ

め協議しなければならない。 

 

 

2．道に対する応援要請 

応急措置を実施するため必要があると認めるときは、基本法第 68 条の規定に基づき道に対し応

援を求め、または応急措置の実施を要請する。 

 

 

3．他市町村に対する応援要請 

（1）応急措置を実施するため必要があると認めるときは、基本法第 67条の規定に基づき、他市町村

に対し応援を求める。 

 

（2）町及び西胆振消防組合が締結している「災害時等における北海道及び市町村相互の応援に関す

る協定」、「6市町防災協定」、「北海道広域消防相互応援協定」に基づき、速やかに応援要請す

る。 

 

 

4．指定地方行政機関に対する応援要請 

災害応急対策または災害復旧のため必要があると認めるときは、基本法第 29条の規定に基づき、

指定地方行政機関に対し、職員の派遣を要請する。また、基本法第 30 条の規定に基づき、道に対

し職員の派遣について斡旋を求める。 

なお、北海道開発局の現地情報連絡員（リエゾン）、緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）の派遣

制度を有効に活用するものとする。 

要請先：室蘭開発建設部有珠復旧事務所 Tel.76-2550 
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（1）基本法施行令第 15条の規定により、職員の派遣要請をしようとするときは、次の事項を明らか

にした文書をもって行う。 
 

○派遣を要請する理由 

○派遣を要請する職員の職種別人員数 

○派遣を必要とする期間 

○派遣される職員の給与その他の勤務条件 

○前各号に掲げるもののほか職員の派遣について必要な事項 

 

（2）基本法施行令第 16条の規定により、職員の派遣の斡旋を求めようとするときは、次の事項を明

らかにした文書をもって行う。なお、国の職員の派遣斡旋のみでなく、地方自治法第 252条の 17

に規定する地方公共団体相互間の派遣についても含む。 
 

○派遣の斡旋を求める理由 

○派遣の斡旋を求める職員の職種別人員数 

○派遣を必要とする期間 

○派遣される職員の給与その他の勤務条件 

○前各号に掲げるもののほか、職員の派遣の斡旋について必要な事項 

 

 

5．派遣職員の身分取扱 

（1）派遣職員の身分取扱は、原則として職員派遣側及び職員派遣受入側の双方の身分を有するもの

とし、したがって双方の法令・条例及び規則（以下「関係規定」という。）の適用があるものとす

る。ただし、この場合双方の関係規定に矛盾が生じた場合には、双方協議のうえ決定する。また派

遣受入側はその派遣職員を定数外職員とする。 

 

（2）派遣職員の給料等の双方の負担区分は、指定行政機関及び指定地方行政機関の職員については、

基本法第 32 条第 2 項及び同法施行令第 18 条の規定により、また地方公共団体の職員については

地方自治法第 252条の 17の規定によるものとする。 

 

（3）派遣職員の分限及び懲戒は職員派遣側が行うものとする。ただし、地方自治法第 252条の 17に

規定する地方公共団体相互間の派遣については、双方協議のうえ決定するものとする。 

 

（4）派遣職員の服務は派遣受入側の規定を適用するものとする。 

 

（5）派遣受入側は、災害派遣職員に対し災害派遣手当を支給することができる。 
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第 16 節 自衛隊災害派遣要請 

災害時における応急対策実施のための、自衛隊法第 83 条の規定に基づく自衛隊の派遣要請に関

する事項は、次のとおりである。 

 

1．災害派遣要請基準 

自衛隊の派遣要請に当たっては、人命及び財産保護のため行うものとし、その基準は概ね次のと

おりとする。 
 

○人命救助のための応援を必要とする場合 

○災害または災害の発生が予想され、緊急の措置に応援を必要とする場合 

○大規模な災害が発生し、応急措置のため応援を必要とする場合 

○救助物資の輸送のため応援を必要とする場合 

○主要道路の応急復旧に応援を必要とする場合 

○応急措置のため医療、防疫、給水及び通信支援などの応援を必要とする場合 

 

2．災害派遣要請の要領等 

（1）派遣要請方法 

町長は、災害派遣の必要があると認められるときは、次の事項を明らかにした文書（「自衛隊

災害派遣要請依頼」附属資料 p.様 12）をもって知事（胆振総合振興局長）に要求する。 

この場合において、町長は、必要に応じてその旨及び当該町域に係る災害の状況を要請先であ

る指定部隊等の長に通知するものとする。 

また、緊急を要する場合は、口頭または電話等により依頼し、速やかに文書を提出するものと

する。 
 

○災害の状況及び派遣を要請する事由 

○派遣を希望する期間 

○派遣を希望する区域及び活動内容 

○派遣部隊が展開できる場所 

○派遣部隊との連絡方法、その他参考となる事項 

 

（2）町長は、人命の緊急救助に関し、知事（胆振総合振興局長）に要求するいとまがないとき、ま

たは通信の途絶等により知事（胆振総合振興局長）と指定部隊との連絡が不能である場合等につ

いては、直接指定部隊等の長に通知することができる。ただし、この場合、速やかに知事（胆振総

合振興局長）に連絡し、上記（1）の手続を行うものとする。 
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3．派遣活動 

災害派遣時における自衛隊の支援活動は、次のとおりである。 
 

○被害状況の把握 

○避難の援助 

○遭難者等の捜索救助活動 

○水防活動 

○消防活動 

○道路または水路の啓開 

○応急医療、救護及び防疫 

○人員及び物資の緊急輸送 

○炊飯及び給水 

○物資の無償貸付または譲与 

○危険物の保安及び除去 

○その他 

 

 

4．災害派遣部隊の受入体制等 

（1）派遣部隊到着前の措置 

1）災害派遣部隊との連絡責任者を定める。 

2）派遣部隊の宿泊所、車両・機器等の保管場所、その他受入れのために必要な措置及び準備を

する。 

3）派遣部隊が到着後に速やかに活動できるよう、応援を求める作業内容、所要人員、器材等の

確保、その他について計画を立てておく。 

 

（2）派遣部隊到着後の措置 

1）派遣部隊を目的地に誘導するとともに、派遣部隊の責任者と作業計画等について協議し、調

整のうえ必要な措置をとる。 

2）町長は、派遣部隊の到着後及び必要に応じて次の事項を胆振総合振興局長に報告するものと

する。 
 

○派遣部隊の長の官職、氏名 

○隊員数 

○到着日時 

○従事している作業内容及び進捗状況 

○その他参考となる事項 
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（3）経 費 

1）次の費用は、町において負担する。 
 

○資材費及び機器借上料 

○電話料及びその施設費 

○電気料 

○水道料 

○汲取料 

 

2）その他必要経費については、自衛隊及び関係機関において協議の上、定める。 

3）派遣部隊は、関係機関または民間から宿泊・給食の施設、設備等の提供を受けた場合には、

これを利用することができる。 

 

 

5．派遣部隊の撤収要請  

町長は、災害派遣要請の目的を達成したとき、またはその必要がなくなったときは、速やかに「自

衛隊災害派遣撤収要請依頼」（附属資料 p.様 13）をもって知事（胆振総合振興局長）に対しその

旨報告するものとする。ただし、文書による報告が日時を要するときは電話等で要請し、速やかに

文書を提出するものとする。 
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第 17 節 災害救助法の適用 

救助法を適用し、同法に基づき実施する応急救助活動に関する事項は、次のとおりである。 

 

1．実施責任 

救助法による救助は、知事（胆振総合振興局長）が行う。ただし、町長は知事（胆振総合振興局

長）から救助の実施について、個別の災害ごとに救助に関する事務の一部を委任された場合は、自

らの判断責任において実施する。 

 

 

2．救助法の適用基準 

救助法による救助は、次に掲げる程度の災害が発生した町域において、当該災害にかかり現に救

助を必要とする者に対して行う。 
 

災害救助法の適用基準 

  被害区分 
 
人口 

町単独の場合 全道で 2,500 世帯以上
の住家が滅失 

被害が全道にわたり、全
体で 12,000 世帯以上の
住家が滅失 

［ 豊 浦 町 ］ 
5,000 人未満 

町域内で、30世帯以上の
住家が滅失した場合 

そのうち 15 世帯が町域
に含まれる場合 

町の被害状況が特に救
助を必要とする状態で
あると認められたとき 

 

住家被害の判定基準 

滅   失 

○全壊、全焼、流失 

○損壊、焼失若しくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の 70％

以上に達した程度のもの、または住家の主要な要素の経済的被害を住家

全体に占める損害割合で表し、50％以上に達した程度のもの。 

半壊・半焼 

○2 世帯で滅失 1世帯に換算 

○住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元どおりに再使用できる程度のも

ので、具体的には損壊部分の床面積が、その住家の延床面積の 20％～

70％のもの、または住家の主要な要素の経済的被害を住家全体に占める

損害割合で表し、20％以上 50％未満のもの。 

床 上 浸 水 

○3 世帯で滅失 1世帯に換算 

○床上浸水、土砂のたい積等により一時的に居住することができない状態

となったもの。 

世帯の判定 

○生計を一にしている実際の生活単位をいう。 

○会社または学生の寮等は、各々が独立した生計を営んでいると認められる場合、個々の生

活実態に即し判断する。 
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3．救助法の適用手続き 

（1）町長は、町における災害が救助法の適用基準の何れかに該当し、または該当するおそれがある

場合には、直ちにその旨を胆振総合振興局長に報告しなければならない。 

 

（2）災害の事態が急迫し、知事（胆振総合振興局長）による救助の実施を待ついとまがない場合は、

町長は救助法の規定による救助を行い、その状況を直ちに胆振総合振興局長に報告し、その後の

処置について指示を受けなければならない。 

 

 

4．救助法による救助内容 

救助法による救助内容は次のとおりである。 
 

救助の種類 実施期間 実施者区分 

避 難 所 等 の 設 置 7 日以内 町 

応 急 仮 設 住 宅 の 供 与 

20 日以内に着工 

建設工事完了後 3 ヵ月以内 

※特定行政庁の許可を受け

て 2 年以内に延長可能 

対象者、対象箇所の選定：町 

設置：道 

(ただし委任したときは町） 

炊き出しその他による食

品 の 給 与 
7 日以内 町 

飲 料 水 の 供 給 7 日以内 町 

被服、寝具その他生活必

需品の給与または貸与 
10 日以内 町 

医 療 14 日以内 
医療班：道、日赤道支部 

(ただし委任したときは町） 

助 産 分娩の日から 7 日以内 
医療班：道、日赤道支部 

(ただし委任したときは町） 

災害にかかった者の救出 3 日以内 町 

住 宅 の 応 急 修 理 1 ヵ月以内 町 

学 用 品 の 給 与 
教科書：1 ヵ月以内 

文房具等：15 日以内 
町 

埋 葬 10 日以内 町 

遺 体 の 捜 索 10 日以内 町 

遺 体 の 処 理 10 日以内 町・日赤道支部 

障 害 物 の 除 去 10 日以内 町 

生 業 資 金 の 貸 与  現在運用されていない 

 

注）期間については、すべて災害発生の日から起算することとし、厚生労働大臣の承認を得て実施

期間を延長することができる。 
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第 18 節 安否確認及び遺体の処理・埋葬 

災害時における安否確認や行方不明者の捜索及び遺体の処理・埋葬の実施に関する事項は、次の

とおりである。 

 

1．実施責任 

救助法が適用された場合は、知事の委任を受けた町長が実施し、救助法適用に至らない災害の場

合は、救助法の規定に準じて町長の責任で実施する。 

遺体処理のうち、洗浄等の措置及び検案については、知事の委任を受けた日赤北海道支部が行う。 

 

 

2．安否確認と行方不明者の捜索 

（1）安否確認 

町は、災害が発生したときは、避難所等の避難者リスト等に基づき、障がい者・高齢者等の要

配慮者に対して、積極的に安否の確認を行う。 

町民が安否確認を行うときは、災害用伝言ダイヤル 171や、携帯電話及びインターネットによ

る災害用伝言板サービスを利用することができる。 

さらに、町は、安否に関する情報を総括し、報道機関及び防災行政無線、広報紙等により、町

民等へ情報を提供する。 

 

（2）行方不明者の捜索 

災害により現に行方不明の状態にあり、かつ周囲の状況により既に死亡していると推定され

る者の捜索は、町が消防機関、警察官及び海上保安官に協力を要請し、実施する。被害の状況に

よっては、地域住民の協力を得て実施する。 

 

 

【地域団体の役割】 

町内会組織や自主防災組織は、地域の要配慮者に対する安否の確認を行い、行方不明者

等がある場合には、速やかにその旨を町や警察署等へ連絡します。 
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3．遺体の処理・埋葬 

（1）遺体の処理 

1）対象者 

災害により死亡した者で、災害による社会混乱のため、その遺族等が遺体の処理を行うこと

ができない者。 

2）処理の範囲 
 

○遺体の洗浄、縫合、消毒等の処置（日赤北海道支部） 

○遺体の安置（町） 

○検案（日赤北海道支部） 

○死体見分（警察官、海上保安官） 

 

3）安置場所の確保 

町は、死体安置場所について、発災時はもとより、日頃から警察との連携を図り、事前の確

保に努めるものとする。 

 

（2）遺体の埋葬 

1）対象者 

災害時の混乱の際に死亡した者及び災害のため埋葬を行うことが困難な場合または遺族のい

ない遺体。 

2）埋葬の方法 

①町は、遺体を土葬または火葬に付し、または棺、骨つぼ等を遺族に支給する等現物給付を

もって行う。 

②身元不明の遺体については警察その他関係機関に連絡し、その調査に当たるとともに埋

葬に当っては土葬または火葬にする。 

③埋葬の実施が町において実施できないときは、関係機関や協定に基づく協力を得て行う。 
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第 19 節 災害ボランティアの受入れ 

災害応急対策を迅速・的確に実施するために必要な協力団体及び各種ボランティア団体等との

連携に関する事項は、次のとおりである。 

 

1．災害ボランティア団体等の協力 

町は、豊浦町社会福祉協議会と連携を図り、日本赤十字社北海道支部または各種ボランティア団

体・NPOからの協力の申入れ等により、災害応急対策の実施について労務の協力を受ける。 

 

 

2．災害ボランティアの受入れ 

豊浦町社会福祉協議会は、防災ボランティア活動指針に基づいて相互に協力し、ボランティアに

対する被災地のニーズの把握に努めるとともに、ボランティアの受付・調整等その受入れ体制を確

保するよう努める。 

ボランティアの受入れに当たっては、高齢者介護や外国人との会話力等ボランティアの技能等

が効果的に活かされるよう配慮するとともに、必要に応じてボランティア活動の拠点を提供する

など、ボランティア活動の円滑な実施が図られるよう支援に努める。 

 

 

3．災害ボランティア活動の内容 

ボランティア団体・NPOに依頼する活動の内容は、主として次のとおりとする。 
 

一般ボランティア 専門ボランティア 

○災害・安否・生活情報の収集・伝達 

○炊き出し、その他の災害救助活動 

○避難所の運営補助 

○避難者の生活支援 

○清掃及び防疫 

○応急救援物資、資材等の輸送及び配分 

○応急復旧現場における危険を伴わない

軽易な作業 

○災害応急対策事務の補助 

○その他 

○救助救出活動 

○医療・救護活動 

○被災建築物の応急危険度判定 

○高齢者、障がい者等の介護、看護補助 

○手話通訳 

○外国語通訳 

○無線を使用した非常通信 

○特殊車両等による資機材・救援物資等

の輸送 

○被災者の心のケア活動 

○被災母子のケア活動 

○被災動物の保護・救助活動 

○ボランティア・コーディネート 
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第 20 節 被災建築物・宅地の応急危険度判定 

二次災害を防止するための、被災建築物または被災宅地の安全対策に関する事項は、次のとおり

である。 

 

1．建物の応急危険度判定 

町は、被災した建築物等の当面の使用の可否を判定し、所有者等に知らせる応急危険度判定を実

施する。 

 

（1）活動体制 

町は、被災状況に応じて、以下の体制に基づき、胆振総合振興局を通じて道に対して応急危険

度判定士の派遣を要請し、被災建築物の応急危険度判定活動を行う。 

 

 

 

図 3－10 応急危険度判定活動の体制図 

 

（2）基本的事項 

1）判定対象建築物 

原則として、全ての被災建築物を対象とするが、被害の状況により判定対象を限定すること

ができる。 

2）判定開始時期、調査方法 

地震発生後、できる限り早い時期に、主として目視により、被災建築物の危険性について、

木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造の構造種別ごとに調査表により行う。 
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3）判定の内容、判定結果の表示 

被災建築物の構造駆体等の危険性を調査し、「危険」、「要注意」、「調査済」の 3 段階で

判定を行い、3 色の判定ステッカーに対処方法等の所要事項を記入し、当該建築物の出入り口

等の見やすい場所に貼付する。 

なお、3段階の判定の内容については、次のとおりである。 
 

区 分 判定ステッカー 判定内容 

危 険 赤 色 
建築物の損傷が著しく、倒壊などの危険性が高い場合で
あり、使用及び立ち入りができない 

要 注 意 黄 色 
建築物の損傷は認められるが、注意事項に留意すること
により立ち入りが可能である 

調 査 済 青 色 建築物の損傷が少ない場合 

 

4）判定の効力及び変更 

応急危険度判定は、行政機関による情報の提供であり、応急的な調査であること、また、余

震などで被害が進んだ場合、あるいは適切な応急補強が行われた場合には、判定結果が変更さ

れることがある。 

 

 

2．被災宅地危険度判定 

宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合に、被災宅地危険度判定士を活用して、被災宅地危険度

判定を実施する。 

 

（1）危険度判定の実施 

町は、災害の発生後、宅地の被害に関する情報に応じて危険度判定実施本部を設置し、胆振総

合振興局を通じて道に対して応急危険度判定士の派遣を要請する。 

 

（2）判定士の業務 

判定士は、「被災宅地の調査・危険度判定マニュアル」に基づき、宅地の被害程度に応じて、

「危険宅地」、「要注意宅地」、「調査済宅地」の 3 区分に判定し、判定結果は、当該宅地の見

やすい場所（擁壁、のり面等）に判定ステッカーを表示する。 
 

区 分 判定ステッカー 

危 険 宅 地 赤 色 

要 注 意 宅 地 黄 色 

調 査 済 宅 地 青 色 
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（3）危険度判定実施本部の業務 

危険度判定実施本部は、「被災宅地危険度判定業務実施マニュアル」に基づき、次の業務を行

う。 
 

○宅地に係る被害情報の収集 

○判定実施計画の作成 

○宅地判定士・判定調整員の受入れ及び組織編成 

○判定の実施及び判定結果の現地表示並びに住民対応 

○判定結果の調整及び集計並びに関係機関への報告 
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第 21 節 住宅対策 

災害により住宅を失い、または破損のため居住ができなくなった世帯に対する住宅の応急修理、

または応急仮設住宅の建設に関する事項は、次のとおりである。 

 

1．実施責任 

避難所等の設置による被災者の応急収容、応急仮設住宅の建設、住宅の応急修理及び災害公営住

宅の建設については、町長が行う。ただし、救助法が適用された場合は、知事または知事の委任を

受けて町長が実施する。 

 

 

2．住宅の応急修理 

町は、必要により住宅の応急修理を以下の要領で実施する。 

（1）対象者 
 

○住宅が半壊または半焼し、当面、日常生活を営むことができない者 

○自らの資力で応急修理ができない者 

 

（2）実施の方法 

応急修理は、本節 3.「応急仮設住宅」の建設に準じて行う。 

 

（3）修理の範囲と費用 
 

○応急修理は、居室、炊事場及びトイレ等日常生活に欠くことのできない部分で、必要

最小限とする。 

○費用は、救助法及び関係法令の定めるところによる。 
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3．応急仮設住宅 

町は、必要により応急仮設住宅を建設する。救助法が適用された場合の応急仮設住宅の建設等に

関する基本的な事項は、次のとおりである。 

 

（1）入居対象者 

原則として、次の条件に該当しなければならない。 
 

○住宅が全壊、全焼または流失した者であること。 

○居住する住家がない者であること。 

○自らの資力では住宅を確保できない者で次に該当する者であること。 

①生活保護法の被保護者及び要保護者 

②特定の資産のない失業者、寡婦、母子世帯、老人、病弱者、身体障害者、勤労者、

小企業者等 

 

（2）入居者の選定 

応急仮設住宅の入居者の選定については、町が行う。選定に当たっては要配慮者を優先する。 

 

（3）応急仮設住宅の建設 

原則として応急仮設住宅の設置は、知事が行う。 

 

（4）応急仮設住宅の建設用地 

道及び町は、災害時に応急仮設住宅の設置が速やかに行われるよう、建設可能用地や建設可能

戸数について、あらかじめ把握するものとする。 

 

（5）建設戸数 

町からの要請に基づき、道が設置戸数を決定する。 

 

（6）規模、構造、存続期間及び費用 

1）応急仮設住宅の標準規模は、1戸（室）当たり平均 29.7ｍ2を基準とする。構造は、原則とし

て軽量鉄骨組立方式による 2～6戸の連続建て、若しくは共同建てとし、その仕様は、「応急仮

設住宅仕様基準」のとおりとする。ただし被害の程度その他必要と認めた場合は、一戸建てま

たは木造住宅により実施する。 

2）応急仮設住宅の存続期間は、その建築工事（または借上げに係る契約を締結）を完了した後、

3月以内であるが、特定行政庁の許可を受けて、2年以内とすることができる。ただし、特定非

常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律に基づき、政令で指定
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されたものに係る応急仮設住宅については、更に期間を延長することができる。 

3）費用は救助法及び関係法令の定めるところによる。 

 

（7）維持管理 

知事が設置した場合、知事の委任を受けて町長が実施する。 

 

（8）運営管理 

応急仮設住宅の運営管理に当たっては、安心・安全の確保，孤独死や引きこもりなどを防止す

るためのこころのケア、入居者によるコミュニティの形成及び運営に努めるもとともに、女性の

参画を推進し、女性を始めとする生活者の意見を反映できるよう配慮するものとする。また、必

要に応じて、応急仮設住宅における家庭動物の受入れに配慮するものとする。 

 

 

4．災害公営住宅の整備 

（1）災害公営住宅 

大規模な災害が発生し、住宅の被害が次の各号の 1 以上に達した場合に滅失した住宅に居住

していた低額所得者に賃貸するため国から補助を受けて整備し入居させるものとする。 
 

区 分 要 件 

地震、津波、暴風雨、洪水、

高潮その他異常な自然現象

による災害の場合 

○被災地全域の滅失戸数が 500戸以上のとき 

○町区域内の滅失戸数が 200戸以上のとき 

○滅失戸数がその町区域内の住宅戸数の１割以上のとき 

火災による場合 
○被災地域の滅失戸数が 200戸以上のとき 

○滅失戸数が町区域内の住宅戸数の 1 割以上のとき 

 

（2）整備及び管理者 

災害公営住宅は町が整備し、管理するものとする。ただし、知事が道において整備する必要を

認めたときは道が整備し、整備後は公営住宅法第 46 条の規定による事業主体の変更を行って町

に譲渡し、管理は町が行うものとする。 
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（3）整備管理等の基準 

災害公営住宅の整備及びその管理はおおむね次の基準によるものとする。 

1）入居者の資格 
 

○当該災害発生の日から 3か年間は当該災害により住宅を失った者であること。 

○当該災害発生後 3 か年間は、月収 214,000 円以下（当該災害発生の日から 3 年を経

過した後は、158,000円）で事業主体が条例で定める金額を超えないこと。 

○現に同居し、または同居しようとする親族があること。 

○現に住宅に困窮していることが明らかであること。 

2）構 造 

再度の被災を防止する構造とする。 

3）整備年度 

原則として当該年度、やむを得ない場合は翌年度。 

4）国庫補助 
 

○建設、買取りを行う場合は当該公営住宅の建設、買取りに要する費用の 2/3。 

ただし、激甚災害の場合は 3/4。 

○借上げを行う場合は住宅共用部分工事費の 2/5。 

 

 

 

5．資材等の斡旋、調達 

（1）町は、建築資材、暖房用燃料等の調達が困難な場合は、道に斡旋を依頼するものとする。 

（2）道は、町から資材等の斡旋依頼があった場合は、関係機関及び関係業者等の協力を得て、積極

的に斡旋、調達を行うものとする。 

 

 

6．住宅の応急復旧活動 

道及び町は、必要に応じて、住宅事業者の団体と連携して、被災しながらも応急対策をすれば居

住を継続できる住宅の応急修繕を推進するものとする。 
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第 22 節 ライフライン施設の応急対策 

災害の発生に伴い、生活に密着した施設（簡易水道、下水道、電気、ガス、通信及び放送施設等）

が被災し、水、電気、ガス等の供給が停止した場合は、生活の維持に重大な支障を生ずる。これら

各施設の応急復旧に関する事項は、次のとおりである 

 

1．簡易水道施設の応急対策 

（1）応急復旧 

水道管理者は、被災した施設の応急復旧についての計画をあらかじめ定めておくほか、災害の

発生に際してその計画に基づき直ちに被害状況の調査、施設の点検を実施するとともに、被害に

あった場合は、速やかに応急復旧し、町民に対する水道水の供給に努める。 

 

（2）被害及び応急復旧状況の伝達 

水道管理者は、災害により水道施設に被害を生じた場合は、その被害状況及び復旧見込み等に

ついて広報を実施し、町民の不安解消を図るとともに、応急復旧までの対応についての周知を図

る。 

 

（3）復旧用資機材等の確保と応援派遣要請 

町は、簡易水道施設の応急復旧に当たっては、備蓄資機材を使用して活動することとするが、

被害状況により資機材や人員が不足するときは、災害時相互応援に関する協定等に基づき、復旧

用資機材や人員等の派遣要請を行い、迅速な応急復旧活動の実施を図る。 

 

（4）施設の復旧優先順位 

町は、医療・福祉、避難所等及び消防用施設等の施設の優先的な応急復旧に努める。 

 

 

2．下水道施設の応急対策 

（1）応急復旧 

下水道管理者は、被災した施設の応急復旧についての計画をあらかじめ定めておくほか、災害

の発生に際してその計画に基づき直ちに被害状況の調査、施設の点検を実施し、排水機能の支障

及び二次災害のおそれのあるものについては、応急復旧を行う。 

 

（2）被害及び応急復旧状況の伝達 

下水道管理者は、災害により下水道施設に被害のあった場合は、下水道施設の被害状況及び復
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旧見込み等について広報を実施し、町民の生活排水に関する不安解消に努める。 

 

（3）復旧用資機材等の確保と応援派遣要請 

町は、下水道施設の応急復旧に当たっては、備蓄資機材を使用して活動することとするが、被

害状況により資機材や人員が不足するときは、災害時相互応援に関する協定等に基づき、復旧用

資機材や人員等の派遣要請を行い、迅速な応急復旧活動の実施を図る。 

 

（4）施設の復旧優先順位 

町は、医療・福祉、避難所等及び消防用施設等の施設の優先的な応急復旧に努める。 

 

 

3．電力施設の応急対策 

（1）応急復旧 

電気事業者は、被災した施設の応急復旧についての計画をあらかじめ定めておくほか、災害の

発生に際してその計画に基づき直ちに被害状況（停電の状況）の調査、施設の点検を実施し、施

設に被害（停電）があった場合は、二次災害の発生を防止するとともに、速やかに応急復旧を実

施し、早急に停電の解消に努める。 

 

（2）被害及び応急復旧状況の伝達 

電気事業者は、災害により電力施設に被害があった場合は、感電事故、漏電による出火の防止

及び電力施設の被害状況（停電の状況）、復旧見込み等について、テレビ・ラジオなどの報道機

関や広報車を通じて広報する。 

 

（3）復旧用資機材等の確保と応援派遣要請 

北海道電力株式会社室蘭支店は、電力施設の応急復旧に当たっては、備蓄資機材を使用して活

動することとするが、被害状況により資機材や人員が不足するときは、各防災関係機関や電力他

社等に復旧用資機材や人員等の派遣要請を行い、迅速な応急復旧活動の実施を図る。 

 

（4）施設の復旧優先順位 

北海道電力株式会社室蘭支店は、医療・福祉、避難所等及び消防用施設等への優先的な応急送

電に努める。 
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4．ガス施設の応急対策 

（1）応急復旧 

社団法人北海道エルピーガス協会は、被災した施設の応急復旧についての計画をあらかじめ

定めておくほか、災害の発生に際してその計画に基づき直ちに施設、設備の被害調査、点検を実

施し、被害があった場合は、二次災害の発生を防止するとともに、速やかに応急復旧を行う。 

また、災害時には、プロパンガスの埋没や流出等の被害や供給停止による住民生活への支障が

予想される。さらに、ガス漏れ等のガス災害からの避難等も予想されるため、町は、ＬＰガス事

業者等による諸活動に対して必要に応じて支援を図るとともに、町民の苦情、相談等に対して道

及びＬＰガス事業者等と連携した対応を図るものとする。 

 

（2）被害及び応急復旧状況の伝達 

社団法人北海道エルピーガス協会は、災害によりガス施設に被害のあった場合は、ガス施設の

被害状況及び復旧見込み等について広報を実施する。 

 

（3）復旧用資機材等の確保と応援派遣要請 

社団法人北海道エルピーガス協会は、ガス施設の応急復旧に当たっては、備蓄資機材を使用し

て活動することとするが、被害状況により資機材や人員が不足するときは、各防災関係機関やガ

ス供給他社等に復旧用資機材や人員等の派遣要請を行い、迅速な応急復旧活動の実施を図る。 

 

（4）施設の復旧優先順位 

社団法人北海道エルピーガス協会は、医療・福祉、避難所等及び消防用施設等への優先的な応

急ガス供給に努める。 

 

 

5．通信施設の応急対策 

（1）応急復旧 

東日本電信電話株式会社北海道支店、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北海道支社などの電

気通信事業者は、災害発生時の通信を確保するため、施設の被害調査、点検を実施するとともに、

被害があった場合、または異常事態の発生により通信が途絶するような場合において、速やかに

応急復旧を実施するなどの対策を講ずるものとする。 

 

（2）被害及び応急復旧状況の伝達 

通信を管理する機関は、災害により通信施設に被害のあった場合は、テレビ、ラジオなどの報

道機関の協力を得て、通信施設の被害状況、電話等の通信状況等について広報するとともに、被

災地への電話の自粛について理解と協力を求めるなど町民の不安解消に努める。 
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（3）復旧用資機材等の確保と応援派遣要請 

東日本電信電話株式会社北海道支店は、通信施設の応急復旧に当たっては、備蓄資機材を使用

して活動することとするが、被害状況により資機材や人員が不足するときは、各防災関係機関等

に復旧用資機材や人員等の派遣要請を行い、迅速な応急復旧活動の実施を図る。 

 

（4）施設の復旧優先順位及び通信回線の確保 

東日本電信電話株式会社北海道支店は、救助救出活動等の応急対策にかかわる重要な通信回

線については、優先的な応急復旧に努めるとともに、災害時優先電話や非常用交換機等を設置し、

通信回線を優先的に確保する。また、一般回線の利用が困難となったときは、罹災地に超小型衛

星通信装置、非常用交換機、移動電源車等の装置を設置し、通信回線の確保を図る。 

 

（5）罹災者への通信回線の解放 

東日本電信電話株式会社北海道支店は、地震などによる災害が発生し、一般回線の利用が困難

となったときは、特設・臨時公衆電話の設置や街頭公衆電話の無料化を実施する。また、災害時

には、回線が非常に混雑し、電話がかかりにくくなることから、災害用伝言ダイヤル 171を設置

し、罹災者の安否確認等に関する通信を確保する。 

 

 

6．鉄道施設の応急対策 

（1）応急復旧 

ＪＲ北海道及びＪＲ貨物は、各防災業務計画に基づき、災害が発生したときは災害対策本部を

設置し、被害情報を収集するとともに、乗客の安全確保を図り、二次災害の防止や鉄道施設の応

急復旧活動を実施し、物流と人員輸送の確保を図る。 

 

（2）被害及び応急復旧状況の伝達 

ＪＲ北海道及びＪＲ貨物は、被害や応急復旧状況についてとりまとめ、町へ報告する。報告を

受けた町は、報道機関や防災行政無線、広報紙等により町民等に情報を提供する。 

 

（3）復旧用資機材等の確保と応援派遣要請 

ＪＲ北海道及びＪＲ貨物は、鉄道施設の応急復旧に当たっては、備蓄資機材を使用して活動す

ることとするが、被害状況により資機材や人員が不足するときは、各防災関係機関等に復旧用資

機材や人員等の派遣要請を行い、迅速な応急復旧活動の実施を図る。 
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（4）施設の復旧優先順位 

ＪＲ北海道及びＪＲ貨物は、救援物資や避難者の輸送等の確保を図るため、重要となる鉄道施

設の優先的な応急復旧に努めるとともに、巡回点検により安全が確認された区間から順次運行

を再開する。 
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第 23 節 二次災害の防止対策 

二次災害の防止に関わる事項は、次のとおりである。 

 

1．道路・橋梁・河川・港湾・海岸施設の応急対策 

室蘭開発建設部、胆振総合振興局室蘭建設管理部及び町は、緊急輸送や町民等の安全を確保する

ため、危険箇所及び被害程度の把握を迅速に行い、関係機関に連絡するとともに資機材の確保を図

り、応急復旧工事を実施する。また、各施設の管理者は、二次災害の防止と緊急輸送の確保のため、

倒壊した建物、街路樹、流木、その他の構造物等の各管理施設における障害物の除去を実施する。

施設管理者単独による除去が不可能なときは、建設関連業者、自衛隊等の協力を得て障害物の除去

を実施する。 

 

（1）危険箇所、被害程度の把握と復旧情報の伝達 

室蘭開発建設部、胆振総合振興局室蘭建設管理部及び町の各施設管理者は、危険箇所、被害程

度を把握し、復旧期間等の情報を町に提供する。提供を受けた町は、報道機関や防災行政無線、

広報紙等により、町民等に情報を提供する。 

 

（2）資機材の確保と応急復旧工事の実施 

室蘭開発建設部、胆振総合振興局室蘭建設管理部及び町は、町民等の安全を確保するため、管

理施設における迅速な応急復旧工事を実施する。また、必要となる資機材については、建設関連

業者の協力を得て、早急に確保する。 

 

（3）障害物の除去 

室蘭開発建設部、胆振総合振興局室蘭建設管理部及び町は、町民等の安全と緊急輸送の確保等

のため必要があると認めるときは、管理施設における障害物の除去を実施する。施設管理者単独

による除去が不可能なときは、建設関連業者、自衛隊等の協力を得て障害物の除去を実施する。 

 

 

2．がけ地・急傾斜地等の応急対策 

胆振総合振興局室蘭建設管理部は、地震などによる災害が発生したときは、急傾斜地法に基づき

道が指定している急傾斜地崩壊危険区域について被害程度を把握し、必要に応じ迅速な応急復旧

対策を実施する。また、未指定箇所等については、所有者が、被害の程度を把握し、迅速な応急復

旧対策を実施する。 

町は、災害により宅地が被災した場合、町民等の安全を確保する必要があるため、被災宅地危険

度判定士を活用し、被害の発生状況を迅速かつ的確に把握し適切な応急対策を講じて二次災害の

軽減、防止を図る。 
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災害の規模が極めて大きく広範にわたるときは、必要に応じて、胆振総合振興局を通じて道に対

して被災宅地危険度判定士の派遣の要請を行い、被災宅地の判定を実施する。 

危険箇所、被害の程度等の情報は、その施設の管理者が町へ報告する。報告を受けた町は、報道

機関や防災行政無線、広報紙等により町民等に情報を提供する。 
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第 24 節 生活救護対策 

災害時における生活救護対策に関する事項は、次のとおりである。 

 

1．災害見舞金の支給 

町は、災害見舞金支給要綱に基づき、罹災の状況に応じて罹災者に災害見舞金を支給する。 

 

 

2．義援金の受入れ・配分 

日赤は、全国各地からの義援金受付窓口を設置し、義援金の受入れを実施するとともに、日赤北

海道支部及び日赤胆振地区に義援金配分委員会を設置し、日本赤十字社災害義援金取扱規程に基

づいて、義援金を罹災者に配分する。 

町は、全国各地からの、罹災者あて義援金を受付けるとともに、提供者の意向を尊重し、義援金

を罹災者に配分する。 

 

 

3．救援物資の受入れ・配分 

町、豊浦町社会福祉協議会及び日赤胆振地区は、郵便局、トラック協会及び一般ボランティアの

協力を得て、全国各地から送られてくる救援物資の受入れ・配分を迅速に実施する。救援物資の一

次保管場所については、高齢者コミュニティセンター等とし、救援物資の管理・配送を実施する。 
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第 25 節 文教対策 

学校施設の被災により、児童生徒等の安全の確保や通常の教育活動に支障をきたした場合の応

急対策に関する事項は、次のとおりである。 

 

1．応急教育 

（1）実施責任 

学校における応急教育及び町立文教施設の応急復旧対策は、町及び町教育委員会が行う。救助

法が適用された場合の学用品の給与は、知事の委任を受けた町長が実施する。 

学校ごとの適切な措置については、校長等学校管理者が具体的な応急計画を立てて行う。 

 

（2）園児・児童・生徒の安否確認と被害状況の報告 

学校管理者は、災害が発生したときは、園児・児童・生徒の安否の確認を実施し、安全の確保

を図る。また、学校管理者は、学校施設の被害状況について、速やかに町へ報告する。 

 

（3）応急教育の実施 

1）休園・休校措置 

①登校前の措置 

園長及び学校長は、学校施設等の被災その他の理由により校務等の運営上やむを得ないと

認めるときは町教育委員会と協議し、休園、休校の措置をとる。この場合、園長、各学校長

または町教育委員会は、幼稚園及び各学校であらかじめ定めてある連絡網や防災行政無線

施設、広報車等により各園児、児童、生徒に周知徹底を図る。 

②登校後の措置 

授業等を中断し帰宅させる場合は注意事項を十分徹底させ、集団下校等の措置や園児及び

低学年児童にあっては教職員等が地区別に付添うなどの措置をとる。また、必要に応じて父

母や地区消防団等の協力を得る。 

2）学校施設の確保と復旧対策 

被害の程度により応急修理のできる場合は速やかに修理し、施設の確保に努める。 

①校舎の一部が使用不能となった場合 

特別教室、屋内運動場などを利用する。 

②校舎の全部または大部分が使用不能となった場合 

最寄りの学校または公共施設等を利用する。 

③仮校舎の建築 

上記において施設の確保ができないときは、応急仮校舎の建築を検討する。 
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3）教職員の確保 

道教育委員会及び町教育委員会は、当該学校だけで教育活動の実施が不可能なときは、連絡

を密にして近隣学校の教職員を動員配置し、教育活動に支障を来さないようにする。 

4）教育の要領 

①災害の状況に応じた特別教育計画を立て、できるだけ授業の確保に努めるものとし、授業

が不可能な場合にあっても家庭学習の方法等について指導を行い、学力の低下を防ぐよう

努める。 

②特別教育計画による授業の実施に当たっては、次の点に留意する。 
 

○教科書、学用品等の損失状況及び支給状況を考慮し、学習の内容、方法が児童生徒の

過度の負担とならないよう配慮する。 

○教育活動の場所が公共施設等学校以外の施設を利用する場合は、授業の効率化、児童

生徒の安全確保に留意する。 

○通学道路その他の被害状況に応じ、通学の安全について遺漏のないよう指導する。

(集団登下校の際は、地域町民、関係機関、団体、父母の協力を得るようにする。） 

○学校に避難所等が開設された場合には、特に児童生徒の指導・管理に注意するととも

に、避難収容が授業の支障とならないよう留意する。 

○教育活動の実施に当たっては、被災による精神的な打撃によって児童生徒に生じや

すい心理的な障害に十分配慮する。 

 

③災害復旧については、教育活動に支障のない限り可能な協力をするものとする。 

 

（4）教科書・学用品の調達及び支給 

1）支給対象者 

住家が全焼、全壊、流失、半焼、半壊または床上浸水等の被害を受けた世帯の児童・生徒で

教科書及び文房具等を滅失またはき損した者に対して支給する。 

2）支給品目 
 

○教科書及び教材 

○文房具 

○通学用品（雨具・運動靴・カバン等） 

 

3）調達方法 

①教科書の調達 

被災学校別、学年別使用教科書別にその数量を速やかに調査し、町内の教科書取扱店から

調達するものとする。また、他の市町村に対して使用済み教科書の供与を依頼する。 
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②教科書以外の学用品の調達 

町内の文房具取扱店から調達する。 

4）支給方法 

町教育委員会は、学校長と緊密な連絡を保ち支給の対象となる児童・生徒を調査把握し、各

学校長を通じて対象者に支給する。 

 

（5）学校給食等の措置 

1）給食施設、設備が被災したときは、できる限り給食の継続が図られるよう応急措置を講ずる

ものとする。 

2）給食用物資が被災したときは、米穀、小麦、脱脂粉乳及び牛乳について、関係機関と連絡の

うえ、ただちに緊急配送を行うものとし、その他の物資については応急調達に努めるものと

する。 

3）衛生管理には特に注意し、食中毒などの事故防止に努める。 

 

（6）衛生管理対策 

学校が被災者の収容施設として利用される場合は、次の点に留意して保健管理をする。 
 

○校舎内、特に水飲場、便所は常に清潔にして消毒に万全を期すること。 

○校舎の一部に被災者を収容して授業を継続する場合は、収容場所との間をできるだ

け隔絶すること。  

○収容施設としての使用が終わったときは、校舎全体の清掃及び消毒を実施すること。 

○必要に応じて児童生徒の健康診断を実施すること。 

 

 

（附属資料 p.資 67「学校の現況」参照） 

 

 

2．文化財等の応急対策 

文化財保護法（昭和 25年法律第 214号）、北海道文化財保護条例（昭和 30年条例第 83号）及

び豊浦町文化財保護条例（昭和 45年条例第 13号）に基づく文化財の所有者並びに管理者は、常に

その文化財の保全、保護に当たり、災害が発生したときは、町教育委員会に被害状況を報告すると

ともに、その復旧に努める。 
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第 26 節 応急飼料対策 

災害時における家畜飼料の応急対策に関する事項は、次のとおりである。 

 

1．実施責任 

家畜飼料の応急対策は、町長が行う。 

 

 

2．応急飼料の確保 

町は、被災農家が家畜飼料等の確保ができないときは、応急飼料、転飼場所及び再播用飼料作物

種子の斡旋区分により、次の事項を明らかにした文書をもって、胆振総合振興局長を通じて北海道

農政部長に応急飼料の斡旋を要請する。 

（1）飼 料（再播用飼料作物種子を含む。） 
 

○家畜の種類及び頭羽数 

○飼料の種類及び数量（再播用種子については種類、品質、数量） 

○購人予算額 

○農家戸数等の参考となる事項 

 

（2）転 飼 
 

○家畜の種類及び頭数 

○緊急避難希望期間 

○管理方法（預託、附添等） 

○転飼予算額 

○農家戸数等の参考となる事項 
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第 27 節 防疫対策 

災害時における被災地の防疫に関する事項は、次のとおりである。 

 

1．実施責任 

町は、被災地域または被災状況等を迅速に把握するとともに、関係機関と密接に連携して対策方

針を定め、防疫体制の具体的な確立を図る。 

（1）感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10年法律第 114号（以下「感

染症法」という。））に基づくねずみ族、昆虫等の駆除及び消毒等の措置を知事（胆振総合振興局

長）の指示に従い実施する。 

（2）胆振総合振興局保健環境部（室蘭保健所）の指導のもと、避難所等において町民に対する保健

指導等を実施する。 

 

 

2．実施組織 

災害防疫実施のための各種作業実施組織として、次の防疫班を編成しておく。 
 

○町長は、ねずみ族、昆虫等の駆除及び消毒等の実施のための防疫班を編成するものと

する。 

○防疫班は、おおむね衛生技術者 1名、事務職員 1名、作業員 2～3 名をもって編成す

るものとする。 

 

 

3．感染症の予防 

（1）知事の指示等 

知事（胆振総合振興局長）は、感染症予防上必要があると認めるときは、町における災害の規

模、態様に応じ、その範囲、期間を定めて次の事項について指示及び命令を行う。 
 

○感染症の病原体に汚染された場所の消毒に関する指示 (感染症法第 27条第 2項) 

○ねずみ族、昆虫等の駆除に関する指示 (感染症法第 28条第 2項) 

○生活の用に供される水の使用制限等に関する指示 (感染症法第 31条第 2項) 

○物件に係る措置に関する指示 (感染症法第 29条第 2項) 

○公共の場所の清潔方法に関する指示 

○臨時予防接種に関する指示 (予防接種法第 6条及び第 9条) 
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（2）検病調査及び保健指導等 

検病調査及び保健指導等は、道が編成する検病調査班によって次の要領により実施されるが、

町は関係機関と緊密な連携のもとに防疫情報の早期把握に努める。 
 

○検病調査は、滞水地域においては通常 2 日に 1 回以上、避難所等においては、道と

連携し、少なくとも 1日 1回以上行うものとする。 

○検病調査の結果、必要があるときは、当該者に対し医療機関受診指導等の保健指導を

実施する。 

 

（3）予防接種 

町長は、知事（胆振総合振興局長）の指示により、被災地の感染症予防上必要があるときは、

対象者の範囲及び期日を指定して予防接種を実施する。 

 

（4）清潔方法 

家屋周辺の清潔方法は、各個人において実施するものとし、町の区域における道路溝渠、公園

等の公共の場所を中心に実施する。 

1）ごみ 

収集したごみ、汚染された汚物は、埋立等衛生的に処分するものとする。この場合の取扱い

は廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45年法律 137号）の規定によるものとする。 

2）し尿 

し尿は、できる限りし尿処理施設または下水道終末処理施設を利用する等の方法により不衛

生にならないよう処分する。 

 

（5）消毒方法 

町長は、感染症法第 27条第 2 項の規定に基づく知事（胆振総合振興局長）の指示があったと

きは、感染症法施行規則（平成 10年厚生省令第 99号）第 14条及び平成 11年 3月 31日、健医

感発 51 号「一類感染症、二類感染症、三類感染症の消毒・滅菌に関する手引について」の規定

に基づき薬剤の所要量を確保した上で、速やかに消毒を実施する。 

1）消毒活動 
 

○浸水家屋、下水、その他不潔場所の消毒を被災後直ちに実施する。 

○避難所等の便所、その他不潔場所の消毒を 1日 1回以上実施する。 

○井戸の消毒を実施する。 

○状況によって、ねずみ、昆虫等の駆除について地域及び期間を定めて実施する。 
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2）各世帯における家屋等の消毒 
 

○床上浸水地域に対しては、被災直後に各戸にクレゾール、クロール石灰等の消毒剤を

配付して床、壁の洗浄、トイレの消毒、手洗設備の設置、汚染度の強い野菜の投棄等

衛生上の指導を行う。 

○家屋内の汚染箇所の洗浄、手洗水、便所の消毒等はクレゾール石けん液で行う。 

 

（6）ねずみ族、昆虫等の駆除 

町長は、感染症法第 28条第 2 項の規定に基づく知事（胆振総合振興局長）の指示があったと

きは、感染症法施行規則第 15 条の規定に基づき薬剤の所要量を確保し、速やかに駆除を実施す

る。 

 

（7）生活用水の供給 

町長は、感染症法第 31条第 2 項の規定に基づく知事（胆振総合振興局長）の指示があったと

きは、その期間中継続して容器により水を搬送し、ろ水機によりろ過給水等を実施する。 

 

（8）一般飲用井戸等の管理等 

飲用水に飲用井戸等を利用している場合において、町長は、当該井戸等の設置者等に対し、北

海道飲用井戸等衛生対策要領に基づく水質検査及び汚染が判明した場合の措置について十分指

導徹底する。 

 

 

4．避難所等の防疫等 

町は、避難所等の応急施設について、次により防疫指導等を実施する。 

（1）健康調査等 

避難所等の管理者、町の区域の衛生管理組織等と連携し、避難者の健康状況を適宜把握すると

ともに、必要に応じて医療機関受診等の保健指導等を実施する。 

 

（2）清潔方法、消毒方法等の実施 

胆振総合振興局保健環境部（室蘭保健所）等の指導のもと、避難所等の清潔方法を指導すると

ともに、避難者に衣服等の日光消毒を行うよう指導する。また、必要があるときは消毒薬等によ

りトイレ、炊事場、洗濯場等の消毒を実施する。 

 

（3）集団給食 

給食従事者は、原則として健康診断を終了した者をもってあて、できるだけ専従させる。また、
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配膳時の衛生保持及び残廃物、塵芥等の衛生的処理についても十分指導徹底させる。 

 

（4）飲料水等の管理 

飲料水の水質検査及び消毒については、十分指導徹底させる。 

 

 

5．家畜・畜舎の防疫 

（1）実施責任 

被災地の家畜防疫は知事（胆振総合振興局長）が行うものとし、胆振家畜保健衛生所長におい

て実施する。 

 

（2）実施の方法 

1）家畜防疫の実施 

①緊急防疫の実施 

胆振家畜保健衛生所長は、家畜防疫上必要があると認めたときは、予防薬を緊急確保する

とともに、必要に応じ家畜伝染病予防法（昭和 26年法律第 166 号）を適用し予防注射を行

うほか、被災家畜所有者の自主的接種を指導する。 

②緊急防疫用資材等の確保 

胆振家畜保健衛生所長は、緊急防疫用資材等の確保に努める。 

③畜舎等の消毒及び有害昆虫の防除等 

胆振家畜保健衛生所長は、家畜の所有者及び関係団体等に対し、畜舎等の消毒の励行を指

導するとともに必要と認める地域については、家畜伝染病予防法を適用して消毒または有

害昆虫の防除を実施する。 

④家畜衛生車の被災地への派遣 

胆振家畜保健衛生所長は、災害発生時に家畜衛生車の出動を指示し、必要に応じ被災地に

派遣し、防疫にあたる。 

2）家畜の救護 

町は、胆振総合振興局及び農業協同組合、農業共済組合等と協力し、家畜救護に当たる。 

 

 

6．防疫資機材等の調達 

災害時において、町で保有する防疫資器材等を使用して不足をきたした場合においては、胆振総

合振興局保健環境部（室蘭保健所）または近隣市町村より借用する。 
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第 28 節 廃棄物処理等対策 

災害時における被災地のごみ収集、し尿の汲み取り、死亡獣畜の処理に関する事項は、次のとお

りである。ただし、住居またはその周辺に運ばれた土石、竹木等の除去については、本章 第 29節

「障害物除去対策」による。 

 

1．実施責任 

（1）被災地における廃棄物等の処理は、町が実施するが、被害が甚大で清掃活動が困難な場合は、

道または近隣市町村に応援を要請する。 

 

（2）被災地における死亡獣畜の処理は、所有者が行うものであるが、所有者が判明しないとき、ま

たは所有者が処理することが困難な場合は、町が実施する。 

 

2．廃棄物の処理方法 

廃棄物等の処理の責任者は、次に定めるところにより廃棄物等の処理業務を実施する。 

（1）廃棄物の収集、運搬及び処分の基準 

町長は廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45年法律第 137号）第 6条の 2第 2項及び

同法施行令（昭和 46 年政令第 300 号）第３条に規定する基準に従い所要の措置を講ずるものと

する。 

 

（2）死亡獣畜の処理 

死亡獣畜の処理は、死亡獣畜取扱場（以下「取扱場」という。）において行う。ただし、取扱

場のない場合または運搬することが困難な場合は、胆振総合振興局保健環境部（室蘭保健所）の

指導を受け、次により処理することができるものとする。 

1）環境衛生上他に影響を及ぼさないよう配慮して埋却及び焼却の方法で処理すること。 

2）移動できないものについては、胆振総合振興局保健環境部（室蘭保健所）の指導を受け臨機

の措置を講ずるものとする。 

3）前 1）及び 2）において埋却する場合にあっては 1ｍ以上覆土するものとする。 
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第 29 節 障害物除去対策 

災害によって、道路、住居等またはその周辺に運ばれた土砂、樹木等で生活に著しい障害を及ぼ

しているものを除去して、被災者の保護を図る場合の事項は、次のとおりである。 

 

1．実施責任 

（1）救助法が適用された場合は、知事の委任を受けた町長が実施し、救助法適用に至らない災害の

場合は、救助法の規定に準じて町長の責任で実施する。 

 

（2）道路・河川、その他公共施設に障害を及ぼすおそれのある場合は、道路法（昭和 27年法律第 180

号）、河川法（昭和 39 年法律第 167号）その他関係法令に定めるそれぞれの施設の管理者がこれ

を行う。 

 

（3）鉄道等に障害を及ぼしているものの除去は、鉄道事業法（昭和 61 年法律第 92 号）その他の法

律により当該施設の所有者が行う。 

 

（4）海上で障害を及ぼしているものの除去は、本章第 12節「交通応急対策」の定めるところによる。 

 

 

2．障害物除去の対象 

災害時における障害物の除去は、町民の生活に著しい支障及び危険を与え、または与えると予想

される場合並びにその他公共的立場から必要と認めたときに行うものとするが、その概要は次の

とおりである。 
 

○町民の生命、財産等を保護するために、速やかにその障害物の除去を必要とする場合 

○障害物の除去が交通の安全と輸送の確保に必要な場合 

○河川における障害物の除去は、それによって河川の流れを良くし、溢水防止と護岸等

の決壊を防止するため必要と認められる場合 

○その他公共的立場から除去を必要とする場合 

 

 

3．障害物除去の方法 

（1）実施責任者は自らの応急対策機器を用い、または状況に応じ、自衛隊及び土木業者等の協力を

得て速やかに行う。 
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（2）障害物除去の方法は、原状回復ではなく、応急的な除去に限るものとする。 

 

 

4．障害物の集積場所 

（1）除去した障害物は、それぞれの実施機関において付近の遊休地を利用し集積する。 

 

（2）北海道財務局、道及び町は、相互に連携しつつ、公共用地等の有効活用に配慮する。 

 

 

5．障害物の保管等 

応急措置実施のため除去した工作物等は、基本法第 64条の規定によりその保管を行う。 

 

 

6．費用及び期間 

障害物除去のための費用及び期間は、救助法が適用された場合に準ずるものとする。 

 

 

7．放置車両の除去 

放置車両の除去については、本章第 12節「交通応急対策」の定めるところによる。 
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第 30 節 飼養動物対策 

災害時における被災地の飼養動物の取扱いに関する事項は、次のとおりである。 

 

1．実施責任 

被災地における逸走犬等の管理及び飼養動物の取扱いに関しては、現地の状況に応じて胆振総

合振興局長からの助言のもと、町長が行う。 

 

 

2．飼養動物の取扱い 

（1）動物の飼い主は、動物の愛護及び管理に関する法律（昭和４８年法律第 105５号）及び北海道

動物の愛護及び管理に関する条例（平成 13年条例第 3号、以下「条例」という。）に基づき、災

害発生時においても、動物の健康及び安全を保持し適正に取り扱うものとする。 

 

（2）災害発生時における動物の避難は、条例第 6条第 1項第 4号の規定により、動物の飼い主が自

己責任において行うものとする。 

 

（3）災害発生時において、道及び町は、関係団体の協力を得て、逸走犬等を保護・収容するなど適

切な処置を講ずるとともに、町民等に対し、逸走犬等の収容について周知を図るものとする。 
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第 4 章  災害復旧対策計画 
 

災害復旧に当たっては、災害の再発生を防止するため、公共施設等の復旧は、単なる原形復旧に

止まらず、必要な改良復旧を行う等将来の災害に備える計画とし、災害応急対策計画に基づき、応

急復旧終了後、被害の程度を十分検討して計画し、早期復旧を目標にその実施を図る。 

 

第 1節 

 町民生活安定のための支援 

1．被災者生活再建支援制度 

2．その他の各種の支援 

3．経済の復旧支援 

第 2節 

 災害復旧事業の推進 

1． 激甚法による災害復旧事業 

2． その他の法令による災害復旧事業 
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第 1 節 町民生活安定のための支援 

罹災した町民の生活相談や職業の斡旋等生活再建に向けての援護対策や義援金の支給及び援護

資金の貸付、さらには中小企業者への融資制度等に関する事項は、次のとおりである。 

 

1．被災者生活再建支援制度 

地震などにより生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して、被災者生活再建支援法に基づき

都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して、被災者生活再建支援金を支給すること

により、自立した生活の開始を支援する。 

町は問い合わせ等に対応する。 

 

（1）支給金額 

被災した世帯の構成等の条件によって、最高 300万円の支援金が支給される。 

 

（2）制度の対象となる被災世帯 
 

○住宅が全壊した世帯 

○住宅が半壊、または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯 

○災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯 

○住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯 

 

 

2．その他の各種の支援 

罹災者の生活支援のため、町及び関係機関は町民への相談、義援金の配分、法令等による各種の

支援を行う。 
 

支援の種類 町・関係機関 支 援 内 容 

罹災証明書の発行 総 務 課 
被害にあった家屋等の調査を実施し、罹災証明書の発

行を行う 

生 活 相 談 

建 設 課 建築相談 

総合保健福祉施設 要配慮者相談、健康相談 

町 民 課 他 医療相談 

生 涯 学 習 課 教育相談 

税 等 の 徴 収 猶 予 

及 び 減 免 
町 民 課 

罹災した町民の町税、国民健康保険料等の徴収猶予及

び減免の措置を行う 

職 業 の 斡 旋 公共職業安定所 災害により職を失った者に対して職業の斡旋を行う 
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災害弔慰金・災害障

害 見 舞 金 の 支 給 
町 民 課 

町は災害により死亡した町民の遺族に対して災害弔

慰金を支給する（所得制限有）。また、身体に著しい

障害を受けた者に対しては、災害障害見舞金を支給す

る 

災害義援金の支給 町 民 課 
全国から寄せられた義援金は、義援金配分基準に基づ

き支給する 

災 害 援 護 資 金 の 

貸 付 
町 民 課 

町は救助法が適用された災害について、家財等に被害

のあった者に対して、災害援護資金の貸付を行う（所

得制限有） 

生 活 福 祉 資 金 の 

貸 付 

豊 浦 町 

社会福祉協議会 

豊浦町社会福祉協議会は救助法の適用にならないと

きは、低所得者を対象として生活福祉資金の貸付を行

う 

災害見舞金の支給 町 民 課 
町は町民が災害によって被害を受けたときは、罹災者

または遺族に災害見舞金を支給する 

 

 

3．経済の復旧支援 

町は、災害により被害を受けた中小企業者や、農林漁業従事者に対し、次の融資制度を設けてい

る。 
 

種 類 担当部 支 援 の 概 要 

中小企業への融資 水産商工振興課 設備資金、運転資金として災害対策緊急融資を行う 

農業等への融資 農 政 振 興 課 日本政策金融公庫などからの融資を行う 
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第 2 節 災害復旧事業の推進 

罹災した町の公共施設やライフライン等の基盤施設の復旧事業に係る激甚法やその他の法律に

よる災害復旧事業に関する事項は、次のとおりである。 

 

1．激甚法による災害復旧事業 

甚大な災害が発生したときは、地方公共団体の経費負担の軽減を目的として、「激甚災害に対処

するための特別の財政援助等に関する法律」（以下「激甚法」という。）が制定されている。国が

激甚災害に指定した場合は、地方公共団体に対して特別の財政援助及び助成措置が行われる。 

激甚法による財政援助等を受ける事業は、次のとおりである。 

 

（1）公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助 
 

○公共土木施設災害復旧事業 

○公共土木施設災害関連事業 

○公立学校施設災害復旧事業 

○公営住宅災害復旧事業 

○生活保護施設災害復旧事業 

○児童福祉施設災害復旧事業 

○老人福祉施設災害復旧事業 

○身体障害者更生援護施設災害復旧事業 

○知的障害者援護施設災害復旧事業 

○婦人保護施設災害復旧事業 

○感染症指定医療機関災害復旧事業 

○感染症予防事業 

○堆積土砂排除事業 

○湛水排除事業 
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（2）農林水産業に関する特別の助成 
 

○農地等の災害復旧事業等に係る補助の特例措置 

○農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例 

○開拓者等の施設の災害復旧事業に対する補助 

○天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置の特例 

○森林組合等の行う堆積土砂の排除事業に対する補助 

○共同利用小型漁船の建造費の補助 

○森林災害復旧事業に対する補助 

○土地改良区等の行う湛水排除事業に対する補助 

 

（3）中小企業に関する特別の助成 
 

○中小企業信用保険法による災害関係保証の特例 

○小規模企業者等設備導入資金助成法による貸付金等の償還期間等の特例 

○事業協同組合等の施設の災害復旧事業に対する補助 

○中小企業者に対する資金の融通に関する特例 

 

（4）その他の財政援助及び助成 
 

○公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助 

○私立学校施設災害復旧事業に対する補助 

○市町村が施行する感染症予防事業に関する負担の特例 

○母子及び寡婦福祉法による国の貸付の特例 

○水防資材費の補助の特例 

○罹災者公営住宅建設事業に対する補助の特例 

○産業労働者住宅建設資金融通の特例 

○小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等 

○雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例 
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2．その他の法令による災害復旧事業 

激甚法以外で法令に基づいて財政援助の対象となる事業の概要は、次のとおりである。 
 

法 令 財 政 援 助 を 受 け る 事 業 

公共土木施設災害復旧事業費国

庫負担法 

河川、海岸、道路、港湾、漁港の復旧事業 

公立学校施設災害復旧費国庫負

担法 

公立学校施設の復旧事業 

公営住宅法 公営住宅及び共同施設（児童遊園、共同浴場、集会所等）の復

旧事業 

土地区画整理法 災害により急を要する土地区画整理事業 

感染症予防法 感染症指定医療機関復旧事業、感染症予防事業 

廃棄物の処理及び清掃に関する

法律 

災害により特に必要となった廃棄物の処理 

予防接種法 臨時に行う予防接種 

農林水産施設災害復旧費国庫補

助の暫定措置に関する法律 

農地、農業用施設、林業用施設、漁港施設、共同利用施設の復

旧事業 

水道法 簡易水道施設の復旧事業 

下水道法 下水道施設の復旧事業 

道路法 道路の復旧事業 

河川法 河川の復旧事業 

海岸法 海岸保全施設（堤防、突堤、護岸、離岸堤）の復旧事業 

港湾法 港湾施設の復旧事業 

生活保護法 生活保護施設復旧事業 

児童福祉法 児童福祉施設復旧事業 

身体障害者福祉法 身体障害者更生援護施設復旧事業 

老人福祉法 老人福祉施設復旧事業 

知的障害者福祉法 知的障害者援護施設復旧事業 

売春防止法 婦人保護施設復旧事業 
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第 1 章  火山災害対策計画 
 

噴火、降灰（礫）、溶岩、有害ガス、泥（土石）流、火砕流及び地殼変動等、火山現象による災

害が発生、または発生するおそれがある場合に、早期に初動体制を確立して、その拡大を防御し被

害の軽減を図るため、町、道及び防災関係機関が実施する予防及び応急対策は、有珠火山防災会議

協議会の策定した「有珠山火山防災計画」によるほか、次に定めるところによる｡ 

 

 

第 1 節 火山の概況 

1．火山の現状 

北海道における活火山は、表 1-1 のとおり、常時観測火山 9火山と、その他の火山 22火山（北

方領土の 11火山を含む）の計 31火山が散在している。 

 

表 1-1 北海道の活火山 

区 分 火 山 名 

常時観測火山 
アトサヌプリ、雌阿寒岳、大雪山、十勝岳、樽前山、倶多楽、有珠山、 

北海道駒ヶ岳、恵山 

その他の火山 

知床硫黄山、羅臼岳、天頂山、摩周、雄阿寒岳、丸山、恵庭岳、渡島大島、

羊蹄山、ニセコ、利尻山、茂世路岳、散布山、指臼岳、小田萌山、択捉焼山、

択捉阿登佐岳、ベルタルベ山、ルルイ岳、爺爺岳、羅臼山、泊山 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1－1 火山分布図 
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2．豊浦町周辺火山の概要  

（1）有珠山 

数千年にわたる長期間の休止活動の後、有珠山は 1663 年の大噴火以降、最近の活動を再開し

た。この後、17 世紀末頃、1769、1822、1853、1910、1944、1977～1978 年に噴火があり、ほぼ

30～50 年毎に噴火活動を繰り返してきたが、2000 年３月に前回の噴火から 23 年の間隔で噴火

が発生した。このうち江戸時代の 3回の噴火では、本格的な火砕流が発生した。 

1769 年の噴火では長流川沿いで家屋が焼失し、1822 年の噴火による火砕流では、現在の虻田

町入江で火砕サージにより 103 名の犠牲者と多数の負傷者がでる惨事となった。小規模な火砕

サージは、1944年及び 1978年の噴火においても、繰り返し発生している。最近の噴火では、火

口からの熱泥流（1910 年死者 1名）火山灰による窒息（1944年死者 1名）、降雨による泥流（1978

年死者 3名）等の人的被害の他、降灰、泥流、地殻変動、地震等による建物、耕地、森林等の被

害があった。 

2000 年 3 月からの噴火活動では 4 日間の前兆地震の後、西山西麓及び金比羅山地域で噴火を

開始し、マグマ水蒸気爆発に続き、主に水蒸気爆発を頻繁に繰り返した。噴火前からの地震活動

や地殻変動観測により、山体の北西部での噴火の可能性が予測され、緊急火山情報が噴火前に初

めて発表されたこともあって住民の避難が徹底された。 

このため、新火口群が住民の生活圏に近かったにもかかわらず人的被害をまぬがれた。 

しかし、地殻変動、噴石、熱泥流などにより、ライフラインや建造物、主要交通網等は大きな

被害を受けた。7月末にはマグマの上昇はほぼ停止し、火山噴火予知連絡会は 2001年 5月 28日

に今回のマグマ活動が終息したと判断されると発表した。 

有珠山のマグマはデイサイト質で、爆発性が高く火砕流や溶岩ドームを伴いやすい。江戸時代

の噴火で、大有珠、小有珠、おがり山等の溶岩ドームを生成し、今世紀も明治新山（1910年）昭

和新山（1943～1945 年）及び有珠新山（1977～1982 年）と溶岩ドームや潜在ドームの生成を続

けている。噴火の前兆として、有感地震が多発したり地割れなどの現象が現れやすく、1910 年

の噴火でも事前避難で減災に成功している。観光地として火口近傍の土地利用が進んでいるう

え、本道の主要交通網に近接しているので、防災上特に配慮が必要である。 

 

（2）北海道駒ケ岳 

北海道駒ヶ岳は、1640 年の大噴火以降、大小十数回の活発な噴火活動を繰り返している。特

に 1640、1694、1856、1929年の４回の噴火は、大規模な軽石噴火で火砕流を伴った。1640年の

噴火では、山頂が崩壊し岩屑なだれとなって流下した。岩屑なだれの一部は噴火湾に流れ込み大

津波を発生させたため、噴火湾の沿岸一帯で 700名余りが溺死した。また川をせき止め大沼・小

沼を形成した。1856年の噴火では、噴煙柱を高く上げる軽石噴火の後、火砕流が発生し、南東麓

で湯治客 20 名以上が犠牲となった。1929 年の噴火では、迅速な避難が功を奏したが、2 名が犠

牲となった。また、1942 年の噴火では、火口原に北北西－南南東方向の 1.6 ㎞の大亀裂が形成

され、小規模な火砕サージも発生した。 

以後噴火はしばらくなかったが、1996年 3 月、54年ぶりに小噴火し、降灰によって山麓では

土石流や泥流が発生した。その後も 1998年 10月、及び 2000年 9～11月にかけて小噴火が発生
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した。 

 

 

3．有珠山及び北海道駒ケ岳の噴火の記録  

附属資料 p.資 68「有珠山の噴火史」、附属資料 p.資 69「北海道駒ケ岳の噴火史」のとおり。 
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第 2 節 噴火災害予防対策 

1．災害危険予想区域の把握 

町、道及び防災関係機関は、過去の噴火の状況等に基づき、災害が予想される地区の把握に努め

る。また、有珠山火山防災マップや有珠山防災ガイドブックにより、町民等への情報提供の充実を

図る。 

 

2．防災訓練の実施 

有珠火山防災会議協議会市町で噴火を想定した防災訓練を実施する。 

 

3．避難体制の整備 

避難体制の整備については、第 2 章 第 4 節 第 2項「避難環境の整備」に定めるところによる。 

 

4．二次災害の予防 

町、道及び防災関係機関は、豪雨等に伴う土砂災害等の二次災害を予防するため、治山治水、砂

防事業等を総合的、計画的に推進するものとする。 

 

5．通信施設の整備 

町、道及び防災関係機関は、円滑な災害情報の伝達・収集ができるよう代替性を考慮し、多様な

通信施設整備に積極的に取り組むものとする。 

 

6．防災意識の啓発 

町、道及び防災関係機関は、町民及び児童・生徒に対し、平常時から広報誌､マスメディア、学

校教育等のあらゆる手段や機会を通じて災害時に適切な行動を行うために必要な知識の普及啓発

に努める。 
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第 3 節 噴火災害応急対策 

1．火山現象に関する情報等 

（1）火山現象警報及び火山現象予報 

火山現象に関する警報及び予報は、気象業務法（昭和 27年法律第 165 号）第 13条の規定によ

り発表される｢火山現象警報｣及び｢火山現象予報｣である。 

なお、｢火山現象警報｣は気象業務法第 15 条 1 項の規定により知事に通知され、知事は同法第

15条 2項及び基本法第 55条の規定により市町村長に通知する。 

1）噴火警報・予報の種類 

①噴火警報 

噴火警報は、気象業務法第 13 条の規定により、居住地域や火口周辺に重大な影響を及ぼ

す噴火の発生が予想される場合に、予想される影響範囲を付した名称で発表する。なお、活

動火山対策特別措置法第 21 条第１項に規定される火山現象に関する情報は、噴火警報とし

て取り扱う。「警戒が必要な範囲」に居住地域が含まれる噴火警報は、火山現象特別警報に

位置づけられる。 

②噴火予報 

噴火予報は、気象業務法第 13 条の規定により、火山活動が静穏（平常）な状態が予想さ

れる場合に発表する。また、噴火警報の解除は噴火予報で発表する。 

③噴火警戒レベル 

火山活動の状況を噴火時等の危険範囲や町民等がとるべき防災行動を踏まえて 5 段階に

区分したもので、気象庁（札幌管区気象台）が噴火警報・予報に含めて発表する。噴火警戒

レベルは、各火山ごとに道、周辺市町村、及び防災関係機関による、発表基準や避難対象地

域等の共同検討を通じて、導入や改善を行う。 
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2）噴火警報・噴火予報・噴火警戒レベル等の一覧 

 

噴火警戒レベル導入火山（雌阿寒岳、十勝岳、樽前山、有珠山、北海道駒ヶ岳、アトサヌプリ、 

倶多楽、恵山） 

名 称 対象範囲 発表基準等 
噴火警戒レベル 
(警戒事項等) 

噴火警報 
（居住地域） 

又は 
噴火警報 

居住地域及び
それより火口
側 

居住地域に重大な被害を及
ぼす噴火が切迫している状
態と予想される場合 

レベル 5 
（避難） 

居住地域に重大な被害を及
ぼす噴火が発生する可能性
が高まってきていると予想
される場合 

レベル 4 
（避難準備） 

噴火警報 
（火口周辺） 

又は 
火口周辺警報 

火口から居住
地域近くまで
の広い範囲の
火口周辺 

居住地域近くまで重大な影
響を及ぼす噴火が発生する
と予想される場合 

レベル 3 
（入山規制） 

火口から少し
離れた所まで
の火口周辺 

火口周辺に影響を及ぼす噴
火が発生すると予想される
場合 

レベル 2 
（火口周辺規

制） 

噴火予報 火口内等 

予想される火山現象の状況
が静穏である場合その他火
口周辺等においても影響を
及ぼすおそれがない場合 

レベル 1 
（活火山である
ことに留意） 

 

3）降灰予報 

噴煙の高さが 3,000m 以上、あるいは噴火警戒レベル 3相当以上の噴火など、一定規模以上の

噴火が発生した場合に、噴火発生から概ね 6 時間後までに火山灰が降ると予想される地域を発

表する予報。 

4）火山ガス予報 

火山ガスの放出が継続している場合であって、町民等に火山ガスの影響が予想されるときに

発表する予報。 

 

（2）火山現象に関する情報等 

噴火警報・予報、降灰予報及び火山ガス予報以外に、火山活動の状況等を知らせるための情報

等で、札幌管区気象台が発表する。 

1）火山の状況に関する解説情報 

火山性地震や微動回数、噴火の状況等を取りまとめたもので、必要に応じて発表する。 
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2）火山活動解説資料 

地図や図表等を用いて火山活動の状況等を取りまとめたもので、毎月または必要に応じて発

表する。 

3）週間火山概況 

過去一週間の火山活動の状況等を取りまとめたもので、毎週金曜日に発表する。 

4）月間火山概況 

前月一箇月間の火山活動の状況等を取りまとめたもので、毎月上旬に発表する。 

5）噴火に関する火山観測報 

噴火が発生した場合に、その時刻や噴煙高度等の情報を直ちに発表する。 

 

2．火山現象に関する情報等の収集及び伝達 

（1）異常現象発見者の通報義務及び通報先 

1）町は、火山の異常現象を発見した者の通報義務及び通報先に関する事項を定め、町民に周知徹

底するものとする。 

2）町は、異常現象を了知し、気象台等関係機関に通報する場合における通報先、通報すべき内容

及び通報手段等に関する事項を定めるものとする。 

 

（2）火山現象に関する情報等の伝達 

火山現象に関する情報等の伝達は、「 

 

 

 

図 1－2 情報通信連絡系統図（火山災害）」によるものとする。町は、知事から通報を受けた

ときまたは自ら知ったときは、通報に係る事項を関係機関及び町民その他関係のある公私の団

体に伝達するものとする。この場合、必要があると認めるときは、予想される災害の事態及びこ

れに対してとるべき措置について必要な通報、または警告をするものとする。特に、特別警報に

位置づけられる噴火警報（居住地域）について通知を受けたときまたは自ら知ったときは、直ち

に防災行政無線及び広報車などにより町民へ周知する。 
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図 1－2 情報通信連絡系統図（火山災害） 
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3．応急活動体制 

町は、噴火災害が発生、または発生するおそれがある場合、その状況に応じて、基本・地震津波

災害対策編 第 3章 第 1節「災害応急体制」に定めるところにより体制を整え、その地域に係る災

害応急対策を実施する。 

 

4．災害情報通信 

災害時の情報伝達は、地域の災害状況に対応し、各種伝達手段・系統を最大限かつ有効に用いて

行うこととし、基本・地震津波災害対策編 第 3章 第 3節「災害情報の収集と伝達」に定めるとこ

ろによる。なお、町、道及び関係機関は、それぞれが有する情報組織、ヘリコプター、衛星通信車、

通信施設等を全面的に活用し、迅速・的確な災害情報等を収集し、相互に交換するとする。 

 

5．避難措置 

町及び関係機関は、人命の安全を確保するため、基本・地震津波災害対策編 第 3章 第 4節「避

難対策」の定めるところにより、必要な避難措置を実施する。 

 

6．警戒区域の設定 

町及び関係機関は、人の生命または身体に対する危険を防止するため、基本・地震津波災害対策

編 第 3章 第 4節「避難対策」の定めるところ及び気象庁（札幌管区気象台）が発表する噴火警報

等（噴火警戒レベルを含む）に応じた警戒区域の設定等を図り、町民等への周知に努めるものとす

る。なお、警報の対象範囲、噴火警戒レベルの設定に当たってはあらかじめ関係機関等と協議する

ものとする。 

また、火山噴火に起因する土石流災害の急迫している場合において北海道開発局が行う緊急調

査（土砂災害が想定される土地の区域及び時期を明らかにするための調査）及び緊急調査の結果通

知される土砂災害緊急情報により警戒避難体制を図るとともに町民への周知に努めるものとする。 

 

7．救助救出活動 

町及び関係機関は、基本・地震津波災害対策編 第 3章 第 6節「救助救出活動」の定めるところ

により、救助救出活動を実施する。 

 

8．医療救護活動 

町は及び関係機関は、基本・地震津波災害対策編 第 3章 第 9節「応急医療・救護」の定めると

ころにより、医療救護活動を実施する。 
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9．行方不明者の捜索及び遺体の収容等 

町及び関係機関は、基本・地震津波災害対策編 第 3 章 第 18 節「安否確認及び遺体の処理・埋

葬」の定めるところにより、行方不明者の捜索、遺体の収容・埋葬等を実施する。 

 

10．道路・船舶及び航空交通の規制等 

伊達警察署並びに防災関係機関は、災害の拡大防止及び交通の確保のため、基本・地震津波災害

対策編 第 3章 第 12節「交通応急対策」の定めるところにより、必要な交通規制等を実施する。 

 

11．自衛隊派遣要請 

町は、基本・地震津波災害対策編 第 3章 第 16節「自衛隊災害派遣要請」の定めにより、噴火

災害の規模や収集した被害情報から判断し、必要がある場合には、自衛隊に対し災害派遣を要請す

る。 

 

12．広域応援 

町は、災害の規模により、それぞれ単独では十分な災害応急対策を実施できない場合は、基本・

地震津波災害対策編 第 3 章 第 15 節「応援要請」の定めるところにより、道及び他の市町村等へ

応援を要請する。 
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第 2 章  風水害対策計画 
 

第 1 節 風水害予防対策 

1．災害危険区域及び整備計画 

災害が予想される危険区域の実情を調査し、容易に応急対策が講じられるようにするとともに、

その地域に対する施設の整備計画について定めるものとする。 

 

○水防区域 

○高波、高潮危険区域 

○市街地における低地帯の浸水予想区域 

○地すべり危険箇所、急傾斜地崩壊危険区域 

○土石流危険渓流 

○山地災害危険地区 

 

（附属資料 p.資 75「災害危険区域及び整備計画」参照） 

 

2．予防対策 

（1）水害予防 

1）気象警報等を迅速に町民に伝達するための伝達手段の多重化、多様化を図る。 

2）水防資機材の整備と備蓄を行う。 

3）洪水等による災害を防ぎ、または被害の軽減を図るとともに流水の正常な機能を維持するた

めの河川改修事業や治山事業等の推進を図る。 

 

（2）風害予防 

1）町は、学校や医療機関等の応急対策上重要な施設の安全性の向上に配慮する。 

2）家屋その他建築物の倒壊等を防止するための緊急措置は、それぞれの施設管理者が行うもの

であるが、状況に応じて、町は施設管理者に対して、看板やアンテナ等の固定など強風による

落下防止対策等の指導を図るものとする。 

 

3．水防組織 

水防に関する組織は、基本・地震津波災害対策編 第 3 章 第 1 節 第 2項に定める「災害対策本

部」及び第 4 項に定める「協力要請」のほか消防機関及び豊浦消防団をこれに充てる。本章 第 1
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項に定める水防区域を警戒し防御するための地域分担は、消防機関にあっては各分団がそれぞれ

の所管区域を分担するものとする。 

 

4．水防用資材の配置 

水防資材については計画的に整備し、西胆振消防組合伊達消防署豊浦支署において管理保管す

るものとする。このほか、あらかじめ資材業者と協定し緊急時に調達し得る数量を確認して災害に

備えておく。 

 

品 目 
麻袋等、トビ、スコップ、ナタ、懐中電灯、カケヤ、クワ、コードリール、

携帯用投光器、発電機、ポリタンク、水槽車（消火･飲料水兼用 10ｔ） 

 

（附属資料 p.資 54「食料品・資材等の購入先一覧」参照） 
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第 2 節 風水害応急対策 

 

1．気象警報等の伝達 

気象等に関する警報・注意報並びに火災気象通報の発表、伝達等は、気象業務法(昭和 27年 6月

20 日法律第 165 号）、水防法(昭和 24 年 6 月 4 日法律第 193 号)、及び消防法(昭和 23 年 7 月 24

日法律第 186号）の規定に基づき行うもので、警報・注意報の種類、発表基準、発表方法、伝達方

法等は次によるものとする。 

（1）伝達を要する気象警報等の種類及び発表基準  

発 表 官 署 ： 室 蘭 地 方 気 象 台 

担 当 地 域 ： 胆 振 総 合 振 興 局 

 

1）気象、地面現象、浸水、高潮、波浪及び洪水に関するもの。 

①特別警報及び警報の種類と発表基準 
  

種 類 発 表 基 準 

大雨特別警報 大雨によって重大な災害が発生するおそれが著しく大きい場合 

大雪特別警報 大雪によって重大な災害が発生するおそれが著しく大きい場合 

暴風特別警報 暴風によって重大な災害が発生するおそれが著しく大きい場合 

暴 風 雪 特 別 
警 報 

雪を伴う暴風によって重大な災害が発生するおそれが著しく大きい場合 

波浪特別警報 高い波によって重大な災害が発生するおそれが著しく大きい場合 

高潮特別警報 
台風や低気圧等による海面の異常上昇によって重大な災害が発生するおそれ
が著しく大きい場合 

大 雨 警 報 

大雨によって重大な災害が発生するおそれがあると予想される場合 

雨量基準（浸水害） 
平坦地：1時間雨量 50mm以上 
平坦地以外：1時間雨量 70mm 以上 

土壌雨量指数基準（土砂災害） 112以上 

洪 水 警 報 

大雨、長雨、融雪等により河川が増水し、重大な災害が発生するおそれがある
と予想される場合 

流域雨量指数基準 貫気別川流域 20以上、小鉾岸川流域 13以上 

暴 風 警 報 

暴風によって重大な災害が発生するおそれがあると予想される場合 

平均風速 
陸上 18m/s以上 
海上 25m/s以上 

暴 風 雪 警 報 

暴風雪によって重大な災害が発生するおそれがあると予想される場合 

平均風速 
陸上 18m/s以上 雪による視程障害を伴う 
海上 25m/s以上 雪による視程障害を伴う 
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大 雪 警 報 
大雪によって重大な災害が発生するおそれがあると予想される場合 

12時間降雪の深さ 平地 40㎝以上、山間部 50㎝以上 

波 浪 警 報 

高い波によって重大な災害が発生するおそれがあると予想される場合 

有義波高 
6.0m以上。 
ただし西～北西の風の場合は 5.0m以上 

高 潮 警 報 

台風や低気圧等による海面の異常上昇によって重大な災害が発生するおそれ
があると予想される場合 

潮位 T・P上 1.4m以上 

地面現象警報 
大雨、大雪などによる山崩れ、地滑りなどによって、重大な災害が起こるおそ
れのある旨を警告して行う予報。気象警報に含めて発表される 

浸 水 警 報 
浸水によって、重大な災害が起こるおそれのある旨を警告して行う予報。気象
警報に含めて発表される 

 

 

②注意報の種類と発表基準 
 

種 類 発 表 基 準 

大雨注意報 

大雨によって災害が発生するおそれがあると予想される場合 

雨量基準（浸水害） 
平坦地:1時間雨量 30mm 以上 
平坦地以外:1時間雨量 40mm 以上 

土壌雨量指数基準（土砂災害） 79以上 

洪水注意報 

大雨、長雨、融雪等により河川が増水し、災害が発生するおそれがあると予想
される場合 

流域雨量指数基準 貫気別川流域 16以上、小鉾岸川流域 7以上 

強風注意報 

強風によって災害が発生するおそれがあると予想される場合 

平均風速 
陸上 12m/s以上 
海上 15m/s以上 

風雪注意報 

風雪によって災害が発生するおそれがあると予想される場合 

平均風速 
陸上 12m/s以上 雪による視程障害を伴う 
海上 15m/s以上 雪による視程障害を伴う 

大雪注意報 
大雪によって災害が発生するおそれがあると予想される場合 

12時間降雪の深さ 平地 25㎝以上、山間部 30㎝以上 

波浪注意報 
高い波によって災害が発生するおそれがあると予想される場合 

有義波高 3.0m以上 

高潮注意報 

台風や低気圧等による海面の異常上昇によって災害が発生するおそれがあると
予想される場合 

潮位 T・P上 1.1m以上 

雷 注 意 報 
落雷によ罹災害が発生するおそれが予想される場合。また、発達した雷雲の下
で発生することの多い突風やひょうによる災害についての注意喚起が付加され
ることがある。急な強い雨への注意についても雷注意報で呼び掛けられる。 
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融雪注意報 

融雪によって災害が発生するおそれがあると予想される場合。具体的には、浸
水、土砂災害等の災害が発生するおそれがある場合。 

24時間雨量と融雪量（相当水量）の合計が 60㎜以上 

濃霧注意報 
濃霧によって災害が発生するおそれがあると予想される場合 

視程 陸上 200m以下、海上 500m以下 

乾燥注意報 

空気の乾燥によって災害が発生するおそれがあると予想される場合。具体的に
は、火災の危険が大きい気象条件を予想した場合。 

最小湿度 35%以下、実効湿度 65%以下 

なだれ注意報 

なだれによって災害が発生するおそれがあると予想される場合 

①24時間降雪の深さ 30㎝以上 
②積雪の深さ 40㎝以上で日平均気温 5℃以上 

低温注意報 

低温によって災害が発生するおそれがあると予想される場合。具体的には、低
温のために農作物等に著しい被害が発生したり、冬季の水道管凍結や破裂によ
る著しい被害が起こるおそれがある場合。 

平年より平均気温が 5℃以上低い日が 2日以上継続 

霜 注 意 報 

霜によって災害が発生するおそれがあると予想される場合。具体的には、早霜
や晩霜により農作物への被害が起こるおそれがある場合。 

最低気温 3℃以下 

着氷注意報 

著しい着氷によって災害が発生するおそれがあると予想される場合。具体的に
は、通信線や送電線、船体等への被害が起こるおそれがある場合。 

船体着氷：水温 4℃以下、気温－5℃以下で風速 8m/s以上 

着雪注意報 

著しい着雪によって災害が発生するおそれがあると予想される場合。具体的に
は、通信線や送電線、船体等への被害が起こるおそれがある場合。 

気温 0℃くらいで、強度並以上の雪が数時間以上継続 

地 面 現 象 
注 意 報 

大雨、大雪などによる山崩れ、地滑りなどによって、災害が起こるおそれのあ
る旨を注意して行う予報。気象注意報に含めて発表される。 

浸水注意報 
浸水によって、災害が起こるおそれのある旨を注意して行う予報。 
気象注意報に含めて発表される。 

 

（注）・高潮警報・注意報の潮位は一般に高さを示す「標高」で表す。「標高」の基準面として東京

湾平均海面（TP）を用いる。 

・地震や火山の噴火等、不測の事態により気象災害にかかわる諸条件が変化し、通常の基準を

適用することが適切でない状態となることがある。このような状態がある程度長期間継続

すると考えられる場合には、特定の警報・注意報について、対象地域を必要最小限の範囲に

限定して「暫定基準」を設定し、通常より低い基準で運用することがある。 

 

2）土砂災害警戒情報 

胆振総合振興局と室蘭地方気象台が共同で発表する情報で、大雨警報発表中に、大雨による

土砂災害発生の危険度が高まった時、町長が避難勧告等を発令する際の判断や町民の自主避難

の参考となるよう町を対象に発表する。 
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3）記録的短時間大雨情報 

府県予報区内で、数年に一度程度しか発生しないような短時間の大雨を観測（地上の雨量計

による観測）または解析（気象レーダーと地上の雨量計を組み合わせた分析）したとき（アメ

ダス及び解析雨量で、１時間に 100mm 以上の雨量を観測または解析した場合）に、府県気象情

報の一種として発表する情報。 

4）竜巻注意情報 

積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風に対して注意を呼びかける

気象情報で、雷注意報が発表されている状況下において竜巻等の激しい突風の発生する可能性

が高まった時、発表する情報。この情報の有効期間は、発表から 1時間である。 

5）火災に関するもの 

①火災気象通報 

実効湿度 65%以下で最小湿度 35%以下が予想されるとき、若しくは平均風速が陸上で 12m/s

以上が予想される場合。なお、平均風速が基準値以上であっても、降水及び降雪の状況に

よっては火災気象通報を行わない場合がある。 

②火災警報 

町長は、胆振総合振興局長から火災気象通報を受け、または気象の状況が次に定める火災

警報発令条件となり、火災の予防上危険であると認めるときは、消防法第 22 条に基づく火

災警報を発令する。 

a. 4月～10月：実効湿度 72％以下にして、最小温度 55％以下となり、最大風速 6.5m/s以

上のとき。 

b. 11月～3月：実効温度 67％以下にして、最小湿度 49％以下となり、最大風速 7.3m/s以

上のとき。 

c. 平均風速 10m/s以上の風が 1時間以上連続して吹く見込みのとき。ただし、雨または雪

の降っているときは、必ずしも警報の発令を要しない。 

 

（2）気象警報等の伝達系統及び方法 

基本・地震津波災害対策編 第 3 章 第 3節「災害情報の収集と伝達」の定めるところによる。

特に、気象等の特別警報について通知を受けたときまたは自ら知ったときは、直ちに防災行政無

線及び広報車などにより町民へ周知する。 
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2．配備及び体制 

基本・地震津波災害対策編 第 3章 第 1節「災害応急体制」の定めるところによる。 

 

3．水防信号 

水防信号は、水防法第 13 条の規定により知事が定めたものを用いるものとし、その信号は次の

とおりである。 
 

区 分 警 鐘 信 号 サ イ レ ン 信 号 摘   要 

警戒信号 〇休止〇休止〇休止 
 ５秒       ５秒 
 〇―15 秒休止  〇―15 秒休止 

警戒水位に達したとき及
び気象台から気象の通報
を受けたとき発する信号 

出  動 
第１信号 

 〇―〇―〇 
         〇―〇―〇 
 〇―〇―〇 

 ５秒       ５秒 
  〇―６秒休止   〇―６秒休止 

水防管理団体及び消防機
関に属する者全員出動信
号 

出  動 
第２信号 

 〇―〇―〇―〇 
   〇―〇―〇―
〇 
 〇―〇―〇―〇 

 10 秒       10 秒 
  〇―５秒休止    〇―５秒休止 

水防管理団体の区域内に
居住する者の出動信号 

危険信号 
(避難立退き) 

乱    打 
 １分         １分 
  〇―５秒休止   〇―５秒休止 

必要を認める区域内の居
住者に避難のため立ち退
くことを知らせる信号 

 

 備 考  １ 信号は適宜の時間継続すること。 

      ２ 必要があれば警鐘信号及びサイレン信号を併用することを妨げない。 

      ３ 危険が去ったときは口頭伝達により周知するものとする。 

 

4．水防活動 

（1）水防活動開始の時期 

1）本部長が必要と認めたとき 

2）胆振総合振興局長から水防警報の伝達を受けたとき 

 

（2）水防作業を必要とする異常事態が発生したとき 

西胆振消防組合伊達消防署豊浦支署、建設対策部において被害を未然に防止し、または被害の

拡大を防ぐため、堤防の構造、流速、護岸の状態等を考慮し、可能な限り最も適切な工法を選択

し、迅速的確に作業を実施する。 
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5．水位観測及び伝達 

（1）室蘭建設管理部にて水位観測を行う河川 
 

観測所名 水 系 名 河 川 名 位 置 指 定 警 戒 

豊  浦 貫気別川 貫気別川 字浜町 3.17ｍ 3.92ｍ 

小鉾岸川 小鉾岸川 小鉾岸川 字大岸 1.42ｍ 2.14ｍ 

 

 

（2）雨量水位観測通報系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6．避難措置 

町及び関係機関は、人命の安全を確保するため、基本・地震津波災害対策編 第 3章 第 4節「避

難対策」の定めるところにより、必要な避難措置を実施する。 

 

7．救助救出活動 

町及び関係機関は、基本・地震津波災害対策編 第 3章 第 6節「救助救出活動」の定めるところ

により、救助救出活動を実施する。 

 

8．医療救護活動 

町及び関係機関は、基本・地震津波災害対策編 第 3章 第 9節「応急医療・救護」の定めるとこ

ろにより、医療救護活動を実施する。 

 

9．行方不明者の捜索及び遺体の収容等 

町及び関係機関は、基本・地震津波災害対策編 第 3 章 第 18 節「安否確認及び遺体の処理・埋

葬」の定めるところにより、行方不明者の捜索、遺体の収容・埋葬等を実施する。 

北 海 道 

胆振総合振興局 

室蘭建設管理部 

室蘭地方気象台 

洞爺出張所 

豊浦町（水防管理

者） 

雨量水位観測所 
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10．交通規制 

伊達警察署は、災害の拡大防止及び交通の確保のため、基本・地震津波災害対策編 第 3章 第 12

節「交通応急対策」の定めるところにより、必要な交通規制を実施する。 

 

11．自衛隊派遣要請 

町は、災害の規模や収集した被害情報から判断し、必要がある場合には、基本・地震津波災害対

策編 第 3章 第 16節「自衛隊災害派遣要請」の定めにより、知事（胆振総合振興局長）に自衛隊

の災害派遣の要請を依頼する。 

 

12．広域応援 

町は、災害の規模により、それぞれ単独では十分な災害応急対策を実施できない場合は、基本・

地震津波災害対策編 第 3 章 第 15 節「応援要請」の定めるところにより、道及び他の市町村等へ

応援を要請する。 
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第 3 章  土砂災害対策計画 
 

第 1 節 土砂災害予防対策 

地すべり、急傾斜地崩壊（がけ崩れ）、土石流等の土砂災害から、町民の生命、身体及び財産を

保護し、被害を最小限にとどめるための予防対策は、次のとおりである。 

 

1．現 況 

（1）町における、土砂災害警戒区域における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成 12年 5月

8日法律第 57号）に基づく土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定箇所数は次のとお

りである。 
 

（平成 28年 4月 1日現在） 

自然現象の種類 土砂災害警戒区域 内特別警戒区域 

急 傾 斜 地 の 崩 壊 6 6 

土 石 流 9 9 

地 す べ り 0 0 

指 定 箇 所 数  計 15 15 

 

（土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定一覧及び位置図は 

附属資料 p.資 75「災害危険区域及び整備計画」参照） 

 

（2）町における、土砂災害危険箇所数は次のとおりである 
 

（平成 28年 4月 1日現在） 

種 別 箇 所 数 

急傾斜地崩壊危険区域 12 

地 す べ り 危 険 箇 所 1 

土 石 流 危 険 渓 流 26 

山 地 災 害 危 険 地 区 222 

 

（土砂災害危険箇所の一覧及び位置図は附属資料 p.資 75「災害危険区域及び整備計画」参照） 
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2．予防対策 

町は、降雨等による土砂災害の危険性が高いと判断された箇所については、治山、砂防等の事業

による土砂災害対策を実施するとともに、関係機関や町民への周知や適切な警戒避難体制の整備

など総合的な土砂災害対策を道と協力して推進する。 

（1）警戒区域等の指定があったときは、当該警戒区域ごとに、土砂災害に関する情報の収集及び伝

達、予報または警報の発令及び伝達、避難、救助、その他当該警戒区域における土砂災害を防止す

るために必要な警戒避難体制等に関する事項について定めるものとする。 

 

（2）警戒区域内に主として高齢者等の特に防災上の配慮を要する者が利用する施設がある場合には、

当該施設の利用者の円滑な警戒避難が行われるよう土砂災害に関する情報等、予報及び警報の伝

達方法を定めるものとする。 

 

（3）土砂災害に関する情報の伝達方法、避難地に関する事項その他警戒区域における円滑な警戒避

難を確保する上で必要な事項を町民に周知させるため，これらの事項を記載した印刷物の配布そ

の他の必要な措置を講じるものとする。 

 

3．形態別予防対策 

（1）地すべり等予防対策 

土地の高度利用と開発に伴って、地すべり災害が発生する危険性が高くなる傾向にあり、ひと

たび地すべりが発生すると、多くの住家、農耕地、公共施設等に被害が発生し、また、山地の崩

壊による土石流災害の発生、河川の埋没による冠水災害にもつながるため、国、道及び町は、次

のとおり予防対策を実施する。 

1）町民に対し、土砂災害警戒区域及び地すべり防止区域の周知に努めるとともに、必要な警戒

避難体制に関する事項について定めるものとする。 

2）危険区域の町民に対し、斜面等の異常（亀裂、湧水、噴水、濁り水）の報告や町民自身によ

る防災措置（自主避難等）などの周知・啓発を図る。 

 

（2）がけ崩れ防止対策 

1）町民に対し、土砂災害警戒区域及び急傾斜地崩壊危険箇所の周知に努めるとともに、必要な

警戒避難体制に関する事項について定めるものとする。 

2）危険区域の町民に対し、急傾斜地の異常（亀裂、湧水、噴水、濁り水）の報告や町民自身に

よる防災措置（自主避難等）などの周知・啓発を図る。 
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（3）土石流災害対策 

1）町民に対し、土砂災害警戒区域及び土石流危険渓流の周知に努める。 

2）危険区域の町民に対し、河川等の異常（山鳴、水位の急激な減少、急激な濁り）の報告や町

民自身による防災措置（自主避難等）などの周知・啓発を図る。 
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第 2 節 土砂災害応急対策 

1．予警報の伝達及び通信連絡 

基本・地震津波災害対策編 第 3章 第 3節「災害情報の収集と伝達」の定めるところによる。 

 

2．応急活動体制 

町は、土砂災害が発生、または発生するおそれがある場合、その状況に応じて、基本・地震津波

災害対策編 第 3章 第 1節「災害応急体制」に定めるところにより体制を整え、その地域に係る災

害応急対策を実施する。 

 

3．警戒体制 

町は、異常降雨及び降雪により土砂災害が予想される場合、基本・地震津波災害対策編 第 3章 

第 1 節 第 3項「動員計画」の定めるところにより職員を参集し、町民及び関係機関と協力して危

険箇所の監視及び巡廻等を行う。 

監視及び巡廻等に当たって注意する事項は､概ね次のとおりとする。 
 

○表層の状況 

○地表水の状況 

○湧水の状況 

○亀裂の状況 

○樹木等の傾倒状況 

 

4．避難措置 

町及び関係機関は、人命の安全を確保するため、基本・地震津波災害対策編 第 3章 第 4節「避

難対策」の定めるところにより、必要な避難措置を実施する。当該地域住民に警告し、避難のため

立退きを勧告または指示するとともに関係機関に通知し、避難誘導等の協力を得るものとする。 

 

5．救助救出活動 

町及び関係機関は、基本・地震津波災害対策編 第 3章 第 6節「救助救出活動」の定めるところ

により、救助救出活動を実施する。 

 

6．医療救護活動 

町及び関係機関は、基本・地震津波災害対策編 第 3章 第 9節「応急医療・救護」の定めるとこ

ろにより、医療救護活動を実施する。 
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7．行方不明者の捜索及び遺体の収容等 

町及び関係機関は、基本・地震津波災害対策編 第 3 章 第 18 節「安否確認及び遺体の処理・埋

葬」の定めるところにより、行方不明者の捜索、遺体の収容・埋葬等を実施する。 

 

8．交通規制 

伊達警察署は、災害の拡大防止及び交通の確保のため、基本・地震津波災害対策編 第 3章 第 12

節「交通応急対策」の定めるところにより、必要な交通規制を実施する。 

 

9．自衛隊派遣要請 

町は、災害の規模や収集した被害情報から判断し、必要がある場合には、基本・地震津波災害対

策編 第 3章 第 16節「自衛隊災害派遣要請」の定めにより、知事（胆振総合振興局長）に自衛隊

の災害派遣の要請を依頼する。 

 

10．広域応援 

町は、災害の規模により、それぞれ単独では十分な災害応急対策を実施できない場合は、基本・

地震津波災害対策編 第 3 章 第 15 節「応援要請」の定めるところにより、道及び他の市町村等へ

応援を要請する。 
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第 4 章  事故災害対策計画 
 

第 1 節 海上災害対策 

1．海難対策 

船舶の衝突、乗揚、転覆、火災、爆発、浸水、機関故障等の海難の発生による多数の遭難者、行

方不明者、死傷者等が発生し、またはまさに発生しようとしている場合に、早期に初動体制を確立

して、被害の軽減を図るため、防災関係機関が実施する各種の予防、応急対策は、次のとおりであ

る。 

 

（1）災害予防対策 

関係機関は、それぞれの組織を通じて相互に協力し、海難の発生を未然に防止し、または被害

を軽減するため必要な予防対策を実施する。 

1）船舶所有者等（船舶所有者、管理者、占有者等を含む。以下この章において同じ）、漁業協

同組合 

①気象情報の把握に努め、海難を未然に防止するため必要な措置を講ずるものとする。 

②職員の非常参集体制、応急活動のためのマニュアルの作成等、応急体制を整備するものと

する。 

③関係機関と相互に連携して実践的な防災訓練を実施し、海難発生時の活動手順、関係機関

との連携等について徹底を図るとともに、体制の改善等、必要な措置を講ずるものとする。 

④船舶の火災等に備え、必要な消防力を整備するとともに自衛消防隊の組織化に努めるも

のとする。 

2）室蘭運輸支局、室蘭海上保安部、道、伊達警察署、町（消防機関） 

①迅速、かつ、的確な災害情報の収集・連絡を行うための体制の整備を図るものとする。 

②海難発生時における緊急情報連絡を確保するため、平常時から災害対策を重視した通信

設備の整備・充実に努めるものとする。 

③職員の非常参集体制・応急活動のためのマニュアルの作成等、応急体制を整備するものと

する。 

④海難発生時における応急活動等に関し、予め協定の締結を行う等、平常時から関係機関相

互の連携体制の強化を図るものとする。 

⑤海難発生時の救急、救助、救護に備え、資機材等の整備促進に努めるものとする。 
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⑥関係機関と相互に連携して実践的な防災訓練を実施し、海難発生時の活動手順、関係機関

との連携等について徹底を図るとともに、体制の改善等、必要な措置を講ずるものとする。 

⑦船舶所有者及び船長に対し、次により気象情報の把握に努め荒天に際しては、早期避難、

避泊を図ることを指導するとともに、漁業協同組合に対し、気象情報の常時把握と組合員

に対する迅速な伝達組織の確立を図ることを指導するものとする。 

a. 漁業気象通報及び天気予報等の放送を聴取し、周辺海域の気象状況の把握に努める。 

b. 漁業無線局の気象通報は、各出漁船に対し、最も適切にその状況を伝えるので、必ず聴

取するとともに、荒天に対処する海上保安部からの警告指導が出た場合は、速やかに適

切な措置を講ずる。 

⑧法令の定めるところにより適切な予防対策を講ずるほか、公益社団法人北海道海難防止・

水難救済センターとともに、船舶所有者及び乗組員に対し次の事項を指導するものとする。 

a. 船体、機関、救命設備（救命用具、信号用具、消防設備等）及び通信施設の整備 

b. 気象状況の常時把握と適正な準備体制の確立 

c. 漁船乗務員の養成と資質の向上 

d. 小型漁船の集団操業の励行と相互救護体制の強化 

e. 海難防止に対する意識の高揚 

⑨室蘭海上保安部及び室蘭運輸支局は、次の事項に留意し、随時立入検査等を行い、船舶所

有者及び船長に対し、適切な指導を行うものとする。 

a. 海技従事有資格者の乗船確認 

b. 無線従事有資格者の乗船確認 

c. 救命器具並びに消火器具等の設備の確認 

 

通信連絡先名称 所 在 地 電話番号 

室蘭海上保安部 室蘭市入江町 1-13 0143-23-3131 

室蘭運輸支局 室蘭市入江町１-13 0143-23-5001 

伊達警察署 伊達市館山町 10-22 0142-22-0110 

室蘭地方気象台 室蘭市山手町 2-6-8 0143-22-3227 

 

 

（2）災害応急対策 

1）情報通信 

町及び関係機関は、災害発生時に直ちに災害情報連絡のための通信手段を確保し、災害情報

の収集に努めるとともに、把握した情報について迅速に他の関係機関に連絡する。また、相互

に緊密な情報交換を行い、情報の確認、共有化、応急対策の調整等を行う。 

連絡系統は次のとおりとする。 
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図 4－1 情報通信連絡系統図（海上災害） 

 

 

 

2）広域海難発生時の広報 

基本・地震津波災害対策編 第 3 章 第 3節「災害情報の収集と伝達」の定めによるほか、次

により実施する。 

①実施機関 

船舶所有者等、漁業協同組合、室蘭運輸支局、室蘭海上保安部、町（消防機関）、道、伊

達警察署 

②実施事項 

a. 被災者の家族等への広報 

関係機関は、被災者の家族等からの問い合わせ等に対応する体制を整えるほか、被災者の

家族等に役立つ次の情報について、正確に、きめ細かく、適切に提供するものとする。 
 

○海難の状況 

○家族等の安否情報 

○医療機関等の情報 

○関係機関の応急対策に関する情報 

○その他必要な事項 

 

b. 旅客及び町民等への広報 

関係機関は、報道機関を通じ、または広報車の利用及び広報板の掲示等により次の事項に

ついて広報を実施する。 

 
 

遭難船舶、所有者

等 

西胆振消防組合
(伊達消防署豊浦支署) 

豊 浦 町 

胆振総合振興局 
第一管区 

海上保安本部 

北海道開発局 

北 海 道 

国(総務省消防

庁） 

北海道警察 

関係機関・団体 
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○海難の状況 

○旅客及び乗組員等の安否情報 

○医療機関等の情報 

○関係機関の応急対策に関する情報 

○その他必要な事項 

 

3）応急活動体制 

町は、海難が発生、または発生するおそれがある場合に、その状況に応じて、基本・地震津

波災害対策編 第 3 章 第 1 節「災害応急体制」に定めるところにより体制を整え、その地域に

係る災害応急対策を実施する。 

4）捜索活動 

海難船舶の捜索活動は、関係機関が相互に密接に協力のうえ、漁業協同組合、水難救難所の

協力を得て、それぞれ船舶、ヘリコプターなどを活用して行うものとする。 

5）救助救出活動 

海難発生時における救助救出活動については、基本・地震津波災害対策編 第 3章 第 6節「救

助救出活動」の定めによるほか次によるものとする。 

①室蘭海上保安部（海上保安庁法第 5条） 

a. 海難の際の人命、積荷及び船舶の救助並びに天災事変その他救済を必要とする場合にお

ける援助を行う。 

b. 室蘭海上保安庁以外の者で海上において人命、積荷及び船舶の救助を行うもの並びに船

舶交通に対する障害を除去するものの監督を行う。 

②町（基本法第 62条、水難救護法第 1条） 

a. 遭難船舶を認知した町は、室蘭海上保安部及び伊達警察署に連絡するとともに、直ちに

現場に臨み、救護措置を行う。 

b. 救護のため必要があるときは、町民を招集し、船舶車馬その他の物件を徴用し、または

他人の所有地を使用し、救助の指揮を行う。 

③伊達警察署（水難救護法第 4条） 

警察官は、救護の事務に関し、町長を助け、町長が現場にいない場合は、町長に代わって

その職務を行う。 

④漁業協同組合 

常時所属出漁船の動静を把握し、海難発生時には、適切な指示を与えるとともに、関係機

関に対する連絡に当たる。 

⑤日本水難救済会豊浦救難所 

関係機関の実施する海難による人命、船舶及び積荷の救済に協力する。 
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6）消防活動 

領海内における船舶等火災の消火活動については、室蘭海上保安部と西胆振消防組合が締結

した船舶消火に関する業務協定に基づき実施する。 

7）医療救護活動 

町は及び関係機関は、基本・地震津波災害対策編 第 3 章 第 9 節「応急医療・救護」の定め

るところにより、医療救護活動を実施する。 

8）行方不明者の捜索及び死体の収容等 

町及び関係機関は、基本・地震津波災害対策編 第 3章 第 18節「安否確認及び遺体の処理・

埋葬」の定めるところにより、行方不明者の捜索、遺体の収容・埋葬等を実施する。 

9）交通規制 

伊達警察署は、災害の拡大防止及び交通の確保のため、基本・地震津波災害対策編 第 3 章 

第 12節「交通応急対策」の定めるところにより、必要な交通規制を実施する。 

10）自衛隊派遣要請 

町は、災害の規模や収集した被害情報から判断し、必要がある場合には、基本・地震津波災

害対策編 第 3章 第 16節「自衛隊災害派遣要請」の定めにより、知事（胆振総合振興局長）に

自衛隊の災害派遣の要請を依頼する。 

11）広域応援 

町は、災害の規模により、それぞれ単独では十分な災害応急対策を実施できない場合は、基

本・地震津波災害対策編 第 3章 第 15節「応援要請」の定めるところにより、道及び他の市町

村等へ応援を要請する。 

 

2．流出油等対策 

船舶に衝突、乗揚、転覆、火災、爆発、浸水、機関故障等の海難事故により船舶からの油等の大

量流出等による著しい海洋汚染、火災、爆発等が発生し、またはまさに発生しようとしている場合

に、早期に初動体制を確立して、被害の軽減を図るため、防災関係機関が実施する各種の予防、応

急対策は、次のとおりである。 

（1）災害予防対策 

町は、関係機関と協力して、海難事故による油等の海上流出等を未然に防止し、または被害を

軽減するため必要な予防対策を実施する。 

1）関係行政機関の共通実施事項（室蘭開発建設部、室蘭運輸支局、室蘭海上保安本部、道、伊

達警察署、町（消防機関）） 

①迅速、かつ、的確な災害情報の収集・連絡を行うための体制の整備を図る。 

②災害時における緊急情報連絡を確保するため、平常時から災害対策を重視した通信設備

の整備・充実に努める。 
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③職員の非常参集体制、応急活動のためのマニュアルの作成等、応急体制を整備する。 

④災害時における応急活動等に関し、予め協定の締結を行う等、平常時から関係機関相互の

連携体制の強化を図る。 

⑤災害時の油等の大量流出等に備え、消防艇、化学消火剤、油処理剤、オイルフェンス等資

器材の整備促進に努めるとともにその整備状況等について関係機関と情報を共有するも

のとする。 

⑥関係機関と相互に連携して実践的な防災訓練を実施し、災害時の活動手順、関係機関との

連携等について徹底を図るとともに、体制の改善等、必要な措置を講ずるものとする。 

2）各行政機関の個別の実施事項 

①室蘭開発建設部 

港湾及び航路の直轄工事の計画、施工に関して防災上留意すべき事項について十分配慮す

る。 

②室蘭海上保安本部 

a. 防災活動を適切かつ効果的に実施するため、次に掲げる防災関係資料の収集及び調査研

究を行う。 
 

○油等大量流出事故による災害発生の予想に関する資料（各種原因による災害発生

時期及び程度の予想並びに判断のための諸資料） 

○港湾状況(特に避難港、避難地、危険物の荷役場所、貯木場、はしけ溜まり等の状

況 

○防災施設、器材等の種類、分布の状況等救助に必要な器材能力の基礎調査（曳船、

サルベージ、消火及び油除去作業、潜水作業） 

 

b. 北海道沿岸海域排出油等防除計画の普及及び流出油等の防除に関する協議会の育成強

化 

c. 防災に関し関係機関、報道機関等と緊密な連絡をとり次の方法により関係者を指導啓発

するものとする。 
 

○海難防止運動、防災の日等の諸行事における防災に関する講習会の開催、防災参

考資料の配布等 

○船舶に対する訪船指導 

 

d. 海事関係法令違反は、海難の発生に直接結び付くものであり、海事関係法令の遵守の徹

底を図るため、日常業務において一般船舶、特にタンカー及び危険物積載船舶等に対す

る立入検査を実施して、次の事項の励行を図り、海難の未然防止に努める。 
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○船舶安全法に基づく安全基準の励行 

○船舶職員及び小型船舶操縦者法、船員法等乗組員に関する法令の遵守 

○港則法、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律並びに危険物船舶運送及び

貯蔵規則等に関する法令の遵守 

 

③道 

a. 町の流出油等対策計画の樹立及び必要な資材の備蓄について指導する。 

b. 町等の港湾及び航路の計画、施行に関して防災上留意すべき事項について十分配慮する

よう指導する。 

c. 町及び関係機関が行う予防対策の連絡調整を実施する。 

④町（消防機関） 

a. 油類積載船舶の接岸荷役の安全を確保するため、岸壁及びその付属施設（防舷材、けい

船柱）等の改修、岸壁水深の維持に努める。 

b. 大量の危険物荷役中の警備及び監視を厳重にし、火気及び立入禁止の徹底を図る。 

c. 船舶所有者等、漁業協同組合に対し、荷役について次のとおり指導する。 

○荷役は油槽所等の保安担当職員の指導監督のもとに行うこと 

○消火器具の配備 

○油流出事故の予防対策及び化学消火剤等の配備 

○立入禁止、火気厳禁の標示の徹底 

 

d. 入港船舶の危険物積載の状況等、消防活動上、予め掌握しておくことが必要と認められ

る資料及び情報について関係機関と相互に交換する。 

⑤船舶所有者等、漁業協同組合 

a. 気象情報等の把握に努め、海上等における流出油等災害を未然に防止するため必要な措

置を講ずるものとする。 

b. 職員の非常参集体制は、応急活動のためのマニュアルの作成等、応急体制を整備するも

のとする。 

c. 災害時の油等の大量流出等に備え、化学消火剤、油処理剤、オイルフェンス等の資機材

の整備推進に努めるものとする。 

d. 関係機関と相互に連携して実践的な防災訓練を実施し、災害時の活動手順、関係機関と

の連携等について徹底を図るとともに、体制の改善等、必要な措置を講ずるものとする。 

 

（2）災害応急対策 

1）情報通信 

油等の大量流出事故が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、町及び関係機

関は、直ちに災害情報連絡のための通信手段を確保し、災害情報の収集に努めるとともに、把握

した情報について迅速に他の関係機関に連絡する。また、相互に緊密な情報交換を行い、情報の
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確認、共有化、応急対策の調整等を行う。 

連絡系統は次のとおりとする。 
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図 4－2 情報通信連絡系統図（油等大量流出事故） 

 

2）災害広報 

油等大量流出事故災害時の広報は、基本・地震津波災害対策編 第 3章 第 3 節「災害情報の

収集と伝達」の定めによるほか、次の事項について旅客及び町民等への広報を実施する。 
 

○油等大量流出事故災害の状況 

○関係機関の災害応急対策に関する情報 

○海上輸送復旧の見通し 

○避難の必要性等、地域に与える影響 

○その他必要な事項 

 

3）応急活動体制 

町は、油等大量流出事故災害が発生、または発生するおそれがある場合、その状況に応じて、

基本・地震津波災害対策編 第 3章 第 1節「災害応急体制」に定めるところにより体制を整え、

その地域に係る災害応急対策を実施する。 

4）油等の流出、または流出するおそれがある場合の防除活動 

①事故の原因者等 

速やかに室蘭海上保安本部に通報するとともに、油等が流出した場合は、汚染の拡大を防

ぎ、引き続く流出を止め、除去し、または油等が流出するおそれがあるときは、流出を防止

する等の防除活動を実施しなければならない。 

②室蘭海上保安本部 

a. 巡視船艇、航空機または海上保安官により、流出油等の汚染拡散範囲及び性状の変化状

事故の原因者等 

西胆振消防組合 
(伊達消防署豊浦支署) 

豊 浦 町 

胆振総合振興局 
第一管区 

海上保安本部 

北海道開発局 

北 海 道 

国(総務省消防

庁） 

北海道警察 

関係機関・団体 

北海道運輸局 
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況等を調査するとともに、関係機関に情報を提供する。 

b. 周辺海域の警戒を行い、必要に応じて船舶交通の整理、指導または制限の措置を講ずる。

特に必要が認められるときは、区域を設定し、船舶等に対し、区域外への退去及び入域

の制限または禁止の指示を行う。 

c. 防除活動等の必要な措置を行うべき事故原因者等の防除措置義務者の対応が不十分な

ときは、指導または命令を行い、緊急に防除措置を講ずる必要があると認めるときは、

巡視船艇等により応急の防除措置を講じる。 

d. 緊急を要し、かつ、必要と認めるられるときは、海上災害防止センターに対し流出油防

除のための必要な措置を講ずることを指示する。 

e. 排出油等の防除に関する協議会等関係機関に対し、それぞれの立場に応じた防除活動や

協議会相互の連携ができるように調整を行う。 

③室蘭開発建設部 

流出油等の海岸等への漂着に対処するため、ヘリコプター等による流出油の情報収集及び

関係機関への情報提供並びに必要に応じ、町に必要な防除資機材の応援措置を講ずるもの

とする。 

④町（消防機関） 

a. 道にヘリコプターによる流出油の漂流状況等の情報収集を要請する。 

b. 油流出等の海岸等への漂着に対処するため、直ちに関係機関と協力のうえ、必要に応じ

て、流出油等の防除、環境モニタリング等必要な措置を講ずるものとする。 

c. 防除措置を実施するに当たっては、必要な資機材を迅速に調達するものとし、流出油等

による被害の軽減に努めるものとする。 

⑤伊達警察署 

a. 油等大量流出等の災害が発生した場合には、警察用航空機、警察船舶等を活用するとと

もに、沿岸における警ら活動を行い、漂着物の状況等を把握する。 

b. 油等大量流出等の災害が発生した場合には、関係機関と緊密に連携し、必要により地域

住民等の避難誘導、立入禁止区域警戒、交通規制等を実施する。 

5）消防活動 

流出油等の海上火災等発生時における消防活動は次により実施する。 

①室蘭海上保安本部 

速やかに巡視船艇により消火活動を行うとともに、必要に応じて町（消防機関）に協力を

要請する。 

②町（消防機関） 

火災状況等の情報収集に努め、室蘭海上保安部の消火活動に協力する。 

6）避難措置 

流出油等による火災、爆発により町民の生命及び身体の安全、保護を図るため必要がある場

合は基本・地震津波災害対策編 第 3章 第 4節「避難対策」の定めるところにより実施する。 



個別災害対策編 

第 4 章 事故災害対策計画 

242 

7）交通規制 

海上災害時における交通規制については、基本・地震津波災害対策編 第 3章 第 12節「交通

応急対策」の定めるところにより実施する。 

8）自衛隊派遣要請 

町は、災害の規模や収集した被害情報から判断し、必要がある場合には、基本・地震津波災

害対策編 第 3章 第 16節「自衛隊災害派遣要請」の定めにより、知事（胆振総合振興局長）に

自衛隊の災害派遣の要請を依頼する。 

9）広域応援 

町は、災害の規模により、それぞれ単独では十分な災害応急対策を実施できない場合は、基

本・地震津波災害対策編 第 3章 第 15節「応援要請」の定めるところにより、道及び他の市町

村等へ応援を要請する。 

10）危険物関係施設管理者及び水難救難所の協力 

危険物関係施設管理者及び水難救難所は、流出油等防災対策上関係機関から要請があった場

合、保有する諸資機材等をもって協力を行うものとする。 

11）防災ボランティアとの連携 

流出油の防除作業等には多くの労働力が必要となる。それらの作業を実施する防災ボラン

ティア団体等の受け入れ等については、基本・地震津波災害対策編 第 3 章 第 19節｢災害ボラ

ンティアの受入｣の定めるところによる。 
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第 2 節 航空災害対策 

町の地域において、航空機の墜落炎上等により多数の死傷者を伴う大規模な事故（以下「航空災

害」という。）が発生し、またはまさに発生しようとしている場合に、早期に初動体制を確立して

その拡大を防御し被害の軽減を図るため、町及び防災関係機関が実施する予防及び応急対策は、次

のとおりである。 

 

1．災害予防対策 

関係機関は、それぞれの組織を通じて相互に協力し、航空災害を未然に防止するため必要な予防

対策を実施するものとする。 

（1）東京航空局道内各空港事務所、空港管理事務所 

1）航空運送事業者に航空交通の安全確保に関する情報を適時・適切に提供し、航空災害を未然

に防止するため適切な措置をとるものとする。 

2）迅速、かつ、的確な災害情報の収集・連絡を行うための体制の整備を図るものとする。 

3）災害時における緊急情報連絡を確保するため、平常時から災害対策を重視した通信設備の整

備・充実に努めるものとする。 

4）職員の非常参集体制、応急活動のためのマニュアルの作成等、災害応急体制を整備するもの

とする。 

5）災害時における応急活動等に関し、予め協定の締結を行う等、平常時から関係機関相互の連

携体制の強化を図るものとする。 

6）災害時の救急・救助、救護、消防活動に備え、資機材等の整備促進に努めるものとする。 

7）関係機関と相互に連携して実践的な防災訓練を実施し、災害時の活動手順、関係機関との連

携等について徹底を図るとともに、体制の改善等、必要な措置を講ずるものとする。 

 

（2）航空運送事業者 

1）航空交通の安全に関する各種情報を、事故予防のために活用し、航空災害を未然に防止する

ため必要な措置を講ずるものとする。 

2）職員の非常参集体制、応急活動のためのマニュアルの作成等、災害応急体制を整備するもの

とする。 

3）関係機関と相互に連携して実践的な防災訓練を実施し、災害時の活動手順、関係機関との連

携等について徹底を図るとともに、体制の改善等、必要な措置を講ずるものとする。 
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2．災害応急対策 

（1）情報通信 

町及び関係機関は、災害発生時に直ちに災害情報連絡のための通信手段を確保し、災害情報の

収集に努めるとともに、把握した情報について迅速に他の関係機関に連絡する。また、相互に緊

密な情報交換を行い、情報の確認、共有化、応急対策の調整等を行う。 

連絡系統は次のとおりとする。 

 

1）発生地点が明確な場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4－3 情報通信連絡系統図（航空災害－発生地点が明確な場合） 

 

 

2）発生地点が不明な場合（航空機の捜索活動） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）救難調整本部は、東京空港事務所に設けられる。 
 

図 4－4 情報通信連絡系統図（航空災害－発生地点が不明な場合） 
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（2）災害広報 

町及び関係機関は、被災者の家族、旅客及び地域住民等に次の情報を提供する。 
 

○航空災害の状況 

○旅客及び乗務員等の安否情報 

○医療機関の情報 

○医療機関の応急対策に関する情報 

○航空輸送復旧の見通し 

○避難の必要性、地域に与える影響 

○その他必要な事項 

 

 

（3）応急活動体制 

町は、航空災害が発生、または発生するおそれがある場合、その状況に応じて、基本・地震津

波災害対策編 第 3章 第 1節「災害応急体制」に定めるところにより体制を整え、その地域に係

る災害応急対策を実施する。 

 

（4）救助救出活動 

町及び関係機関は、基本・地震津波災害対策編 第 3章 第 6節「救助救出活動」の定めるとこ

ろにより、救助救出活動を実施する。 

 

（5）医療救護活動 

町及び関係機関は、基本・地震津波災害対策編 第 3章 第 9節「応急医療・救護」の定めると

ころにより、医療救護活動を実施する。 

 

（6）行方不明者の捜索及び遺体の収容等 

町及び関係機関は、基本・地震津波災害対策編 第 3 章 第 18 節「安否確認及び遺体の処理・

埋葬」の定めるところにより、行方不明者の捜索、遺体の収容・埋葬等を実施する。 

 

（7）交通規制 

伊達警察署は、災害の拡大防止及び交通の確保のため、基本・地震津波災害対策編 第 3章 第

12節「交通応急対策」の定めるところにより、必要な交通規制を実施する。 

 

（8）防疫及び廃棄物処理等 

災害に係る航空機が国際線である場合は、空港検疫所等と密接な連携を図りつつ、基本・地震
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津波災害対策編 第 3 章 第 27節「防疫対策」の定めるところにより、的確な応急防疫対策を講

ずる。また、第 3章 第 28節「廃棄物処理等対策」の定めるところにより、廃棄物処理等に係る

応急対策を講ずるものとする。 

 

（9）自衛隊派遣要請 

町は、災害の規模や収集した被害情報から判断し、必要がある場合には、基本・地震津波災害

対策編 第 3 章 第 16 節「自衛隊災害派遣要請」の定めにより、知事（胆振総合振興局長）に自

衛隊の災害派遣の要請を依頼する。 

 

（10）広域応援 

町は、災害の規模により、それぞれ単独では十分な災害応急対策を実施できない場合は、基本・

地震津波災害対策編 第 3章 第 15 節「応援要請」の定めるところにより、道及び他の市町村等

へ応援を要請する。 
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第 3 節 鉄道災害対策 

鉄軌道における列車の衝突等により、多数の死傷者を伴う大規模な事故（以下「鉄道災害」とい

う。）が発生し、またはまさに発生しようとしている場合に、早期に初動体制を確立してその拡大

を防御し被害の軽減を図るため、町及びその他防災関係機関が実施する各種の予防、応急対策は、

次のとおりである。 

 

1．災害予防対策 

関係機関は、それぞれの組織を通じて相互に協力し、鉄道災害を未然に防止するため必要な予防

対策を実施する。 

（1）北海道運輸局 

1）職員の非常参集体制、応急活動のためのマニュアルの作成等、災害応急体制を整備する。 

2）関係機関等と相互に連携して実践的な防災訓練を実施し、災害時の活動手順、関係機関との

連携等について徹底を図るとともに、体制の改善等、必要な措置を講ずる。 

3）踏切事故を防止するため、鉄道業者等とともに広報活動に努める。 

 

（2）鉄軌道事業者 

1）踏切における自動車との衝突、置き石等による列車の外部要因による事故を防止するため、

事故防止に関する知識を広く一般に普及するよう努める。 

2）鉄道災害の発生に対して、迅速かつ適切な措置を講ずることができるよう、運行管理体制の

充実に努める。 

3）自然災害等から鉄軌道の保全を図るため、気象の予警報等情報の収集に努めるとともに施設

等の点検を行い、異常を迅速に発見し、速やかな対応を図る。 

4）職員の非常参集体制、応急活動のためのマニュアル等の作成等、災害応急体制を整備する。 

5）災害発生直後における旅客の避難等のため、体制の整備に努めるほか、火災による被害の拡

大を最小限とするため、初期消火体制の整備に努める。 

6）関係機関と相互に連携して実践的な防災訓練を実施し、災害時の活動手順、関係機関との連

携等について徹底を図るとともに、体制の改善等、必要な措置を講ずる。 

7）災害の発生後、原因究明を行い、その成果を速やかに安全対策に反映させることにより、再

発防止に努める。 
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2．災害応急対策 

（1）情報通信 

町及び関係機関は、災害発生時に直ちに災害情報連絡のための通信手段を確保し、災害情報の

収集に努めるとともに、把握した情報について迅速に他の関係機関に連絡する。また、相互に緊

密な情報交換を行い、情報の確認、共有化、応急対策の調整等を行う。 

連絡系統は次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4－5 情報通信連絡系統図（鉄道災害） 

 

 

（2）災害広報 

町及び関係機関は、被災者の家族、旅客及び町民等に対し、次の情報を提供する。 
 

○鉄道災害の状況 

○旅客及び乗務員の安否情報 

○医療機関等の情報 

○関係機関の災害応急対策に関する情報 

○施設等の復旧状況 

○避難の必要性、地域に与える影響 

○キその他必要な事項 

 

（3）応急活動体制 

町は、鉄道災害が発生、または発生するおそれがある場合、その状況に応じて、基本・地震津

波災害対策編 第 3章 第 1節「災害応急体制」に定めるところにより体制を整え、その地域に係

る災害応急対策を実施する。 

鉄 軌 道 事 業 者 北 海 道 運 輸 局 国 ( 消 防 庁 ) 

胆振総合振興局(地域政策課） 
（
情
報
交
換
） 

豊 浦 町 
西胆振消 防組合 
(伊達消防署豊浦支署) 

伊 達 警 察 署 北海道警察本部 

北海道(危機対策局) 
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（4）救助救出活動 

鉄道災害時における救助救出活動については、鉄軌道事業者が行う発生直後の救助救出活動

のほか、基本・地震津波災害対策編 第 3章 第 6節「救助救出活動」の定めるところにより実施

する。 

 

（5）医療救護活動 

鉄道災害時における医療救護活動については、基本・地震津波災害対策編 第 3章 第 9節「応

急医療・救護」の定めによるもののほか、鉄軌道事業者も、災害発生直後における救護活動に努

めるとともに、関係機関による迅速、かつ、的確な救護が行われるよう協力するものとする。 

 

（6）消防活動 

鉄道災害時における消防活動は、次により実施する。 

1）鉄軌道事業者 

鉄道災害による火災の発生直後における初期消火活動を行うよう努めるとともに、消防活動

を実施する関係機関に可能な限り協力するよう努めるものとする。 

2）西胆振消防組合伊達消防署豊浦支署 

①西胆振消防組合伊達消防署豊浦支署は、速やかに鉄道災害による火災の発生状況を把握

するとともに、迅速に消防活動を実施する。 

②西胆振消防組合伊達消防署豊浦支署の職員は、鉄道災害による火災が発生した場合にお

いて、消防活動の円滑化を図るため、必要に応じて消防警戒区域を設定する。 

 

（7）行方不明者の捜索及び遺体の収容等 

町及び関係機関は、基本・地震津波災害対策編 第 3 章 第 18 節「安否確認及び遺体の処理・

埋葬」の定めるところにより、行方不明者の捜索、遺体の収容・埋葬等を実施する。 

 

（8）交通規制 

伊達警察署は、災害の拡大防止及び交通の確保のため、基本・地震津波災害対策編 第 3章 第

12節「交通応急対策」の定めるところにより、必要な交通規制を実施する。 

 

（9）危険物流出対策 

鉄道災害により危険物が流出し、またはそのおそれがある場合は、本章 第 5節｢危険物等災害

対策計画｣の定めるところにより速やかに対処し、危険物による二次災害の防止に努めるものと

する。 
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（10）自衛隊派遣要請 

町は、災害の規模や収集した被害情報から判断し、必要がある場合には、基本・地震津波災害

対策編 第 3 章 第 16 節「自衛隊災害派遣要請」の定めにより、知事（胆振総合振興局長）に自

衛隊の災害派遣の要請を依頼する。 

 

（11）広域応援 

町は、災害の規模により、それぞれ単独では十分な災害応急対策を実施できない場合は、基本・

地震津波災害対策編 第 3章 第 15 節「応援要請」の定めるところにより、道及び他の市町村等

へ応援を要請する。 
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第 4 節 道路災害対策 

トンネル、覆道、橋梁、高架等の道路構造物の被災、または車両の多重衝突事故等により、大規

模な救急救助活動や消火活動等が必要とされている災害（以下｢道路災害｣という。）が発生し、ま

たはまさに発生しようとしている場合に、早期に初動体制を確立して、その拡大を防御し被害の軽

減を図るため、防災関係機関が実施する各種の予防、応急対策は、次のとおりである。 

 

1．災害予防対策 

関係機関は、それぞれの組織を通じて相互に協力し、道路災害を未然に防止するため必要な予防

対策を実施する。 

（1）道路管理者 

1）トンネルや橋梁等、道路施設の点検体制を強化し、施設等の現況の把握に努めるとともに異

常を迅速に発見し、速やかな応急対策を図るために情報の収集、連絡体制の整備を図るものと

する。また、異常が発見され、災害が発生するおそれがある場合に、道路利用者にその情報を

迅速に提供するための体制の整備を図るものとする。 

2）道路災害を予防するため、必要な施設の整備を図るとともに、道路施設の安全を確保するた

め必要な体制の整備に努めるものとする。 

3）道路災害を未然に防止するため、安全性・信頼性の高い道路ネットワーク整備を計画的かつ

総合的に実施する。 

4）職員の非常参集体制、応急活動のためのマニュアルの作成等、災害応急体制を整備するもの

とする。 

5）関係機関と相互に連携して実践的な防災訓練を実施し、道路災害等の情報伝達、活動手順等

について徹底を図るとともに、必要に応じ体制の改善等の必要な措置を講ずるものとする。 

6）道路災害時に、施設、設備の被害情報の把握及び応急復旧を行うため、予め体制、資機材を

整備するものとする。 

7）道路利用者に対して道路災害時の対応等の防災知識の普及・啓発を図るものとする。 

8）道路災害の原因究明のための総合的な調査研究を行い、その成果を踏まえ再発防止対策を実

施する。 

 

（2）伊達警察署 

道路交通の安全のための情報の収集を図るものとし、異常が発見され、災害が発生するおそれ

がある場合には、通行の禁止など必要な措置を行い、道路利用者に周知するとともに、被災現場

及び周辺地域等において、交通安全施設の点検を実施するなど必要な措置を講ずるものとする。 
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2．災害応急対策 

（1）情報通信 

町及び関係機関は、災害発生時に直ちに災害情報連絡のための通信手段を確保し、災害情報の

収集に努めるとともに、把握した情報について迅速に他の関係機関に連絡する。また、相互に緊

密な情報交換を行い、情報の確認、共有化、応急対策の調整等を行う。 

連絡系統は次のとおりとする。 

 

1）町が管理する道路の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4－6 道路災害対策情報通信連絡系統図（町が管理する道路の場合） 

 

 

2）道が管理する道路の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4－7 道路災害対策情報通信連絡系統図（道が管理する道路の場合） 

（情報交換） 

（情報交換） 

胆振総合振興局 
室蘭建設管理部 
( 洞 爺 出 張 所 ) 

室蘭開発建設部
有珠復旧事務所 

北海道 国 ( 消 防 庁 ) 豊 浦 町 

北 海 道 運 輸 局 
胆振総合振興局 
( 地 域 政 策 課 ) 

西 胆 振 消 防 組 合 
(伊達消防署豊浦支署) 

伊 達 警 察 署 北海道警察本部 
（必要に応じて） 

（必要に応じて） 

（情報交換） 

（情報交換） 

北 海 道 運 輸 局 

北 海 道 開 発 局 

胆振総合振興局 
室蘭建設管理部 
( 洞 爺 出 張 所 ) 

室蘭建設管理部 北海道（建設部） 

北海道 国 ( 消 防 庁 ) 

北海道警察本部 
胆振総合振興局 
( 地 域 政 策 課 ) 

西 胆 振 消 防 組 合 
(伊達消防署豊浦支署) 

豊 浦 町 

伊 達 警 察 署 
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3）国が管理する道路の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4－8 道路災害対策情報通信連絡系統図（国が管理する道路の場合） 

 

 

（2）災害広報 

町及び関係機関は、被災者の家族、道路利用者及び地域住民等に対し、次の情報を提供する。 
 

○道路災害の状況 

○被災者の安否情報 

○医療機関等の情報 

○関係機関の災害応急対策に関する情報 

○施設等の復旧状況 

○避難の必要性、地域に与える影響 

○その他必要な事項 

 

（3）応急活動体制 

町は、道路災害が発生し、または発生するおそれがある場合、その状況に応じて、基本・地震

津波災害対策編 第 3章 第 1節「災害応急体制」に定めるところにより体制を整え、その地域に

係る災害応急対策を実施する。 

 

（4）救助救出活動 

道路災害時における救助救出活動については、道路管理者が行う初期救助活動のほか、基本・

地震津波災害対策編 第 3章 第 6節「救助救出活動」の定めにより実施する。 

（情報交換） 

（情報交換） 

室蘭開発建設部
有珠復旧事務所 

室蘭開発建設部 北 海 道 開 発 局 北 海 道 運 輸 局 

北海道
 

国 ( 消 防 庁 ) 

北海道警察本部 
胆振総合振興局 
( 地 域 政 策 課 ) 

西 胆 振 消 防 組 合 
(伊達消防署豊浦支署) 

豊 浦 町 

伊 達 警 察 署 

胆振総合振興局 
室蘭建設管理部 
( 洞 爺 出 張 所 ) 
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（5）医療救護活動 

道路災害時における医療救護活動については、基本・地震津波災害対策編 第 3章 第 9節「応

急医療・救護」の定めによるもののほか、道路管理者も、関係機関による迅速、かつ、的確な救

護の初期活動が行われるよう協力する。 

 

（6）消防活動 

道路災害時における消防活動は、次により実施する。 

1）道路管理者 

道路災害による火災の発生に際しては、西胆振消防組合伊達消防署豊浦支署による迅速、か

つ、的確な初期消火活動が行われるよう協力するものとする。 

2）西胆振消防組合伊達消防署豊浦支署 

①西胆振消防組合伊達消防署豊浦支署は、速やかに道路災害による火災の発生状況を把握

するとともに、迅速に消防活動を実施する。 

②西胆振消防組合伊達消防署豊浦支署の職員は、道路災害による火災が発生した場合にお

いて、消防活動の円滑化を図るため、必要に応じて消防警戒区域を設定するものとする。 

 

（7）行方不明者の捜索及び遺体の収容等 

町及び関係機関は、基本・地震津波災害対策編 第 3 章 第 18 節「安否確認及び遺体の処理・

埋葬」の定めるところにより、行方不明者の捜索、遺体の収容・埋葬等を実施する。 

 

（8）交通規制 

道路災害時における交通規制については、基本・地震津波災害対策編 第 3章 第 12 節「交通

応急対策」の定めによるほか次により実施する。 

1）伊達警察署 

道路災害発生地に通じる道路及び周辺道路等において、災害の拡大防止及び交通の確保のた

め必要な交通規制を行うものとする。 

2）道路管理者 

自己の管理する道路において、災害の拡大防止及び交通の確保のため必要な交通規制を行う。 

 

（9）危険物流出対策 

道路災害により危険物が流出し、またはそのおそれがある場合は、本章 第 5節｢危険物等災害

対策計画｣の定めるところにより速やかに対処し、危険物による二次災害の防止に努めるものと

する。 
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（10）自衛隊派遣要請 

町は、災害の規模や収集した被害情報から判断し、必要がある場合には、基本・地震津波災害

対策編 第 3 章 第 16 節「自衛隊災害派遣要請」の定めにより、知事（胆振総合振興局長）に自

衛隊の災害派遣の要請を依頼する。 

 

（11）広域応援 

町は、災害の規模により、それぞれ単独では十分な災害応急対策を実施できない場合は、基本・

地震津波災害対策編 第 3章 第 15 節「応援要請」の定めるところにより、道及び他の市町村等

へ応援を要請する。 
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第 5 節 危険物等災害対策 

危険物等（危険物、火薬類、高圧ガス、毒物・劇物、放射性物質）の漏洩、流出、火災、爆発等

により死傷者が多数発生する等の災害が発生し、またはまさに発生しようとしている場合に、早期

に初動体制を確立して、その拡大を防御し被害の軽減を図るため、事業者及び防災関係機関の実施

する予防、応急対策は、次のとおりである。 

なお、海上への危険物等の流出等による災害対策については、本章第 1 節「海上災害対策計画」

の定めるところによる。 

 

1．危険物の定義 

（1）危険物 

消防法（昭和 23年 7 月 24日法律第 186号）第 2条第 7項に規定されているもの 

《例》石油類（ガソリン、灯油、軽油、重油）など 

 

（2）火薬類 

火薬類取締法（昭和 25年 5月 4日法律第 149号）第 2条に規定されているもの 

《例》火薬、爆薬、火工品（工業雷管、電気雷管等）など 

 

（3）高圧ガス 

高圧ガス保安法（昭和 26年 6月 7日法律第 204号）第 2条に規定されているもの 

《例》液化石油ガス（LPG）、アセチレン、アンモニアなど 

 

（4）毒物・劇物 

毒物及び劇物取締法（昭和 25年 12月 28日法律第 303号）第 2条に規定されているもの 

《例》毒物（シアン化水素、シアン化ナトリウム等）、劇物（ホルムアルデヒド、塩素等）な

ど 

 

（5）放射性物質 

放射性同位元素、核燃料物質、核原料物質を総称したもの。「放射性同位元素等による放射線

障害の防止に関する法律（昭和 32年 6月 10日法律第 167号）」等によりそれぞれ規定されてい

る。 

 

2．災害予防対策 

危険物等災害の発生を未然に防止するため、危険物等の貯蔵・取扱い等を行う事業者（以下「事

業者」という。）及び関係機関がとるべき対応は次のとおりとする。 
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（1）危険物等災害予防対策 

1）事業者 

①消防法の定める設備基準、保安基準を遵守するとともに、予防規程の作成、従業者に対す

る保安教育の実施、自衛消防組織の設置、危険物保安監督者の選任等による自主保安体制

の確立を図るものとする。 

②危険物の流出その他の事故が発生したときは、直ちに、流出及び拡散の防止、危険物の除

去その他災害の発生の防止のための応急の措置を講じるとともに、西胆振消防組合伊達消

防署豊浦支署、伊達警察署へ通報するものとする。 

2）道、西胆振消防組合 

①消防法の規定に基づき、保安検査、立入検査を行い、法令の規定に違反する場合は、許可

の取消等の措置命令を発するものとする。 

②事業者の自主保安体制確立を図るため、予防規程の作成、従事者に対する保安教育の実施、

自衛消防組織の編成、危険物保安監督者の選任等について指導するものとする。 

3）伊達警察署 

必要に応じ、危険物の保管状態、自主保安体制等実態を把握するとともに、資機材を整備

充実し、災害発生時における初動体制の確立を図るものとする。 

 

（2）火薬類災害予防対策 

1）事業者 

①火薬類取締法の定める設備基準、保安基準を遵守するとともに、危害予防規程の作成、保

安教育計画の作成、火薬類製造保安責任者の選任等による自主保安体制の確立を図るもの

とする。 

②火薬庫が近隣の火災その他の事情により危険な状態になり、または火薬類が安定度に異

常を呈したときは、法令で定める応急措置を講じるとともに、火薬類について災害が発生

したときは、直ちに警察官に届け出るとともに道に報告するものとする。 

2）北海道産業保安監督部 

①火薬類取締法の規定に基づき、保安検査、立入検査を行い、法令の規定に違反する場合は、

許可の取消等の措置命令を発するものとする。 

②火薬類取締法の規定による許可等の処分をしたとき、または届出を受理したときは、速や

かに国家公安委員会に通報する等関係機関との連携体制の確立を図るものとする。 

③事業者の自主保安体制確立を図るため、危害予防規程の作成、保安教育計画の作成、火薬

類製造保安責任者の選任等について指導するものとする。 

④事業者の予防対策について監督、指導する。 
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3）道 

①火薬類取締法の規定に基づき、保安検査、立入検査を行い、法令の規定に違反する場合は、

許可の取消等の措置命令を発するものとする。 

②火薬類取締法の規定による許可等の処分をしたとき、または届出を受理したときは、速や

かに道公安委員会に通報する等関係機関との連携体制の確立を図るものとする。 

③事業者の自主保安体制確立を図るため、危害予防規程の作成、保安教育計画の作成、火薬

類製造保安責任者の選任等について指導するものとする。 

4）伊達警察署 

①火薬類取締法の施行に必要な限度において、立入検査を実施する等その実態を把握する

とともに、資機材を整備充実し、災害発生時における初動体制の確立を図るものとする。

また、必要と認められるときは、道、北海道産業保安監督部に対して、必要な措置をとる

よう要請するものとする。 

②火薬類運搬の届出があった場合、災害の発生防止、公共の安全維持のため必要のあるとき

は、運搬日時、経路若しくは方法または火薬類の性状若しくは積載方法について必要な指

示をする等により運搬による災害発生防止を図るものとする。 

③火薬庫が近隣の火災その他の事情により危険な状態になり、または火薬類が安定度に異

常を呈したとき、及び災害が発生したとの届出があったときは、速やかに道知事に通報す

るものとする。 

5）西胆振消防組合 

火災予防上の観点から事業所の実態を把握し、消防用施設等の保守管理、防火管理者等に

よる自主保安体制の確立等適切な指導を行う。 

 

（3）高圧ガス災害予防対策 

1）事業者 

①高圧ガス保安法の定める設備基準、保安基準を遵守するとともに、危害予防規程の作成、

保安教育計画の作成、高圧ガス製造保安統括者の選任等による自主保安体制の確立を図る

ものとする。 

②高圧ガスの製造施設等が危険な状態になったときは、高圧ガス保安法で定める応急措置

を講じるとともに、高圧ガスについて災害が発生したときは、道知事または警察官に届け

出るものとする。 

2）北海道産業保安監督部 

①高圧ガス保安法の規定に基づき、保安検査、立入検査を行い、法令の規定に違反する場合

は、許可の取消等の措置命令を発するものとする。 

②事業者の自主保安体制確立を図るため、危害予防規程の作成、保安教育計画の作成、高圧
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ガス製造保安統括者の選任等について指導するものとする。 

3）道 

①高圧ガス保安法の規定に基づき、保安検査、立入検査を行い、法令の規定に違反する場合

は、許可の取消等の措置命令を発するものとする。 

②事業者の自主保安体制確立を図るため、危害予防規程の作成、保安教育計画の作成、高圧

ガス製造保安統括者の選任等について指導するものとする。 

③高圧ガス保安法の規定による許可等の処分をしたとき、または届出を受理したときは、速

やかに道公安委員会に通報する等関係機関との連携体制の確立を図るものとする。 

4）伊達警察署 

①人の生命、身体または財産に対する危害を予防するため特に必要があるときは、立入検査

を実施する等その実態を把握するとともに、資機材を整備し、災害発生時における初動体

制の確立を図るものとする。 

②高圧ガスの製造施設等が危険な状態となったとき、または災害が発生したとの届出が

あったときは、速やかに道知事に通報するものとする。 

5）西胆振消防組合 

火災予防上の観点から事業所の実態を把握し、消防施設等の保守管理、防火管理者等によ

り自主保安体制の確立等適切な指導を行う。 

  

（4）毒物・劇物災害予防対策 

1）事業者 

①毒物及び劇物取締法の定める設備基準、保安基準を遵守するとともに、従業者に対する危

害防止のための教育の実施、毒物劇物取扱責任者の選任等による自主保安体制の確立を図

るものとする。 

②毒劇物が飛散する等により不特定または多数の者に保健衛生上の危害が生ずるおそれが

あるときは、直ちにその旨を保健所、伊達警察署または西胆振消防組合に届け出るととも

に、必要な応急の措置を講じるものとする。 

2）道 

①毒物及び劇物取締法の規定に基づき、立入検査を行い、法令の規定に違反する場合は、登

録の取消等の措置命令を発するものとする。 

②事業者の自主保安体制確立を図るため、従事者に対する危害防止のための教育の実施、毒

物劇物取扱責任者の選任等による自主保安体制の確立を指導するものとする。 

3）伊達警察署 

必要に応じ、毒劇物の保管状態、自主保安体制等事業所の実態を把握するとともに、資機

材を整備し、災害発生時における初動体制の確立を図るものとする。 
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4）西胆振消防組合 

火災予防上の観点から事業所の実態を把握し、消防用設備等の保守管理、防火管理者等に

よる自主保安体制の確立等適切な指導を行う。 

 

（5）放射性物質災害予防対策 

1）事業者 

①放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の定める設備基準、保安基準を

遵守するとともに、放射線障害予防規程の作成、必要な教育訓練の実施、放射線取扱主任

者の選任等による自主保安体制の確立を図るものとする。 

②放射線障害のおそれがある場合または放射線障害が発生した場合は、放射性同位元素等

による放射線障害の防止に関する法律で定める応急措置を講ずるとともに、直ちに文部科

学大臣、消防署等関係機関へ通報するものとする。 

2）西胆振消防組合 

火災防止の観点から事業所の実態を把握し、消防用設備等の保守管理、防火管理者等によ

る自主保安体制の確立等適切な指導を行う。 

3）伊達警察署 

①放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の施行に必要な限度で、立入検

査を実施する等その実態を把握するとともに、資機材を整備し、災害発生時における初動

体制の確立を図るものとする。 

②放射性同位元素または放射性同位元素により汚染されたものを運搬する届出があった場

合、災害の発生防止、公共の安全確保のため必要があるときは、運搬日時、経路等につい

て、必要な指示をする等により運搬による災害発生防止を図るものとする。 

 

（附属資料 p.資 95「主要事業所等危険物貯蔵庫」参照） 

 

 

3．災害応急対策 

（1）情報通信 

町及び関係機関は、災害発生時に直ちに災害情報連絡のための通信手段を確保し、災害情報の

収集に努めるとともに、把握した情報について迅速に他の関係機関に連絡する。また、相互に緊

密な情報交換を行い、情報の確認、共有化、応急対策の調整等を行う。 

連絡系統は次のとおりとする。 
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図 4－9 情報通信連絡系統図（危険物等災害） 

 

 

（2）災害広報 

町及び危険物等の事業者は、被災者の家族及び地域住民等に対し、次の情報を提供する。 
 

○災害の状況 

○家族等の安否情報 

○危険物等の種類、性状など人体・環境に与える影響 

○医療機関等の情報 

○関係機関の実施する応急対策の概要 

○避難の必要性等、地域に与える影響 

○その他必要な事項 

 

（3）応急活動体制 

町は、危険物等災害が発生、または発生するおそれがある場合、その状況に応じて、基本・地

震津波災害対策編 第 3章 第 1節「災害応急体制」に定めるところにより体制を整え、その地域

に係る災害応急対策を実施する。 

 

（4）災害拡大防止 

危険物等による災害の拡大防止を図るため、爆発性・引火性・有毒性等の危険物等の性状を十

分に把握し、次により実施する。 

発
生
事
業
所
等 

北 海 道 
（ 危 機 対 策 局 ） 

国 
( 消 防 庁 ) 

胆振総合振興局 
（ 保 健 環 境 部 ） 
（ 室 蘭 保 健 所 ） 

北 海 道 
( 保 健 福 祉 部 ) 

胆振総合振興局 
（ 産 業 振 興 部 ） 

北 海 道 
（ 経 済 部 ） 

北海道警察本部 

情報交換 

（火薬類、高圧ガスのみ） 

（毒物・劇物のみ） 

胆振総合振興局 
（ 地 域 政 策 課 ） 

豊 浦 町 

伊 達 警 察 署 

西 胆 振 消 防 組 合 
（伊達消防署豊浦支署） 
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1）事業者 

的確な応急点検及び応急措置等を講じるものとする。 

2）危険物等の取扱規制担当機関 

危険物の流出・拡散の防止、流出した危険物等の除去、環境モニタリングをはじめ、事業者

に対する応急措置命令、危険物等関係施設の緊急使用停止命令など、災害の拡大防止を図るた

め適切な応急対策を講じるものとする。 

 

（5）消防活動 

危険物等災害時における消防活動は、次により実施する。 

1）事業者 

消防機関の現場到着までの間に、自衛消防組織等によりその延焼拡大を最小限度に抑える等

消防活動に努めるものとする。 

2）西胆振消防組合伊達消防署豊浦支署 

①事業者との緊密な連携を図り、化学消防車、化学消火薬剤、中和剤、ガス検知器等を活用

し、危険物等の性状に合った適切な消防活動を実施する。 

②西胆振消防組合伊達消防署豊浦支署の職員は、消防活動の円滑化を図るため、必要に応じ

て消防警戒区域を設定する。 

 

（6）避難措置 

町及び関係機関は、人命の安全を確保するため、基本・地震津波災害対策編 第 3 章 第 4 節

「避難対策」の定めるところにより、爆発性・引火性・有毒性といった危険物等の特殊性を考慮

し、必要な避難措置を実施する。 

 

（7）救助救出活動 

町は及び関係機関は、基本・地震津波災害対策編 第 3章 第 6節「救助救出活動」の定めると

ころにより、救助救出活動を実施する。 

 

（8）医療救護活動 

町は及び関係機関は、基本・地震津波災害対策編 第 3章 第 9節「応急医療・救護」の定める

ところにより、医療救護活動を実施する。 

 

（9）行方不明者の捜索及び遺体の収容等 

町及び関係機関は、基本・地震津波災害対策編 第 3 章 第 18 節「安否確認及び遺体の処理・

埋葬」の定めるところにより、行方不明者の捜索、遺体の収容・埋葬等を実施する。 
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（10）交通規制 

伊達警察署は、災害の拡大防止及び交通の確保のため、基本・地震津波災害対策編 第 3章 第

12節「交通応急対策」の定めるところにより、必要な交通規制を実施する。 

 

（11）自衛隊派遣要請 

町は、災害の規模や収集した被害情報から判断し、必要がある場合には、基本・地震津波災害

対策編 第 3 章 第 16 節「自衛隊災害派遣要請」の定めにより、知事（胆振総合振興局長）に自

衛隊の災害派遣の要請を依頼する。 

 

（12）広域応援 

町は、災害の規模により、それぞれ単独では十分な災害応急対策を実施できない場合は、基本・

地震津波災害対策編 第 3章 第 15 節「応援要請」の定めるところにより、道及び他の市町村等

へ応援を要請する。 
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第 6 節 大規模な火事災害対策 

死傷者が多数発生する等大規模に火事災害が発生し、またはまさに発生しようとしている場合

に、早期に初動体制を確立して、その拡大を防御し被害の軽減を図るため、防災関係機関が実施す

る各種の予防、応急対策は、次のとおりである。 

 

1．災害予防対策 

町及び関係機関は、それぞれの組織を通して相互に協力し、大規模な火事災害の発生を未然に防

止するために必要な予防対策を実施する。 

（1）町及び消防機関 

1）大規模な火事災害に強いまちづくり 

延焼拡大の防止を図るため、建築物や公共施設の不燃化、空地・緑地等の連続的な配置によ

る延焼遮断帯の形成、防火地域及び準防火地域の的確な指定等により、大規模な火事災害に強

いまちづくりを推進する。 

2）火災発生、被害拡大危険区域の把握 

災害応急対策の円滑な実施を図るため、火災発生及び延焼拡大の危険性のある区域を把握の

うえ、被害想定を作成するよう努める。 

3）予防査察の実施 

多数の人が出入りする施設、事業所等の防火対象物に対して、消防法（昭和 23年 7月 24日

法律第 186 号）に基づく消防用設備等の整備促進、保守点検の実施及び適正な維持管理につい

て指導する。 

4）防火管理者制度の推進 

防火管理に関する講習会を開催し、防火管理者の知識の向上を図るとともに、防火管理者を

定めるべき防火対象物における自衛消防体制の強化を図るため、防火管理者の選任及び消防計

画の作成、消防訓練の実施等について指導する, 

5）防火思想の普及 

年 2 回（春、秋期）の全道火災予防運動、防災週間等を通じて、各種広報媒体を活用するこ

とにより、町民の防火思想の普及、高揚を図る。また、高齢者宅の防火訪問を実施する等要配

慮者対策に十分配慮する。 

6）自主防災組織の育成強化 

地域の自主防災組織等の民間防火組織の設置及び育成指導の強化を図り、初期消火訓練等の

自主的火災予防運動の実践を推進する。 

7）消防水利の確保 

同時多発火災や消火栓の使用不能等に備えて、防火水槽の配備、海水・河川水の活用等によ

り、消防水利の多様化及び確保に努める。 
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8）消防体制の整備 

消防職団員の非常招集方法、消火部隊の編成及び運用、消防用機械・資機材の整備、災害時

の情報通信手段等について十分に検討を行い、大規模な火事災害の対応力を高めることとする。 

9）防災訓練の実践 

関係機関、町民等と相互に連携して実践的な消火救助・救急等の訓練を実施し、災害時の活

動手順、関係機関との連携等について徹底を図るとともに、訓練後には評価を行い、必要に応

じ体制等の改善を行う。 

10）火災警報 

町長は、胆振総合振興局長から火災気象通報を受けたとき、または気象の状況が火災警報発

令条件となり、火災予防上危険であると認めるときは、消防法第 22条に基づく火災警報を発令

する。 

 

2．災害応急対策 

（1）情報通信 

町及び関係機関は、災害発生時に直ちに災害情報連絡のための通信手段を確保し、災害情報の

収集に努めるとともに、把握した情報について迅速に他の関係機関に連絡する。また、相互に緊

密な情報交換を行い、情報の確認、共有化、応急対策の調整等を行う。 

連絡系統は次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4－10 情報通信連絡系統図（大規模な火事災害） 

 

 

（情報交換） 

発見者等 

豊 浦 町 

西胆振消防組 合 
(伊達消防署豊浦支署) 

胆振総合振興局 
（ 地 域 政 策 課 ） 

北海道警察本部 

国 ( 消 防 庁 ) 
北 海 道 
( 危 機 対 策 局 ) 

伊 達 警 察 署 
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（2）災害広報 

町及び関係機関は、被災者の家族及び地域住民等に対し、次の情報を提供する。 
 

○災害の状況 

○被災者等の安否情報 

○医療機関等の情報 

○関係機関の実施する応急対策の概要 

○避難の必要性等、地域に与える影響 

○その他必要な事項 

 

（3）応急活動体制 

町は、大規模な火事災害が発生、または発生するおそれがある場合、その状況に応じて、基本・

地震津波災害対策編 第 3章 第 1節「災害応急体制」に定めるところにより体制を整え、その地

域に係る災害応急対策を実施する。 

 

（4）消防活動 

消防機関は、人命の安全確保と火災の延焼防止を基本として、次により消防活動を行うものと

する。 

1）現場活動情報等の連絡整理を行い、速やかに火災の状況を把握する。 

2）避難所等・避難路の確保及び重要かつ危険度の高い箇所・地域を優先しながら活動を実施す

る。 

3）消火、飛火警戒等においては、近隣住民、自主防災組織等の協力を得て、効果的な活動を実

施する。 

 

（5）避難措置 

町及び関係機関は、人命の安全を確保するため、基本・地震津波災害対策編 第 3 章 第 4 節

「避難対策」の定めるところにより、必要な避難措置を実施する。 

 

（6）救助救出活動 

町は及び関係機関は、基本・地震津波災害対策編 第 3章 第 6節「救助救出活動」の定めると

ころにより、救助救出活動を実施する。 

 

（7）医療救護活動 

町は及び関係機関は、基本・地震津波災害対策編 第 3章 第 9節「応急医療・救護」の定める

ところにより、医療救護活動を実施する。 



個別災害対策編 

第 4 章 事故災害対策計画 

267 

（8）行方不明者の捜索及び遺体の収容等 

町及び関係機関は、基本・地震津波災害対策編 第 3 章 第 18 節「安否確認及び遺体の処理・

埋葬」の定めるところにより、行方不明者の捜索、遺体の収容・埋葬等を実施する。 

 

（9）交通規制 

伊達警察署は、災害の拡大防止及び交通の確保のため、基本・地震津波災害対策編 第 3章 第

12節「交通応急対策」の定めるところにより、必要な交通規制を実施する。 

 

（10）自衛隊派遣要請 

町は、災害の規模や収集した被害情報から判断し、必要がある場合には、基本・地震津波災害

対策編 第 3 章 第 16 節「自衛隊災害派遣要請」の定めにより、知事（胆振総合振興局長）に自

衛隊の災害派遣の要請を依頼する。 

 

（11）広域応援 

町は、災害の規模により、それぞれ単独では十分な災害応急対策を実施できない場合は、基本・

地震津波災害対策編 第 3章 第 15 節「応援要請」の定めるところにより、道及び他の市町村等

へ応援を要請する。 
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第 7 節 林野火災対策 

広範囲にわたる林野の焼失等の災害が発生し、またはまさに発生しようとしている場合に、早期

に初動体制を確立して、その拡大を防御し被害の軽減を図るため、防災関係機関が実施する予防、

応急対策は、次のとおりである。 

 

1．災害予防対策 

（1）実施事項 

林野火災発生原因のほとんどが人為的なものであることを踏まえ、町、道、国及び関係機関は

次により対策を講ずるものとする。 

1）北海道森林管理局、道、町 

①一般入林者対策 

登山、ハイキング、山菜採取、魚釣等の入林者への対策として、次の事項を実施する。 
 

○タバコ、たき火の不始末による出火の危険性について、報道媒体、標語、ポスター、

広報車、看板・標識、ホームページ等を活用するとともに、関係機関の協力を得

ながら広く周知する。 

○入林の承認申請や届出等について指導する。 

○火災警報発令または気象条件が急変した際は、必要に応じて入林の制限を実施す

る。 

○観光関係者による予防意識の啓発を図る。 

 

②火入対策 

林野火災危険期間（おおむね 3月～6月。以下「危険期間」という。）中の火入れは極力

避けるようにするとともに、火入れを行おうとする者に対して次の事項を指導する。 
 

○森林法（昭和 26年 6月 26日法律第 249号）及び市町村条例の規定に基づく市町

村長の許可を取得させ、火入れ方法を指導し、許可附帯条件を遵守させる。 

○火災警報発令または気象状況急変の際は、一切の火入れを中止させる。 

○火入れ跡地の完全消火を図り、責任者に確認させる。 

○火入れ（造林のための地ごしらえ、害虫駆除等）に該当しないたき火等の焼却行

為についても、特に気象状況に十分留意するよう指導する。 

 

③消火資機材等の整備 
 

○林野火災消火資機材等は、地域に適合した機材を配備し、常に緊急時に対処でき

るよう整備点検する。 

○ヘリコプターによる空中消火を積極的に推進するため、空中消火薬剤の備蓄に努

めるとともに、ヘリコプター離発着の適地をあらかじめ選定する。 
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2）森林所有者 

森林所有者は、自己の所有林野における失火を防ぐため、次の事項を実施するよう努めるも

のとする。 
 

○入林者に対する防火啓発 

○巡視 

○無断入林者に対する指導 

○火入れに対する安全対策 

 

3）林内事業者 

林内において、森林施業、鉱山、道路整備等の事業を行う者は、危険期間中、事業区域内に

おける火災発生を防止するため、森林所有者と協議し、特に次の事項について留意のうえ、適

切な予防対策を講じるものとする。 
 

○火気責任者の選任、事業区域内の巡視員の配置 

○火気責任者の指定する喫煙所等の設置、標識及び消火設備の完備 

○林野火災発生時の連絡系統及び周知方法の確立 

 

4）自衛隊 

自衛隊は、危険期間中、演習地における火災発生を防止するため、特に次の事項について留

意のうえ、適切な予防対策を講じるものとする。 
 

○演習地出入者に対する防火啓発 

○演習地及び近隣地における林野火災発生時の連絡系統及び周知方法の確立 

○危険区域の標示 

○防火線の設定 

○巡視員の配置 

 

5）北海道旅客鉄道株式会社及びバス等運送業者 

北海道旅客鉄道株式会社及びバス等運送業者は、危険期間中、乗客、乗員のたばこの投げ捨

て等による林野火災の発生を防止するために、乗客に対する注意喚起、車両通行中に林野火災

を発見した場合の連絡系統及び周知方法の確立等により路線火災の防止に努めるとともに、次

の事項について協力するものとする。 
 

○路線の巡視 

○ポスター掲示等による広報活動 

○林野火災の巡視における用地の通行 

○緊急時における専用電話の利用 
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（2）林野火災予消防対策協議会 

林野火災の予消防対策を推進するため、次の林野火災予消防対策協議会において、相互の連絡、

情報交換、指導等を行うものとする。 

1）全道協議会 

全道の予消防対策については、次の関係機関により構成する北海道林野火災予消防対策協議

会が推進する。 
 

北海道開発局、北海道財務局、北海道森林管理局、北海道産業保安監督部、札幌管

区気象台、陸上自衛隊北部方面総監部、北海道、北海道教育委員会、北海道警察本

部、北海道市長会、北海道町村会、公益財団法人北海道消防協会、東日本電信電話

株式会社北海道支店、北海道旅客鉄道株式会社、独立行政法人森林総合研究所北海

道支所、国立大学法人北海道大学北方生物圏フィールド科学センター、北海道森林

組合連合会、栄林会、公益社団法人北海道森と緑の会 

2）地区協議会 

胆振総合振興局の予消防対策については、当該地域を管轄する地方部局及び関係機関により

構成する地区林野火災予消防対策協議会が推進する。 

3）町の組織 

予消防対策については、当該地域を管轄する関係機関により構成された町林野火災予消防対

策協議会が推進する。 

 

（3）気象情報対策 

林野火災の発生及び広域化は、気象条件が極めて大きな要因であるため、関係機関は次により

警報、注意報並びに情報等の迅速な伝達を行い、林野火災の予防に万全を期するものとする。 

1）林野火災気象通報 

林野火災気象通報は、火災気象通報の一部として気象官署が発表及び終了の通報を行うもの

とする。なお、火災気象通報の通報基準は、個別災害対策編 第 2章 第 2節 第 1項「気象警報

等の伝達計画」のとおりである。 
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2）伝達系統 

林野火災気象通報の伝達系統は、次のとおりとする。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4－11 情報通信連絡系統図（林野火災気象通報） 

 

 

通報を受けた町は、通報内容及びとるべき予防対策等を、西胆振消防組合伊達消防署豊浦支

署、森林管理署・支署、胆振総合振興局森林室豊浦事務所へ通報するとともに、一般住民に周

知徹底を図るものとする。また、町長は、林野火災気象通報の通報を受けたとき、または気象

の状況により林野火災発生の危険性があると認めたときは、消防法（昭和 23年 7 月 24日法律

第 186号）第 22条に基づき火災警報を発令することとする。 

 

西 胆 振 消 防 組 合 
(伊達消防署豊浦支署) 

豊浦消防 団 

町 
 

 
 

民 

室蘭地方気象台 

豊 浦 町 

胆振総合振興局 
(地域政策課) 

    

森林管理局函館分局 

胆 振 総 合 振 興 局 
(森林室豊浦事務所 ) 

胆 振 西 部 森 林 組 合 組 合 員 
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2．災害応急対策 

（1）情報通信 

町及び関係機関は、災害発生時に直ちに災害情報連絡のための通信手段を確保し、災害情報の

収集に努めるとともに、把握した情報について迅速に他の関係機関に連絡する。また、相互に緊

密な情報交換を行い、情報の確認、共有化、応急対策の調整等を行う。 

町及び胆振総合振興局においては、「林野火災被害状況調書の提出について（昭和 54 年 2月

26日付け林政第 119号）」に基づく林野火災被害状況調書の提出を速やかに行う。 

連絡系統は次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

図 4－12 情報通信連絡系統図（林野火災） 

 

 

（2）災害広報 

町は、被災者の家族及び地域住民等に対し、次の情報を提供する。 
 

○災害の状況 

○被災者の安否情報 

○医療機関等の情報 

○関係機関の実施する応急対策の概要 

○避難の必要性等、地域に与える影響 

○その他必要な事項 

 

（3）応急活動体制 

町は、広範囲にわたる林野の焼失等の災害が発生、または発生するおそれがある場合、その状

況に応じて、基本・地震津波災害対策編 第 3章 第 1節「災害応急体制」に定めるところにより

発 見 者 等 
西 胆 振 消 防 組 合 
（伊達消防署豊浦支署） 

豊 浦 町 
胆振総合振興局 
( 地 域 政 策 課 ) 

北 海 道 国(消防庁) 

森 林 管 理 局 
函 館 分 局 

胆 振 総 合 振 興 局 
(森林室豊浦事務所) 

（情報交換） 
北海道警察本部 伊 達 警 察 署 
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体制を整え、その地域に係る災害応急対策を実施する。 

 

（4）消防活動 

消防機関は、人命の安全確保と延焼防止を基本として、次により消防活動を実施する。 

1）林野火災防御図の活用、適切な消火部隊の配置、森林愛護組合の出動協力等により、効果的

な地上消火を行うものとする。 

2）住家への延焼拡大の危険性がある場合、林野火災が広域化する場合等には、基本・地震津波

災害対策編 第 3章 第 14節「ヘリコプターによる航空輸送の確保」に基づくヘリコプターの要

請等により空中消火を実施する。 

 

（5）避難措置 

町及び関係機関は、人命の安全を確保するため、基本・地震津波災害対策編 第 3 章 第 4 節

「避難対策」の定めるところにより、必要な避難措置を実施する。 

 

（6）交通規制 

伊達警察署は、災害の拡大防止及び交通の確保のため、基本・地震津波災害対策編 第 3章 第

12節「交通応急対策」の定めるところにより、必要な交通規制を実施する。 

 

（7）自衛隊派遣要請 

町は、災害の規模や収集した被害情報から判断し、必要がある場合には、基本・地震津波災害

対策編 第 3 章 第 16 節「自衛隊災害派遣要請」の定めにより、知事（胆振総合振興局長）に自

衛隊の災害派遣の要請を依頼する。 

 

（8）広域応援 

町は、災害の規模により、それぞれ単独では十分な災害応急対策を実施できない場合は、基本・

地震津波災害対策編 第 3章 第 15 節「応援要請」の定めるところにより、道及び他の市町村等

へ応援を要請する。 
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第 5 章  停電対策計画 
 

1．非常時の体制整備 

非常時の災害対策本部における連絡系統、連絡先、災害対策本部機能については、次のとおりで

ある。 

（1）連絡系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5－1 情報通信連絡系統図（停電） 

 

 

（2）連絡先リスト 

停電時に備えた連絡先リストを整備する。 
 

○各連絡先は、停電時でも連絡可能な電話番号を登録したもの 

○輻輳時に備え、可能な限り災害時優先指定電話を登録したもの 

 

※留意事項 

携帯電話の基地局は予備バッテリーを備えているが、停電した場合、通話可能は 

3時間～24時間程度 
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（3）災害対策本部機能の確保 

道及び町においては、停電時における庁舎機能や通信機能について事前に確認するなど、災害

対策本部機能の確保に努める。 

1）庁舎機能 
 

○非常用電源設備の確認 

発電機やバッテリーなどの稼働範囲、稼働時間、燃料の補充体制について確認 

○暖房設備の稼働確認と、機能しない場合の代替方法の確保 

 

2）通信機能 
 

○道（胆振総合振興局）と町を結ぶ道防災行政無線（内線電話、IP電話）の通信確認 

○携帯電話、衛星携帯電話の所有・登録状況を確認 

○停電時に利用可能な一般電話回線の確認 

（交換機用の非常用電源の有無、交換機を経由しない電話回線の有無） 

○町においては、町防災行政無線、エリアメールなどの住民広報システムの作動確認 

 

 

2．応急対策 

停電情報の伝達のあり方や防災関係機関が取り組む具体的な対策は、次のとおりである。 

（1）停電情報の伝達 

北海道電力(株)（以下「北電」という。）は、連絡系統図に基づき、停電の予定、停電の状況、

復旧の見込みなどについて、当該町、道及び地域防災関係機関に情報を伝達する。 

また、町民等への広報については、ラジオ、テレビ、新聞等の報道機関及びインターネットホー

ムページを通じて行うほか、広報車等により直接当該地域へ周知する。 
 

○ホームページ プレスリリース http://www.hepco.co.jp/ 

○停電情報サービス※ http://www.hepco.co.jp/branch/teiden_service.html 

○停電情報サービス（モバイルサイト）※  http://www.hepco.co.jp/m/ 

○フリーコール※0120-768-121 

○広報車 

○報道機関（ラジオ、テレビ、新聞）          ※は、停電時のみ提供 

 

町は、北電からの協力依頼により、必要に応じ、広報車、防災行政無線などにより停電情報の

周知を支援する。 

道は、連絡系統図に基づき町及び関係機関への情報提供とホームページなどによる広報を行

うものとする。 
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（2）防災関係機関の応急対策 

防災関係機関は、事前に停電に関する情報提供を受けた場合、停電に備えた配備体制をとると

ともに、停電による被害の発生を防ぐため、次のような応急対策に取り組むものとする。 

1）情報連絡体制の確保 

停電で通信手段が脆弱となっている町に対しては、道や関係機関は、必要に応じて連絡員を

派遣するなど連絡体制を確保する。 

2）交通安全・道路通行の確保 

①信号機停止時の対策 

伊達警察署は、配置交差点を特定した交通整理員による交通整理を行う。また、必要に応

じて通行の禁止・規制措置を行う。 

②ロードヒーティング停止による路面凍結対策 

道路管理者は、道路パトロールの強化、凍結防止剤や防滑剤の散布による道路管理を行う。

また、必要に応じて通行の禁止・規制措置を行う。 

③除雪対策 

道路管理者は、停電時においても通常どおり除雪作業を行う。 

なお、停電による信号機の減灯等により除雪作業効率が低下する場合がある。 

④道路情報の共有 

各道路管理者は、除雪に関する連絡調整会議等を活用するなど、停電時における道路情報

を共有し道路通行の確保を図る。 

3）町民の安全確保 

①医療・福祉対策 

道は、医療機関、福祉施設における患者、入所者等の対応状況の確認、また、在宅で人工

呼吸器等の医療機器を使用している患者等の対応状況の確認を行い、必要な措置を実施す

る。 

②住民避難対策 

町は、長期にわたり停電が予想される場合には、次のような住民避難対策を実施する。 
 

○町民が一時待避、避難できる電源、暖房、毛布、食料などを整えた施設の開設、また、

食料や燃料の補充体制の確保 

○防災行政無線、広報車、エリアメール、コミュニティＦＭ等による町民への避難施設

情報等の周知（広報車を使用する際は、低速での走行や複数回実施するなど情報を確

実に伝えること） 

○町内会、民生委員、社会福祉協議会、消防団などの協力も得ながら、高齢者などの要

配慮者を含む在宅者に対する声かけ 

○避難者の健康管理に配慮した保健師などによる巡回 

 

道は、町から応援要請があった場合、備蓄資機材の貸与、民間資機材の調達、広域応援の
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調整、自衛隊の災害派遣要請などを行うとともに、救助法の適用を検討する。 

③消防・救急・救助対策 

西胆振消防組合伊達消防署豊浦支署は、次のような消防・救急活動を行う。 
 

○消防車等を活用した警戒パトロール 

○火災発生に対する迅速な消火活動、停電地区での通電火災の注意喚起 

○エレベーターの閉じ込め事故に対し施設管理者、保守業者等と連携した救助 

○医療機関との連携による円滑な救急搬送 

○消火栓の使用不能に関する水道管理者との連絡体制の確保 

 

伊達警察署は、町から応援要請があった場合、消防本部間の相互応援のための調整、道消

防防災ヘリコプターの活用や自衛隊等の協力を得て支援を行う。 

④防犯対策 

北海道警察は、警ら等の警戒活動による防犯対策を行う。 

4）緊急的な電力供給 

北電は、自治体と優先度を協議のうえ、防災関係機関、医療機関、避難施設等へ発電機車な

どによる緊急的な電力供給を行う。 

5）その他ライフラインの確保 

①給水対策 

町（水道管理者）は、水道水を供給するポンプの停止などによる断水地域（高台や集合住

宅）への給水活動を行う。また、必要に応じて、近隣市町村や自衛隊等に対し応援を要請す

る。 

②燃料対策 

町は、燃料供給が可能なガソリンスタンド等を確認し、町民等からの要請に対し情報提供

を行う。併せて、道は、民間との防災協定の活用による燃料供給確保対策を実施する。 

6）自衛隊の災害派遣要請 

町は、災害の規模や収集した被害情報から判断し、必要がある場合には、基本・地震津波災

害対策編 第 3章 第 16節「自衛隊災害派遣要請」の定めにより、知事（胆振総合振興局長）に

自衛隊の災害派遣の要請を依頼する。 

 


